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第一部【ファンド情報】 
 

第１【ファンドの状況】 
１【投資法人の概況】 

（１）【主要な経営指標等の推移】 

① 運用状況等の推移 
回次 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 

決算年月 平成18年12月 平成19年6月 平成19年12月 平成20年6月 平成20年12月 平成21年6月 平成21年12月

営業収益（百万円） 4,751 5,505 6,982 7,840 8,501 7,544 7,494

（うち賃貸事業収益） 
（百万円） 

4,751 5,505 6,982 7,840 7,647 7,544 7,494

営業費用（百万円） 2,382 2,851 3,926 4,408 4,500 4,266 4,145

（うち賃貸事業費用） 
（百万円） 

1,977 2,409 3,437 3,849 3,910 3,720 3,577

営業利益（百万円） 2,369 2,653 3,055 3,432 4,000 3,278 3,349

経常利益（百万円） 1,858 2,240 2,421 2,662 3,156 2,443 2,486

当期純利益（百万円） 1,856 2,239 2,420 2,661 3,155 2,442 2,485

総資産額（百万円） 114,199 156,291 205,486 206,079 195,929 195,145 195,040

（対前期比） （％） （－） （36.8） （31.4） （0.2） （△4.9） （△0.4） （△0.1）

純資産額（百万円） 69,329 69,813 89,292 89,655 90,019 89,363 89,450

（対前期比） （％） （－） （0.6） （27.9） （0.4） （0.4） （△0.7） （0.1）

出資総額（百万円） 67,641 67,641 87,083 87,083 87,083 87,083 87,083

発行済投資口総数（口） 134,800 134,800 154,550 154,550 154,550 154,550 154,550

１口当たり純資産額（円） 514,317 517,906 577,758 580,107 582,458 578,215 578,780

１口当たり当期純利益（注1）
（円） 

13,858 16,614 15,784 17,217 20,417 15,802 16,084

分配総額（百万円） 1,856 2,239 2,420 2,661 3,155 2,442 2,485

１口当たり分配金額（円） 13,773 16,614 15,663 17,218 20,418 15,802 16,085

（うち１口当たり利益分配金）
（円） 

13,773 16,614 15,663 17,218 20,418 15,802 16,085

（うち１口当たり利益超過分配
金）（円） 

（－） （－） （－） （－） （－） （－） （－）

総資産経常利益率（注2）（％） 2.0 1.7 1.3 1.3 1.6 1.2 1.3

自己資本利益率（注3）（％） 2.8 3.2 3.0 3.0 3.5 2.7 2.8

自己資本比率（注4）（％） 60.7 44.7 43.5 43.5 45.9 45.8 45.9

(対前期増減） （％） （－） （△16.0） （△1.2） （0.0） （2.4） （△0.1） （0.1）

配当性向（注5）（％） 99.9 100.0 99.9 100.0 100.0 99.9 100.0

投資物件数（件） 14 18 20 20 18 18 18

テナント数（件） 99 120 132 131 127 126 126

総賃貸可能面積（㎡） 135,264 190,051 234,007 234,006 220,521 220,521 220,521

期末稼働率（％） 98.5 98.2 95.3 95.1 95.2 98.5 97.0

当期減価償却費(百万円） 631 674 894 1,042 995 990 990

当期資本的支出額（百万円） 155 182 319 530 799 267 134

賃貸ＮＯＩ（Net Operating 
Income）（注6） （百万円） 

3,405 3,770 4,438 5,033 4,732 4,814 4,907

１口当たりＦＦＯ（注7）(円） 18,459 21,616 21,447 23,963 21,331 22,211 22,494

ＦＦＯ（Funds from Operation）
倍率（注8）  （倍） 

21.1 24.3 21.1 10.7 9.0 9.1 9.2

デット・サービス・カバレッジ・
レシオ（注9）  （倍） 

9.9 7.2 5.5 4.9 5.5 4.5 4.5

有利子負債額（百万円） 38,500 77,600 105,500 105,500 95,500 95,500 95,500

総資産有利子負債比率（注10）
（％） 

33.7 49.7 51.3 51.2 48.7 48.9 49.0

運用日数（日） 188 181 184 182 184 181 184
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（注1）１口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定していますが、第１期については、実質

的な運用開始日である平成18年６月27日を期首とみなした日数加重平均投資口数により算定した１口当たり当期純利益を記載

しています。 

（注2）総資産経常利益率＝経常利益／（（期首総資産＋期末総資産）÷２）×100（小数点第二位を四捨五入しています。）なお、第

１期は実質的な運用開始日である平成18年６月27日を期首とみなしています。 

（注3）自己資本利益率＝当期純利益／（（期首純資産＋期末純資産）÷２）×100（小数点第二位を四捨五入しています。）なお、第

１期は実質的な運用開始日である平成18年６月27日を期首とみなしています。 

（注4）自己資本比率＝期末純資産額／期末総資産額×100（小数点第二位を四捨五入しています。） 

（注5）小数点第二位を切り捨てています。 

（注6）賃貸ＮＯＩ＝賃貸事業収益－賃貸事業費用＋当期減価償却費 

（注7）１口当たりＦＦＯ＝（当期純利益＋当期減価償却費－不動産等売却益＋不動産等売却損）／発行済投資口数（小数点第一位を切

り捨てています。） 

（注8）ＦＦＯ倍率＝期末投資口価格／年換算１口当たりＦＦＯ（小数点第二位を切り捨てています。） 

（注9）デット・サービス・カバレッジ・レシオ＝金利支払前税引前当期純利益／支払利息（小数点第二位を四捨五入しています。） 

（注10）総資産有利子負債比率＝期末有利子負債額／期末総資産額（小数点第二位を四捨五入しています。） 
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②事業の概況 

（イ）当期の概況 

Ａ．本投資法人の主な推移 

本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）に

基づき、平成18年２月20日に設立されました。その後、平成18年３月15日に関東財務局へ

の登録が完了（登録番号 関東財務局長 第52号）し、平成18年６月27日に東京証券取引

所不動産投資信託証券市場に上場（銘柄コード8987）いたしました。 

上場後は中長期的な観点から安定成長と収益の確保を目標として、主としてオフィスビ

ルへの投資・運用を行い、この度、平成21年12月末に第７期の決算を終了しました。 

 

Ｂ．運用環境及び運用実績 

各国の大規模な財政金融政策の効果が徐々に現れ、世界的な景気後退は底入れし、緩や

かな回復傾向に転換しました。海外経済の拡大基調を背景として輸出・生産に持ち直しの

動きがみえてきましたが、国内経済はデフレ環境が継続している上、雇用情勢も厳しさを

増し個人消費は低迷したままの状況のため、景気全体の持ち直しは極めて緩やかな動きに

留まりました。 

オフィスビル賃貸市場は、企業収益の悪化を背景としたテナントのコスト削減、オフィ

ス縮小の動きにより、殆どのエリアで空室率が上昇するとともに、オフィス賃料が下落し

ました。 

東京圏においても、市場全体の空室の増加に伴い高額物件のみならず中低価格物件の賃

料についても下落傾向が続きました。 

大阪・名古屋の地方大都市圏では、新規供給とオフィス縮小の動きが重なり、オフィス

需給がさらに悪化したことにより、賃料相場は引続き下落しました。 

このような厳しい市況の中、本投資法人はＰＭ会社と連携した機動的なリーシング活動

を実施し、空室の埋め戻しに注力した結果、当期末の保有物件全体の稼働率は97.0％と高

い水準を維持しました。 

ビル運営・建物管理面では、ビル機能の更新と維持管理費の削減を企図した空調改修計

画コンペを実施するなどコスト効率改善に継続的に取り組みました。 

不動産売買市場においては、投資家の物件取得意欲が高まり、都内大型オフィスビルを

含む優良物件を中心に一部で取引回復の動きが見られました。しかしながら、依然として

地方を含む市場全体の取引は少なく、賃料相場が引き続き軟化していることもあり、売買

は停滞しました。 

 

Ｃ．資金調達の概要 

当期における本投資法人の資金調達状況は次のとおりです。平成21年９月30日に期限の

到来した短期借入金（平成21年３月31日借入）12,000百万円の返済を目的として、期間１

年にて同日付で同額の借入れを行いました。 

上記借換えも含め、当期末（平成21年12月31日）における借入金は、短期借入金12,000

百万円、長期借入金83,500百万円（内１年内返済予定の長期借入金13,000百万円）の合計

95,500百万円となっております（期末総資産LTVは49.0％）。 

なお、借換えに際しては、弁済期限の分散化を考慮して、借入期間の設定をしておりま

す。 

当期末現在の長期借入金総額（83,500百万円）の42.8％については、固定金利による借

入れ又は金利スワップ取引により、金利の固定化を図っております。また、当期末現在の

- 3 -



 

 

 

借入金の加重平均金利は1.45％です。 

 

本投資法人は、長期資金の機動的な調達を目的として、下記の投資法人債の発行登録を

しております。但し、平成21年12月31日現在において投資法人債の発行歴はございません。 

      （発行登録の概要） 

種類 発行予定額 発行予定期間 

投資法人債 1,000億円 平成20年１月７日から平成22年１月６日まで

(注) 

（注）平成21年12月25日付けで関東財務局長宛に、新たに下記の内容で発行登録書を

提出しております。 

種類 発行予定額 発行予定期間 

投資法人債 1,000億円 平成22年１月７日から平成24年１月６日まで 

 

なお、今後の投資法人債の発行を睨み、本投資法人が取得している格付けは下記のとお

りです。（平成21年12月31日時点の格付状況） 

 ムーディーズ・インベスターズ・

サービス 

格付投資情報センター 

（Ｒ＆Ｉ） 

発行体格付け Ａ３ ＡＡ－ 

アウトルック ネガティブ 安定的 

 

Ｄ．業績及び分配の概要 

上記のような運用の結果、当期の業績は、営業収益7,494百万円、営業利益3,349百万円、 

経常利益2,486百万円、当期純利益2,485百万円となりました。 

分配金につきましては、法人税課税の特例（租税特別措置法第67条の15）の適用により、 

利益分配金相当額が損金算入されることを企図して、投資口１口当たりの分配金が１円未

満となる端数部分を除く当期未処分利益の全額を分配することとし、投資口１口当たりの

分配金は16,085円といたしました。 

 

（ロ）今後の運用方針及び対処すべき課題 

企業業績の回復が、賃料市況の上昇に結び付くにはしばらく時間がかかるものと予想さ

れますが、本投資法人は保有物件の立地・建物グレード面での優位性を生かしてテナント

新規誘致に注力し、稼働率の維持に努めていきます。また、既存テナントとの契約更改に

あたっても、適正な賃料水準での更改に向けて協議を進め、安定的な賃貸収益の確保を目

指して参ります。 

ビル運営・管理面では、管理品質の維持向上と委託業務の効率化を推進するとともに、

定期的にＰＭ会社の評価を実施し、ビル管理機能・サービス水準の向上を図ります。 

また、中長期的な資産価値の維持及び物件競争力向上のため、テナント満足度向上に寄

与する戦略的な追加投資計画を継続的に実施していきます。 

外部成長については、投資環境が改善すると予想されるため、積極的に投資機会を追求し

て参ります。 

また、財務面については昨年の中盤以降、不動産投資法人を取りまく環境が徐々に正常

化しつつあるものと認識しております。 
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このような環境下、本投資法人及び本資産運用会社は、引き続きスポンサー企業でもあ

る株式会社みずほコーポレート銀行をはじめとする金融機関との連携を強めながら、借入

期間の長期化と返済期限の分散化を図りつつ、借入先の多様化も推し進め、安定的な資金

調達を図るべく適切に対応して参ります。 

 

（ハ）決算後に生じた重要な事実 

Ａ．投資法人債の発行 

平成22年２月12日に開催した本投資法人役員会における「募集投資法人債の発行に係

る包括決議」に基づき、下記条件にて投資法人債を発行し、平成22年３月11日に払い込

みが完了しています。 

 

ジャパンエクセレント投資法人第１回無担保投資法人債 

名称   ：ジャパンエクセレント投資法人第１回無担保投資法人債（特定投資 

法人債間限定同順位特約付） 

発行総額 ：120億円 

払込金額 ：各投資法人債の金額100円につき金100円 

償還金額 ：各投資法人債の金額100円につき金100円 

利率   ：年1.52パーセント 

担保・保証：無担保・無保証 

償還期限 ：平成26年３月11日にその総額を償還（銀行休業日にあたるときは、前

銀行営業日に繰り上げる）。 

買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、

いつでもこれを行うことができる。 

利払日  ：毎年３月11日及び９月11日（銀行休業日にあたるときは、前銀行営業

日に繰り上げる） 

資金使途 ：借入金の返済 

 

Ｂ．短期借入金の期限前弁済 

平成22年３月19日付で、以下のとおり短期借入金の期限前弁済を行うことを執行役員

決定いたしました。なお、期限前弁済による清算金等の支払いはございません。 

①期限前弁済予定日：平成22年３月31日 

②弁済する借入金の内容 

・借入先 ：株式会社みずほコーポレート銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、株

式会社三井住友銀行 

・借入金額：120億円 

・金利  ：1.05545％（平成22年２月26日から平成22年３月31日までの適用利率） 

・借入日 ：平成21年９月30日 

・借入方法：平成18年６月27日付極度ローン基本契約（その後の変更及び貸付人の

追加を含む。）に基づく極度ローン個別契約として、平成21年９月25

日付で上記借入先との間で締結した極度ローン個別契約による借入れ 

・利払期日：初回平成21年10月末日、以降毎月末日とし、最後の利払期日は元本弁

済期日とする。 

・元本弁済方法  ：元本弁済期日に一括弁済（期限前弁済可） 

・当初元本弁済期日：平成22年９月30日 
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（２）【投資法人の目的及び基本的性格】 

① 投資法人の目的及び基本的性格 

 本投資法人は、中長期的な観点から、安定した収益の確保と着実な運用資産の成長を目指し、

資産の運用を行うことを基本方針としています（本投資法人の規約（以下「規約」といいます。）

第25条）。 

 本投資法人は、その資産の運用をジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社（以

下「本資産運用会社」といいます。）に全て委託しています。本投資法人と本資産運用会社と

の間で平成18年２月20日に締結された資産運用委託契約（その後の変更契約を含み、以下「資

産運用委託契約」といいます。）の規定に従い、本資産運用会社は、本投資法人の運用資産に

かかる運用の方針につき、その内規として資産運用ガイドライン（以下「資産運用ガイドライ

ン」といいます。）（注）を制定しています。 

（注）資産運用ガイドラインは、本資産運用会社の判断により、規約に定める本投資法人の資産運用の基本方針の最適な実

現を目指し、かつ今後の上記諸要因の動向、変化等を勘案しこれに機動的に対応するため、規約及び資産運用委託契

約の定める範囲内において、変更されることがあります。 

② 投資法人の特色 

 本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用すること

を目的とします。本投資法人は、投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エン

ド型です。 
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（３）【投資法人の仕組み】 

① 本投資法人の仕組図 

 
 

 

 

 番号 契約  

 ① 資産運用委託契約  

 ② 

（イ）興和不動産サポート契約 

（ロ）積水ハウスサポート契約 

（ハ）みずほ信託サポート契約 

 

 ③ 
（イ）みずほ総研市場情報等提供契約 

（ロ）都市未来総研市場情報等提供契約 
 

 ④ 一般事務委託契約及び資産保管業務委託契約  

 ⑤ 投資口事務委託契約及び特別口座管理契約  

 ⑥ 第1回無担保投資法人債財務及び発行・支払代理契約  

 

投資主名簿等管理人・ 

特別口座管理機関 

 

みずほ信託銀行株式会社

本投資法人 

 

ジャパンエクセレント 

投資法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会計監査人 

 
新日本有限責任監査法人

資産運用会社 

 

ジャパンエクセレント 

アセットマネジメント 

株式会社 

シンクタンク 

（イ）みずほ総合研究所株式会社 

（ロ）株式会社都市未来総合研究所

パイプライン 

サポート会社 

（イ）興和不動産株式会社 

（ロ）積水ハウス株式会社 

（ハ）みずほ信託銀行株式会社

役員会 

執行役員：戸田千史 

監督役員：坂上誠 

監督役員：長濱毅 

監督役員：前川俊一 

投資主総会②

①

③

⑤

④
一般事務受託者・ 

資産保管会社 

 

みずほ信託銀行株式会社

⑥
投資法人債に関する 

一般事務受託者 

 
株式会社 

みずほコーポレート銀行 
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② 本投資法人並びに本投資法人の関係法人の運営上の役割、名称及び関係業務の概要 

運営上の役割 名称 関係業務の概要 

投資法人 ジャパンエクセレント 

投資法人 

規約に基づき、投資主より募集した資金等を運用

資産に投資することにより、中長期的な観点から、

着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用

を行います。 

資産運用会社 ジャパンエクセレント 

アセットマネジメント 

株式会社 

本資産運用会社は、平成18年２月20日付けで本投

資法人との間で資産運用委託契約を締結してお

り、投信法上の資産運用会社として、同契約に基

づき、本投資法人の規約及び本資産運用会社の内

規である資産運用ガイドライン等に従い、資産の

運用にかかる業務（投信法第198条第１項）を行い

ます。本資産運用会社に委託された業務は、①運

用資産の運用にかかる業務、②本投資法人が行う

資金調達にかかる業務、③運用資産の状況につい

ての本投資法人への報告業務、④運用資産にかか

る運用計画の策定業務及び⑤その他本投資法人が

随時委託する上記①ないし④に付随し又は関連す

る業務です。 

一般事務受託者／ 

資産保管会社 

みずほ信託銀行株式会社 一般事務受託者／資産保管会社は、平成18年２月

20日付けで本投資法人との間で一般事務委託契約

及び資産保管業務委託契約をそれぞれ締結してい

ます。 

上記一般事務委託契約に基づき、投信法上の一般

事務受託者（投信法第117条第４号ないし第６号）

として、①計算に関する事務、②会計帳簿の作成

に関する事務、③本投資法人の機関の運営に関す

る事務、④納税に関する事務並びに⑤その他上記

①ないし④に準ずる業務又は付随する業務で、本

投資法人と一般事務受託者との間で合意の上作成

する事務規程に定める業務を行います。 

また、上記資産保管業務委託契約に基づき、投信

法上の資産保管会社（投信法第208条）として、本

投資法人の保有する資産（投信法第67条の規定に

基づいて作成された本投資法人の規約に定められ

た範囲内で、本投資法人が投信法第193条の規定に

基づいて取得する一切の資産を意味します。）に

関する資産保管業務及びそれに付随する金銭出納

管理業務を行います。 
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運営上の役割 名称 関係業務の概要 

投資主名簿等管理人

／特別口座管理機関 

みずほ信託銀行株式会社 投資主名簿等管理人は、平成20年12月17日付けで

本投資法人との間で投資口事務委託契約を締結

し、同契約に基づき、投信法上の一般事務受託者

（投信法第117条第２号及び第３号）として、①投

資主の名簿に関する事務、②募集投資口の発行に

関する事務、③投資主総会の招集通知、決議通知

及びこれらに付随する投資主総会参考書類等の送

付、議決権行使書の作成、議決権の集計並びに投

資主総会受付事務補助に関する事務、④投資主に

対して分配する金銭の計算及び支払いに関する事

務、⑤投資口に関する照会への応答、各種証明書

の発行に関する事務、⑥受託事務を処理するため

に使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵

便物の整理・保管に関する事務、⑦法令又は投資

口事務委託契約により本投資法人が必要とする投

資口統計資料の作成に関する事務、⑧投資主の権

利行使に関する請求その他の投資主からの申出の

受付に関する事務、⑨総投資主通知等の受理に関

する事務、⑩投資主名簿等管理人が管理する本投

資法人の発行総口数と振替機関（社債、株式等の

振替に関する法律（平成13年法律第75号。以下「振

替法」といいます。）第２条第２項に定める振替

機関をいいます。以下同じ。）より通知を受けた

本投資法人の振替投資口等の総数の照合、⑪本投

資法人の情報提供請求権（振替法第277条に定める

請求をいいます。）行使にかかる取次ぎに関する

事務、⑫振替機関からの個別投資主通知（振替法

第228条第1項で準用する同法第154条第３項に定

める通知をいいます。）の本投資法人への取次ぎ

に関する事務、⑬上記①ないし⑫に掲げる委託事

務にかかる印紙税等の代理納付、⑭上記①ないし

⑬に掲げる委託事務に付随する事務、⑮上記①な

いし⑭に掲げる事務の他、本投資法人及び投資主

名簿等管理人が協議のうえ定める事務を行いま

す。 

また、振替法に基づく特別口座管理機関として平

成20年12月17日付けで本投資法人との間で特別口

座管理契約を新たに締結し、同契約に基づき、振

替口座簿の作成・管理及び備置に関する事務その

他振替口座簿に関する事務等を行います。 
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運営上の役割 名称 関係業務の概要 

投資法人債に関する
一般事務受託者 

株式会社みずほコーポレー
ト銀行 

投資法人債に関する一般事務受託者は、平成22年3

月5日付けで本投資法人との間でジャパンエクセ

レント投資法人第1回無担保投資法人債（特定投資

法人債間限定同順位特約付）財務及び発行・支払

代理契約証書（以下「第1回無担保投資法人債財務

及び発行・支払代理契約」といいます。）を締結

し、同契約に基づき、投信法上の一般事務受託者

（投信法第117条第２号及び第６号）として、①ジ

ャパンエクセレント投資法人第1回無担保投資法

人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（以

下本項において「第1回無担保投資法人債」といい

ます。）の発行事務、②第1回無担保投資法人債の

発行代理人業務、③第1回無担保投資法人債の期中

事務、④第1回無担保投資法人債の支払代理人業務

を行います。 
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③ 上記以外の本投資法人の主な関係者の運営上の役割、名称及び業務の概要 

運営上の役割 名称 業務の概要 

パイプライン 

サポート会社 

興和不動産株式会社 興和不動産サポート契約 

本投資法人及び本資産運用会社は、興和不動産と

の間で平成18年５月12日付けで物件情報・ウェア

ハウジング等サービス提供契約（以下「興和不動

産サポート契約」といいます。）を締結し、同契

約に基づき、①興和不動産グループ（注１）各社

は、その保有又は開発するオフィスビル及び住居

の用に供される賃貸用不動産等につき、本資産運

用会社に対し当該不動産等に関する情報を提供す

るよう努めるとともに、売買条件について基本的

に合意した場合には、売買契約締結に向けて必要

な協力を行うこと（保有・開発不動産の売却情報

の提供）、②興和不動産グループ各社は、オフィ

スビルの売却に関する仲介情報を得た場合には、

本資産運用会社に対し情報提供を行うように努め

ること（仲介情報の提供）、並びに③本資産運用

会社は、将来における本投資法人による不動産等

の取得を目的として、第三者が保有又は運用する

不動産等の興和不動産グループ各社による取得及

び一時的な保有を、興和不動産に依頼すること（ウ

ェアハウジング機能の提供）ができることとされ

ています。 
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運営上の役割 名称 業務の概要 

 積水ハウス株式会社 積水ハウスサポート契約 

本投資法人及び本資産運用会社は、積水ハウスと

の間で平成18年５月12日付けで物件情報等サービ

ス提供契約（以下「積水ハウスサポート契約」と

いいます。）を締結し、同契約に基づき、①積水

ハウスは、自らが単独で保有又は開発する主とし

てオフィスビルの用に供される不動産等で、本投

資法人の投資基準に適合するものと積水ハウスが

判断するものを売却しようとする場合、当該売却

関連の情報を本資産運用会社に通知するよう努め

るとともに、本資産運用会社が本投資法人による

購入の申込みをした場合、売買の条件について誠

実に協議すること（保有・開発不動産の売却情報

の提供）、及び②積水ハウスは、本投資法人の投

資基準に適合するものと積水ハウスが判断する不

動産等の所有者又は当該不動産等の開発・保有を

予定している者から、当該不動産等の売却の代理

若しくは媒介の委託を受けた場合、又は当該不動

産等の売却がなされるとの情報を第三者より入手

した場合には、一定の例外的場合を除き、当該不

動産等に関する情報を本資産運用会社に通知する

よう努めること（仲介情報の提供）とされていま

す。 

 みずほ信託銀行株式会社 みずほ信託サポート契約 

本投資法人及び本資産運用会社は、みずほ信託銀

行株式会社との間で平成18年５月12日付けで第三

者物件情報提供等に関する協定書（以下「みずほ

信託サポート契約」といいます。）を締結してお

り、同協定に基づき、みずほ信託銀行株式会社は、

①本投資法人の投資基準に適合した物件の売却に

関する情報を収集し、これを本資産運用会社に対

して速やかに提供すること（仲介情報の提供）、

②本投資法人が具体的に取得を希望する物件につ

いて、依頼に基づき取得に必要な基礎調査等を行

うこと、及び③必要に応じ媒介契約あるいはコン

サルティング契約等を締結した上で、本投資法人

の物件取得に必要な業務を受託することとされて

います。 
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運営上の役割 名称 業務の概要 

シンクタンク みずほ総合研究所 

株式会社 

みずほ総研市場情報等提供契約 

本資産運用会社は、本投資法人の資産の運用業務

に関し、みずほ総合研究所株式会社との間で平成

18年５月12日付けで調査業務委託契約書（以下「み

ずほ総研市場情報等提供契約」といいます。）を

締結しており（注２）、同契約に基づき、みずほ

総合研究所株式会社は、①経済・金利・為替動向

等マクロ経済につき毎月１回以上報告・助言を行

い、必要に応じて不動産市況及び不動産業界に与

える影響等についても報告・助言を行うこと、並

びに②この他、上記に関する本投資法人又は本資

産運用会社からの質問に応じ随時助言・回答を行

い、必要に応じて調査報告を行うこととされてい

ます。 

 株式会社 

都市未来総合研究所  

都市未来総研市場情報等提供契約 

本資産運用会社は、本投資法人の資産の運用業務

に関し、株式会社都市未来総合研究所との間で平

成18年５月12日付けで調査業務委託契約書（以下

「都市未来総研市場情報等提供契約」といいま

す。）を締結しており（注３）、同契約に基づき、

株式会社都市未来総合研究所は、以下の役務を提

供することとしています。 

①不動産市場に関する情報提供（四半期毎に報告）

②不動産売買マーケットに関する情報（不動産売

買の月別公表事例）提供（四半期毎に報告） 

③大規模不動産取引にかかる内容紹介（四半期毎

に紹介） 

④本投資法人のポートフォリオ分析（半期毎に報

告） 

⑤上記に関する本投資法人又は本資産運用会社か

らの質問に対する回答・助言及び関連する追加調

査 

⑥本投資法人又は本資産運用会社からの質問又は

分析要請にかかる個別調査及び報告 

（注１）興和不動産グループとは、興和不動産並びにその子会社及び関連会社をいいます。 

（注２）みずほ総研市場情報等提供契約は、期間満了に伴い、平成21年４月１日付けで更新されています。 

（注３）都市未来総研市場情報等提供契約は、期間満了に伴い、平成21年５月１日付けで更新されています。 
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（４）【投資法人の機構】 

① 投資法人の統治に関する事項 

（イ）投資法人の機関の内容 

 本書の日付現在、本投資法人の執行役員は１名以上、監督役員は２名以上（但し、執行役員

の数に１を加えた数以上とします。）とされています（規約第15条）。 

 本書の日付現在、本投資法人の機関は、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行

役員１名、監督役員３名並びに執行役員及び監督役員を構成員とする役員会並びに会計監査人

により構成されています。 

Ａ．投資主総会 

（ⅰ）本投資法人の投資主総会は、東京都23区内において開催されます（規約第９条第２項）。 

（ⅱ）投信法又は規約により定められる本投資法人に関する一定の事項は、投資主により構

成される投資主総会において決定されます。投資主総会の決議は、原則として、発行済投

資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、その議決権の過半数をもって決議されま

す（規約第11条第１項）が、規約の変更（投信法第140条、第93条の２第２項第３号）等一

定の重要事項については、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席

した当該投資主の議決権の３分の２以上にあたる多数による決議（特別決議）を経なけれ

ばなりません。但し、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、

当該投資主は、その投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、

これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。）に

ついて賛成するものとみなされます（投信法第93条第１項、規約第13条第１項）。 

 本投資法人の資産運用の対象及び方針は、規約に定められています（規約第７章）ので、

かかる規約中に定められた資産運用の対象及び方針を変更する場合には、上記のとおり投

資主総会の特別決議が必要となります。 

（ⅲ）また、本投資法人は、本資産運用会社との間で資産運用委託契約を締結し、本投資法

人の資産の運用にかかる業務を委託しています。本資産運用会社が資産運用委託契約を解

約するためには本投資法人の同意を得なければならず、執行役員はかかる同意を与えるた

めに原則として投資主総会の承認を得ることが必要になります（投信法第205条）。また、

本投資法人が資産運用委託契約を解約する場合にも原則として投資主総会の決議が必要で

す（投信法第206条）。 

 

Ｂ．執行役員、監督役員及び役員会 

（ⅰ）執行役員は、本投資法人の業務を執行するとともに、本投資法人を代表して本投資法

人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有しています（投信法第109

条第１項、第５項、会社法(平成17年法律第86号、その後の改正を含みます。以下「会社法」

といいます。)第349条第４項）。但し、本資産運用会社からの資産運用委託契約の解約へ

の同意、投資主総会の招集、一般事務受託者への事務委託、資産運用委託契約又は資産保

管業務委託契約の締結その他投信法に定められた一定の職務執行については、役員会の承

認を得なければなりません（投信法第109条第２項）。監督役員は、執行役員の職務の執行

を監督する権限を有しています（投信法第111条第１項）。また、役員会は、一定の職務執

行に関する上記の承認権限を有する（投信法第109条第２項）他、投信法及び規約に定める

権限並びに執行役員の職務執行を監督する権限を有しています（投信法第114条第１項）。 

（ⅱ）役員会の決議は、法令又は規約に別段の定めがない限り、議決に加わることができる

構成員たる執行役員及び監督役員の過半数が出席の上、出席者の過半数の議決によって行

われます（投信法第115条第１項、会社法第369条第１項、規約第20条第１項）。 
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（ⅲ）投信法の規定（投信法第115条第１項、会社法第369条第２項）において、決議につい

て特別の利害関係を有する執行役員及び監督役員は議決に加わることができないことが定

められています。 

 

Ｃ．会計監査人 

（ⅰ）会計監査人は、法令に別段の定めがない限り、投資主総会の決議によって選任します

（投信法第96条第１項、規約第22条）。また、会計監査人が欠けた場合又は規約で定めた

会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、役

員会は一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならないとされます（投信法

第108条第３項）。 

（ⅱ）本投資法人は新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しております。 

会計監査人は、本投資法人の計算書類等の監査を行うとともに、執行役員の職務執行に関

して不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合に

おける監督役員への報告その他法令で定める職務を行います（投信法第115条の２第１項、

第115条の３第１項等）。 

（ⅲ）会計監査人の任期は、就任後１年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の

投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、投資主総会において別段の決議がな

されなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなされます（投信法第

103条、規約第23条）。 

 

（ロ）内部管理及び監督役員による監督の組織、人員及び手続 

 本書の日付現在、本投資法人は執行役員１名及び監督役員３名により構成される役員会によ

り運営されています。執行役員は、毎月１回程度役員会を開催し、法令で定められた承認事項

に加え、本投資法人の運営及び本資産運用会社の業務遂行状況等について詳細な報告を行いま

す。本書の日付現在、本投資法人の監督役員には弁護士１名、公認会計士１名及び不動産鑑定

士１名が選任されており、各監督役員はそれぞれの専門的見地から執行役員の業務遂行状況を

監督しています。 

 本投資法人は、本資産運用会社と締結している資産運用委託契約上、本資産運用会社から運

用資産の状況に関し報告を受ける権利及び運用資産に関する帳簿及び記録その他一切の資料等

を閲覧及び謄写又は調査する権利を有しています。かかる権利の行使により、本投資法人は、

本資産運用会社の業務執行状況を監視できる体制を維持しています。 

 

（ハ）内部管理、監督役員による監督及び会計監査人との相互提携 

 各監督役員は、本投資法人の役員会において、執行役員から業務の執行の状況、コンプライ

アンス及びリスク管理に関する事項について報告を受けています。 

 また、本投資法人の会計監査人である新日本有限責任監査法人は、各決算期毎に本投資法人

の計算書類等の監査を行うとともに、執行役員及び監督役員に対して監査に関する結果報告を

行なうことで、監督役員と会計監査人の連携を図っています。 

 なお、会計監査人は、本投資法人に対して監査報告を提出することに加えて、監査の過程に

おいて執行役員の職務執行に関して不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実が

あることを発見した場合には、その事実を監督役員に報告することとされています。 

 

（ニ）投資法人による関係法人に対する管理体制の整備の状況 

 本投資法人は、毎月１回程度役員会を開催し、本資産運用会社より運用資産の状況の報告を
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受ける他、執行役員は適宜本資産運用会社の運用資産に関する資料等の閲覧・調査を実施し、

本資産運用会社の管理・監督を行います。また、一般事務受託者及び資産保管会社から、業務

の遂行状況等につき報告を受けるなどして、管理体制を維持しています。 

 

② 投資法人の運用体制 

 前記のとおり、本投資法人の資産運用は、本資産運用会社に委託されています。本資産運用

会社は、本投資法人との間の資産運用委託契約に基づき、本投資法人の資産の運用を行います。 

（イ）資産運用会社の組織 

 本資産運用会社の組織は、以下に記載のとおりです。 

 本資産運用会社は、かかる組織体制において、本投資法人より委託を受けた資産運用業

務を行います。本資産運用会社は、規約に定める投資方針の具体化、資金調達及び分配政

策、運用資産の取得及び売却並びに運用資産の管理方針を審議するための合議体として投

資委員会を設置しています。また、法令等遵守の統括責任者としてコンプライアンス・オ

フィサーを設置し、また、コンプライアンス・オフィサーを委員長として法令等遵守にか

かる基本的事項及び重要事項につき審議、決定するコンプライアンス委員会を設置してい

ます。資産運用業務は、経営企画部、財務経理部、業務管理部、投資企画部、不動産投資

部及び不動産運用部の分掌によって実施されています。なお、本資産運用会社において新

たな組織単位が必要となったときは、取締役会の承認によってこれを設置します。 
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<本資産運用会社の組織図> 
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（ロ）資産運用会社の各組織の業務の概要 

組織名称 各組織の業務の概略 

経営企画部 (1）本資産運用会社の経営戦略の企画・立案に関する事項 
(2）本資産運用会社の各種委員会、取締役会及び株主総会の運

営の事務に関する事項 
(3）本資産運用会社の人事に関する事項 
(4）監督官庁及び業界諸団体への対応に関する事項 
(5）ＩＲ及びディスクロージャー全般に関する事項 
(6）本投資法人の資産運用管理事務全般に関する事項 
(7）本投資法人の機関（投資主総会及び役員会）の運営補助に

関する事務に関する事項 
(8）上記(1）ないし(7）に付随する事項 

財務経理部 (1）本投資法人の財務戦略に関する事項 
(2）本投資法人の資金調達計画の策定・実行に関する事項 
(3）本資産運用会社の経理に関する事項 
(4）本投資法人の資金管理事務全般に関する事項 
(5）本投資法人の経理・税務の統括に関する事項 
(6）上記(1）ないし(5）に付随する事項 

業務管理部 (1）本資産運用会社の総務に関する事項 
(2）本資産運用会社の社内事務管理及び情報管理に関する事項
(3）本資産運用会社のリスク管理推進業務に関する事項 
(4) 本投資法人の資産運用状況の分析・評価・リスクモニタリ

ングに関する事項 
(5）問い合わせ、苦情・クレームの受付に関する事項 
(6）上記(1）ないし(5）に付随する事項 

投資企画部 (1）投資戦略の策定に関する事項 
(2）経済全般の動向・不動産マーケットに関する調査実施・報

告に関する事項 
(3）上記(1）及び(2）に付随する事項 

不動産投資部  (1）運用資産の取得計画の策定・実施に関する事項 
(2）運用資産の売却計画の策定・実施に関する事項 
(3）上記(1）及び(2）に付随する事項 

不動産運用部 (1）運用資産の管理計画の策定・実施に関する事項 
(2）運用資産の賃貸計画の策定・実施に関する事項 
(3）上記(1）及び(2）に付随する事項 
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（ハ）委員会 

 本資産運用会社には、本書の日付現在、投資委員会及びコンプライアンス委員会が設置

されており、その概要は以下のとおりです。 

Ａ．投資委員会 

 委員長 代表取締役社長 

 委員 代表取締役社長、不動産投資本部長、企画管理本部長、コンプ

ライアンス・オフィサー並びに投資企画部、不動産投資部、不

動産運用部、経営企画部及び財務経理部の各部長 

なお、上記委員のうち議決権を有する者は以下のとおりです。

(1）代表取締役社長 

(2）不動産投資本部長 

(3）企画管理本部長 

(4）不動産投資部長、不動産運用部長及び投資企画部長のうち、

  当該議案に最も関連する者として不動産投資本部長が指名

  した者 

(5）経営企画部長及び財務経理部長のうち、当該議案に最も関

  連する者として企画管理本部長が指名した者 
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 審議・決定事項 (1)本投資法人の資産の運用にかかる基本的な投資方針の策定
及び改定 

(2)本投資法人の運用資産のうち本投資法人規約に規定する
「不動産等」及び「不動産対応証券」（以下併せて「不動
産関連資産」といいます。）の取得若しくは売却又は「不
動産関連資産」の取得若しくは売却の媒介の委託及びそれ
らの条件等の検討、決定及び変更（この検討に該当するか
否かは、本資産運用会社若しくは本投資法人又は相手方に
コストが発生する作業の開始の有無等を基準に総合的に判
断します。）  

(3)本投資法人の運用資産の管理にかかる基本的な方針の策定
及び変更（但し、運用資産の管理に関する業務については、
本投資法人又は本投資法人の保有する信託受益権にかかる
受託者が新たなプロパティ・マネジメント契約、マスター
リース契約又は大規模修繕にかかる請負契約を締結する場
合、スポンサー関係者（注）との取引に該当する場合及び
１億円以上の大規模修繕に該当する場合を除き、業務運営
体制（その詳細については後記「（ホ）本資産運用会社の
意思決定手続」をご参照ください。）に従い事前に承認さ
れた年間運用計画（年間取得・売却計画、年間賃貸・管理
計画、年間修繕計画及び年間資金調達計画を総称し、以下
「年間運用計画」といいます。）に従った管理につき不動
産投資本部長のみの決裁で行います。） 

(4)本投資法人の資金調達及び分配政策にかかる基本的な方針
の策定及び変更 

(5)本投資法人の資産の運用等にかかるリスク管理に関する事
項の決定及び変更 

  (6)本投資法人とスポンサー関係者との取引制限に関する事項
にかかる基本方針の制定又は改定 

(7)本投資法人とスポンサー関係者との間の以下に掲げる取引
（但し、以下のうち①及び②の取引並びに⑤の媒介のうち
「不動産関連資産」の取得・売却の媒介の委託につき上記
(2)に従います。）にかかる決定及び変更 

①スポンサー関係者から運用資産を取得する場合 

②スポンサー関係者に運用資産を売却する場合 

③スポンサー関係者と不動産等資産の賃貸借契約を締結す

る場合 

④スポンサー関係者へ運用資産の管理を委託する場合 

⑤スポンサー関係者による不動産等資産の取得、売却及び

賃貸の媒介の場合 

⑥スポンサー関係者から資金調達を行う場合 

(8)上記(1)ないし(7)に準ずる投資方針等にかかる重要事項
（増資準備のキックオフ（検討の段階で弁護士等への相談
等本資産運用会社又は本投資法人にコストが発生する対外
的関係をもつことを開始することをいいます。）を含みま
す。） 

 開催時期 原則として３ヶ月に１回開催されますが、その他必要に応じて

随時開催されます。 
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 審議方法 投資委員会の決定は、議決権を有する委員の過半数以上が出席

し、当該決定にあたり出席した議決権を有する委員の過半数の

賛成により決せられます。但し、本資産運用会社のスポンサー

関係者と本投資法人との間の取引につき審議を行う場合、当該

スポンサー関係者に該当する者又はスポンサー関係者が法人

である場合にその役員若しくは使用人の地位を現に有する者

（兼職の場合を含みますが、本資産運用会社に出向又は転籍し

ている場合を除きます。）は、委員として当該決議に加わるこ

とができないものとします。この場合、かかる決議は当該委員

を除く他の議決権を有する委員全員の出席かつ賛成により採

択されます。 

（注）スポンサー関係者とは、(a)投信法で定義される本資産運用会社の利害関係人等、(b)本資産運用会社に10％

以上の出資を行っている株主並びに本資産運用会社の株主であるモルガン・スタンレー・キャピタル株式会

社、株式会社第一ビルディング及び相互住宅株式会社、(c)上記(b)に該当する者の金融商品取引法施行令に

定義される子会社等並びに(d)上記(a)又は(b)に該当する者が50％以上の出資、匿名組合出資又は優先出資を

行っている特別目的会社（資産の流動化に関する法律（平成10年法律第105号、その後の改正を含みます。以

下「資産流動化法」といいます。）上の特定目的会社、株式会社等を含みます。）をいいます。 

 

Ｂ．コンプライアンス委員会 

 委員長 コンプライアンス・オフィサー 

 委員 代表取締役社長、コンプライアンス・オフィサー、企画管理本

部長、不動産投資本部長、関係部の部長及び取締役会が指名す

る外部の専門家１名（注） 

なお、上記委員は全てコンプライアンス委員会において議決権

を有します。 

 審議・決定事項 (1）コンプライアンス・マニュアル、コンプライアンス・プロ

グラムの策定・改定 

(2）法令等遵守上不適切な行為に関する改善措置又は防止措置

等の審議・決定 

(3）投資委員会の審議を要する事項のうち、スポンサー関係者

と本投資法人との取引に関する事項（投資委員会の決議事項

(2)（前記「Ａ．投資委員会」に記載の「審議・決定事項」

欄参照）に記載の事項を含みます。）にかかる審議・承認 

(4）投資委員会の審議を要する事項で、コンプライアンス・オ

フィサーがコンプライアンスに疑義があると判断した事項

にかかる審議・承認 

(5）上記各号以外にコンプライアンス・オフィサーが重要と判

断したコンプライアンスに関する事項にかかる審議・承認 

 開催時期 原則として３ヶ月に１回開催されますが、その他必要に応じて

随時開催されます。 
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 審議方法 コンプライアンス委員会の決定は、委員の過半数以上が出席

し、当該決定にあたり出席した委員の過半数の賛成があり、か

つ、コンプライアンス・オフィサー及び外部の専門家が賛成し

たことにより決せられます。但し、本資産運用会社のスポンサ

ー関係者と本投資法人との間の取引につき審議を行う場合、当

該スポンサー関係者に該当する者又は当該スポンサー関係者

が法人である場合にその役員若しくは使用人の地位を現に有

する者（兼職の場合を含みますが、本資産運用会社に出向又は

転籍している場合を除きます。）は、委員として当該決議に加

わることができないものとします。この場合、当該委員の数は、

議決権を有する委員の数に算入しないものとします。 

（注）外部専門家として、弁護士・公認会計士・税理士・建築士・不動産鑑定士等、法律・会計・税務・建築・鑑

定等、不動産の投資・運用にかかる専門的識見のある独立の第三者を選任することを原則とします。本書の

日付現在、コンプライアンス委員会の構成員である外部専門家は弁護士です。 

 

（ニ）コンプライアンス・オフィサー 

Ａ．選任方法 

 コンプライアンス・オフィサーの選任及び解任については、取締役会決議によりなされ

るものとします。また、コンプライアンス・オフィサーの職責の重大性に鑑み、本資産運

用会社におけるコンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス業務を専任に取り扱

うものとします。 

Ｂ．業務 

 コンプライアンス・オフィサーは、本資産運用会社における法令等遵守の統括責任者と

して、社内のコンプライアンス体制を確立するとともに、法令その他のルールを遵守する

社内の規範意識を高めることに努めるものとします。このため、コンプライアンス・オフ

ィサーは、コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムを制定する

とともに、本資産運用会社による本投資法人のための資産運用における業務執行が、法令

等に基づいていることを常に監視し、日常の業務執行においても法令等遵守状況の監視監

督を行います。また、コンプライアンス・オフィサーは、本資産運用会社においてコンプ

ライアンスを徹底するために、本資産運用会社の役職員に対するコンプライアンスの教育

及び研修に関する企画立案及び推進を行います。 

 

（ホ）本資産運用会社の意思決定手続 

Ａ．投資方針（資産運用ガイドライン、資産管理計画書及び資産の運用にかかるその他の計

画）並びに個別の運用資産の取得及び売却の決定プロセス 

 本資産運用会社は、本投資法人の規約に従って、本投資法人のために行う資産の運用に

ついての基本的な投資方針等を規定する資産運用ガイドライン、社団法人投資信託協会（以

下「投資信託協会」といいます。）の規則に基づく資産管理計画書（以下「資産管理計画

書」といいます。）及び本資産運用会社の社内における運用計画である年間運用計画(年間

運用計画は、年間取得・売却計画、年間賃貸・管理計画及び年間資金調達計画から構成さ

れます。)をそれぞれ作成します。また、本資産運用会社は、上記の資産運用ガイドライン

等に従い個別の運用資産の取得又は売却を決定します。 

 本投資法人の資産の運用にかかる投資方針並びに個別の運用資産の取得及び売却の決定

手続の具体的な流れ及びその詳細は以下のとおりです。 

- 22 -



 

 

 

<本資産運用会社の意思決定フロー> 

 
 

 

（ⅰ）立案部による起案から投資委員会への提案まで 

a.資産運用ガイドラインの起案 

資産運用ガイドラインについては投資企画部が起案し不動産投資本部長の承認を得

ます。 

b.資産管理計画書の起案 

資産管理計画書についても投資企画部が起案し不動産投資本部長の承認を得ます。 

c.年間運用計画の起案 

個別の運用資産の年間取得・売却計画については不動産投資部が、年間賃貸・管理

計画及び年間修繕計画については不動産運用部が起案し不動産投資本部長の承認を得

ます。 

年間資金調達計画については財務経理部が起案し企画管理本部長の承認を得ます。 

（以下、投資企画部、不動産運用部及び財務経理部を「立案部」、不動産投資本部長

及び企画管理本部長を「承認者」と総称します。） 

各立案部は、各案をコンプライアンス・オフィサーに提出し、各案に関する法令・

諸規則（投信法、宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号、その後の改正を含みます。 

以下「宅地建物取引業法」といいます。）、金融商品取引法等関係法令、その他の法

令、東京証券取引所が定める上場規則、投資信託協会の定める諸規則、本投資法人の

規約、本資産運用会社の定款及び内規をいいます。以下同じとします。）及び本資産

運用会社が締結した諸契約（資産運用委託契約を含み、以下「諸契約」といいます。）

の遵守状況その他コンプライアンス上の問題の有無に関する確認を受けます。 

コンプライアンス・オフィサーは、当該案に法令・諸規則及び諸契約への違反又は

抵触が認められず、かつ、その他コンプライアンス上の問題がないと判断した場合に

は、当該案を承認し、その旨を各立案部に対して連絡します。なお、①当該案がスポ

ンサー関係者との取引に関するものである場合又は②コンプライアンス・オフィサー

がコンプライアンスに疑義があると判断した場合には、コンプライアンス委員会の審

議に付し、コンプライアンス・オフィサーはその結果を各立案部に対して連絡します。 

各立案部は、コンプライアンス・オフィサー又はコンプライアンス委員会の承認を
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受けた当該案を承認者に報告します。承認者は、当該案を投資委員会に議案として提

案します。 

一方、コンプライアンス・オフィサー又はコンプライアンス委員会が当該案につい

て法令・諸規則及び諸契約への違反若しくは抵触、その他コンプライアンス上の問題

が存在すると判断した場合には、各立案部に対して当該案の中止又は内容の変更を命

じます。 

中止の命令を受けた案については、承認者は、投資委員会に提案することができず、

内容の変更の命令を受けた案については、内容の変更後に再度、コンプライアンス・

オフィサー又はコンプライアンス委員会による法令・諸規則及び諸契約の遵守状況そ

の他コンプライアンス上の問題の有無に関する確認を受け、その承認を得た後でなけ

れば、投資委員会に提案することができないものとします。 

 

（ⅱ）投資委員会での審議及び決定 

投資委員会は、承認者により提案された案を承認するか否かにつき審議の上決定し

ます。なお、コンプライアンス・オフィサーが審議過程にコンプライアンス上の問題

があると判断した場合には、審議の中断を命じることができます。投資委員会の承認

が得られない場合は、投資委員会は承認者に問題点等を指摘し、当該案の修正及び再

提出又は廃案等の指示を出します。 

再提出の指示が出された場合、各立案部は、再度起案の上、当該案につき上記のコ

ンプライアンス・オフィサー又はコンプライアンス委員会の承認を得るものとします。

投資委員会の承認が得られた案については、投資委員会の委員長が、当該案を取締役

会に議案として付議するとともに、当該案に関する資料を取締役会に提出します。 

 

（ⅲ）取締役会での審議及び決議 

 取締役会は、投資委員会の委員長から付議された案を承認するか否かを審議の上決

議します。取締役会での承認が得られない場合、取締役会は投資委員会に問題点等を

指摘し、当該案の修正及び再提出又は廃案等の指示を出します。再提出の場合は、再

度コンプライアンス・オフィサー又はコンプライアンス委員会及び投資委員会の承認

を経て、取締役会に対して付議されることが必要となります。取締役会の承認が得ら

れたことをもって、当該案が本資産運用会社の最終的な意思決定となります。なお、

取締役会において承認されたスポンサー関係者との取引に関連する案については、承

認後本投資法人の役員会に報告されます。 

Ｂ．運営管理及び資金調達の決定プロセス 

 運用資産の管理に関する業務についても、運用資産の取得等と全く同様の決定手続で実

行されます。 

 運用資産の管理に関する業務につき、年間運用計画に従った管理については、不動産投

資本部長のみの決裁で行います。但し、年間運用計画において予定されているか否かに拘

わらず、本投資法人又は本投資法人の保有する信託受益権にかかる受託者が新たなプロパ

ティ・マネジメント契約、マスターリース契約又は大規模修繕にかかる請負契約を締結す

る場合及びスポンサー関係者との取引に該当する場合又は１億円以上の大規模修繕に該当

する場合には取締役会で決定するものとします。 

 運用資産取得のための資金調達（年間資金調達計画に従った借入を含みます。）及び新

投資口又は投資法人債の発行について意思決定する場合には、財務経理部による資金調達

案の起案及び企画管理本部長の承認を経た後、コンプライアンス・オフィサーの承認又は
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コンプライアンス委員会による確認を受け、投資委員会による審議及び決定を行い、さら

に取締役会による決議を経ることになります。このうち取締役会で決議されたスポンサー

関係者からの資金調達については、さらに、本投資法人の役員会に報告されます。 

 

（ヘ）コンプライアンス体制 

Ａ．体制 

 本資産運用会社は、本資産運用会社の遂行する本投資法人の資産運用業務が本投資法人

の投資主の資金を運用する行為であるという重要性を理解し、適正な運用体制を構築する

ため、コンプライアンス規程等の内規を整備するとともに、コンプライアンス責任者とし

てコンプライアンス・オフィサーを設置し、他の部署に対する社内牽制機能の実効性を確

保します。コンプライアンス・オフィサーの選任及び解任については、取締役会決議によ

りなされるものとします。 

 コンプライアンス・オフィサーは、本資産運用会社における法令等遵守の統括責任者と

して、社内のコンプライアンス体制を確立するとともに、法令・諸規則及び諸契約その他

のルールを遵守する社内の規範意識を高めることに努めるものとします。また、本資産運

用会社による本投資法人のための資産運用にかかる業務が、法令等に基づいていることを

常に監視し、日常の業務執行においても法令等遵守状況の監視監督を行います。 

Ｂ．内規体系 

 法令等遵守の実現を目的として、本資産運用会社は、法令等遵守にかかる基本方針及び

法令等遵守体制の整備にかかる基本的な内規であるコンプライアンス規程を定めており、

また、法令等遵守を実現させるための具体的な手引書としてのコンプライアンス・マニュ

アル及び具体的な実践計画としてのコンプライアンス・プログラムを、コンプライアンス・

オフィサーが作成し、コンプライアンス委員会の承認の後、取締役会の承認を経て制定し

ます。 

Ｃ．投資判断における法令等遵守 

 投資方針の決定、個別物件の取得・売却の決定プロセス、運営管理及び資金調達の決定

プロセス等の重要な意思決定手続において、コンプライアンス・オフィサー及びコンプラ

イアンス委員会が関与して、法令等遵守上の問題の有無の確認をします。法令等遵守上の

問題が確認された場合には当該問題の指摘がなされ、当該投資方針案や個別物件の取得・

売却案等について、中止又は内容の変更が求められます。 

Ｄ．内部監査の方法 

（ⅰ）主体 

 本資産運用会社における内部監査は、コンプライアンス・オフィサーが統括するコ

ンプライアンス・チームが行います。コンプライアンス・チームとは、コンプライア

ンス・オフィサー及びコンプライアンス・オフィサーの上申に基づき、代表取締役社

長により任命される、内部監査を行う担当者の総称です。 

（ⅱ）内部監査の内容 

 内部監査の内容は以下のとおりとします。 

ａ．各組織の業務及び運営が法令・諸規則及び諸契約に従って、適正かつ効率的に行

われているか否かの監査 

ｂ．会計上記録されている諸取引が事実に基づくものであるか否か、正当な証拠書類

によって適正に表示され、帳票が法令・諸規則及び諸契約等に従って記載されてい

るか否か等の会計に関する監査 

ｃ．その他必要な事項についての監査 
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 内部監査は、コンプライアンス・プログラムに基づき、１営業年度に１回以上本資

産運用会社の全ての組織を対象として実施するものとします（定期監査）。なお、コ

ンプライアンス・プログラムはコンプライアンス・オフィサーが各営業年度初めに概

要を起案し、コンプライアンス委員会及び取締役会で決定されるものとします。その

後該当時期において具体的な実施日及び監査内容をコンプライアンス・オフィサーが

別途指示するものとします。また、内部監査は、かかる定期的なものに加え、代表取

締役社長が特別に命じた場合にも実施します（特別監査）。 

 内部監査の実施にあたって各部は、コンプライアンス・オフィサーの求める書類・

帳簿等を提示して説明を行い、監査の円滑な実施に協力しなければならないものとさ

れています。 

（ⅲ）内部監査の結果に基づく是正措置 

 コンプライアンス・オフィサーは、是正事項の内容を取り纏めた業務是正勧告書を

作成し、代表取締役の承認を得た後、同勧告書を監査対象部に通知するとともに、改

善勧告を行うことができます。この場合、当該監査対象部は改善計画を作成し、コン

プライアンス・オフィサーの承認を受けた後、当該改善計画を実施し、当該実施によ

る改善状況について、定期的にコンプライアンス・オフィサーに報告をしなければな

らないものとします。また、コンプライアンス・オフィサーは、改善状況についての

報告を受けた後、改善状況について確認をし、当該改善状況をコンプライアンス委員

会及び取締役会に報告しなければならないものとします。 

 

（ト）投資運用に関するリスク管理体制の整備の状況 

 後記「３ 投資リスク (２）投資リスクに対する管理体制」をご参照下さい。 

 

（５）【投資法人の出資総額】 

 （本書の日付現在）

出資総額 87,083,030千円 

本投資法人の発行可能投資口の総口数 2,000,000口 

発行済投資口総数 154,550口 

 

最近５年間における発行済投資口総数及び出資総額の増減の状況は、以下のとおりです。 

発行済投資口総数（口） 出資総額（百万円） 
払込年月日 摘要 

増減 残高 増減 残高 
備考

平成18年２月20日 私募設立 400 400 200 200 （注1）

平成18年６月26日 公募増資 128,000 128,400 64,230 64,430 （注2）

平成18年７月21日 第三者割当増資 6,400 134,800 3,211 67,641 （注3）

平成19年７月11日 公募増資 19,000 153,800 18,702 86,344 （注4）

平成19年８月８日 第三者割当増資 750 154,550 738 87,083 （注5）

 

（注1）１口当たり発行価格500,000円にて、本投資法人が設立されました。 

（注2）１口当たり発行価格520,000円（引受価額501,800円）にて、上場時に取得した物件の取得資金等の調達を目的と

して公募により新投資口を発行しました。 

（注3）１口当たり発行価額501,800円にて、新規物件の取得資金の一部等に充当することを目的として、第三者割当によ

り新投資口を発行しました。 

（注4）１口当たり発行価格1,019,200円（引受価額984,360円）にて、第２期における物件取得のために調達した資金の

一部弁済を目的として、公募により新投資口を発行しました。 

（注5）１口当たり発行価額984,360円にて、第２期における物件取得のために調達した資金の一部弁済を目的として、第

三者割当により新投資口を発行しました。 
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（６）【主要な投資主の状況】 

 平成21年12月31日現在の主要な投資主は以下のとおりです。 

氏名又は名称 住 所 
所有投資口数 

（口） 

発行済投資口総数

に対する所有投資

口数の割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社（信託口） 

東京都中央区晴海一丁目8番11号 16,385 10.60 

興和不動産株式会社 東京都港区南青山一丁目15番5号 14,312 9.26 

日興シティ信託銀行株式会社（投信口） 東京都品川区東品川二丁目3番14号 12,503 8.09 

日本マスタートラスト信託銀行株式会

社（信託口） 

東京都港区浜松町二丁目11番3号 11,391 7.37 

資産管理サービス信託銀行株式会社

（証券投資信託口） 

東京都中央区晴海一丁目8番12号晴海ア

イランドトリトンスクエアオフィスタ

ワーZ棟 

10,259 6.64 

野村信託銀行株式会社（投信口） 東京都千代田区大手町二丁目2番2号 7,398 4.79 

株式会社北洋銀行 北海道札幌市中央区大通西三丁目11番地 4,590 2.97 

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 4,132 2.67 

株式会社池田銀行 大阪府池田市城南二丁目1番11号 3,711 2.40 

株式会社中国銀行 岡山県岡山市丸の内一丁目15番20号 2,145 1.39 

合 計 86,826 56.18 

（注）発行済投資口総数に対する所有投資口数の割合については、小数点第三位を四捨五入しています。 
 

 

（参考）所有者別の状況 

 （平成21年12月31日現在） 

  

区分 
投資主数 

（人） 比率（％） 

所有投資口数 

（口） 比率（％） 

個人その他 4,382 92.56 12,631 8.17

金融機関 

（第一種金融商品

取引業者を含む） 

88 1.86 94,766 61.32

その他の国内法人 115 2.43 22,427 14.51

外国法人等 149 3.15 24,726 16.00

合計 4,734 100.00 154,550 100.00
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２【投資方針】 

（１）【投資方針】 

① 基本方針 

 本投資法人は、投信法に基づき、その規約において、主として不動産等及び不動産対応証券

の特定資産に投資し（規約第26条）、中長期にわたり安定収益の確保と運用資産の着実な成長

を図ることを目的とします（規約第25条）。本投資法人の主たる投資対象である不動産等及び

不動産対応証券を併せて以下「不動産関連資産」といいます。 

 かかる規約記載の目的の達成にあたり、本投資法人は、不動産に強みを持つスポンサー企業

及び金融に強みを持つスポンサー企業の総合力を活用し、収益の安定と拡大を追求することに

より、投資主価値の最大化を目指します。 

 

(イ）スポンサー企業の総合力の活用・結集 

 本資産運用会社は、開発・投資から仲介・運用・賃貸管理まで不動産に関連する業務を広

く手掛けるスポンサー企業と、金融に関連する幅広いノウハウを持つスポンサー企業を持ち、

それらの総合力を組み合わせ、本投資法人の資産運用に活用・結集し、投資主価値の最大化

を目指すことができます。 

 以下の概念図は、本投資法人の貸借対照表の構造をもとに、不動産市場、金融市場のそれ

ぞれにいずれのスポンサー企業群が主として関与するかを図示したものです。 

 

<概念図> 

 
 

 

Ａ．不動産及び金融それぞれに強みを持つスポンサー企業が本資産運用会社へ物件、人材、

ノウハウ及び資金等の各面で強力なサポートを継続 

 興和不動産、第一生命、積水ハウス及びモルガン・スタンレー・キャピタル株式会社（旧

株式会社モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン）の４社は、平成17年７月27

日付けで「ＲＥＩＴ事業に係る協定書」を締結し、本資産運用会社と本投資法人の立ち上

げ、本投資法人による資産運用に向けた協力と本資産運用会社への役職員の出向等を含む

協力体制の構築等につき合意しています。かかる合意を基礎として、本資産運用会社は、

不動産と金融それぞれに強みを持つスポンサー企業より出資を受けるとともに、スポンサ

ー企業の業務・ノウハウ等に応じて様々なバックアップを受ける体制となっています。か

かるバックアップ体制には、上記の出資の他、本資産運用会社への人材供給、スポンサー

不動産市場 金融市場 

資産

負債

資本

興和不動産株式会社 

積水ハウス株式会社 

株式会社第一ビルディング 

相互住宅株式会社 

第一生命保険相互会社

モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 

本投資法人

株式会社みずほコーポレート銀行

みずほ信託銀行株式会社
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企業との協働又は関係活用による物件の取得、パイプラインサポート機能及びウェアハウ

ジング機能の提供、金融系スポンサー企業のノウハウを活用したファイナンス並びに、経

済・金利・為替動向等のマクロ経済等及び不動産売買マーケット等のリサーチ機能の提供

を含みます。 

 

Ｂ．オフィスビルの開発・投資・運用等に実績を持つコアスポンサー 

 本資産運用会社は、スポンサー企業の一部より経営陣及び主要なスタッフの出向等を受

けており、また、不動産及び金融のノウハウの提供も受けています。スポンサー企業のう

ち、興和不動産、第一生命及び積水ハウスの３社をコア（中核的）スポンサーと位置づけ、

上記の人材の供給に加えて、各社の持つ不動産開発力、運用力、リスク管理能力等のノウ

ハウの提供を受け、投資機会の拡大や資産価値向上を目指した運用に向けたサポートを受

けることができます。本資産運用会社は、これらのコアスポンサー３社に加えて株式会社

みずほコーポレート銀行及びみずほ信託銀行株式会社からも人材の出向等を受けています。 

  

平成21年12月31日現在、本資産運用会社の役職員総勢26名のうち、役員及びコンプライ

アンス・オフィサーを含む16名が、これらのスポンサー企業の出身者です。このように、

不動産と金融それぞれの分野に精通するスタッフ等の経験・ノウハウの提供をスポンサー

企業から受け、これらを融合し、十分に活用することにより、本投資法人の中長期にわた

る安定収益の確保と運用資産の着実な成長を図って参ります。 

 

コアスポンサーのうち興和不動産は、株式会社みずほコーポレート銀行の親密な不動産

会社であり、東京都心部を中心にオフィスビル、高級賃貸住宅等を開発・運用しています。

第一生命は、わが国有数の生命保険会社である一方、平成21年３月31日現在、日本全国で

オフィスビルを中心に約290棟の投資用不動産を運用しています。積水ハウスは、わが国有

数のハウスメーカーである一方、大規模な都市開発事業にも実績を持っており、赤坂ガー

デンシティは同社の手掛けた代表的な開発事業です。 

 

Ｃ．スポンサー企業との協働又は関係活用  

本投資法人は、第２期において、赤坂ガーデンシティ（区分所有権（注）及び区分所有

権の共有持分の取得：取得価格23,300百万円）、海老名プライムタワー（区分所有権及び

所有権の共有持分の取得：取得価格6,470百万円）、仙台興和ビル（区分所有権の取得：取

得価格4,238百万円）、及びＪＥＩ西本町ビル（一棟全体の所有権を取得：取得価格6,674

百万円）の４物件を取得し、第３期には、赤坂インターシティ（区分所有権の共有持分の

取得：取得価格17,857百万円）及び興和川崎西口ビル（一棟全体の所有権を取得：取得価

格32,000百万円）の２物件を取得したほか、第５期において川崎日進町ビルディング（区

分所有権の共有持分の追加取得：300百万円）を取得するなど、本資産運用会社のスポンサ

ー企業との協働及びその関係活用により、ポートフォリオの拡大と充実を図ってまいりま

した。一方、本投資法人は、秀和飯田橋ビルを平成20年７月４日付けで売却し、また、仙

台興和ビルを平成20年８月29日付けで売却いたしました。これら、両取引に関しての仲介

業務は、スポンサー企業に委託しました。かかる取得・売却実行後の本投資法人の保有資

産（不動産及び不動産を信託する信託の受益権）は、オフィスビル18物件、取得価格総額

で181,023百万円となります。 

また、本投資法人は、平成21年12月31日現在、スポンサー企業である株式会社みずほコ

ーポレート銀行、第一生命保険相互会社、みずほ信託銀行株式会社からそれぞれ30,500百

- 29 -



 

 

 

万円、8,000百万円、6,500百万円を借り入れています。 

（注）区分所有権とは、区分所有建物の専有部分の所有権を意味します。 

(ロ）大都市圏のオフィスビル中心に収益の安定と拡大を追求したポートフォリオ運用 

 本投資法人は、以下に記載のとおり、その中心的な投資対象を大都市圏（注）のオフィス

ビルとし（オフィスビル中心型）、かつ、常にその時々における不動産市場全体を見渡した

厳選投資を基本とし、収益の安定と拡大を追求したポートフォリオの運用を目指します。 

（注）大都市圏とは東京都及び東京周辺地域（神奈川県、埼玉県及び千葉県）並びに政令指定都市等を指し

ます。詳細は後記「Ｂ．投資対象地域」をご参照下さい。 

Ａ．用途 

 本投資法人は、主としてオフィスビルの用に供される不動産が本体又は裏付けとなって

いる不動産関連資産を主たる投資対象としますが、その他（商業施設・住宅等）の用に供

される不動産が本体又は裏付けとなっている不動産関連資産に対しても投資を行うものと

します（規約第26条第２項）。 

 用途別投資比率に関しては、原則として、主たる用途がオフィスビルである不動産関連

資産をポートフォリオ全体の90％以上に、その他の用途の不動産関連資産等を10％以下と

する方針です。 

 

＜用途別投資比率＞  

用途（注１） ポートフォリオに占める投資比率（注２） 

オフィスビル 90％以上 

その他（商業施設・住宅等） 10％以下 

（注１）各不動産関連資産全体における賃貸可能面積の過半を占める用途に基づき、いずれの用途に属す

るかを決定するものとし、当該不動産関連資産の取得価格の全額をもって、決定された用途別の

取得価格に算入するものとします。 

（注２）ポートフォリオ全体の取得価格の総額に占めるそれぞれの用途に属する不動産関連資産の取得価

格の総額の割合をいいます。但し、経済情勢、不動産市況及び固有の物件にかかる諸要因等によ

り、本投資法人が保有する不動産関連資産にかかる用途別投資比率が短期的に上記の比率と整合

しない場合があります。 

(ⅰ）オフィスビル 

 オフィスビルは、市場の規模が大きく相対的に流動性が高いことから、投資機会の絶

対数が多く、今後の開発事業等による安定した供給も期待できます。また、立地及び建

物を厳選し、適切な維持管理を行うこと等により、他の用途の不動産に比べて中長期に

わたる安定した収益力を維持し得ることから、収益の安定と拡大をバランスさせること

により、投資主価値の最大化を目指す本投資法人の投資方針に最も適合する投資対象と

考えています。 

 他方、オフィスビルの収益は、相対的に景気変動の影響を受けやすく、景気上昇局面

では賃料及び稼働率の上昇による収益の向上を期待できますが、景気下降局面において

は収益が下落するおそれがないとはいえません。これに対し、本資産運用会社は、本投

資法人の運用資産に関し、景気変動に左右されにくい資産を厳選し、かつ常にテナント

満足度の高いプロパティ・マネジメント・サービスの維持を図るといった日々の資産運

営面の工夫をこらすことにより、仮に中長期的には景気下降局面に遭遇する場合にも、

賃料及び稼働率の下落リスクを最大限軽減することを目指します。 

 また、以下の諸点を重視しつつ、最適なポートフォリオの構築を目指します。 
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ａ．地域バランス 

 東京都心６区を最重要エリアと位置づけつつ、これに加えて大阪市・名古屋市・福

岡市の各中心部、並びに東京都心６区を除く東京都及び東京周辺地域（神奈川県、埼

玉県及び千葉県）へも積極的に投資することにより、各大都市圏での経済情勢の変動

や大規模開発の集中等による市場の変化に対応します。詳細は、後記「Ｂ．投資対象

地域」をご参照下さい。 

ｂ．物件規模バランス 

 不動産市場における優位性・競争力が高いと思われる大型ビル(注)と、流動性や賃

料の安定性が高いと思われる中型ビル(注)とのバランスを考慮し、最適な組み合わせ

となることを目指します。 

(注)本投資法人では、東京23区においては延床面積10,000坪以上を大型ビル、延床面積1,000坪以上

10,000坪未満を中型ビルと、東京23区以外においては延床面積4,000坪以上を大型ビル、延床面積

1,000坪以上4,000坪未満を中型ビルと定義しています。 

ｃ．テナントバランス 

 退去リスク等テナントに関わる様々なリスクを可能な限りコントロールするため、

ポートフォリオ全体における同一テナント、特定業種への集中を避ける等、テナント

のバランスに配慮しリスク分散を図ります。 

(ⅱ）その他 

 オフィスビル以外の用途の不動産についても、それぞれの用途特性に応じて収益性、

安定性及び流動性等を勘案し、本投資法人の基本方針に合致すると考えられる不動産に

対し、オフィスビルと同等の投資価値があるものについて厳選して投資することとしま

す。具体的には、全国的な知名度を有する商業地区に所在する都市型商業施設等や、東

京都内に所在する住居用不動産等を考えています。 

Ｂ．投資対象地域 

 本投資法人の投資対象地域は、規約において、東京都及び東京周辺地域（神奈川県、埼

玉県及び千葉県）並びに政令指定都市、県庁所在地及びそれらに準ずる都市とされていま

すが、資産運用ガイドラインにおいてより詳細な選別基準を設定し、下表のとおりとして

います。特に、下表のエリアⅠ、エリアⅡ及びエリアⅢを併せて「コアエリア」とし、コ

アエリアへの投資比率にウエイトを置くことにより、オフィス中心型かつ東京都心６区重

点配分型のポートフォリオの構築を目指します。 

(ⅰ）オフィスビル 

 本資産運用会社は、オフィスビルについて、地域毎の投資特性を勘案して以下の投資

対象地域区分に応じたポートフォリオを構築します。 
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＜投資対象地域＞ 

投資対象地域 

エリアⅠ 
東京都心６区（千代田区、中央区、港区、新宿区、品川区
及び渋谷区） 

エリアⅡ 
 
 

大阪市中心部（梅田、堂島・中之島、淀屋橋、本町地区等）、
名古屋市中心部（名駅、伏見、栄地区等）、福岡市中心部
（天神、博多駅前地区等）（注） 

コアエリア 

エリアⅢ 
 

エリアⅠを除く東京都及び東京周辺地域（神奈川県、埼玉
県及び千葉県） 

エリアⅣ 
 

エリアⅡを除く大阪市、名古屋市及び福岡市並びにその他
の政令指定都市等 

（注）大阪市中心部とは大阪駅（ＪＲ）、梅田駅（阪急電鉄、阪神電鉄、大阪市営地下鉄）、淀屋橋駅

（大阪市営地下鉄）、本町駅（大阪市営地下鉄）から各々概ね徒歩10分圏内に位置する地区を、

名古屋市中心部とは名古屋駅（ＪＲ、名古屋市営地下鉄、名古屋鉄道）、伏見駅（名古屋市営地

下鉄）、栄駅（名古屋市営地下鉄、名古屋鉄道）から各々概ね徒歩10分圏内に位置する地区を、

福岡市中心部とは博多駅（ＪＲ、福岡市営地下鉄）、天神駅（福岡市営地下鉄）、西鉄福岡駅（西

日本鉄道）から各々概ね徒歩10分圏内に位置する地区を、それぞれ指すものとします。但し、こ

れらは行政区画とは必ずしも一致するものではありません。 

 

 オフィスビルの市場規模が大きく、稼働率も高い東京都心６区（エリアⅠ）を主たる

投資対象地域とします。エリアⅠ、大都市圏でオフィスビル集積度・賃料水準が他の都

市に比べて高い大阪市・名古屋市・福岡市の各中心部（エリアⅡ）並びにエリアⅠを除

く東京都及び東京周辺地域（神奈川県、埼玉県及び千葉県）（エリアⅢ）をあわせてコ

アエリアとし、重点的に投資していきます。 

 

＜地域別投資比率＞  

地域 ポートフォリオに占める投資比率（注） 

コアエリア 80％以上 

 エリアⅠ コアエリアの50％以上 

 エリアⅡ コアエリアの50％以下 

 エリアⅢ コアエリアの50％以下 

 エリアⅣ 20％以下 

（注）ポートフォリオ全体の取得価格の総額に占めるそれぞれのエリアに属する不動産関連資産の取得

価格の総額の割合をいいます。なお、経済情勢、不動産市況及び固有の物件にかかる諸要因等に

より、本投資法人が保有する不動産関連資産にかかる投資対象地域が短期的に上記の比率と整合

しない場合があり得ます。 

(ⅱ）その他 

 その他の不動産の投資対象地域については、それぞれの不動産の用途特性に応じて厳

選して投資していきます。具体的には、商業施設であれば、投資判断時点において人口

100万人以上の都市の中心街にある不動産を主な投資対象とし、住居であれば、東京都内

に所在する不動産を主な投資対象とします。 
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(ハ）具体的投資基準 

 立地特性及び関連する不動産市場動向等を十分に把握し、投資対象不動産の規模、仕様、

収益性や、保有リスク等を総合的に分析・検討した上で投資判断を行います。 

 また、取得後は、資産価値及び競争力の維持・向上のための、継続的かつ効果的な設備投

資、収益拡大のための諸施策及びコスト削減策を実施し、競争力の強化を図っていきます。 

Ａ．属性 

 個別の運用不動産の選定にあたっては、下表の各項目を基準とします。 

項目 選定基準 

規模 オフィスビルについては、原則として延床面積3,300㎡（約1,000坪）以上、か

つ基準階の専有面積330㎡（約100坪）以上の建物であることとします。 

なお、その他の用途の不動産（商業施設、住居等）については、各用途に鑑み、

商圏の規模や、地域の将来性を考慮の上、規模について基準を設けず個別に判

断することとします。 

耐震性 新耐震基準（注）又はそれと同等水準以上の耐震性能を有していることとしま

す。 

新耐震基準で設計されていない物件については、耐震診断の内容を調査し、必

要とされる強度が確保されているか否かを確認するものとします。加えて、取

得を検討する全ての物件につき、専門的能力のある第三者機関による耐震性評

価を事前に行うこととします。特に設計書・構造計算書・建築確認書等の書類

の内容につき当該第三者機関による独立独自の見地での精査を経た上で報告書

を取り付けることとします。 

収益性 取得時点までの稼働率及び賃料収入等を勘案し、将来にわたり安定した収益が

見込めることを条件とします。 

テナント構成 テナントの信用力、賃貸借契約の条件、代替性等を考慮し総合的に勘案するも

のとします。 

環境関係 以下の内容を検討して決定することとします。 

・アスベスト、フロン及びＰＣＢ等の有害物質の有無及び管理状況 

・地質状況、土地利用履歴、土壌汚染状況等 

なお、吹付アスベストに関しては、除去することを基本とします。 

また、調査結果に関しては必要に応じて開示することとします。 

（注）「新耐震基準」とは、昭和56年に改正された建築基準法（昭和25年法律第201号、その後の改正を含みます。以

下「建築基準法」といいます。）及び建築基準法施行令（昭和25年政令第338号、その後の改正を含みます。）

に基づく建物等の耐震基準をいいます。 
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Ｂ．築年数 

 本投資法人は、オフィスビルにつき取得を検討する場合、築年数に関しては、原則とし

て、立地との関係で下表のマトリックスに該当するオフィスビルにつき投資するものとし

ます。但し、いわゆる新耐震基準に準じた耐震性能を備えた物件については、下表の築年

数を超える場合であっても投資対象とすることがあります。 

投資エリア 投資エリア別築年数 

コアエリア 
（エリアⅠ、Ⅱ及びⅢ） 

30年未満 

エリアⅣ 15年未満 

 

 なお、その他の用途の不動産（商業施設・住宅等）についても、オフィスビルの基準に

準じて取得を検討します。 

Ｃ．投資額 

 物件の取得にあたっては、ポートフォリオ全体の構成とバランスとを考慮します。過度

の集中投資を避けるため、１案件当たりの投資額は当該物件投資後のポートフォリオ全体

の30％以下となるよう配慮します。但し、短期的にこの比率を超えることがあります。 

 

(ニ）保有期間及び売却方針 

 中長期的な保有を基本方針とします。個々の運用資産の売却は、ポートフォリオの構成、

中長期的な不動産市況、将来における収益予想、資産価値の増減及びその予測、立地エリア

の将来性・安定性並びに不動産の劣化又は陳腐化に対する資本的支出額等の見込みを考慮の

上、業績に与える影響等も勘案しつつ、総合的に判断します。 

 

(ホ）開発案件への取組み 

 本投資法人は、既に稼働中の物件に限らず、投資機会を厳選し、開発案件も取り組むもの

とします。 

 但し、開発案件は、竣工後のテナント確保が十分可能と判断されることを確認するなどリ

スクを極小化するとともに、完工・引渡しリスク、開発リスク等の低減を図った上で、取得

することとします。そのため、必要に応じ、金融・不動産に精通するスポンサー企業のノウ

ハウを用い、不動産市場で利用可能な様々な金融手法・最新の投資技術を活用することも併

せて検討します。 

 

(ヘ）物件調査（デューディリジェンス）基準 

 本資産運用会社は、本投資法人の投資方針及び前記「(ハ）具体的投資基準 Ａ．属性」に

記載の選別基準に適合する不動産関連資産を選定するにあたり、現地実査及び取引関係者等

から本資産運用会社が入手した資料並びに独自調査の結果を精査するとともに、不動産鑑定

士、建設会社、設計会社、保険会社、マーケット・リサーチャー、弁護士、公認会計士等の

外部専門家によって作成された不動産鑑定評価書、価格調査書、建物状況調査報告書、地震

リスク調査報告書、マーケット・レポートその他の各種レポート等を精査した上で、その投

資方針及び物件選定基準への適合性を判断します。さらに当該不動産等に法令違反等の重大

な問題がないかを把握することとします。 

 

 また、耐震性能と地震リスクの診断・調査を全ての物件取得の際に実施することとします。
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具体的には、耐震性能・地震リスクの審査能力を有する第三者機関により、設計書・構造計

算書・建築確認書等につき審査を行い、これらに問題がないとの判断が書面で確認された場

合にのみ取得することとします。 

 

 耐震性能を含め、当該不動産等に法令違反等の重大な問題がないかとの判断において考慮

する主要な調査項目は以下のとおりです。 

調査内容 分析事項（概要） 主な参考資料 

経済的調査 ①当該地域・競合地域でのオフィスの需給動向、当該物件向けの需要

動向の調査・検討 

②当該物件の予定収入と将来見通し(賃料・共益費等)、固定費・変動

費予想(管理費・水光熱費・修繕費等)、敷金・保証金等を含む賃貸

条件・相場との乖離率 

③立地条件・地域特性・周辺環境（交通利便性・周辺施設等を含みま

す。） 

④物件収益力、キャップレート水準 

⑤鑑定評価額・収益力・収益予想等に基づく取得価額の妥当性 

⑥テナントの信用力及びテナント構成 

⑦物件管理状況（プロパティ・マネジメント会社の管理能力・テナン

ト獲得能力・提案力・契約条件等） 

⑧市場評価予想を含めた将来の売却可能性 

⑨物理的調査、法的調査、運営状況調査を踏まえた総合的な経済的調

査結果の検討 

・不動産鑑定評

価書 

・マーケット・

レポート 

・現地調査 

物理的調査 ①土地の形状・越境の有無・境界確定の状況 

②建物・設備の現況調査・診断（過去修繕状況・劣化状態の確認等） 

③建物現況を踏まえた予想修繕費・設備等更新費（年間修繕計画及び

中長期修繕計画の内容確認） 

④設計者・施工者・建築主・建築確認機関の信用性等の審査 

⑤建物耐震調査（耐震性・ＰＭＬ他）（注） 

⑥建物の構造・規模・築年数、建物仕様の確認（基準階賃貸面積、フ

ロア形状、天井高、空調・電気容量・ＯＡフロア等設備スペックの

確認） 

⑦環境調査・有害物質（アスベスト・ＰＣＢ等）調査・土壌汚染調査 

・売主からの開

示資料 

・建物状況調査

報告書（ＰＭ

Ｌ算定報告を

含むことがあ

ります。） 

・現地調査 

・第三者専門機

関の報告書 

法的調査 ①所有権・抵当権等（共有・準共有、区分所有、借地権、担保物権・

用益権その他の権利）の権利関係調査 

②賃貸借（テナント）契約の内容調査 

③土地の境界確認書・越境覚書等の近隣関係書類の確認 

④建物の現況、管理状態等の関連法令遵守状況 

⑤管理規約・共有者間協定書・借地契約・公開空地管理等の権利関係

書類の確認 

⑥共有者、テナント、近隣関係者等との紛争の有無の確認 

⑦電波障害対策等、近隣関係者との取決め内容の確認 

⑧前所有者等の状況（否認・詐害行為取消権のリスク調査） 

・売主からの開

示資料 

・建物状況調査

報告書 

・現地調査 

・法務監査報告

書 

（注）「ＰＭＬ」とは、当該地域で予想される最大規模の地震（475年に一度起こる可能性のある大地震＝50年間に起こ

る可能性が10％の大地震）を対象建物が受けた場合に、被災後の建物を被災以前の状態に戻すための工事費が総建
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替工事費に占める割合（％）を示したものをいいます。 

 

(ト）運営管理方針 

 本資産運用会社は、本投資法人の営業期間毎に運用資産全体について、経済環境見通しに

基づき、ポートフォリオ規模・資産運用状況を踏まえた運営管理方針、プロパティ・マネジ

メント方針、リーシング方針及び付保方針を策定し、それらの進捗を管理します。 

Ａ．運営管理方針の策定及び進捗状況の管理 

 本投資法人の営業期間毎に運用資産全体について次のような「運営管理方針」を策定し、

計画的な資産の運用を行います。 

 また、運営管理方針のうち、年間取得・売却計画、年間賃貸・管理計画、年間修繕計画

及び年間資金調達計画（併せて以下、「年間運用計画」といいます。）については、本投

資法人の営業期間に合わせ６ヶ月毎に向こう１年間の計画の策定及び見直しを実施します。 

 

＜運営管理方針＞  

大項目 中項目 

(ⅰ）新規取得・売却計画 
ａ．年間取得・売却計画 
ｂ．中期取得・売却計画 

(ⅱ）賃貸・管理計画 
ａ．年間賃貸・管理計画 
ｂ．年間修繕計画及び中長期修繕計画 

(ⅲ）年間資金調達計画 － 

 

(ⅰ）新規取得・売却計画 

ａ．年間取得・売却計画 

 当該年度における新規取得の予定時期・予定金額、及び売却を予定する物件・予定

時期、売却目標額を策定します。 

ｂ．中期取得・売却計画 

 今後の経済環境、投資対象地域の開発動向、将来にわたる収益見通し、今後の投資

額の見込み等を勘案し、中期的な取得・売却の目標を策定します。 

(ⅱ）賃貸・管理計画 

ａ．年間賃貸・管理計画 

 本資産運用会社は、各物件につき同一エリア内の賃貸不動産の供給動向、業種別テ

ナント動向及び他物件成約事例等を反映し、新規募集賃料の設定、既存テナントの定

期的な賃料の見直しを行うとともに、既存テナントの満足度の向上、新規テナント候

補への継続営業等の方針を定め、プロパティ・マネジメント会社及びテナント仲介業

者と連携し機動的なリーシングを行います。 

ｂ．年間修繕計画及び中長期修繕計画 

 本資産運用会社は、運用不動産の収益の安定化と競争力及び資産価値の維持・向上

を図るため、修繕及び資本的支出に関する中長期修繕計画及びそれに基づく年間修繕

計画を策定します。 

 修繕・資本的支出の実施にあたっては、各運用不動産の減価償却費の範囲内で行う

ことを原則とし、これを超える場合であっても、総額ではポートフォリオ全体の減価

償却費の範囲内で実施することを基本とします。 

(ⅲ）年間資金調達計画 
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 本資産運用会社は、資金の借入及び返済にかかる年間資金調達計画（投資法人債の発

行及び償還にかかる計画を含みます。）を策定します。 

 本資産運用会社は、上記の各計画について、運用不動産毎及びポートフォリオ全体で

月次単位の収支実績を検証し、見直しを行いつつ、進捗状況を管理していきます。 

 また、期中又は営業期間終了時において、計画に乖離が生じた場合は、それを踏まえ

て、収益向上のための必要な措置を講じます。 

Ｂ．プロパティ・マネジメント方針 

(ⅰ）プロパティ・マネジメント会社の選定方針 

 プロパティ・マネジメント会社の選定にあたっては、候補となる会社の経験・実績、

信用力、組織・体制、報酬水準、リーシング能力、テナント満足度向上への取組み等を

総合的に検討した上で、最適と思われる業者を選定します。なお、上記に加え、取得後

の運営の継続性（入居中のテナントとの良好な関係の維持等）についても十分に考慮し

ます。 

 なお、プロパティ・マネジメント会社への業務委託期間は、１年を基本とします。契

約期間満了時における契約更新については、考課査定の内容により本資産運用会社が判

断するものとします。 

(ⅱ）プロパティ・マネジメント会社の管理方針 

 本資産運用会社は、プロパティ・マネジメント会社に対して、各運用不動産の特徴に

合わせた運営体制を構築するよう指導し、定期的（原則として毎月）に、プロパティ・

マネジメント会社に対し、以下のような事項の状況を確認し、協議の上、適正な運営を

行うよう管理していきます。 

・前月までの収支状況 

・運用不動産の稼働状況 

・既存テナントの動向 

・新規テナントの営業活動の状況 

・テナントからのクレーム、対応状況 

・施設管理上のクレーム、対応方針等 

・修繕工事の予定と実績 

・各種品質向上施策の提案 

(ⅲ）プロパティ・マネジメント会社の評価 

 本資産運用会社は、定期的（原則として一年毎）に、各運用不動産のプロパティ・マ

ネジメント会社の運営実績を評価します。その結果が、本資産運用会社の期待する水準

に満たない場合には、当該プロパティ・マネジメント会社に対して、業務内容の変更及

び改善の指示を行うこととし、場合によっては、プロパティ・マネジメント会社の変更

を行うことがあります。 

Ｃ．リーシング方針 

(ⅰ）テナント選定基準 

 テナントの選定にあたっては、テナントの信用力・賃料負担能力の他、反社会的勢力・

団体又はその構成員に該当する事実の有無等を把握した上で、本資産運用会社が定める

テナント選定基準に基づき、選定するものとします。 

(ⅱ）マスターリース契約 

 本投資法人の運用不動産の賃貸にかかる契約形態については、可能な限り本投資法人

又は信託受託者と実際に建物を使用収益するテナントとの間にプロパティ・マネジメン

ト会社を賃借人（マスターリース会社）として介在させ、運用不動産をマスターリース
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会社に賃貸する形態（マスターリース契約）を基本とします。これは、運用不動産のプ

ロパティ・マネジメント会社を原則的にマスターリース会社とすることにより、当該不

動産が一元的に管理・運営される体制となり、またプロパティ・マネジメント会社が本

投資法人と実際に建物を使用収益するテナントとの間の当事者として位置づけられ、テ

ナントリーシング業務、建物運営管理業務遂行にあたり、プロパティ・マネジメント会

社が、より主体的、能動的に機能することが可能になると期待されるためです。 

Ｄ．付保方針 

(ⅰ）損害保険 

 災害及び事故等による建物の損害又は対人対物事故による第三者への損害賠償を担保

するため、個別の運用不動産毎に適切な損害保険（火災保険及び賠償責任保険等）の付

保を検討します。なお、保険内容は定期的に見直すこととし、常に最適な保険を付保し

ていきます。 

(ⅱ）地震保険 

 地震保険の付保に関しては、ポートフォリオ全体のＰＭＬを基準に災害による影響と

保険料を比較検討して判断します。個別不動産のＰＭＬが20％を超過する運用不動産に

ついては、個々に地震保険の付保を検討します（ＰＭＬについては前記「(ヘ）物件調査

（デューディリジェンス）基準」をご参照下さい。）。 

 

(チ）成長性の確保 

Ａ．内部成長 

 本資産運用会社は、計画的かつ適切な運用資産の維持管理を実行することにより、テナ

ントの満足度を高め、賃料収入の安定的成長を図り競争力の向上を目指します。また同時

に、計画的かつ適切な維持管理を行い、より低廉なコストで実施することを目指します。 

(ⅰ）賃料収入の安定的成長 

 中長期にわたり安定的な収益を確保するため、物件毎に年間賃貸・管理計画を策定し、

かかる計画に基づき、戦略的なリーシング活動を行っていきます。リーシング活動はプ

ロパティ・マネジメント会社と常日頃連携を取り、新規テナント募集活動に加え、増収

政策も視野に入れながら、既存テナントの増床ニーズを的確に捉えていきます。経済情

勢、不動産賃貸市場、地域動向を見据えながら、プロパティ・マネジメント会社と常日

頃連携を取り、年間運用計画に沿った運営を行い、稼働率、賃料水準の向上に努めます。 

(ⅱ）計画的な維持管理 

 建物を維持する上で必要とされる支出のうち、建物保守、清掃、警備といった日常の

運営管理費については、その支出単価を物件毎に検証し、適正な品質をより低廉な費用

で管理できるよう検討していきます。恒常的な管理品質向上及び支出の削減に寄与する

と判断できる場合は、建物保守、清掃、警備等各種業務の一括委託や、複数物件を纏め

て一社に委託する等管理の効率化を図ります。 

 また、建物維持管理については、中長期修繕計画に基づき実施して参ります。毎年実

施する現地調査に基づき、この中長期修繕計画を常に更新し見直しを図りつつ、中長期

の資本的支出を把握し計画的実施を図ります。 

 資本的支出は、本投資法人の運用状況等を考慮しつつ、中長期修繕計画に基づき、毎

期策定する年間修繕計画に則り実施します。修繕、更新、改修といった資本的支出は原

則としてポートフォリオ全体の減価償却費と中長期修繕計画とを考慮して判断します。 

 また、恒常的な支出削減に寄与する省エネシステムの導入等、重要設備の更新を効果

的に行うことにより、外部委託費・水道光熱費の削減・効率化を図ります。 
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Ｂ．外部成長 

本投資法人は、リスク分散、収益拡大、スケールメリットの享受等の観点から、運用

不動産の拡大に前向きに取り組む方針です。具体的には、スポンサー企業からの拠出物

件を軸に安定収益を確保しながら成長を目指しますが、同時にスポンサー企業からの出

向等による高い専門性をもつ人材を中心に、あらゆるチャネルを駆使しながら広く投資

機会を求め、かつ、かかる専門性を活用し競争力ある運用不動産の取得活動を展開しま

す。なお、詳細については、前記「(イ）スポンサー企業の総合力の活用・結集 Ａ．不

動産及び金融それぞれに強みを持つスポンサー企業が本資産運用会社へ物件、人材、ノ

ウハウ及び資金等の各面で強力なサポートを継続」並びに「Ｃ．スポンサー企業との協

働又は関係活用」をご参照下さい。 

 

(リ）財務方針 

 本投資法人は、中長期的な観点から、安定収益の実現と運用資産の着実な成長のために、

以下に掲げる方針に従い、金融の専門家集団による機動的かつきめ細かな財務戦略を立案、

実行します。 

Ａ．人員体制 

 本資産運用会社には、金融・証券市場で豊富な経験を有する人材が配置されており、金

融の専門家集団として機動的かつきめ細かなオペレーションによる財務戦略の立案及び実

行が可能な体制を構築しています。 

Ｂ．リサーチ力の活用 

 本資産運用会社は、上記の人員体制に加え、みずほ総合研究所株式会社及び株式会社都

市未来総合研究所との業務提携関係（詳細については、前記「１ 投資法人の概況 (3）

投資法人の仕組み ③ 上記以外の本投資法人の主な関係者の運営上の役割、名称及び業

務の概要」をご参照下さい。）を活用し、経済・金利・為替動向等マクロ経済等及びオフ

ィス賃貸マーケット、不動産売買マーケット等の調査報告並びにそれらに基づく将来見通

しを踏まえた財務戦略を立案、実行します。 

Ｃ．エクイティ・ファイナンス 

 投資口の追加発行は、金融環境を的確に把握するとともに、投資口の希薄化（新規投資

口の追加発行による投資口１口当たりの純資産額又は分配金の減少）、新たに取得する不

動産等の取得時期、総資産に対する有利子負債の比率(ローン・トゥ・バリュー、以下「Ｌ

ＴＶ」といいます。)に配慮した上で機動的に行います。 

Ｄ．デット・ファイナンス 

 機動性と安定性に配慮し短期資金調達と長期資金調達とのバランスを効率よく組み合わ

せるものとします。 

 また、機動性、安定性を確保するためコミットメントラインの設定等を行うことがあり

ます。なお、デット・ファイナンスにあたっては、以下の諸点に留意します。 

・金利の固定・変動 

 資本市場及び金利の動向に鑑み、金利の固定・変動等の諸条件を決定します。また、

借入金等の金利変動リスクをヘッジすることを目的として、デリバティブ取引を行うこ

とがあります。 

・返済期限の分散 

 資金の借入及び投資法人債についての返済及び償還期限の分散を図るものとします。 

・投資法人債 

 資金調達手段の多様化を目的として、投資法人債を発行することがあります。投資法
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人債の発行に際して、財務の健全性の一つの指標等とするため、指定格付機関より格付

けを取得することがあります。 

・ＬＴＶ水準 

 ＬＴＶは60％を上限とします。但し、物件の取得及び評価額の変動等に伴い、一時的

にかかる基準を満たさないことがあります。ＬＴＶの水準については、保守的な運用に

努め、また、適時適切なタイミングで、バランスに配慮したエクイティ・ファイナンス

を実施することを検討し、外部成長力の確保を図ります。なお、ＬＴＶの水準は35％か

ら50％を目安に運用しています。 

・調達限度額 

 本投資法人の借入金及び投資法人債発行額を合わせた限度額は１兆円とします。 

・借入先 

 資金の借入を行う場合、借入先は機関投資家（租税特別措置法第67条の15に定める機

関投資家をいいます。以下同じです。）に限るものとします。 

 借入の実施に際しては、借入条件等につき複数の機関投資家と交渉の上、比較し決定

するものとします。但し、安定的な資金調達ルート確保のため、特定の機関投資家に集

中することなく、資産規模の拡大に伴い、資金調達先の分散、拡大を検討します。 

・担保設定方針 

 本投資法人は、金融環境の変化に留意し、安定的かつ効率的な資金調達を行うために、

運用資産を担保として提供することがあります。 

Ｅ．キャッシュマネジメント 

 資金調達手段としてテナントから預かった敷金及び保証金を活用することがあります。

また、資金運用については、安全性、換金性等を考慮し、金利の動向及び資金繰りを十分

に鑑みて行います。 

Ｆ．格付け取得 

 財務の健全性の一つの指標等とするため、指定格付機関より格付けを取得することがあ

ります。本投資法人はかかる格付けに裏付けられた信用力を活用して、有利かつ戦略的な

資金調達を行うことを検討しています。 

Ｇ．適切なバランスシートコントロール 

 スポンサー企業によるウェアハウジング機能の活用、柔軟なポートフォリオの構築等に

より、資産残高、資産取得時期等（資産面）とＬＴＶ（負債面）の両面のコントロールを

適切に行っていきます。ウェアハウジング機能の詳細については、前記「１ 投資法人の

概況 (3）投資法人の仕組み ③ 上記以外の本投資法人の主な関係者の運営上の役割、

名称及び業務の概要」をご参照下さい。 

   

(ヌ）情報開示方針 

Ａ．本投資法人は、透明性確保の観点から、法定開示に加え、投資家に対して正確で偏りの

ない情報を適時にかつ分かり易く開示することに努めるとともに、投資家にとって重要又

は有用と判断した情報について可能な限り自主開示を行うものとします。 

Ｂ．投信法、金融商品取引法、東京証券取引所、投資信託協会等がそれぞれ要請する内容及

び様式に従って、適切に開示を行います。 

Ｃ．本資産運用会社のスポンサー関係者との取引規程に定める利害関係人等との一定の取引

については、透明性確保の観点から、適用ある法令、規則及び同規程等に従って、適切な

方法により速やかに開示するものとします。 

Ｄ．上記Ａ．ないしＣ．を遵守するための体制を整備し、維持することに努めるものとしま
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す。 

 

(ル）その他 

 本投資法人は、特定不動産（本投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借

権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。）

の価額の合計額の本投資法人が有する特定資産の価額の合計額に占める割合を100分の75

以上とします。 

 

（２）【投資対象】 

① 投資対象とする資産の種類 

 以下、本投資法人による投資対象（規約第27条）を示します。 

(イ）主たる投資対象としての特定資産 

 本投資法人はその規約で、主として以下に掲げる特定資産に投資するものとしています。 

Ａ．不動産 

Ｂ．次に掲げる各資産（以下併せて「不動産同等物」と総称し、不動産と不動産同等物を併

せて「不動産等」と総称します。） 

(ⅰ）不動産の賃借権 

(ⅱ）地上権 

(ⅲ）不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権（不動産に付随する金銭

と併せて信託する包括信託を含みます。） 

(ⅳ）信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用する

ことを目的とする金銭の信託の受益権 

(ⅴ）当事者の一方が相手方の行う上記Ａ．不動産又は上記(ⅰ)ないし(ⅳ)に掲げる資産の

運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投

資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約にかかる出資

の持分（以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。） 

(ⅵ）信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用するこ

とを目的とする金銭の信託の受益権 

Ｃ．裏付けとなる資産の２分の１を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲

げるもの（以下併せて「不動産対応証券」と総称します。） 

(ⅰ）優先出資証券（資産の流動化に関する法律（以下「資産流動化法」といいます。）に

定めるものをいいます。） 

(ⅱ）受益証券（投信法に定めるものをいいます。） 

(ⅲ）投資証券（投信法に定めるものをいいます。） 

(ⅳ）特定目的信託の受益証券（資産流動化法に定めるもの（上記Ｂ．(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅵ)

に掲げる資産に該当するものを除きます。）をいいます。） 

 

(ロ）その他の特定資産 

 本投資法人は、上記に掲げる特定資産の他、以下の特定資産に投資します。 

Ａ．次に掲げる特定資産 

(ⅰ）預金 

(ⅱ）有価証券（投信法に定めるものをいいます。但し、上記(イ)及び本項で別途明示的に

記載されるものを除きます。） 

(ⅲ）譲渡性預金 
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(ⅳ）金銭債権（投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令第480号、その後

の改正を含みます。以下「投信法施行令」といいます。）に定めるものをいいます。） 

(ⅴ）信託財産を主として上記(ⅰ)ないし(ⅳ)に掲げる資産に対する投資として運用するこ

とを目的とする金銭の信託の受益権及びかかる信託受益権に対する投資として運用する

ことを目的とする金銭の信託の受益権 

Ｂ．デリバティブ取引に係る権利（投信法施行令に定めるものをいいます。） 

 

(ハ）特定資産以外の資産 

 本投資法人は、資産運用の基本方針のために必要若しくは有用と認められる場合又は本投

資法人の組織運営に必要若しくは有用と認められる場合に、以下の資産に投資できるものと

します。 

Ａ．商標法に基づく商標権等（商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。） 

Ｂ．温泉法に規定する温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備 

Ｃ．資産流動化法に規定する特定出資 

Ｄ．著作権法に規定する著作権等 

Ｅ．民法上の動産等（但し、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に附加された物件

等に限ります。） 

Ｆ．民法上の組合の出資持分（但し、不動産、不動産の賃借権又は地上権を出資することに

より設立され、その賃貸・運営・管理を目的としたものに限るものとし、有価証券に該当

するものを除きます。） 

Ｇ．民法上の地役権 

Ｈ．上記Ａ．ないしＧ．のほか、不動産等又は不動産対応証券の投資に付随して取得が必要

又は有用となるその他の権利 

 

② 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資比率 

(イ）投資基準については、前記「(1）投資方針 ① 基本方針 (ハ）具体的投資基準」をご参

照下さい。 

 

(ロ）種類別、地域別、用途別等による投資比率については、前記「(1）投資方針 ① 基本方

針 (ロ）大都市圏のオフィスビル中心に収益の安定と拡大を追求したポートフォリオ運用」

をご参照下さい。 
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（３）【分配方針】 

 本投資法人は、毎決算期最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権

者に対して、原則として以下の方針に従って金銭の分配を行うものとします。 

① 利益の分配 

（イ）投資主に分配する金銭の総額のうち、分配可能金額（投信法に「利益」として規定される、

本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合

計額を控除して算出した金額をいいます。以下同じとします。）は、一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に従って計算されるものとします（規約第33条第１項第１号）。 

 

（ロ）分配可能金額を限度として分配を行う場合、分配金額は租税特別措置法第67条の15（以下

「投資法人にかかる課税の特例規定」といいます。）に規定される本投資法人の配当可能利

益の額（以下「配当可能利益の額」といいます。）の100分の90に相当する金額を超えて分配

するものとして、本投資法人が決定する金額とします。なお、本投資法人は資産の維持又は

価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金及びこれらに類

する積立金等を分配可能金額から積み立てることができるものとします（規約第33条第１項

第２号）。 

 

（ハ）分配可能金額のうち、分配金に充当せず留保したものについては、本投資法人の資産運用

の対象及び方針に基づき運用を行うものとします（規約第33条第１項第３号）。 

 

② 利益を超える金銭の分配 

（イ）本投資法人は、分配可能金額が配当可能利益の額の100分の90に相当する金額以下の場合そ

の他経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により、役員会において適切と判断した場合、

投資主に対し、投信法に基づく承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、分配可能金

額を超えて金銭の分配をすることができるものとします（規約第33条第１項第４号）。 

 

（ロ）本投資法人は、分配可能金額を超えて金銭の分配を行う場合には、当該営業期間に係る分

配可能金額に、当該営業期間に計上する減価償却額に相当する金額を加算した額を上限とし

ます。但し、当該金額が当該営業期間の租税特別措置法施行令第39条の32の３に規定される

配当可能額（以下「配当可能額」といいます。)の100分の90に相当する金額を超えない場合

には、配当可能額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとして役員会が決定した

金額をもって金銭の分配をすることができるものとします（規約第33条第１項第４号）。 

 

（ハ）本投資法人は、安定的な分配金の支払いを重視しますが、分配可能金額を超えた金銭の分

配に関して、かかる分配を受けた個人投資主がその分配の都度税務上の譲渡損益の算定を自

己において行うことが必要とされる限りにおいては、投資主に対して分配可能金額を超えた

金銭の分配は行わないものとします。但し、本投資法人が投資法人にかかる課税の特例規定

における要件を満たすことを目的とする場合等で、分配可能金額を超えた金銭の分配を行う

ことが必要であると本投資法人の役員会において判断される場合には、上記の分配方針に従

い分配可能金額を超えた金銭の分配を行うことがあります。 

 

③ 分配金の支払方法 

 分配金は、金銭により分配するものとし、決算期における最終の投資主名簿に記載又は記録

のある投資主又は登録投資口質権者を対象に、原則として決算期から３ヶ月以内に投資口の所
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有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配します（規約第33条第１項第

５号）。 

 

④ 金銭の分配の除斥期間等 

 分配金は、その支払開始の日から満３年を経過したときは、本投資法人はその支払いの義務

を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします（規約第33条第２

項）。 

 

⑤ 投資信託協会規則 

 上記の他、本投資法人は、金銭の分配にあたっては、投資信託協会が定める「不動産投資信

託及び不動産投資法人に関する規則」に従うものとします（規約第33条第１項第６号）。 

 

（４）【投資制限】 

① 規約に基づく投資制限 

 規約に基づく投資制限は以下のとおりです。 

（イ）前記「（２）投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 （ロ）その他の特定資産」に定め

る有価証券及び金銭債権等は、積極的に投資を行うものでなく、安全性及び換金性又は「（２）

投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 （イ）主たる投資対象としての特定資産」に掲げ

る特定資産との関連性を勘案した運用を図るものとします（規約第28条第１項）。 

 

（ロ）前記「（２）投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 （ロ）その他の特定資産」に掲げ

るデリバティブ取引に係る権利は、本投資法人にかかる負債から生じる金利変動リスクその

他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限るものとします（規約第28条第２項）。 

 

（ハ）本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、

資産の取得、修繕費若しくは分配金の支払い、本投資法人の運営に要する資金、又は債務の

返済（敷金・保証金並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含みます。）等の資金の手

当てを目的として、資金を借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）又は投資法人債(短

期投資法人債を含みます。)を発行することができます。なお、資金を借入れる場合は、租税

特別措置法第67条の15に規定する機関投資家からの借入に限るものとします（規約第34条第

１項）。その場合、本投資法人は運用資産を担保として提供することができます（規約第34

条第２項）。借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ１兆円とし、その合計額が１

兆円を超えないものとします（規約第34条第３項）。 

 

② 金融商品取引法及び投信法による制限 

 本投資法人は金融商品取引法及び投信法による投資制限に従います。主なものは次のとおり

です。 

（イ）資産運用会社による運用制限 

 登録を行った投資法人は、資産運用会社にその資産の運用にかかる業務の委託をしなけれ

ばなりませんが、資産運用会社は、投資法人の資産の運用にかかる業務に関して一定の行為

を行うことが禁止されており、結果的に、投資法人が一定の投資制限に服することになりま

す。かかる禁止行為のうち、主なものは以下のとおりです。なお、利害関係人等との取引制

限については、後記「第二部 投資法人の詳細情報 第３ 管理及び運営 ２ 利害関係人

との取引制限」をご参照下さい。 
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Ａ．自己取引等 

 資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容

とした運用を行うこと（金融商品取引法第42条の２第１号）。但し、投資者の保護に欠け、

若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし

て金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号。以下「業府令」といいま

す。）第128条で定めるものを除きます。 

Ｂ．運用財産相互間の取引 

 資産運用会社が運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（金

融商品取引法第42条の２第２号）。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、

又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府令第129条で定めるも

のを除きます。 

Ｃ．第三者の利益を図る取引 

 資産運用会社が特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指

数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は登録投資法人以外の第三者の利益を図る目

的をもって、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと（金融商品

取引法第42条の２第３号）。 

Ｄ．投資法人の利益を害する取引 

 資産運用会社が通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が登録投資法

人の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと（金融商

品取引法第42条の２第４号）。 

Ｅ．分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止 

 資産運用会社が、以下の権利又は有価証券について、これに関して出資され又は拠出され

た金銭（これに類するものとして政令で定めるものを含みます。）が、当該金銭を充てて行

われる事業を行う者の固有財産その他当該者の行う他の事業に係る財産と分別して管理する

ことが当該権利又は有価証券に係る契約その他の法律行為において確保されているものとし

て内閣府令で定めるものでない場合に、当該権利についての取引（金融商品取引法第２条第

８項第１号、第２号又は第７号から第９号までに掲げる行為をいいます。）を行うこと（金

融商品取引法第40条の３）。 

（ⅰ）金融商品取引法第２条第２項第５号又は第６号に掲げる権利 

（ⅱ）金融商品取引法第２条第１項第21号に掲げる有価証券（政令で定めるものに限りま

す。） 

（ⅲ）金融商品取引法第２条第２項第７号に掲げる権利（政令で定めるものに限ります。） 

Ｆ．その他業府令で定める取引 

 上記の他、資産運用会社が行う行為のうち、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を

害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして業府令で定める以下の行為（金融

商品取引法第42条の２第７号、業府令第130条）。 

（ⅰ）資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における

取引を行うことを内容とした運用を行うこと（業府令第128条各号に掲げる行為を除き

ます。）（業府令第130条第１項第１号）。 

（ⅱ）資産運用会社が自己又は第三者の利益を図るため、登録投資法人の利益を害すること

を内容とした運用を行うこと（同項第２号）。 

（ⅲ）第三者（資産運用会社の親法人等及び子法人等を含みます。）の利益を図るため、そ

の行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必
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要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと（同項第３号、金融商品取引法第44

条の３第１項第３号）。 

（ⅳ）他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと（業府令

第130条第１項第４号）。 

（ｖ）有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値

付けをすることを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと（同項第５

号）。 

（ⅵ）第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うことを内容とした運用

を行うこと（但し、資産運用会社があらかじめ個別の取引ごとにすべての権利者に当

該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該権利者の同意を得て行

うものを除きます。）（同項第６号）。 

（ⅶ）その他業府令に定める内容の運用を行うこと。 

 

（ロ）同一株式の取得制限 

投資法人は、同一の法人の発行する株式につき、当該株式にかかる議決権の総数の100分の

50を超えることとなる場合には当該株式を取得することができません（投信法第194条、投資

信託及び投資法人に関する法律施行規則（以下「投信法施行規則」といいます。）第221条）。 

 

（ハ）自己投資口の取得及び質受けの制限 

投資法人は、自らが発行した投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができま

せん。但し、次に掲げる場合において自らが発行した投資口を取得するときは、この限りで

はありません（投信法第80条第１項）。 

Ａ．合併後消滅する投資法人から当該投資口を承継する場合。 

Ｂ．投信法の規定により当該投資口の買取りをする場合。 

Ｃ．その他投信法施行規則で定める場合。 

 

（ニ）子法人による親法人投資口の取得制限 

 他の投資法人（子法人）の発行済投資口の総口数の過半数にあたる投資口を有する投資法

人（親法人）の投資口については、次に掲げる場合を除く他、当該子法人は、取得すること

ができません（投信法第81条第１項）。なお、他の投資法人の発行済投資口の過半数の投資

口を、親法人及び子法人又は子法人が有するときは、当該他の投資法人はその親法人の子法

人とみなされます。 

Ａ．合併後消滅する投資法人から親法人の投資口を承継する場合。 

Ｂ．その他投信法施行規則で定める場合。 

 

③ その他の投資制限 

（イ）有価証券の引受け及び信用取引 

 本投資法人は有価証券の引受け及び信用取引は行いません。 

 

（ロ）集中投資 

 集中投資について法令上制限はありません。なお、不動産の用途・所在地域にかかる投資

に関する方針については、前記「（１）投資方針 ① 基本方針 （ロ）大都市圏のオフィ

スビル中心に収益の安定と拡大を追求したポートフォリオ運用」をご参照下さい。 
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（ハ）他のファンドへの投資 

 他のファンド（投資証券及び投資信託の受益証券）への投資について、規約上の制限はあ

りません。 

 

３【投資リスク】 

(1）リスク要因 

 以下においては、本投資口への投資及び本投資法人の発行する投資法人債（以下「本投資法人

債」といいます。）に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載してい

ます。但し、以下は本投資口及び本投資法人債への投資に関する全てのリスクを網羅したもので

はなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。以下における不動産に関する記述は、不

動産信託受益権その他の不動産関連資産についてもほぼ同様にあてはまりますが、資産としての

種類の違いに応じて、この他にも発生する可能性のあるリスクがあります。また、本書に記載の

事項には、特に本投資法人及び本資産運用会社の目標及び意図を含め、将来に関する事項が存在

しますが、別段の記載のない限り、これらの事項は本書の日付現在における本投資法人及び本資

産運用会社の判断、目標、一定の前提又は仮定に基づく予測等であって、不確実性を内在するた

め、実際の結果と異なる可能性があります。 

 本投資法人は、可能な限りこれらリスクの発生の回避及びリスクが発生した場合の対応に努め

る方針ですが、回避及び対応が結果的に十分であるとの保証はありません。 

 以下に記載するリスクが現実化した場合、分配金の額が低下し、又は本投資口若しくは本投資

法人債の市場価格が下落する可能性があり、また、本投資法人債については、投資元本の欠損が

生じる可能性があります。その結果、各投資家が投資した金額を回収できなくなる可能性があり

ます。 

 各投資家は、自らの責任において、本項及び本書における本項以外の記載事項を慎重に検討し

た上で本投資口に関する投資判断を行う必要があります。 

 本「３ 投資リスク」に記載されているリスク項目は、以下のとおりです。 

 

① 投資法人が発行する投資口及び投資法人債に係るリスク 

（イ）投資口及び投資法人債の商品性に係るリスク 

（ロ）換金性に係るリスク 

（ハ）市場価格の変動に係るリスク 

（ニ）金銭の分配に係るリスク 

② 投資法人の組織及び投資法人制度に係るリスク 

（イ）投資法人の組織運営に係るリスク 

（ロ）投資法人の制度に係るリスク 

（ハ）インサイダー取引規制が存在しないことによるリスク 

（ニ）パイプラインサポート会社への依存に係るリスク 

（ホ）スポンサー企業への依存に係るリスク 

（ヘ）投資法人のその他の諸制度上（法律上、税制上等）の取扱いに係るリスク 

（ト）余裕資金の運用に係るリスク 

（チ）不動産の取得方法に係るリスク 

③ 不動産に係るリスク 

（イ）不動産の流動性に係るリスク 

（ロ）物件の取得競争等に係るリスク 

（ハ）不動産の瑕疵に係るリスク 
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（ニ）土地の境界等に係るリスク 

（ホ）不動産から得られる賃料収入に係るリスク 

（ヘ）マスターリースに係るリスク 

（ト）プロパティ・マネジメント会社に係るリスク 

（チ）不動産の運用費用の増加に係るリスク 

（リ）建物の毀損・滅失・劣化に係るリスク 

（ヌ）建築基準法等の規制に係るリスク 

（ル）共有物件に係るリスク 

（ヲ）区分所有建物に係るリスク 

（ワ）借地権に係るリスク 

（カ）開発物件に係るリスク 

（ヨ）有害物質に係るリスク 

（タ）不動産の所有者責任に係るリスク 

（レ）不動産の偏在に係るリスク 

（ソ）テナント集中に係るリスク 

（ツ）テナント等による不動産の使用に基づく価値減損に係るリスク 

（ネ）売主の倒産等の影響に係るリスク 

（ナ）不動産の売却における制限に係るリスク 

（ラ）不動産の売却に伴う責任に係るリスク 

④ 不動産信託受益権に係るリスク 

（イ）信託受益者として負うリスク 

（ロ）不動産信託受益権の流動性に係るリスク 

（ハ）不動産信託受託者の破産等の倒産手続に係るリスク 

（ニ）不動産信託受託者の信託違反に伴うリスク 

（ホ）不動産信託受益権の準共有等に係るリスク 

（ヘ）専門家報告書等に関するリスク 

⑤ 税制等に係るリスク 

（イ）導管性要件に係るリスク 

（ロ）税負担の発生により支払配当要件が満たされないリスク 

（ハ）税務調査等による更正処分のため、追加的な税負担の発生するリスク及び支払配当要件が

事後的に満たされなくなるリスク 

（ニ）不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク 

（ホ）一般的な税制の変更に係るリスク 

（ヘ）減損会計の適用に関するリスク 

⑥ その他 

（イ）資産の取得に関するリスク 

 

① 投資法人が発行する投資口及び投資法人債に係るリスク 

（イ）投資口及び投資法人債の商品性に係るリスク 

 投資口は、株式会社における株式に類似する性質を持ち、投資金額の回収や利回りの如何

は、経済状況や不動産及び証券市場等の動向、本投資法人の収益又は財産及び業務の状況に

影響され、譲渡による換価時点において投資金額以上の金額の回収を図ることができるか否

かは定かではありません。 

 投資口及び投資法人債は、投資額の保証がなされる商品ではなく金融機関の預金と異なり、
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預金保険等の対象ではありません。 

 本投資法人が通常の清算又は倒産手続により清算される場合、投資主は、本投資法人の全

ての債権者への弁済の後でなければ、投資口の払戻しを受けることはできず、投資金額のほ

とんどを回収できない可能性があります。また、本投資法人が倒産等により清算される場合、

本投資法人債の投資法人債権者も投資金額の全部又は一部を回収できない可能性があります。 

 

（ロ）換金性に係るリスク 

 本投資口については、投資主からの請求による投資口の払戻しは行われません。従って、

投資主が本投資口を換金するためには、原則として東京証券取引所を通じて、又は取引所外

において、第三者に売却することが必要となります。本投資口の第三者に対する売却が困難

又は不可能となった場合、投資主は、本投資口を希望する時期及び条件で換価することがで

きなくなります。 

 本投資口は、本投資法人の資産総額の減少、投資口の売買高の減少その他により、東京証

券取引所の定める「有価証券上場規程」に規定される上場廃止基準に抵触する場合には、本

投資口の上場が廃止されます。本投資口の上場市場における売却が困難又は不可能となった

場合には、本投資口の売却を希望する投資主は、相対取引による他なく、本投資口を希望す

る時期又は条件で換価できないか、全く換価できない可能性があります。 

 また、本投資法人債については、確立された取引市場は存在しないため、買主が存在する

との保証もないほか、譲渡価格も保証されておりません。 

 

（ハ）市場価格の変動に係るリスク 

 本投資口の市場価格は、本投資口の売買高及び需給バランス、不動産投資信託証券以外の

金融商品に対する投資との比較における優劣、日本及び外国における金利動向、為替相場、

市場環境や景気動向等によって左右されます。また、地震等の天災、構造計算書偽装問題、

サブプライム・ローンの問題等の不動産取引の信用性に影響を及ぼす社会的事象等を契機と

して、本投資口の市場価格が下落するおそれがあります。 

 また、本投資法人は、不動産その他不動産関連資産を投資対象としていますが、それらの

評価額は、不動産市況、景気動向、オフィスその他の用途の不動産の需給バランス、法制又

は税制の変更、社会情勢その他の要因により変動します。本投資口の市場価格は、一般に本

投資法人の保有にかかる運用資産の評価額に影響されるため、運用資産である不動産等の評

価額の変動や、これに影響を及ぼすと考えられる諸要因により変動することがあります。 

 さらに、本投資法人は、その事業遂行のために必要に応じて資金を調達しますが、その資

金調達が投資口の追加発行により行われる場合には、投資口１口当たりの純資産額が減少す

ることがあります。 

 本投資法人が投資口の追加発行を行う場合や、本投資口が取引所において一時的に大量に

売却される場合、市場における投資口の需給バランスに影響を与え、本投資口の市場価格が

大幅に下落する可能性があります。 

 その他、本投資法人債は金利動向等の市場環境等により価格変動のおそれがあり、また格

付の見直しや引下げによる影響を受けることがあります。 

 

（ニ）金銭の分配に係るリスク 

 本投資法人は前記「２ 投資方針（３）分配方針」に記載する分配方針に従って、投資主

に対して金銭の分配を行う予定ですが、分配の有無、金額及びその支払は、いかなる場合に

おいても保証されるものではありません。特に、本投資法人の運用対象となる不動産関連資
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産又はその裏付けとなる不動産（以下当該不動産等を「運用不動産」といいます。）から得

られる賃料収入の低下、損失の発生、現金不足等の場合、予想されたとおりの分配を行えな

い可能性があります。また、本投資法人が営業期間中に投資口を追加発行する場合には、そ

の期における投資口保有期間が異なるにもかかわらず、追加発行された投資口に対して既存

の投資口と同額の金銭の分配を行うこととなるため、既存の投資口への分配額に悪影響を及

ぼす可能性があります。 

 

② 投資法人の組織及び投資法人制度に係るリスク 

 本投資法人は、投信法に基づいて設立される社団（投信法第２条第12項）であり、一般の法

人と同様の組織運営上のリスク及び投資法人という制度固有のリスクが存在します。 

（イ）投資法人の組織運営に係るリスク 

 本投資法人の組織運営上の主なリスクは、以下のとおりです。 

Ａ．役員の職務遂行に係るリスク 

 投信法上、投資法人を代表しその業務執行を行う執行役員及び執行役員の業務を監督す

る監督役員は、善良な管理者としての注意義務（以下「善管注意義務」といいます。）を

負い、また、法令、規約及び投資主総会の決議を遵守し投資法人のため忠実に職務を遂行

する義務（以下「忠実義務」といいます。）を負います。しかし、職務遂行上、本投資法

人の執行役員又は監督役員が善管注意義務又は忠実義務に反する行為を行った場合は、結

果として投資主が損害を受ける可能性があります。 

 

Ｂ．投資法人の資金調達に係るリスク 

 本投資法人は、本書記載の投資方針に従い、借入及び投資法人債の発行を行っており、

かつ今後も行う予定です。なお、本投資法人は、規約において、借入金及び投資法人債の

限度額を、それぞれ１兆円とし、その合計額が１兆円を超えないものとしています（規約

第34条）。 

 借入及び投資法人債を発行する場合におけるその条件は、その時々の金利実勢、本投資

法人の収益及び財務状況、一般的な経済環境の他、貸付人の自己資本比率規制その他の法

的・経済的状況等の多くの要因による影響を受けるため、本投資法人が必要とする時期及

び条件で借入及び投資法人債の発行を行うことができる保証はありません。また、借入に

あたり税法上の導管性要件（後記「⑤ 税制等に係るリスク （イ）導管性要件に係るリス

ク」をご参照下さい。）を満たすためには、その借入先を機関投資家に限定する必要があ

るため、借入先が限定され機動的な資金調達ができない場合があります。 

 借入又は投資法人債の発行を行う際には、他の債務のための担保提供の制限、本投資法

人の収益状況や財務状態が一定の条件を下回った場合における担保の提供及び現金その他

の一定資産の留保、一定の財務指標を基準とした追加借入制限、資産取得の制限、投資主

への分配にかかる制限、その他本投資法人の収益状況や財務状態及び業務にかかる約束や

制限が課されることがあります。このような約束や制限は、本投資法人の運営に支障をも

たらし、又は投資主に対する金銭の分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 また、本投資法人は、借入や投資法人債について、保有する運用資産又はその原資産の

全部又は一部を担保に供することがあります。この場合、本投資法人は、被担保債権であ

る借入の弁済又は投資法人債の償還をしない限り、担保対象たる運用資産の処分につき貸

付人等の承諾を取得する等の制限を受ける可能性があります。その結果、本投資法人が必

要とする時期及び条件で運用資産を処分できないおそれがあります。また、収益性の悪化

等により担保不動産の評価額が借入先によって引き下げられた場合等には、追加の担保設
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定や借入金の早期返済を求められることがあり、また、かかる早期返済や返済期日におけ

る返済のための資金を調達するため、本投資法人の希望しない条件での借換え資金の調達

や、希望しない時期及び条件での運用資産の処分をせざるを得なくなり、その結果、本投

資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、契約上金利が固定されておら

ず何らかの指標に連動するものとされている場合等には、契約期間中に金利が上昇する可

能性があり、その結果分配可能金額が減少する可能性があります。 

 投資口の追加発行により資金調達を行う場合、投資口の発行時期及び価格はその時々の

市場価格により左右され、場合により、本投資法人の希望する時期及び条件でこれを発行

することができないおそれがあります。 

 

Ｃ．収益及び費用、キャッシュ・フローの変動に係るリスク 

 本投資法人の収益は、主として本投資法人が取得し、保有する運用不動産からの賃料収

入に依存しています。かかる賃料収入は、運用不動産の稼働率の低下、賃料水準の低下、

テナントによる賃料の支払債務の不履行・遅延等により、大きく減少する可能性がありま

す。テナント数が少ないオフィスビルや商業施設において、テナントの退去、テナントに

よる賃料不払い又は遅延が生じた場合には、キャッシュ・フローに与える影響は大きくな

ります。 

 本投資法人は、本資産運用会社を通じて、良質のテナントを確保すべく努力しますが、

その目的が達成されるとは限りません。また、良質と判断されるテナントを確保しても、

当該テナントが永続的に本投資法人の保有する運用不動産を賃借し続けるとの保証はなく、

また、かかるテナントの資産状態が悪化する可能性もあります。 

 上記の賃料収入の減少だけでなく、退去するテナントへの敷金・保証金の返還、多額の

資本的支出、未稼働資産の取得、売却損の発生による再投資の資金規模の縮小等は、キャ

ッシュ・フローを減ずる効果をもたらし、投資主への分配金額に悪影響を及ぼす可能性が

あります。 

 賃料収入の他、不動産関連資産の売却が行われた場合には売却益又は売却損が発生する

可能性もありますが、不動産関連資産の売却益は、本投資法人の運用方針や不動産市場の

環境に左右されるものであり、恒常的・安定的に得られる性格のものではありませんし、

売却損が生じる場合、かかる売却損は損失として計上されます。 

 他方、運用不動産に関する費用としては、減価償却費、運用不動産に関して課される公

租公課、運用不動産に関して付保された保険の保険料、管理組合費、水道光熱費、不動産

管理費用、清掃衛生業務、保安警備業務及び設備管理業務等の建物管理業務にかかる費用、

維持修繕費用、借地借家料並びにテナント誘致費用(媒介手数料、広告料等)等があります。

かかる費用の額は状況により増大する可能性があります。 

 これらの要因により、投資主への分配金額等の減少その他の悪影響を及ぼす可能性があ

ります。 

 

Ｄ．投資法人の登録取消リスク 

 本投資法人は、資産の運用を行うために投信法に基づき投資法人としての登録を受けて

いますが、一定の事由が発生した場合、かかる登録を取り消される可能性があります。登

録が取り消されると、本投資口の上場が廃止され、本投資法人は解散することとなります。

本投資法人が解散し、清算する場合には、投資主は、当初の投資金額の回収を期待できな

い可能性があります。 
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（ロ）投資法人の制度に係るリスク 

 投資法人の制度上の主なリスクは以下のとおりです。 

Ａ．本投資法人以外の関係者への依存に係るリスク 

 本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用を本資産運用会社に、資産の保管を資産保

管会社に、一般事務を一般事務受託者に委託しています。本投資法人の円滑な業務遂行の

実現は、これらの者の能力、経験及びノウハウに大きく依拠していますが、これらの者が

業務遂行に必要な人的・財産的基盤を今後も維持できるとの保証はありません。本資産運

用会社、資産保管会社及び一般事務受託者は、それぞれ本投資法人に対して善管注意義務

を負い、また、投資法人のために行為すべき忠実義務を負いますが、そのいずれかが職務

遂行上善管注意義務又は忠実義務に反する行為を行う場合には、結果として投資主が損害

を受ける可能性があります。 

 その他、本資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者のそれぞれが、破産手続又

は会社更生手続その他の倒産手続等により業務遂行能力を喪失する場合においては、本投

資法人はそれらの者に対する債権の回収に困難が生じるおそれがあり、さらに本資産運用

会社、資産保管会社及び一般事務受託者との契約を解約し又は解除することが求められる

ことがあります。そのような場合、本投資法人は、投信法上、資産の運用、資産の保管及

び一般事務に関しては第三者へ委託することが義務付けられているため、日常の業務遂行

に影響を受けることになります。また、委託契約が解約又は解除された場合には、新たな

資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者を選定し、これらの者に対して上記各業

務を委託することが必要とされます。しかし、本投資法人の希望する時期及び条件で現在

と同等又はそれ以上の能力と専門性を有する第三者を選定し、上記各業務及び事務を委託

できるとの保証はなく、そのような第三者を速やかに選定できない場合には、本投資法人

の存続及び損益の状況等に悪影響を及ぼす他、適切な資産運用会社を選定できない場合に

は、本投資口が上場廃止になる可能性もあります。 

 

Ｂ．資産の運用に係るリスク 

（ⅰ）資産運用会社の運用能力に係るリスク 

 本投資法人の資産運用の成果は、特に本資産運用会社の能力、経験及びノウハウに大

きく依拠していますが、本資産運用会社においてかかる業務遂行に必要な人的・財産的

基盤が常に維持されるとの保証はありません。また、本資産運用会社は、資産運用の結

果に対して何らの保証を行うものではありません。資産運用会社となるためには、金融

商品取引法に基づき投資運用業を行う者として金融商品取引業者の登録を受ける必要が

あり、また、資産運用会社は金融商品取引法に基づく監督を受けていることから、その

信用力の維持には一定限度の制度的な裏付けがありますが、金融商品取引法はその運用

能力まで保証するものではありません。 

本投資法人は、投資主総会の承認を得て資産運用委託契約を解約することができ、ま

た、投信法及び資産運用委託契約の規定に基づいて、資産運用会社が職務上の義務に違

反した場合その他一定の場合に、資産運用委託契約を解約し、資産運用会社を解任する

ことができる他、投信法上、資産運用会社が金融商品取引法上の金融商品取引業者でな

くなったときその他一定の場合には、資産運用委託契約を解約又は解除しなければなら

ないものとされています。資産運用委託契約を解約又は解除する場合、それに先立ち後

任の資産運用会社の選定が必要になりますが、かかる選定までの期間中は、解任すべき

と判断された資産運用会社による資産の運用が継続することになります。また、後任の

資産運用会社が適切な運用能力を有することが保証されているわけでもありません。 
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（ⅱ）資産運用会社の利益相反行為等に係るリスク 

 本資産運用会社は、本投資法人に対し善管注意義務を負い、また、本投資法人のため

に行為すべき忠実義務を負います。さらに、本資産運用会社の行為により本投資法人が

損害を被るリスクを軽減するため、本資産運用会社は、金融商品取引法により、通常の

取引の条件と異なる条件で、かつ、本投資法人の利益を害することとなる取引を内容と

した運用を行うこと等一定の行為を禁止されています。しかしながら、本資産運用会社

が、上記の義務や規制に反した場合には、本投資法人に損害が発生するリスクがありま

す。 

 また、本資産運用会社の株主、その役職員の出向元企業又はその関係会社等といった

関係者が、本投資法人の運用資産の取得又は運用に関する取引に関与し、又は本資産運

用会社自身による投資活動を行う場合があります。そのような場合に、本資産運用会社

が自己又は第三者の利益を図るため、本投資法人の利益を害することとなる取引を行わ

ないとの保証はありません。 

 本資産運用会社は、投信法に定める利害関係人等を含む一定のスポンサー関係者との

取引について、利益相反対策のための内規を設け、利益相反の可能性のある行為に対し

て十分な対応をとることとしていますが、上記リスクを完全に排除できるとの保証はあ

りません。 

 

（ⅲ）投資方針の変更に係るリスク 

 規約に規定されている資産運用の対象及び方針等の基本的な事項の変更には、投資主

総会の承認が必要ですが、本資産運用会社がこれを具体化するために制定した資産運用

ガイドラインについては、投資主総会の承認を得ることなく、その時々の市場環境等に

応じ、原則として本資産運用会社の判断により機動的に改訂することが可能です。かか

る資産運用ガイドラインの改訂により、意図したとおりの運用成果を収めることができ

るとの保証はなく、結果的に本投資法人の資産運用及び損益の状況に悪影響を及ぼすお

それがあります。 

 

（ハ）インサイダー取引規制が存在しないことによるリスク 

 金融商品取引法上、投資法人にかかる関係者その他の内部者に対しては、投資口にかかる

未公表の重要な事実が存在した場合に罰則をもって投資口の有償での取引を規制するとの、

いわゆるインサイダー取引規制（金融商品取引法第166条以下）は適用されません。このため、

本投資法人及び本資産運用会社は、内規として、それぞれ内部者取引管理規則及び内部者取

引管理規程を設け、内部者がかかる取引を行うことを制限しています。しかしながら、これ

ら内規は金融商品取引法におけるインサイダー規制と異なり罰則の適用はなく、法令と同程

度の実効性が保証されるものではありません。従って、本投資法人、本資産運用会社その他

の内部者が本投資法人や投資口にかかる未公表の内部情報を知りつつかかる投資口の取引を

行うことがないとの保証はなく、その場合には、投資家の本投資口又は不動産投資信託証券

市場に対する信頼を害し、ひいては本投資口の流動性の低下や市場価格の下落等の悪影響を

もたらすおそれがあります。 

 

（ニ）パイプラインサポート会社への依存に係るリスク 

 本投資法人は、パイプラインサポート会社である興和不動産、積水ハウス及びみずほ信託

銀行株式会社（以下併せて「パイプラインサポート会社」といいます。）との間で、それぞ
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れ興和不動産サポート契約、積水ハウスサポート契約及びみずほ信託サポート契約（以下本

（ニ）及び下記（ホ）において「サポート契約」と総称します。）を締結しており、各パイ

プラインサポート会社は、本投資法人の投資基準に適合するものと判断する保有・開発不動

産の売却情報や仲介情報等につき、本資産運用会社に提供するよう努めること、また、興和

不動産については、それに加えて本資産運用会社からウェアハウジング機能の提供を依頼さ

れた場合に、誠実に協議することに合意しています。それらの詳細は、前記「１ 投資法人の

概況 （３） 投資法人の仕組み ③ 上記以外の本投資法人の主な関係者の運営上の役割、

名称及び業務の概要」をご参照下さい。 

 従って、本投資法人の不動産関連資産の取得機会の確保及びその規模の拡大等の外部成長

は、パイプラインサポート会社からの情報提供、資産取得機会の提供に拠るところが大きい

といえます。しかしながら、サポート契約上、パイプラインサポート会社は本投資法人に対

する優先的な情報提供義務や資産の売却義務を負うものではなく、また、パイプラインサポ

ート会社が上記のサポートの提供に必要な人的・財産的基盤等を必ずしも維持できる保証は

ありません。また、サポート契約が何らかの理由で解除され若しくは更新されず、又はその

他の理由によりパイプラインサポート会社によるサポートが期待どおりの成果をあげられず、

期待どおりに本投資法人の成長が実現しないおそれがあります。 

 

（ホ）スポンサー企業への依存に係るリスク 

 本資産運用会社の株主はスポンサー企業であり、本資産運用会社は上記「（ニ）パイプラ

インサポート会社への依存に係るリスク」に記載のサポート契約をスポンサー企業と締結す

る他、スポンサー企業から経営陣及び主要なスタッフ等の人材の供給を受けています。また、

本投資法人が取得した資産の相当部分は、スポンサー企業及びその関連会社から拠出され、

又はスポンサー企業からの情報の提供その他の協力を得て取得したものであり、将来におい

てもこのようなスポンサー企業との協働又は関係活用を通じ本投資法人が物件を取得するこ

とが期待されます。 

 このように、本投資法人の業務はスポンサー企業と密接な関係にあり、従って、本投資法

人の中長期にわたる安定収益の確保と運用資産の着実な成長は、スポンサー企業に相当程度

依存しているといえます。 

 以上より、本投資法人及び本資産運用会社とスポンサー企業との良好な関係が維持できな

い場合、スポンサー企業のサポートが実効性を有しない場合、スポンサー企業の全部又は一

部の財務状態や外部評価が悪化又は低下する場合等には、本投資法人は期待どおりの成長や

収益をあげられないおそれがあります。 

 

（ヘ）投資法人のその他の諸制度上（法律上、税制上等）の取扱いに係るリスク 

 投資法人に関する法律上、税制上その他の諸制度上の取扱い若しくは解釈は大幅に変更さ

れ、又は新たな法律が制定される可能性があり、それに伴い、本投資法人の現在の運用方針、

運営形態等の変更が必要となる可能性があります。その結果、本投資法人の存続、損益の状

況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

（ト）余裕資金の運用に係るリスク 

 本投資法人は、運用不動産の賃借人から受領した賃料、預託を受けている敷金又は保証金

等の余裕資金を投資資金として運用する場合があります。そのような場合、想定した運用利

益をあげることができず、又は元本欠損が生じる可能性があります。また、賃貸借契約の中

途解約により想定外の時期に敷金又は保証金の返還義務が生じた場合、本投資法人は、敷金
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又は保証金の返還資金をその投資利回りよりも調達コストの高い借入等により調達せざるを

得なくなり、その結果本投資法人の損益の状況に悪影響を及ぼすおそれがあります。 

 

（チ）不動産の取得方法に係るリスク 

 本投資法人は、今後不動産を取得するにあたり、税制上の軽減措置を受けること等を目的

として譲渡代金支払日後直ちには当該不動産についての所有権等の移転本登記申請を行わな

い場合があります。この場合、売主が譲渡代金支払後本登記申請までの間に当該不動産を二

重譲渡し、担保提供し又は売主が倒産すること等により、本投資法人が運用不動産の完全な

所有権を取得できなくなる可能性があり、また、同時に支払済みの譲渡代金の全部又は一部

につき返還を受けられなくなる可能性があります。本投資法人は、上記軽減措置に関する手

続のために必要な一定期間について、仮登記を経ること等により本登記の順位を保全して上

記リスクを回避する方針ですが、仮登記には順位保全効果しかなく、本登記がなされる前に

売主が倒産した場合等には本投資法人が保護されない可能性があり、上記リスクを完全に排

除できるわけではありません。 

 

③ 不動産に係るリスク 

 本投資法人の主たる運用資産は、前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ① 投資対象とする資

産の種類」に記載の不動産等です。不動産信託受益権その他不動産を裏付けとする資産の所有

者は、その信託財産である不動産又は裏付けとなる不動産を直接所有する場合と、経済的には

ほぼ同様の利益状況に置かれます。従って、以下に記載する不動産に関するリスクは、不動産

信託受益権その他不動産を裏付けとする資産についても、ほぼ同様にあてはまります。 

 なお、信託の受益権特有のリスクについては、後記「④ 不動産信託受益権に係るリスク」

をご参照下さい。 

 

（イ）不動産の流動性に係るリスク 

 不動産は、その有する不動性（非移動性）及び個別性（非同質性、非代替性）等の特性か

ら、流通市場の発達した有価証券と比較すると、相対的に流動性が低いとの性格を有します。

また、取引時に実施する物理的状況や権利関係等の調査（デューディリジェンス）の結果、

当該不動産の物理的状況や権利関係等について重大な欠陥や瑕疵等が発見された場合には、

流動性が低下する可能性や、売買価格が下落する可能性があります。その他、不動産もそれ

以外の資産と同様、経済変動等によりその市場価格は変動します。 

 さらに、不動産が共有される場合、区分所有建物である場合、又は土地と建物が別個の所

有者に属する場合等、権利関係の態様によっては、以上の流動性等に関するリスクが相対的

に増幅します。 

 

（ロ）物件の取得競争等に係るリスク 

 本投資法人は、規約において、不動産関連資産を主たる投資対象として、中長期的な観点

から、安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行うことをその投資の

基本方針としています。しかしながら、国内外の投資家等による不動産に対する投資は積極

的に行われており、本投資法人が投資対象とするような不動産について取得希望者が競合す

る状況が今後も継続すると思われ、必ずしも、本投資法人が取得を希望した不動産を取得す

ることができるとは限りません。このような状況下にあって、投資採算の観点から希望した

価格での不動産の取得ができない等の事情により、本投資法人が利回りの向上や収益の安定

化等のために最適と考えるポートフォリオを実現できない可能性があります。さらに、本投
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資法人が不動産を取得した後にこれらを処分する場合にも、投資採算の視点から希望どおり

の価格や時期その他の条件で売却できない可能性があります。これらの結果、本投資法人の

投資方針に従った運用ができず、期待どおりに本投資法人の収益につながらないおそれがあ

ります。 

 

（ハ）不動産の瑕疵に係るリスク 

 不動産は、物件毎に個性を持ち、代替性が低いという性質を有しています。従って、取得

済みの資産又は今後取得する不動産に一定の瑕疵があった場合、本投資法人は損害を被るこ

とがあります。かかる瑕疵には、例えば、建物の構造、用いられる材質、地盤、特に土地に

含有される有害物質、地質の構造等に関する欠陥や瑕疵等があり、この他、不動産には様々

な法規制が適用されているため、法令上の規制違反の状態をもって瑕疵とされることもあり

ます。また、建築基準法等の行政法規が求める所定の手続を経由した不動産についても、当

該行政法規が求める安全性や構造耐力等を有するとの保証はありませんし、不動産に想定し

得ない隠れた欠陥・瑕疵等が取得後に判明するおそれもあります。その他、不動産に関する

権利が第三者の権利により制限を受け、又は第三者の権利を侵害していることもあり得ます。 

 不動産の売買においては、特約で排除されていない限り、その対象となる不動産に隠れた

瑕疵があった場合には、売主は、買主に対して瑕疵担保責任を負うことになります（買主は

瑕疵があることを知った日から１年以内に解除権又は損害賠償請求権の行使をすることがで

きます。）。従って、本投資法人が特定の不動産の買主となる場合、不動産にかかる物理的、

法的な瑕疵があり、それが隠れたものである場合には、上記に従い、本投資法人は売主に対

して瑕疵担保責任を追及することができます。また、本投資法人では、取得しようとする不

動産にかかる売買契約等において売主から一定の事実に関する表明及び保証を取得し、瑕疵

の内容等について責任の所在を明確化した上で不動産を取得することを原則としています。 

 しかし、売主が既に解散・清算されている場合、又は売主が倒産し、若しくはその主要な

資産が本投資法人に売却した不動産のみであった特別目的会社等であるためにその資力が十

分でない場合には、買主である本投資法人は、実際には売主との関係において上記の瑕疵担

保責任による保護を受けることができず、損害を被ることになります。また、個別の事情に

より、売買契約上売主が瑕疵担保責任を負担する期間を限定し、又はこれを全く負わない旨

の特約をすることがあります。さらに、売主が表明・保証した事項が真実かつ正確であると

の保証はなく、個別の事情により、売主が行う表明・保証の対象、これに基づく補償責任の

期間又は補償金額が限定され、あるいは表明・保証が全く行われない場合もあります。 

 このような場合には、当該瑕疵を理由とした不動産の資産価値が減耗することを防ぐため

に買主である本投資法人がその補修その他の措置を執ることになり、予定しない補修費用等

が発生し、売主からかかる費用の賠償や補償が得られないと、本投資法人の収益が悪影響を

受ける可能性があります。また、当該瑕疵の程度によっては、補修その他の措置を執ったと

しても、不動産の資産価値の減耗を防ぐことができない可能性があります。 

 不動産信託受益権においても、直接の売買対象である不動産信託受益権又はその信託財産

である不動産に隠れた瑕疵があった場合については、上記と同様のリスクがあります。そこ

で、不動産の信託契約及び受益権譲渡契約において、売主に信託設定日等において既に存在

していた信託財産である不動産の瑕疵について瑕疵担保責任を負担させ、又は一定の事実に

関する表明及び保証を取得することがあります。しかし、このような責任を負担させても上

記のように実効性がない場合及びそもそも責任を負担させなかった場合には、当該不動産の

実質的所有者である本投資法人がこれを負担することになり、予定しない補修費用等が発生

し、本投資法人の収益が悪影響を受ける可能性があります。また、当該瑕疵の程度によって
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は、補修その他の措置を執ったとしても、不動産の資産価値の減耗を防ぐことができない可

能性があります。 

 加えて、わが国の法制度上、不動産登記にはいわゆる公信力がありません。従って、不動

産登記簿の記載を信じて取引した場合にも、買主は不動産にかかる権利を取得できないこと

や予想に反して当該不動産に第三者の権利が設定されていることがあり得ます。このような

場合、上記と同じく、本投資法人は売主等に対して法律上又は契約上許容される限度で責任

を追及することとなりますが、その実効性があるとの保証はありません。 

 

（ニ）土地の境界等に係るリスク 

 わが国においては、土地の境界が曖昧であることが稀ではありませんが、隣地の所有者若

しくは占有者からの境界確認書その他境界を確定させる書面が取得できない場合、又は境界

標の確認ができないまま当該不動産を取得する場合には、後日、このような不動産を処分す

るときに事実上の障害が発生する可能性や、境界に関して紛争が発生し、所有敷地の面積の

減少、損害賠償責任の負担等、これらの不動産について予定外の費用又は損失が発生する可

能性があります。同様に、越境物の存在により、不動産の利用が制限され賃料に悪影響を与

える可能性や、越境物の除去費用等の追加負担が本投資法人に発生し、本投資法人の収益等

が悪影響を受ける可能性があります。 

 

（ホ）不動産から得られる賃料収入に係るリスク 

 本投資法人の主な収入は、不動産については本投資法人が当該不動産に関し第三者（テナ

ント）との間で締結する賃貸借契約に基づく賃料収入です。本投資法人が不動産信託受益権

を保有する場合には、本投資法人の主な収入は、不動産信託受益権に基づく信託の純利益の

配当ですが、その主たる原資は、不動産信託受託者が信託財産たる不動産についてテナント

との間で締結する賃貸借契約に基づく賃料収入です。このような不動産の賃料収入に影響を

与える主なリスクは、以下のとおりです。 

Ａ．不動産の稼働状況に係るリスク 

 不動産の稼働率は、事前に予測することが困難であり、予想し得ない事情により低下す

る可能性があります。 

 一般的なオフィススペースの賃貸借契約では、契約期間を２年程度とするものの、テナ

ントからの一定期間前の予告により期間中いつでも解約でき、また、期間満了時までに解

約の意思表示がなされれば更新されない（意思表示がない場合には自動的に２年程度の期

間をもって契約が更新される）ものとされています。このような場合、テナントは、契約

期間中であっても賃貸借契約を終了させることが可能であり、かつ、期間満了時に契約の

更新がなされる保証もありません。契約が更新されず又は契約期間中に解約された場合、

すぐに新たなテナントが入居するとの保証はなく、その結果賃料収入が減少する可能性が

あります。 

 本投資法人においても、一部のテナントを除き、上記のような一般的な条件の賃貸借契

約を締結し、又は承継することは避けられません。従って、解約が増加し、又は更新がな

されないことにより稼働率が低下し、運用不動産から得られる賃料収入が減少して、投資

主に損害を与える可能性があります。また、解約が多く発生する場合、上記収入の減少の

みならず、退去するテナントへの敷金・保証金の返還等が必要とされることとなり、十分

な積立金が留保されていない場合には、場合により新たな資金調達を余儀なくされ、その

結果、投資主への分配金額に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 なお、賃貸借契約で期間内の解約を制限し、違反についての違約金条項を置くこともあ
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りますが、違約金の額その他の状況によっては、裁判所によって違約金が一部減額され、

又はかかる条項の効力が否定される可能性があります。 

 

Ｂ．テナントの信用力及び賃料不払いに係るリスク 

 賃貸借契約が終了しない場合においても、テナントの財務状況が悪化し、又はテナント

が破産手続、会社更生手続その他の倒産手続の対象となった場合には、賃料の支払が滞る

可能性があります。このような延滞された賃料等（場合により原状回復費用その他の損害

金を含みます。）の合計額が敷金及び保証金で担保される範囲を超えると、本投資法人の

収益に影響を与える可能性があります。本投資法人では、新規のテナントを入居させるに

あたって、その信用力について調査を行いますが、かかる調査が完全であるとは限らず、

また、入居後に財務状況が悪化することもあります。また、稼働中の物件を取得する場合

には既存の賃貸借契約を承継するため、かかる調査を行うことができないことがあり、リ

スクを完全に防ぐことはできません。 

 

Ｃ．賃料の減額に係るリスク 

 前記のとおり、オフィスビル等に入居するテナントとの一般的な賃貸借契約では２年程

度の期間毎に契約が更新され、その都度賃料が改定される可能性があります。また、契約

期間中であっても、賃料相場の下落その他の様々な事情により、テナントから減額の請求

を受け、これに合意することを余儀なくされることがあります。また、本投資法人が保有

する運用不動産と競合すると思われる不動産の賃料水準が全般的に低下した場合には、新

たに入居するテナントとの間で締結される賃貸借契約における賃料の額が従前の賃料の額

と比較して低下するとともに、上記のような賃料減額の可能性もより増大することになり、

本投資法人の賃料収入の減少をもたらす可能性があります。 

 さらに、テナントは、定期建物賃貸借契約において賃料減額請求権を排除しうる特約が

ある場合を除いては、借地借家法（平成３年法律第90号、その後の改正を含みます。以下

「借地借家法」といいます。）に基づく賃料減額請求をすることができます。当事者間で

変更後の金額についての協議が調わない場合には、賃貸人は、減額を相当とする裁判が確

定するまで、テナントに対して賃貸人が相当と考える賃料の支払を請求することができま

す。但し、その間に賃貸人が実際に支払を受けた賃料の額が後に裁判で認められた額を超

える場合には、当該超過額に年１割の利息を付してテナントに返還しなければなりません。

従って、テナントから賃料減額請求権の行使があった場合、賃貸人としては、この利息支

払のリスクを避けるために従前の賃料を減額して請求をせざるを得ない場合もあり、その

場合には当該運用不動産から得られる賃料収入が減少するため、本投資法人の収益に影響

を与える可能性があります。 

 これに対し、借地借家法に定める一定の要件を満足して締結された定期建物賃貸借契約

においては、当事者間の合意により、上記賃料増減額請求権を排除することができます。

この場合には賃料の減額請求がなされないため、通常の賃貸借契約に比較して契約期間中

の賃料収入の安定が期待できます。なお、定期建物賃貸借においてテナントが契約期間の

定めにかかわらず早期解約した場合、契約上の当然の権利として又は違約金条項に基づく

権利として、残期間の賃料全てについて必ずテナントに対して請求できるか否かは、未だ

事例の蓄積が乏しいため定かでありません。特に、残存期間の途中で新たなテナントが見

つかり、賃料収入が得られることとなった場合には、その効力が制限される可能性があり

ます。さらに、そもそも契約上、違約金の額が一定期間の賃料に対応する分だけに限られ

ている場合もあり得ます。また、賃貸人にとって、定期建物賃貸借には、通常の賃貸借に
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比べ契約期間中の賃料収入の安定が期待できるという有利な面がある一方で、賃料が低く

抑えられる傾向にあり、特約の定め方によっては一般的な賃料水準が上昇する場合でもそ

れに応じた賃料収入の増加を期待することができない等、不利益な面もあります。 

 なお、本投資法人又は信託受託者が賃貸している不動産を賃借人が転貸している場合に

は、転貸条件が必ずしも賃貸条件と同一ではなく、何らかの理由で本投資法人又は信託受

託者が転借人と直接の賃貸借契約関係を有することとなったとき、低額の賃料を甘受せざ

るを得ない可能性があります。 

 

Ｄ．テナントの獲得競争に係るリスク 

 通常、運用不動産は、他の不動産とのテナント獲得競争に晒されているため、競合する

不動産の新築、リニューアル等の競争条件の変化や、競合不動産の募集賃料水準の引下げ

等により、賃料引下げや稼働率の低下を余儀なくされ、本投資法人の収益が悪化する場合

があります。立地条件や建物仕様等の点で本投資法人の運用不動産に優る競合不動産があ

る場合、その傾向は顕著になるものと予想されます。 

 

（ヘ）マスターリースに係るリスク 

 本投資法人は、その保有する不動産につき、転貸を目的として賃借人（マスターリース会

社）に一括して賃貸することがあります。このように、賃借人に運用不動産の一部又は全部

を転貸させる権限を与えた場合、本投資法人又は信託受託者は、運用不動産に入居するテナ

ントを自己の意思により選択できなくなる可能性や、退去させられなくなる可能性がありま

す。 

 また、賃借人の賃料が、転借人から賃借人に対する賃料に連動する場合、転借人の信用状

態等が、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、賃借人が転貸借契

約上の転貸人としての債務の履行を怠った場合には、転借人は賃料不払をもってこれに対抗

することができるため、テナントが賃借人側の何らかの落ち度を理由に意図的な賃料不払を

以って対抗する可能性もあり、その場合には当該運用不動産から得られる賃料収入にも悪影

響を及ぼすこととなります。 

 一方、賃料固定型マスターリース契約（賃借人の転借人に対する賃料にかかわらず、賃借

人の賃料が一定額とされているもの）においては、マスターリース会社の財務状態の悪化等

により、マスターリース会社から賃貸人である本投資法人又は信託受託者への賃料の支払い

が滞る可能性があります。 

 さらに、テナントとの契約上、マスターリース契約が終了した場合には、信託受託者がテ

ナントとの転貸借契約上の賃貸人の地位をマスターリース会社から承継することが約束され

ていることがあります。かかる場合において、信託財産中にテナントとの契約に基づく敷金

相当額が留保されておらず、かつ、マスターリース会社が倒産等のために敷金相当額を信託

受託者に引き渡すことができないと、受益者たる本投資法人が最終的にテナントに対する敷

金相当額を負担せざるを得なくなる可能性があります。マスターリース契約の終了後、新た

なマスターリース会社にテナントとの転貸借契約を承継させた場合も同様です。 

 

（ト）プロパティ・マネジメント会社に係るリスク 

 一般に、建物の保守管理、テナントの管理を含めた運用不動産の管理が成功するか否かは、

プロパティ・マネジメント会社の能力、経験、ノウハウによるところが大きく、本投資法人

においても、管理の良否及びその結果としての収益性の確保について、プロパティ・マネジ

メント会社の業務遂行能力に大きく依拠することになります。本資産運用会社は、プロパテ
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ィ・マネジメント会社を選定するにあたり、運用不動産の特性に応じ、その候補業者の管理

実績、ノウハウ、信用力及び業務態勢等を慎重に考慮し、十分な能力を持つ業者を選定する

方針であり、原則として、プロパティ・マネジメント会社にはプロパティ・マネジメント業

務を受託した物件のマスターリース会社となることを求めていく方針です。これによりプロ

パティ・マネジメント業務の重要な要素であるテナント・リーシング及びテナント管理を円

滑に行うことができるものと考えております。従って、プロパティ・マネジメント会社の選

任には十分配慮する予定です。 

 しかしながら、かかる調査は完全であるとは限らず、選定されたプロパティ・マネジメン

ト会社における人的・財産的基盤が優良である保証はありません。また、仮に選任時点では

優良であってもそれが将来にわたって維持されるとの保証もありません。本投資法人及び本

資産運用会社は、プロパティ・マネジメント委託契約上、プロパティ・マネジメント会社に

つき業務懈怠又は倒産事由が認められた場合、自ら又は不動産信託受託者に指図して、プロ

パティ・マネジメント会社に対して改善を求め、又はプロパティ・マネジメント会社との契

約を解除する権利を確保する方針です。しかし、プロパティ・マネジメント会社が交代する

場合、後任のプロパティ・マネジメント会社が選任され、管理業務を開始するまでは、一時

的に当該運用不動産の管理状況が悪化し、本投資法人が損失を被るおそれがあります。加え

て、マスターリース契約には借地借家法が適用され、本投資法人又は信託受託者がマスター

リース契約を解除する場合には正当な理由が必要であるため、マスターリース会社を兼ねる

プロパティ・マネジメント会社の交代は、専業のプロパティ・マネジメント会社の交代より

困難となる可能性があります。なお、本投資法人が不動産信託受益権を保有する場合におい

てプロパティ・マネジメント会社が解任されたときは、不動産信託受託者において、その善

良な管理者の注意義務に従って信託財産たる運用不動産を一時的に管理することになります。 

 

（チ）不動産の運用費用の増加に係るリスク 

 経済全般のインフレーション、不動産管理や建物管理にかかる費用又は備品調達等の管理

コストの上昇、修繕費の負担、各種保険料の値上げ、公租公課の増大その他の理由により、

不動産の運用に関する費用が増加する可能性があります。一方で、運用不動産からの収入が

これに対応して増加するとの保証はありません。 

 

（リ）建物の毀損・滅失・劣化に係るリスク 

 建物の全部又は一部は、突発的な事故又は地震、火災や風水害等の天災地変によって、毀

損、滅失又は劣化する可能性があります。このような場合には、毀損、滅失した個所を修復

するため予期せぬ費用が発生するばかりでなく、一定期間建物が稼働不能となることを余儀

なくされ、賃料収入が減少して、費用が増加することで本投資法人が損害を受ける可能性が

あります。また、完全な修復が行われたか否かにかかわらず、評価額が下落するおそれもあ

ります。 

 そこで、本投資法人は、火災・水害等による損害を補償する火災保険（特約による利益補

償としての財産保険、家賃保険を含むことがあります。）又は賠償責任保険等を付保する方

針としています。このような複数の保険を組み合わせることによって、予期せざるリスクが

顕在化した場合にも、かかる保険による保険金を充てることで、原状回復を行うことが一定

程度期待できます。但し、個々の不動産に関する状況により保険契約が締結されない可能性、

保険金の上限額を上回る損害が発生する可能性、保険でカバーされない災害や事故（戦争や

テロ行為等に基づくものは必ずしも全て保険でカバーされるとは限りません。また、通常の

火災保険では地震による火災はカバーされません。）が発生する可能性、又は保険会社が当
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該保険会社の財務状態の如何にかかわらず保険金を完全に支払わず、若しくは支払が遅れる

可能性も否定できません。また、保険金が支払われた場合でも、行政上の規制その他の理由

により、建物を事故発生前の状態に回復させることができない可能性があります。 

 加えて、天災地変とりわけ広い地域に被害をもたらす大地震が起った場合、本投資法人の

運用不動産のうち複数の建物が同時に天災地変の影響を受ける可能性は否定できません。本

投資法人が地震保険を付保したとしても、対人的被害の賠償については保険でカバーされな

いこともあります。 

 

（ヌ）建築基準法等の規制に係るリスク 

 運用不動産のうち建物は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準等を定める建

築基準法等の規制に服します。このような規制には建物の構造等自体に関するものと、建築

確認申請義務等の手続に関するものがあります。その他、不動産は、一般に様々な規制の下

にあり、国の法令の他、各地方公共団体の条例や行政規則等による駐車場の付置義務、住宅

の付置義務、福祉施設の付置義務等の他、これらの義務に関連して、建物の新築・増築に際

して地方公共団体等と協議する義務等を課されることがあります。また、道路指定により敷

地面積・容積率が結果として減少することもあります。これらの規制は、随時改正・変更さ

れており、その内容によっては不動産の管理費用等が増加するおそれがあります。 

 建築時点（正確には建築確認取得時点）においては、建築基準法上及び関連法令上適格で

あった建物でも、その後の建築基準法等の改正に基づく規制の変更により、変更後の規制の

もとでは不適格になることがあります。本投資法人の取得・保有する運用不動産には、現行

の法令に一部適合していないものの違法とはならない、いわゆる既存不適格の建物を含む場

合があります。既存不適格の建物は、これを改築したり、建替えたりしようとする際に、従

前の建物と同等の建ぺい率・容積率・高度・設備等を維持できなくなり、追加の設備が必要

とされ、又は建替自体が事実上困難となる可能性があります。このような場合には、不動産

の資産価値や譲渡価格が下がり、その結果、投資主に損害を与える可能性があります。また、

建物の構造等が適法であっても手続に不備があった場合には、工事のやり直しを余儀なくさ

れ、関連する費用等が増加して、投資主に損害を与える可能性があります。 

 以上の他、土地収用法（昭和26年法律第219号、その後の改正を含みます。）や土地区画整

理法（昭和29年法律第119号、その後の改正を含みます。）のような私有地の収用・制限を定

めた法律の改正等により、不動産の利用、用途、収用、再開発、区画整理等に規制が加えら

れ、又はその保有、管理、処分その他の権利関係等に制限が加えられることがあり、その結

果、関連する費用等が増加し、又は運用不動産の価値が減殺される可能性があります。 

 さらに、環境保護を目的とする現行法令等又は将来制定・施行される新法令等により、運

用不動産について、大気、土壌、地下水等の汚染にかかる調査義務、除去義務、損害賠償義

務、所有者としての無過失責任等が課され、又は義務が強化される可能性があります。この

ように、法令又は条例の制定・改廃等が本投資法人の収益等に悪影響をもたらす可能性があ

ります。 

 

（ル）共有物件に係るリスク 

 不動産を単独で所有している場合に比べ、共有不動産は、法的に様々な側面で制約を伴い

ます。 

 まず、共有者間で別段の定めをした場合を除き、共有物の変更にあたる行為には共有者全

員の合意を要し、変更にあたらない管理は共有者の持分の過半数で決定するものとされてい

ます。従って、特に本投資法人が持分の過半数を有していない場合には、共有となる運用不
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動産の管理及び運営について本投資法人の意向を反映させることができない可能性がありま

す。また、共有者はその持分の割合に応じて共有物の全体を利用することができるため、他

の共有者によるかかる権利行使によって、本投資法人の運用不動産の利用が妨げられる可能

性があります。 

 共有不動産を賃貸する場合、賃料債権は不可分債権であり、敷金返還債務は不可分債務で

あると一般的には解されています。従って、他の共有者（賃貸人）の債権者が当該共有者の

持分の割合を超えて賃料債権全部を差し押さえ、又は他の共有者がテナントからの敷金返還

債務をその持分の割合に応じて履行しない場合に、本投資法人が敷金全額を返還せざるを得

なくなる可能性があります。これらの場合、本投資法人は、差し押さえられた賃料のうち自

己の持分に応じた金額の支払や返還した敷金のうち他の共有者の持分に応じた金額の償還を

当該他の共有者に請求することができますが、当該他の共有者の資力の如何によっては、支

払又は償還を受けることができない可能性があります。共有不動産に課税される固定資産税

等の公租公課、共有不動産の修繕費、保険料等にも、他の共有者が債務を履行しない場合に

つき、同様の問題があります。また、本投資法人は、共有となる運用不動産につき、他の共

有者に共有物を単独で賃貸する権限を与えることがあります。この場合、テナントとの賃貸

借契約上の賃貸人は他の共有者のみであり、本投資法人は、当該他の共有者から賃料などの

分配金を受けることになります。このような場合、本投資法人は、テナントと直接契約関係

に立たないため、テナントからの敷金返還請求を受けるリスクを軽減することができますが、

他方で、マスターリース会社におけるのと同様に、賃貸権限を与えた他の共有者の財務状態

についてのリスクを本投資法人が負担することとなります。 

 また、運用不動産が共有である場合、他の共有者から共有物の分割請求を受ける可能性が

あります。現物による分割が不可能である場合又は著しくその価値を損なうおそれのある場

合は、本投資法人の意向にかかわらず、裁判所により共有物全体の競売を命じられる可能性

があります。共有者間で不分割の合意をすることは可能ですが、合意の有効期間は５年以内

とされています。しかも、不動産に関する不分割特約は、その旨の登記をしなければ当該不

動産の共有持分の譲受人等第三者に対抗できないことがあります。また、他の共有者におい

て、破産手続、会社更生手続又は民事再生手続が開始された場合は、特約があっても、管財

人等は分割の請求をすることができます（但し、その場合、共有者は、破産手続、会社更生

手続又は民事再生手続の対象となった他の共有者の有する共有持分を相当の対価で取得する

ことは認められます。）。 

 共有者は、自己の共有持分を自由に処分することができます。従って、本投資法人の意向

にかかわりなく他の共有者が変更される可能性があります。これに対し、共有者間の協定書

等において、共有者が共有持分を処分する場合に他の共有者に先買権若しくは優先交渉権を

与え、又は一定の手続の履践義務等が課されている場合があります。この場合は、本投資法

人の知らない間に他の共有者が変動するリスクは減少しますが、本投資法人がその共有持分

を処分する際に制約を受けることになります。 

 また、他の共有者の共有持分に抵当権又は根抵当権が設定された場合には、共有物の分割

がなされても、共有されていた運用不動産全体について、当該共有者（抵当権設定者）の持

分割合に応じて当該抵当権の効力が及ぶことになると考えられています。従って、本投資法

人の共有持分には抵当権が設定されていなくても、他の共有者の共有持分に抵当権が設定さ

れた場合には、分割後の本投資法人の運用不動産についても、他の共有者の持分割合に応じ

て、当該抵当権の効力が及ぶこととなるリスクがあります。 

 以上のとおり、共有の運用不動産については、単独所有の場合と比べて上記のような制限

やリスクがあるため、既に述べた流動性のリスクや、それらのリスクを反映した価格の減価
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要因が増す可能性があります。 

 

（ヲ）区分所有建物に係るリスク 

 区分所有建物とは建物の区分所有等に関する法律（昭和37年法律第69号、その後の改正を

含みます。以下「区分所有法」といいます。）の適用を受ける建物で、単独所有の対象とな

る専有部分（居室等）と共有となる共用部分（建物の躯体、エントランス部分等）から構成

されます。区分所有建物の場合、建物及びその敷地（以下「区分所有物件」といいます。）

の管理及び運営は、区分所有法の規定に従い、また、区分所有者間で定められる管理規約そ

の他の規則（以下「管理規約等」といいます。）がある場合にはこれに服します。管理規約

は、原則として、区分所有者数及びその議決権（管理規約に別段の定めのない限り、区分所

有者の所有する専有部分の床面積の割合）の各４分の３以上の多数決によらなければ変更で

きません。なお、建替決議等においてはさらに多数決の要件が加重されています。運用不動

産が区分所有物件の一部である場合、本投資法人単独では上記決議要件を満足することが難

しいため、区分所有物件の管理及び運営について本投資法人の意向を十分に反映させること

ができない可能性があります。 

 さらに、他の区分所有者が自己の負担すべき区分所有建物の共有部分にかかる公租公課、

修繕費又は保険料等の支払又は積立を履行しない場合、本投資法人が運用不動産の劣化を避

けるため、その立替払を余儀なくされるおそれがあります。これらの場合、本投資法人は、

他の区分所有者にかかる立替払金の償還を請求することができ、かかる請求権については区

分所有法により担保権（先取特権）が与えられていますが、当該他の区分所有者の資力の如

何によっては、償還を受けることができない可能性があります。 

 各区分所有者は、自己の所有する専有部分を自由に処分することができます。従って、本

投資法人の意向にかかわりなく他の区分所有者が変更される可能性があります。これに対し、

管理規約等において、区分所有者が専有部分（所有権の共有持分その他の敷地利用権（以下

に定義します。）を含みます。）を処分する場合に他の区分所有者に先買権若しくは優先交

渉権を与え、又は一定の手続の履践義務等が課されている場合があります。この場合には、

本投資法人の知らない間に他の区分所有者が変動するリスクは減少しますが、本投資法人が

専有部分を処分する際に制約を受けることになります。 

 また、各区分所有者は、自己の所有する専有部分を自由に賃貸し、その他使用収益するこ

とができます。また、他の区分所有者による建物への変更工事や内装の変更等により、本投

資法人の専有部分を含む建物全体が建築基準法、消防法（昭和23年法律第186号、その後の改

正を含みます。）その他の法令や条例等に違反する状態となる可能性があります。本投資法

人の運用不動産である専有部分の価値や収益は、このような他の区分所有者による使用収益

の状況によって影響を受ける可能性があります。 

 区分所有建物の専有部分を所有するために区分所有者が敷地に関して有する権利（所有権

の共有持分等）を敷地利用権といいますが、区分所有法は、原則として、専有部分と敷地利

用権を分離して処分することを禁止し、不動産登記法は敷地権の登記の制度を用意していま

す。しかし、敷地につき、敷地権の登記がなされていない場合には、専有部分と敷地利用権

を分離して処分されたときに、その処分の無効を善意の第三者に主張することができません。

また、区分所有建物の敷地が数筆の土地であり、各区分所有者が、これらの土地の一部につ

いて、単独で敷地利用権を有している場合（いわゆる分有形式）には、専有部分と敷地利用

権を分離して処分することが可能とされています。分離処分がなされると、区分所有物件を

巡る権利関係が複雑になるため、既に述べた運用不動産にかかる流動性のリスクや、それら

のリスクを反映した価格の減価要因が増す可能性があります。 
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（ワ）借地権に係るリスク 

 本投資法人は、借地権（土地の賃借権及び地上権）と借地権設定地上の建物（以下「借地

物件」といいます。）に投資することがありますが、借地物件は、土地建物ともに所有する

場合に比べ、特有のリスクがあります。 

 まず、借地権は、土地の賃借権の場合も地上権の場合も、永久に存続するものではなく、

期限の到来により消滅し、借地権設定者側に正当な事由がある場合には更新を拒絶されるこ

とがあり、また、借地権者側に地代不払等の債務不履行があれば解除により終了することも

あります。借地権が消滅すれば、建物買取請求権が確保されている場合を除き、建物を取り

壊して土地を返還しなければなりません。仮に、建物買取請求が認められても本投資法人が

希望する価格で買い取られるとの保証はありません。 

 さらに、敷地が売却され又は抵当権の実行により処分されることがありますが、この場合、

本投資法人が借地権について民法、建物保護ニ関スル法律（明治42年法律第40号）又は借地

借家法等の法令に従い対抗要件を具備しておらず、競売等が先順位の対抗要件を具備した担

保権の実行によるものである場合、本投資法人は、譲受人又は買受人に自己の借地権を主張

できないこととなります。 

 また、借地権が土地の賃借権である場合には、これを取得し又は譲渡するにあたり賃貸人

の承諾が必要です。かかる承諾が速やかに得られるとの保証はなく、また、得られたとして

も承諾料の支払を要求されることがあります。その結果、本投資法人が希望する時期及び条

件で借地物件を処分することができないおそれがあります。 

 また、本投資法人が借地権を取得するに際して保証金を支払うこともあり得ますが、借地

を明け渡す際に、敷地所有者の資力が保証金返還に足りないときは、保証金の全部又は一部

の返還を受けられないおそれがあります。 

 

（カ）開発物件に係るリスク 

 本投資法人は、原則として、取得時点において稼働している物件に投資を行います。しか

し、将来、運用ガイドラインに定める投資方針に従って、竣工後に不動産関連資産を取得す

るために予め開発段階で当該不動産関連資産の売買契約等を締結する可能性があります。か

かる場合、既に稼働中の資産につき売買契約を締結して取得する場合に比べて、a）開発途中

において、地中障害物、埋蔵文化財、土壌汚染等が発見され、又は、工事請負業者の倒産若

しくは請負契約の不履行、天災地変、行政上の許認可手続その他予期せぬ事情により、開発

が遅延、変更若しくは中止される可能性、ｂ）開発コストが当初の計画を大きく上回る可能

性、ｃ）開発過程において事故が生じる可能性、ｄ）竣工後のテナントの確保が当初の期待

を下回り、見込みどおりの賃貸事業収入を得られない可能性等の固有のリスクがあります。 

 これらの結果、開発中の物件からの収益が本投資法人の予想を大きく下回る可能性がある

他、予定された時期に収益等が得られなかったり、収益等が全く得られなかったり、予定さ

れていない費用、損害又は損失を本投資法人が被る可能性があり、そのため本投資法人の収

益等が重大な悪影響を受ける可能性があります。 

 

（ヨ）有害物質に係るリスク 

 土地については、一般的に産業廃棄物等の有害物質が埋蔵されている可能性や利用する地

下水に有害物質が含まれている可能性は否定できず、かかる有害物質が埋蔵又は含有されて

いる場合には当該土地の価格が下落する可能性があります。また、かかる有害物質を除去す

るために土壌の入替や浄化等が必要となる場合には、予想外の費用が発生する可能性があり
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ます。さらに、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接に又は不動産

信託受託者を通じて間接的に、本投資法人がかかる損害を賠償する義務を負担する可能性が

あります。 

 土壌汚染等に関しては、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号、その後の改正を含みます。）

に規定する特定有害物質にかかる一定の施設を設置していた場合や土壌の特定有害物質によ

る汚染により人の健康にかかる被害が生ずるおそれがあると認められる場合には、その土地

の所有者、管理者又は占有者等は、かかる汚染の状況について調査報告を命じられ、又は当

該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置を講ずべきことを命じられることが

あります。この場合、本投資法人に多額の負担が生じる可能性があり、また、本投資法人は

支出を余儀なくされた費用についてその原因となった者やその他の者から常に償還を受けら

れるとは限りません。 

 また、建物について、一般的に建材等にアスベスト、ＰＣＢその他の有害物質を含む建材

又は設備が使用され、又は過去に使用されていた可能性があります。かかる場合には、当該

建物の価値が下落する可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために建材の全

面的又は部分的交換が必要となる場合には予想外の費用が発生する可能性があります。さら

に、有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接に又は不動産信託受託者を通じ

て間接的に、本投資法人がかかる損害を賠償する義務を負担する可能性があります。 

 また、環境関連法令につき、将来、運用不動産に関して規制が強化され、不動産の所有者

に大気、土壌、地下水等の汚染にかかる調査義務、除去義務、損害賠償義務が課され又は無

過失責任を問われることとなる可能性があります。 

 

（タ）不動産の所有者責任に係るリスク 

 土地の工作物（建物を含みます。）の設置又は保存に瑕疵があり、そのために第三者に損

害を与えた場合には、第一次的にはその占有者、そしてその占有者が損害の発生を防止する

に必要な注意を行っていた場合にはその所有者が損害の賠償義務を負うとされ、この所有者

の義務は無過失責任とされています。従って、本投資法人の運用不動産の設置又は保存に瑕

疵があり、それを原因として、第三者に損害を与えた場合には、直接に又は不動産信託受託

者を通じて間接的に、本投資法人が損害賠償義務を負担するおそれがあります。 

 本投資法人は、運用不動産に関し、賠償責任保険その他の適切な保険を付保する方針です

が、保険契約に基づいて支払われる保険金の上限額を上回る損害が発生しないとの保証はな

く、また、保険事故が発生した場合に常に十分な金額の保険金が適時に支払われるとの保証

はありません。 

 

（レ）不動産の偏在に係るリスク 

 本投資法人は、前記「２ 投資方針（１）投資方針 ①基本方針 （ロ）大都市圏のオフィ

スビル中心に収益の安定と拡大を追求したポートフォリオ運用 Ｂ．投資対象地域」に記載

のとおり、ポートフォリオの構築において、一定の地理的分散投資を行うものの、東京都及

び東京周辺地域（神奈川県、埼玉県及び千葉県）並びに政令指定都市、県庁所在地及びそれ

らに準ずる都市を主たる投資対象地域としています。本投資法人の運用不動産が一定の地域

に偏在する場合、それら地域の不動産賃貸市場の動向や地震その他の災害等が、本投資法人

の収益に著しい悪影響を及ぼすおそれがあります。 

 また、本投資法人の投資対象は、前記「２ 投資方針 （１）投資方針 ①基本方針 （ロ）

大都市圏のオフィスビル中心に収益の安定と拡大を追求したポートフォリオ運用 Ａ．用途」

に記載のとおり、オフィスビル中心であるため、一定地域のオフィスビルにおける収益環境
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等の変化が本投資法人の収益に悪影響を及ぼすおそれがあります。 

 さらに、本投資法人の運用不動産が近接して所在する場合には、オフィス賃貸借マーケッ

ト（オフィスビルの場合）又は商圏（商業施設の場合）において相互に競合し、その結果、

本投資法人の収益に悪影響を与えるおそれがあります。 

 

（ソ）テナント集中に係るリスク 

 運用不動産が一又は少数のテナントに賃貸される場合には、当該テナントの資力、退去、

利用状況等により、当該運用不動産の収益が大きく影響を受けるおそれがあります。かかる

テナントが賃料の支払能力を失った場合や賃料の減額を要求する場合には、収益に悪影響を

及ぼすおそれがあります。さらに、かかるテナントが退去する場合には、敷金等の返還や内

装その他の仕様の改装のため一度に多額の資金の出捐を余儀なくされ、かつ、大きな面積の

空室が生じるため、一時的に当該運用不動産の収益が悪化することがあります。さらに、広

い面積を一度に賃借するテナントを誘致するのは、時間を要し、かつ、場合によっては本投

資法人の希望する賃貸条件でのテナント誘致が困難となり、その誘致に要する期間と条件次

第では、本投資法人の収益が悪影響を受けるおそれがあります。 

 

（ツ）テナント等による不動産の使用に基づく価値減損に係るリスク 

 本投資法人は、テナントの属性や資力を勘案のうえ、賃貸借契約を締結するか否かを決定

し、また、締結後も、プロパティ・マネジメント会社を通じてその利用状況を管理していく

所存ですが、個々のテナントの利用状況をつぶさに監督できるとの保証はなく、また、本投

資法人の承諾なしにテナントによる転貸借や賃借権の譲渡がなされるおそれもあります。ま

た、一部のテナントの属性により、又は一定の反社会的勢力が賃貸人の承諾なくして建物の

一部を占拠する場合等に、当該運用不動産が全体として悪影響を受けることがあります。こ

のような場合には、本投資法人は、直ちにこれに対応する所存ですが、当該運用不動産の価

値が減損し、本投資法人の収益に悪影響が及ぶおそれがあります。 

 また、テナントによる建物への変更工事、内装の変更等により建築基準法、消防法その他

の法令や条例等に違反する状態となり、本投資法人がその改善のための費用を負担すること

を余儀なくされる可能性があります。 

 

（ネ）売主の倒産等の影響に係るリスク 

 本投資法人が不動産関連資産を取得した後に、その売主について破産手続、民事再生手続、

会社更生手続等の倒産手続が開始された場合、当該不動産関連資産の売買契約又はその対抗

要件具備行為は、倒産した売主の管財人等により否認される可能性があります。この場合、

かかる不動産関連資産は、破産財団等に取り戻される一方で、本投資法人が売主に支払った

売買代金等の返還請求権は、倒産手続における平等弁済の対象となり、著しく低い金額しか

回収できないことがあります。倒産手続が開始されない場合であっても、売主の財務状況が

劣悪である場合には、当該不動産関連資産にかかる売買契約が当該売主の債権者により詐害

行為を理由に取り消される可能性があります。 

 また、いわゆる真正売買の問題として、裁判所又は管財人等が、本投資法人を買主とする

売買取引を、その実質に従い又はその他の理由により、担保付融資取引の性質を持つ取引で

あると法的に評価し、その結果、当該不動産関連資産がなおも売主（倒産手続であればその

財団等）に属すると判断することがあります。この場合には、本投資法人は、あたかもかか

る不動産関連資産についての担保権者であるかのように取り扱われ、担保権（とみなされた

権利）の行使に対する制約を受けることとなります。特に、会社更生手続では、担保権の実
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行は会社更生手続に従って行われて、弁済金額が切下げられることとなり、担保権の実行を

手続外で行える破産手続等に比較して、本投資法人はより大きな損害を受けるおそれがあり

ます。 

 また、上記否認の問題は、売主の前所有者（本投資法人から見て前々所有者）が倒産した

場合にも生じ得ます。すなわち、本投資法人が、不動産関連資産を取得した際に、前所有者

である売主が前々所有者から否認を主張される原因があることを認識していた場合には、か

かる否認の効力が転得者である本投資法人にも及ぶことになります。 

 以上のとおり、本投資法人又はその売主の売買契約が否認され、詐害行為取消権の行使を

受け、又は真正売買性が否定された場合には、本投資法人に損害が生じるおそれがあります。 

 本投資法人においては、売主等の財務状況等も十分に検討した上で投資を決定しますが、

売主又はその前所有者に関する正確な財務情報が入手できる保証はなく、上記リスクが現実

化するおそれは否定できません。 

 

（ナ）不動産の売却における制限に係るリスク 

 不動産等の売却については、前記のとおり他の区分所有者や共有者によって契約上その処

分について制限が課されることがある他、賃貸借契約において賃借人に対し賃貸借契約期間

中は売却をしない旨や土地と建物を分離譲渡しない旨を約したり、第三者に売却する前に賃

借人に対して買取りについての優先交渉権を与えたりする場合があります。そのような場合、

不動産市場の動向を見ながら最も有利な条件で売却することが難しくなり、本投資法人は、

通常であれば得ることができる利益を得ることができなくなるおそれがあります。 

 

（ラ）不動産の売却に伴う責任に係るリスク 

 本投資法人が運用資産を売却した場合に、当該運用資産に物的又は法律的な瑕疵があるた

めに、法律の規定に従い、瑕疵担保責任を負う可能性があります。特に、本投資法人は、宅

地建物取引業法上のみなし宅地建物取引業者となりますので、買主が宅地建物取引業者でな

い場合には、瑕疵担保責任を排除することが原則としてできません。 

 また、法律の規定以外にも、売買契約上の規定に従い、運用不動産の性状その他に関する

表明保証責任や瑕疵担保責任を負う可能性があります。 

 これらの法律上又は契約上の表明保証責任や瑕疵担保責任を負う場合には、買主から売買

契約を解除され、又は買主が被った損害の賠償をしなければならず、本投資法人の収益等に

悪影響が生じる可能性があります。 

 さらに、賃貸中の運用不動産の売却においては、新所有者が賃借人に対する敷金返還債務

等を承継するものと解されており、実務もこれに倣うのが通常ですが、旧所有者が当該債務

を免れることについて賃借人の承諾を得ていない場合、旧所有者は新所有者とともに当該債

務を負い続けると解される可能性があり、予定外の出費を強いられる場合があり得ます。 

 

④ 不動産信託受益権に係るリスク 

 本投資法人は、不動産、地上権又は土地の賃借権を主な信託財産とする不動産信託受益権を

取得します。この場合、不動産信託受託者が不動産の名義上の所有者（又は地上権者若しくは

賃借人）となり、信託受益者である本投資法人のために不動産を管理、運用、処分します。信

託受益者である本投資法人は、本資産運用会社を通じて不動産信託受託者に指図をすることに

よりその運用方針に従った運用を行うこととなります。不動産を直接所有する場合と不動産信

託受益権を保有する場合とでは、税務上の取扱いや担保提供する方法等に違いがあります。不

動産信託受益権を取得する場合、本投資法人は、上記の不動産特有のリスクの他、以下のよう
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な不動産信託受益権特有のリスクを負います。なお、以下では、平成19年９月30日施行の信託

法（平成18年法律第108号）を「新信託法」といい、新信託法施行前の信託法（大正11年法律第

62号。信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第109号）による改正

を含みません。）を「旧信託法」といいます。平成19年９月30日より前に効力を生じた信託に

ついては、原則として信託財産についての対抗要件に関する事項を除き、旧信託法が適用され

ます（信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第２条）。 

（イ）信託受益者として負うリスク 

 信託受益者とは、信託の利益を享受する者とされ、信託の収益は、信託交付金等の形で信

託受益者に引渡され、信託が終了するときは信託財産全てが交付されます。他方で、信託財

産に関する租税、不動産信託受託者の報酬、信託財産に瑕疵があることを原因として第三者

が損害を被った場合の賠償費用等（以下「信託費用等」といいます。）は、原則として信託

財産から支払われ、従って、最終的に信託受益者が負担することになっています。すなわち、

信託受益者は、名義上は信託財産の所有者ではありませんが、信託財産にかかる経済的利益

及び損失の最終的な帰属主体といえます。従って、不動産信託受益権を保有する場合も、不

動産そのものを所有する場合と同様に不動産にかかるリスクを負うことになります。加えて、

信託受託者は、信託事務の遂行に関して被った損害につき、信託財産から支弁を受け又は受

益者にその賠償を請求することができます。旧信託法が適用される信託については、法律上、

受託者が受益者に信託費用等の支払いを請求し、受託者に生じた損害を受益者に負担させる

ことが認められています。また、新信託法の下では、信託受益者に対する信託費用等の請求

権はなくなりましたが、信託費用等や受託者に生じた損害が信託財産から支払われることは

同じです。また、信託受託者は、信託の引受にあたり、その条件として受益者による信託費

用等の負担を求めることが予想され、この点について合意がなされたときは、当該合意に従

い信託受益者に対し信託受託者から信託費用等の請求がなされます（新信託法第48条第５項、

第54条第４項）。このため、旧信託法が適用されるか新信託法が適用されるかを問わず、信

託財産からの支弁又は受益者に対する請求がなされた場合、本投資法人の収益等に悪影響が

生じる可能性があります。 

 

（ロ）不動産信託受益権の流動性に係るリスク 

 本投資法人が不動産信託受益権を運用資産とする場合において、不動産信託受託者を通じ

て信託財産たる不動産を処分する場合には、前記の不動産の流動性にかかるリスクが存在し

ます。 

 また、不動産信託受益権を譲渡しようとする場合には、通常、不動産信託受託者の事前の

承諾を要求されます。さらに、信託受益権は金融商品取引法上は有価証券とみなされますが、

譲渡に際しては債権譲渡と同様の譲渡方法によるため、株式や社債のような典型的な有価証

券と比較すると相対的に流動性が低いものといえます。 

 

（ハ）不動産信託受託者の破産等の倒産手続に係るリスク 

 不動産信託受託者につき破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他の倒産手続が開始

された場合における信託財産の取扱いに関しては、旧信託法の下では、明文の規定はないも

のの、同法の諸規定や信託財産の独立性という観点から、信託財産が、破産財団、再生債務

者又は更生会社の財産その他不動産信託受託者の固有財産に属すると解釈される可能性は、

極めて小さいものと考えられていました。新信託法においては、信託財産は不動産信託受託

者の固有財産に属しない旨が明文で規定されています（新信託法第25条第１項、第４項及び

第７項）。但し、不動産の場合、当該不動産が信託財産に属することを破産管財人等の第三
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者に対抗するためには、信託の登記が必要とされます。 

 

（ニ）不動産信託受託者の信託違反に伴うリスク 

 不動産信託受託者は、信託業務を行うにあたり、信託受益者に対して忠実義務及び善管注

意義務を負い、信託受益者を害するおそれのある一定の行為を行ってはならないものとされ

ています。しかし、不動産信託受託者が、かかる義務又は信託契約上の義務に反して信託財

産である不動産を処分すること、又は信託財産である不動産を引当てとして何らかの債務を

負うこと等がないとはいいきれず、これらの場合には、不動産信託受益権を保有する本投資

法人が不測の損害を被る可能性があります。かかるリスクに備え、旧信託法及び新信託法は、

いずれも信託の本旨に反した信託財産の処分行為の取消権を信託受益者に認めていますが、

常にかかる権利の行使により損害を回復できるとは限りません。 

 

（ホ）不動産信託受益権の準共有等に係るリスク 

 不動産信託受益権が準共有されている場合、単独で保有する場合には存在しない種々の問

題が生じる可能性があります。 

 準共有者は、不動産信託受託者の承諾を得ることを条件として、自己の準共有持分を自己

の判断で処分することができ、この点につき不動産の準共有の場合と同様のリスクがありま

す。また、準共有者間で別段の定めをした場合を除き、当該不動産の管理及び運営について

の信託受益者の指図に本投資法人の意向を反映させることができない可能性があります。 

 不動産信託受益権の準共有者が不動産信託受託者に対して有する信託交付金の請求権及び

不動産信託受託者に対して負担する信託費用等の支払義務は、別段の合意のない限り、この

点につき不動産が共有されている場合と同様のリスクがあります。 

 新信託法が適用される場合には、信託受益者が複数である場合の意思決定に関する同法の

規定が適用される可能性がありますが、リスクの状況はほぼ同様です。 

 

（ヘ）専門家報告書等に関するリスク 

 不動産の鑑定評価額及び不動産価格調査の調査価格は、個々の不動産鑑定士等の分析に基

づく、分析の時点における評価に関する意見を示したものにとどまり、客観的に適正な不動

産価格と一致するとは限りません。また、その評価の目的・方法は、必ずしも転売や再取得

の場合における市場価格を算出することではありません。同じ不動産について鑑定、調査等

を行った場合でも、不動産鑑定士等、評価方法又は調査の方法若しくは時期によって鑑定評

価額、調査価格の内容が異なる可能性があります。従って、かかる鑑定等の結果は、現在及

び将来において当該鑑定評価額や調査価格による売買の可能性を保証又は約束するものでは

ありません。 

 また、本投資法人は、不動産を取得しようとする場合、原則として、当該不動産について

自ら調査を行う他、宅地建物取引業者が作成する重要事項説明書等の関係書類の調査、売主

に対する資料の徴求を行い、かつ、建物の構造、耐震性、法令や条例の適合状況、有害物質

の有無、隣地との境界等について、信頼のおける中立の建設会社、不動産業者、リサーチ会

社等の専門業者からのエンジニアリングレポート（建物状況調査報告書）や耐震性能に関す

る報告書等を取得し、欠陥ないし瑕疵の有無を精査します。しかし、本投資法人による不動

産の取得に際して行われる上記の調査には限界があり、提供される資料の内容、依頼を受け

た専門家の能力、売主及びその前所有者やテナントの協力の程度、調査が可能な書面等の範

囲及び時間的な制約等から、不動産に関する欠陥・瑕疵について事前に全てを認識すること

ができるとの保証はありません。加えて、建物状況調査報告書や耐震性能に関する報告書等
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は、建物の評価に関する専門家が、設計図書等の確認、現況の目視調査及び施設管理者への

聞取りを行うことにより、現在又は将来発生することが予想される建物の不具合、必要と考

えられる修繕又は更新工事の抽出及びそれらに要する概算費用及び再調達価格の算出、並び

に建物の耐震性能及び地震による損失リスク等を検討した結果を記載したものであり、不動

産に欠陥、瑕疵等が存在しないことを保証又は約束するものではありません。従って、本投

資法人による取得の後に、取得した不動産に欠陥や瑕疵等が判明する可能性があります。 

 また、不動産に関して算出されるＰＭＬも個々の専門家の分析に基づく予想値にすぎませ

ん。ＰＭＬは、予想損失額の再調達価格に対する比率で示されますが、将来、地震が発生し

た場合、予想以上の多額の復旧費用が必要となる可能性があります。 

 

⑤ 税制等に係るリスク 

 本投資法人には、以下のような税制に関するリスクが存在します。本投資法人は、本投資法

人の会計処理に関する助言を専門家に継続的に依頼して、税制についての情報や現行の税制に

ついての税務当局の見解を収集して、できる限り事前に対応をする体制を取っています。 

（イ）導管性要件に係るリスク 

 税法上、投資法人にかかる課税の特例規定により一定の要件（以下「導管性要件」といい

ます。）を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するた

め、投資法人による利益の配当等を投資法人の損金に算入することが認められています。 

 本投資法人は、導管性要件を満たすよう努める予定ですが、今後、本投資法人の投資主の

異動、分配金支払原資の制限・不足、会計処理と税務処理の取扱いの差異、税務当局と本投

資法人との見解の相違、法律の改正、その他の要因により導管性要件を満たすことができな

い可能性があります。本投資法人が、導管性要件を満たすことができない場合、利益の配当

等を損金算入できなくなり、本投資法人の税負担が増大する結果、投資主への分配額等に悪

影響をもたらし、本投資口の市場価格に影響を及ぼす可能性があります。なお、導管性要件

に関しては、後記「４ 手数料等及び税金 （５）課税上の取扱い ② 投資法人の税務 （イ）

利益配当等の損金算入」をご参照下さい。 

 

（ロ)税負担の発生により支払配当要件が満たされないリスク 

 平成21年４月１日以後終了した営業期間に係る導管性要件のうち、租税特別措置法施行令

第39条の32の３に規定する配当可能利益の額又は配当可能額の90％超の分配を行うべきと

する要件（以下「支払配当要件」といいます。）においては、投資法人の会計上の税引前当

期純利益を基礎として判定を行うこととされています。したがって、会計処理と税務上の取

扱いの差異により本投資法人の税負担が増加し、実際に配当できる利益（会計上の税引後当

期純利益）が減少した場合、又は90%の算定について税務当局の解釈・運用・取扱いが本投

資法人の見解と異なる場合には、この要件を満たすことが困難となる営業期間が生じる可能

性があり得ます。 

 

（ハ）税務調査等による更正処分のため、追加的な税負担の発生するリスク及び支払配当要件が 

  事後的に満たされなくなるリスク 

 本投資法人に対して税務調査が行われ、税務当局との見解の相違により過年度の課税所得

計算について追加の税務否認項目等の更正処分を受けた場合には、予想外の追加的な課税が

発生することがあります。また、平成21年３月31日以前に終了した営業期間については、投

資法人の会計上の利益ではなく税務上の所得を基礎として支払配当要件の判定を行うことと

されていたため、上記更正処分により会計処理と税務上の取扱いに差異が生じた場合には、
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当該営業期間における支払配当要件が事後的に満たされなくなる可能性があります。このよ

うな場合には、本投資法人が当該営業期間において損金算入した配当金が税務否認される結

果、本投資法人の税負担が増大し、投資主への分配額等に悪影響をもたらす可能性がありま

す。 

 

（ニ）不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク 

 本投資法人は、規約において、特定不動産（不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、

土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。）の価額の合計額の本投

資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を100分の75以上とすること（規約第26

条第５項）としています。本投資法人は、上記内容の投資方針を規約に定めることその他の

税制上の要件を充足することを前提として、不動産を取得する場合の不動産流通税（登録免

許税及び不動産取得税）の軽減措置の適用を受けることができると考えています。しかし、

本投資法人がかかる軽減措置の要件を満たすことができない場合、又は軽減措置の要件が変

更され若しくは軽減措置が廃止された場合において、軽減措置の適用を受けることができな

い可能性があります。 

 

（ホ）一般的な税制の変更に係るリスク 

 不動産、不動産信託受益権その他本投資法人の運用資産に関する税制若しくは本投資法人

に関する税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、公租公課の負

担が増大し、その結果本投資法人の収益に悪影響をもたらす可能性があります。また、投資

口にかかる利益の配当、出資の払戻し、譲渡等に関する税制又はかかる税制に関する解釈・

運用・取扱いが変更された場合、本投資口の保有又は売却による投資主の手取金の額が減少

し、又は、税務申告等の税務上の手続面での負担が投資主に生じる可能性があります。 

 

（ヘ）減損会計の適用に関するリスク 

 固定資産の減損にかかる会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設置に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）が、平成17年４月１日以後開始

する事業年度より強制適用されることになったことに伴い、本投資法人においても第１期計

算期間より「減損会計」が適用されています。「減損会計」とは、主として土地・建物等の

事業用不動産について、収益性の低下により投資額を回収する見込みが立たなくなった場合

に、一定の条件のもとで回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理のこと

をいいます。「減損会計」の適用に伴い、地価の動向及び運用不動産の収益状況等によって

は、会計上減損損失が発生し、本投資法人の業績は悪影響を受ける可能性があり、また、税

務上は当該不動産の売却まで損金を認識することができない（税務上の評価損の損金算入要

件を満たした場合や減損損失の額のうち税務上の減価償却費相当額を除きます。）ため、税

務と会計の齟齬が発生することとなり、税務上のコストが増加する可能性があります。なお、

支払配当要件の判定において会計上の税引前当期純利益から減損損失の額の90％を控除する

という手当てがなされています。  

 

⑥ その他 

（イ）資産の取得に関するリスク 

本投資法人は、現在保有する資産のみを投資対象とする投資法人ではありません。本投資

法人は、上場以来、資産ポートフォリオの拡大と質の向上を目指し、かつ中長期的に安定し
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た運用を行うことを目指して、本書の日付現在も、常に新たな資産取得に向けた市場調査と

物件売却情報の入手に努めており、必要に応じ、潜在的な売主又は買主や権利関係者との間

で物件取得又は譲渡に向けた資料収集・調査・検討・交渉を行っております。 

また、実際に物件取得又は譲渡を行う旨合意し適時開示を行った場合にも、内装工事や修

繕、物件の特性、売主その他の関係権利者との協議の結果として、実際の引渡し・資産運用

の開始・資金決済までに一定期間を要することがあります。物件取得又は譲渡の合意から引

渡しまでの間に、経済環境が著しく変動した場合等においては、当該資産を購入又は売却す

ることができないおそれも否定できません。それらの結果、予定した収益を上げることが困

難となるおそれがあります。 

 

 

(2）投資リスクに対する管理体制 

 上記の様々なリスクに鑑み、本投資法人及び本資産運用会社は、本投資法人の資産運用に関し、

以下の検証システムを通じ、実効性のあるリスク管理体制を整備し、最大限の効果の発揮に努め

ています。本投資法人及び本資産運用会社は可能な限り、本投資口への投資に関するリスクの発

生の回避及びリスクが発生した場合の対応に努める方針ですが、これらの措置が結果的に十分な

成果を収めるとの保証はありません。 

 

① 本投資法人の体制 

 本投資法人は、毎月１回程度の頻度で役員会を開催し、法令で定められた承認事項に加え、

本投資法人の運営及び本資産運用会社の業務遂行状況の詳細な報告を受けます。この報告手続

を通じ、本資産運用会社又はその利害関係人等から独立した地位にある監督役員は的確に情報

を入手し、執行役員の業務執行状況を監視できる体制を維持しています。同時に、かかる報告

により、本投資法人は、本資産運用会社の利害関係人等との取引について、利益相反取引のお

それがあるか否かについての確認を行い、利益相反等にかかるリスクの管理に努めています。 

 本投資法人は、資産運用委託契約上、本資産運用会社から各種報告を受ける権利及び本資産

運用会社の帳簿その他の資料の調査を行う権利を有しています。かかる権利の行使により、本

投資法人は、本資産運用会社の業務執行状況を監視できる体制を維持しています。 

 また、本投資法人は、内部者取引管理規則を定めて、役員によるインサイダー類似取引の防

止に努めています。 

 

② 資産運用会社の体制 

 本資産運用会社は、運用及び管理にかかるリスクについて、原則としてレベルの異なる、か

つ複数の検証システムを通じてモニタリングし、管理しています。 

（イ）本資産運用会社は、資産運用ガイドラインにおいて、オフィスビル中心のポートフォリオ

の構築方針、個別の運用不動産の安定収益確保のための諸方策、投資を決定する際の物件選

定基準、物件調査基準及び保険付保基準、ポートフォリオ運営管理方針（プロパティ・マネ

ジメント会社の選定方針、年間運用計画等による計画的な運用を含みます。）等を定めてい

ます。かかる資産運用ガイドラインを遵守することにより、不動産や不動産信託受益権にか

かるリスクの管理に努めています。 

 

（ロ）本資産運用会社は、委員会規程を定めて本投資法人の資産運用にかかる重要な事項の決定

プロセスの明確化を図っている他、不動産等の調査、取得、管理運営その他の業務それぞれ

について、客観的な業務手順を確立して、リスクの管理に努めます。 
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（ハ）本資産運用会社は、コンプライアンス規程、コンプライアンス・マニュアル及びコンプラ

イアンス・プログラムを定めて、コンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス委員

会による法令遵守の確認、コンプライアンス委員会による投信法及びスポンサー関係者との

取引規程に定めるスポンサー関係者との取引等についての利益相反の有無の確認を行い、こ

れによって、法令違反のリスク、利益相反のリスクの防止に努めます。 

 

（ニ）本資産運用会社は、内部者取引管理規程を定めて、役員及び従業員によるインサイダー類

似取引の防止に努めています。 

 

 以上のように、本投資法人及び本資産運用会社は投資リスクに対する管理体制を整備していま

すが、このような体制が常に有効に機能する保証はありません。管理体制が有効に機能しないこ

とによりリスクが顕在化した場合、本投資法人又は投資主に損失が生ずるおそれがあります。 

 

- 73 -



 

 

 

４【手数料等及び税金】 

（１）【申込手数料】 

該当事項はありません。 

 

（２）【買戻し手数料】 

 本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わないため（規約第５条）、該当事

項はありません。 

 

（３）【管理報酬等】 

 以下は、本書の日付現在の状況です。 

① 役員報酬 

 本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、次のとおりとします

（規約第17条）。 

（イ）執行役員の報酬は、１人当たり月額70万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該月

の末日までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。 

 

（ロ）監督役員の報酬は、１人当たり月額70万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該月

の末日までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。 
（注）本投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって執行役員又は監督役員の責任を法令の限度において免除すること

ができるものとしています（規約第18条）。なお、会計監査人の責任を法令の限度において免除することができる点につき、

後記「⑦ 会計監査人報酬」の（注）をご参照下さい。 

 

② 資産運用会社への支払報酬 

 本投資法人は、本資産運用会社と締結した資産運用委託契約に従い、本資産運用会社に対し

て委託業務報酬を支払います。当該報酬は、運用報酬ⅠないしⅡからなり、その計算方法及び

支払いの時期は以下のとおりです。その支払いに際しては、当該報酬にかかる消費税及び地方

消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払いにかかる委託

業務報酬に、それにかかる消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指

定する銀行口座へ振込（振込手数料並びに当該振込手数料金額にかかる消費税及び地方消費税

は本投資法人の負担とします。）又は口座振替の方法により支払います。 

（イ）運用報酬Ⅰ 

 本投資法人の直前の決算期の翌日から３ヶ月目の末日までの期間（以下「計算期間Ⅰ」と

いいます。）及び計算期間Iの末日の翌日から決算期までの期間（以下「計算期間Ⅱ」といい

ます。）毎に、本投資法人の運用資産額に対して以下の料率を乗じた金額×当該計算期間の

実日数÷365に相当する金額（円単位未満切捨て）を運用報酬Ⅰとします。 

 

 運用資産額 料率 

 1,000億円までの部分 0.5％ 

 1,000億円を超えて2,000億円までの部分 0.25％ 

 2,000億円を超える部分 0.125％ 

 

 なお、運用資産額とは、(Ⅰ)計算期間Ⅰにおいては、直前の決算期における貸借対照表（投

信法第131条第２項の承認を受けたものに限ります。）に計上された有形固定資産及び無形固

定資産の合計金額を意味し、（Ⅱ）計算期間Ⅱにおいては、直前の決算期における貸借対照

- 74 -



 

 

 

表（投信法第131条第２項の承認を受けたものに限ります。）に計上された有形固定資産及び

無形固定資産の合計金額に計算期間Ⅰの期中に取得した運用資産の取得価額を加算し、計算

期間Ⅰの期中に売却した運用資産の直前の決算期における貸借対照表計上額を減算した額を

意味します。 

 運用報酬Ⅰのうち、計算期間Ⅰに関する報酬については、計算期間Ⅰ満了日の翌月末日ま

でに、計算期間Ⅱに関する報酬については、計算期間Ⅱ満了日の翌月末日までに支払うもの

とします。 

 

（ロ）運用報酬Ⅱ 

 本投資法人の決算期毎に算定される損益計算書に計上された運用報酬Ⅱ控除前の経常利益

に減価償却費を加えた金額に2.0％を乗じた金額（円単位未満切捨て）を運用報酬Ⅱとし、本

投資法人の決算期の翌々月末日までに支払うものとします。 

 

③ 一般事務受託者への支払報酬 

 本投資法人は、一般事務受託者としてのみずほ信託銀行株式会社（以下「一般事務受託者」

といいます。）に対して以下の業務を委託しています。 

（イ）計算に関する事務 

（ロ）会計帳簿の作成に関する事務 

（ハ）本投資法人の機関の運営に関する事務 

（ニ）納税に関する事務 

（ホ）その他上記（イ）ないし（ニ）に準ずる事務又は付随する事務で本投資法人と一般事務受

託者間で合意の上作成する事務規程に定める事務 

 上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。 

Ａ．委託報酬の計算期間は、１月又は７月の各１日から、その直後に到来する６月又は12月

の各末日までとします。 

Ｂ．委託報酬は、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資

産総額に基づき、資産総額300億円以下の部分については900万円、資産総額300億円を超

える部分については、当該資産総額に0.030％を乗じた額の合計金額を上限として別途定

める金額とします。 

Ｃ．本投資法人は、上記Ｂ．の委託報酬を、各計算期間の終了日の属する月の翌月末日まで

に一般事務受託者が別途指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払いま

す。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。 

Ｄ．本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合の委託報酬は、現

物不動産１物件当たり月額20万円を上限として、本投資法人と一般事務受託者が合意し

た金額に上記Ｂ.に定める金額を加算した金額とし、これに消費税等相当額を付加して支

払います。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は

預金以外の資産が含まれることとなった場合には、本投資法人及び一般事務受託者は委

託報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議するものとします。 

Ｅ．経済情勢の変動等により、委託報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一

般事務受託者は、互いに協議し合意の上、委託報酬の金額を変更することができます。 

 

④ 投資主名簿等管理人への支払報酬 

 本投資法人は、投資主名簿等管理人としてのみずほ信託銀行株式会社（以下「投資主名簿等

管理人」といいます。）に対して以下の業務を委託しています。 
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（イ）投資主の名簿に関する事務 

（ロ）募集投資口の発行に関する事務 

（ハ）投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する投資主総会参考書類等の送付、議

決権行使書の作成、議決権の集計並びに投資主総会受付事務補助に関する事務 

（ニ）投資主に対して分配する金銭の計算及び支払いに関する事務 

（ホ）投資口に関する照会への応答、各種証明書の発行に関する事務 

（ヘ）受託事務を処理するために使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整理・保

管に関する事務 

（ト）法令又は投資口事務委託契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関す

る事務 

（チ）投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務 

（リ）総投資主通知等の受理に関する事務 

（ヌ）投資主名簿等管理人が管理する本投資法人の発行総口数と振替機関より通知を受けた本投

資法人の振替投資口等の総数の照合 

（ル）本投資法人の情報提供請求権（振替法第277条に定める請求をいいます。）行使にかかる取

次ぎに関する事務 

（ヲ）振替機関からの個別投資主通知の本投資法人への取次ぎに関する事務 

（ワ）上記（イ）ないし（ヲ）に掲げる委託事務にかかる印紙税等の代理納付 

（カ）上記（イ）ないし（ワ）に掲げる委託事務に付随する事務 

（ヨ）上記（イ）ないし（カ）に掲げる事務の他、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の

うえ定める事務 

 

 上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。 

Ａ．本投資法人は、委託事務手数料として、下表により計算した金額を上限として投資主名

簿等管理人に支払います。但し、下表に定めのない事務（募集投資口の発行に関する事

務その他本投資法人が臨時に委託する事務）の手数料は、その都度本投資法人及び投資

主名簿等管理人が協議の上定めます。 

 

項目 対象事務の内容 
  
計算単位及び計算方法 （消費税別）
  

基本料 

１．投資主名簿の作成、管理及び備

置き 

投資主名簿の維持管理 

期末、中間及び四半期投資主の

確定 

２．期末統計資料の作成 

（所有者別、所有数別、地域別

分布状況） 

投資主一覧表の作成 

（全投資主、大投資主） 

  
１．毎月の基本料は、各月末現在の投資主数につき下記段階に応じ区分計算した

ものの合計額の６分の１。但し、月額最低基本料を200,000円とする。 

（投資主数） (投資主１名当たりの基本料)

投資主数のうち最初の5,000名について 480円

 5,000名超 10,000名以下の部分について 420円

10,000名超 30,000名以下の部分について 360円

30,000名超 50,000名以下の部分について 300円

50,000名超100,000名以下の部分について 260円

100,000名を超える部分について 225円

資料提供はWebによる。書面での提供は別途手数料が必要。 
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項目 対象事務の内容 
  
計算単位及び計算方法 （消費税別）
  

分配金支払管理料 

１．分配金支払原簿、分配金領収書、

指定口座振込票、払込通知書の

作成、支払済分配金領収証等に

よる記帳整理、未払分配金確定

及び支払調書の作成、印紙税納

付の手続 

２．銀行取扱期間経過後の分配金等

の支払及び支払原簿の管理 

  
１．分配金等を受領する投資主数につき、下記段階に応じ区分計算したものの合

計額。但し、１回の対象事務の最低管理料を350,000円とする。 

（投資主数） (投資主１名当たりの管理料)

投資主数のうち最初の5,000名について 120円

 5,000名超 10,000名以下の部分について 110円

10,000名超 30,000名以下の部分について 100円

30,000名超 50,000名以下の部分について 80円

50,000名超100,000名以下の部分について 60円

100,000名を超える部分について 50円

２．指定口座振込分については１件につき130円を加算。 

３．各支払基準日現在の未払い対象投資主に対する支払１件につき   450円 
  

諸届管理料 

１．投資主等からの諸届関係等の照

会、受付（投資主情報等変更通

知の受付含む） 

２．投資主等からの依頼に基づく調

査、証明 

  
１．照会、受付１件につき 600円

２．調査、証明１件につき 600円

 
  

投資主総会関係手数料 

１．議決権行使書用紙の作成並びに

返送議決権行使書の受理、集計

２．投資主総会当日出席投資主の受

付、議決権個数集計の記録等の

事務 

  
１．議決権行使書用紙の作成１通につき 15円

議決権行使書用紙の集計１通につき 100円

 但し、１回の議決権行使書用紙集計の最低管理料を50,000円とする。 

２．派遣者１名につき 20,000円

 但し、電子機器等の取扱支援者は別途料金が必要。 
  

郵便物関係手数料 

１.投資主総会の招集通知、同決議

通知、決算報告書、分配金領収

証（又は計算書、振込案内）等

投資主総会、決算関係書類の封

入・発送事務 

２.返戻郵便物データの管理 

  
１．封入物３種まで  期末、基準日現在投資主１名につき 35円

  ハガキ      期末、基準日現在投資主１名につき 23円

２．返戻郵便物を登録する都度、郵便1通につき 200円
  

投資主等データ受付料 
振替機関からの総投資主通知の受

付、新規記録に伴う受付、通知

  
データ１件につき 150円
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Ｂ．経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人及び投資主名簿等

管理人が協議の上これを変更することができます。 

Ｃ．上記Ａ．の手数料を（イ）投資主名簿等管理人は毎月末に締切り翌月20日までに本投資

法人に請求し、本投資法人はその月末までに、又は（ロ）本投資法人は、本投資法人及

び投資主名簿等管理人が別途合意する期間毎に、これを投資主名簿等管理人が別途指定

する銀行口座へ振込又は口座間振替の方法により支払います。支払日が、銀行休業日の

場合は、前営業日を支払日とします。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人

の負担とします。 

 

⑤ 特別口座管理機関への支払報酬 

 本投資法人は、特別口座管理機関としてのみずほ信託銀行株式会社（以下「特別口座管理機

関」といいます。）に対して以下の業務を委託しています。 

（イ）振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務 

（ロ）総投資主報告に関する事務 

（ハ）新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事務 

（ニ）振替機関からの本投資法人に対する個別投資主通知及び本投資法人の振替機関に対する情

報提供請求に関する事務 

（ホ）振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録、及び信託の受託者並びに信託財

産に係る記載又は記録に関する事務 

（ヘ）特別口座の開設及び廃止に関する事務 

（ト）加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更の登録及び加入者情報の振替機関への届

出に関する事務 

（チ）特別口座の加入者本人及び登録投資口質権者のために開設された他の口座並びに本投資法

人の口座への振替手続に関する事務 

（リ）振替法第133条第２項で定める取得者等による特別口座開設等請求に関する事務 

（ヌ）加入者からの個別投資主通知の申出に関する事務 

（ル）加入者又は利害関係を有する者からの情報提供請求に関する事務 

（ヲ）上記（イ）ないし（ル）に掲げるもののほか、加入者等（投資主、登録投資口質権者及び

これらの法定代理人又は以上の者の常任代理人をいいます。以下同じ。）による請求に関

する事務 

（ワ）上記（イ）ないし（ヲ）に掲げるもののほか、加入者等からの加入者等に係る情報及び届

出印鑑に関する届出の受理に関する事務 

（カ）加入者等からの照会に対する応答に関する事務 

（ヨ）投資口の併合又は分割に関する事務 

（タ）合併に関する事務 

（レ）上記（イ）ないし（タ）に掲げる事務のほか、振替制度の運営に関する事務並びに本投資

法人及び特別口座管理機関が協議のうえ定める事項 

 

上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。 

Ａ．本投資法人は、委託事務手数料として、下表により計算した金額を上限として特別口座

管理機関に支払います。但し、下表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資

法人及び特別口座管理機関が協議の上定めます。 
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項目 対象事務の内容 
 

手数料体系 
 

基本料 特別口座の加入者の管理 

 
毎月の基本料は、各月末現在の口座数につき下記段階に応じ区分計算したものの

合計額とする。但し、月額最低基本料を35,000円とする。 

投資主数 口座1件あたりの基本料 

口座数のうち 

最初の5,000口座について 
150円 

5,000口座超 

10,000口座以下の部分について 
140円 

10,000口座超 

30,000口座以下の部分について 
130円 

30,000口座超 

50,000口座以下の部分について 
120円 

50,000口座超 

100,000口座以下の部分について 
110円 

100,000口座を超える部分について 100円 
  

口座振替料 口座振替の受付 口座振替１件につき 500円 
 

各種取次ぎ料 
各種振替機関への取次ぎ 

 
取次１件につき 300円 
 

 

Ｂ．経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により上記Ａ．の定めにより難い事情が

生じた場合には、随時本投資法人及び特別口座管理機関が協議の上これを変更すること

ができます。 

Ｃ．上記Ａ．の手数料を（イ）特別口座管理機関は毎月末に締切り翌月20日までに本投資法

人に請求し、本投資法人はその月末までに、又は（ロ）本投資法人は、本投資法人及び

特別口座管理機関が別途合意する期間毎に、これを特別口座管理機関が別途指定する銀

行口座へ振込又は口座間振替の方法により支払います。支払日が、銀行休業日の場合は、

前営業日を支払日とします。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担と

します。 

 

⑥ 投資法人債に関する一般事務受託者への支払報酬 

 本投資法人は、投資法人債に関する一般事務受託者としての株式会社みずほコーポレート銀

行（本項において以下「投資法人債に関する一般事務受託者」といいます。）に対して、以下

の業務を委託しています。 

 （イ）第1回無担保投資法人債の発行事務のうち次に定める事務 

・本投資法人が割当てを決定した額に第1回無担保投資法人債の払込金額を乗じた金

額の本投資法人への交付 

・投資法人債原簿の作成及び投資法人債券台帳の調製 

・その他本投資法人と投資法人債に関する一般事務受託者が協議のうえ必要と認めら

れる事務 

 （ロ）第1回無担保投資法人債の発行代理人業務として以下に定める事務 

・第1回無担保投資法人債の銘柄に関する情報として株式会社証券保管振替機構（以下

「機構」といいます。）が社債等に関する業務規程、同施行規則及び機構の振替業

の業務処理の方法（その後の変更、修正を含みます。「業務規程等」と総称します。）

に定める事項（以下「銘柄情報」といいます。）の通知 

・ISINコード（国際標準化機構が定めた規格ISO6166に基づく証券系コードで、証券コ
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ード協議会がその権限に基づき体系的に付番しているものをいいます。）の機構か

らの取得並びに銘柄情報に関する登録内容の機構からの取得及びその内容の確認 

・機構に対する投資法人債要項の提出 

・払込みを行う加入者（以下「払込加入者」といいます。）から通知される払込みに

係る第1回無担保投資法人債の金額その他業務規程等に定める事項（以下「新規記録

情報」といいます。）その他業務規程等に定める情報の機構への通知 

・機構が発行口に記録した銘柄情報のうち業務規程等で定める事項及び新規記録情報

の内容、並びに新規記録DVP決済情報の内容及びDVP決済を行うために機構が付した

決済番号（DVP決済の場合に限ります。）の機構からの取得並びにその内容の確認 

・払込加入者からの本投資法人が割当てを決定した額に第1回無担保投資法人債の払

込金額を乗じた金額の受領 

・第1回無担保投資法人債の払込みに伴う資金決済が完了した旨の機構への通知 

・機構が新規記録を行った旨その他業務規程等に定める事項の機構からの取得及びそ

の内容の確認 

・機構に対する業務規程等に定める新規記録手数料の納入事務 

・その他業務規程等に定める事務 

 （ハ）第1回無担保投資法人債の期中事務のうち次に定める事務 

・投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務 

・投資法人債券台帳の調製に関する事務 

・租税特別措置法に基づく利子所得税の納付 

・買入消却に係る事務 

・その他本投資法人と投資法人債に関する一般事務受託者が協議のうえ必要と認めら

れる事務 

 （ニ）第1回無担保投資法人債の支払代理人業務として以下に定める事務 

・第1回無担保投資法人債の発行後、第1回無担保投資法人債の銘柄情報のうち業務規

程等で定める事項について決定等がなされた場合の当該事項の機構への通知 

・元金の償還及び利息支払の機構加入者からの請求内容に関し業務規程等に定める情

報の機構からの取得及びその内容の確認 

・元金の償還及び利息支払の機構加入者への配分に関し業務規程等に定める情報（以

下「決済予定額情報」といいます。）の機構からの取得 

・決済予定額情報に係る資金決済について日本銀行金融ネットワークシステムを利用

する場合はその旨及び決済予定額情報の資金決済会社への通知 

・買入消却申請情報（買入消却において減額の記録または記載がされるべき金額その

他業務規程等で定める事項をいいます。）及び当該買入消却を行った旨の通知の機

構からの取得及びその内容の確認 

・元利金支払取りまとめ事務 

・その他業務規程等に定める事務 

 本投資法人は、上記の業務に対して以下のとおり報酬を支払います。 

Ａ．本投資法人は、第1回無担保投資法人債財務及び発行・支払代理契約に定める事務の委

託並びに発行代理人業務及び支払代理人業務の委託に関する手数料として金1,600万円

を払込期日に第1回無担保投資法人債の払込金から控除する方法により投資法人債に関

する一般事務受託者に支払うものとします。 

Ｂ．新規記録手数料、投資法人債原簿及び投資法人債券台帳の調製費並びに契約証書の作成

費等本契約に係る一切の費用は、本投資法人の負担とします。 
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Ｃ．第1回無担保投資法人債の元利金支払事務に関する元利金支払手数料として、元金支払

の場合、元金の10,000分の0.075、利金支払の場合、元金の10,000分の0.075を業務規程

等に定められた方法に従い、投資法人債に関する一般事務受託者を経由して機構に対し

て交付します。 

 

⑦ 資産保管会社への支払報酬 

 本投資法人は、資産保管会社としてのみずほ信託銀行株式会社（以下「資産保管会社」とい

います。）に対して、本投資法人の資産の保管にかかる業務を委託しています。 

 本投資法人は、資産保管業務委託契約に従い、上記の業務に対して以下のとおり資産保管会

社に報酬を支払います。 

Ａ．委託報酬の計算期間は、１月又は７月の各１日から、その直後に到来する６月又は12月

の各末日までとします。 

Ｂ．委託報酬は、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資

産総額に基づき、資産総額300億円以下の部分については450万円、資産総額300億円を超

える部分については、当該資産総額に0.0150％を乗じた額の合計金額を上限として別途

定める金額とします。 

Ｃ．本投資法人は、上記Ｂ．の委託報酬を、各計算期間の終了日の属する月の翌月末日まで

に資産保管会社が別途指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。

支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。 

Ｄ．本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合の委託報酬は、現

物不動産１物件当たり月額20万円を上限として、本投資法人と資産保管会社が合意した

金額に上記Ｂ．に定める金額を加算した金額とし、これに消費税等相当額を付加して支

払います。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は

預金以外の資産が含まれることとなった場合には、本投資法人及び資産保管会社は委託

報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議するものとします。 

Ｅ．経済情勢の変動等により、委託報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資

産保管会社は、互いに協議し合意の上、委託報酬の金額を変更することができます。 

 

 

⑧ 会計監査人報酬 

 会計監査人の報酬は、１営業期間につき金2,000万円を上限として役員会で決定する金額とし

ます。その支払いは当該営業期間の決算期から３ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込

む方法により行います（規約第24条）。 
（注）本投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって会計監査人の責任を法令の限度において免除することができるも

のとしています（投信法第115条の６第７項、規約第18条）。 

 

（４）【その他の手数料等】 

 本投資法人は、資産運用会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び資産保管会社が本

投資法人から委託を受けた業務を処理するに際し要する諸費用並びに当該資産運用会社、一般

事務受託者、投資主名簿等管理人及び資産保管会社が立て替えた立替金の遅延利息又は損害金

の請求があった場合には、かかる遅延利息又は損害金を負担します（規約第37条第１項）。 

 

 上記に加え、本投資法人は、以下に掲げる費用を負担します（規約第37条第２項）。 

① 投資口の発行に関する費用 
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② 有価証券届出書、有価証券報告書及び臨時報告書の作成、印刷及び提出にかかる費用 

③ 目論見書の作成及び交付にかかる費用 

④ 法令に定める計算書類、資産運用報告、金銭の分配に係る計算書及びこれらの附属明細書並

びに営業報告書等の作成、印刷及び交付にかかる費用（監督官庁等に提出する場合の提出費用

を含みます。） 

⑤ 本投資法人の公告にかかる費用及び広告宣伝等に関する費用 

⑥ 専門家等に対する報酬又は費用（法律顧問、会計監査人、税務顧問及び司法書士に対する報

酬、鑑定評価並びに資産精査等を含みます。） 

⑦ 執行役員、監督役員にかかる実費、保険料、立替金等並びに投資主総会及び役員会等の開催

に伴う費用 

⑧ 運用資産の取得又は管理・運営に関する費用（媒介手数料、管理委託費用、損害保険料、維

持・修繕費用、水道光熱費等を含みます。） 

⑨ 借入金及び投資法人債にかかる利息 

⑩ 本投資法人の運営に要する費用 

⑪ その他前各号に類する本投資法人が負担すべき費用 

 

（５）【課税上の取扱い】 

 日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは、

下記のとおりです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の

内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱

いが行われることがあります。 

① 投資主の税務 

（イ）個人投資主の税務 

Ａ．利益の分配にかかる税務 

 個人投資主が投資法人から受け取る利益の分配は、株式の配当と同様に配当所得として

取り扱われ、原則20％の税率により所得税が源泉徴収された後、総合課税の対象となりま

す。配当控除の適用はありません。源泉徴収については、利益の分配に係る源泉税率は、

特例により平成23年12月31日までに受け取る利益の分配に関しては10％（所得税７％、住

民税３％）、平成24年１月１日以後に受け取る利益の分配に関しては20％（所得税15％、

住民税５％）となります。 

上場株式等（上場投資法人である本投資法人の投資口は上場株式等に該当します。）の

配当所得については、20％（所得税15％、住民税５％）の税率による申告分離課税を選択

できます(平成23年12月31日までの期間中はその年分に申告分離課税を選択した上場株式

等の配当所得の金額について10％（所得税７％、住民税３％）が適用されます。）。 

但し、上場株式等の配当等は特例の対象となり、個人投資主は金額にかかわらず源泉徴

収だけで納税手続を終了させる確定申告不要の選択が可能となります。 

なお、大口個人投資主（本投資法人から支払がされる当該分配の支払に係る基準日にお

いて発行済投資口総数の５％以上を保有する投資主）は、申告分離課税及び上記の特例の

対象とはならず、原則どおりの20％の税率により所得税が源泉徴収され、総合課税による

確定申告が要求されます。 

Ｂ．利益を超える金銭の分配にかかる税務 

 個人投資主が本投資法人から受け取る利益を超える金銭の分配は、資本の払戻しとして

扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金

額を超える金額がある場合には、みなし配当（注１）として上記Ａ．における利益の分配
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と同様の課税関係が適用されます。また、資本の払戻し額のうちみなし配当以外の金額は、

投資口の譲渡に係る収入金額（注２）として取扱われます。各投資主は、この譲渡収入に

対応する譲渡原価（注３）を算定し、投資口の譲渡損益の額（注４）を計算します。この

譲渡損益の取扱いは、下記Ｃ．における投資口の譲渡における金融商品取引業者(金融商品

取引法第２条第９項。但し、金融商品取引法第28条第１項に規定する第１種金融商品取引

業を行う者に限ります。以下本（イ)において同じです。）等を通じた譲渡等の場合と原則

として同様になります。 

Ｃ．投資口の譲渡に係る税務 

 個人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡益の取扱いについては、株式を譲渡した場合と

同様に、株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となり、原則20％（所得税15％、

住民税５％）の税率により課税されます。譲渡損が生じた場合は、他の株式等の譲渡所得

等との相殺は認められますが、株式等の譲渡所得等の合計額が損失となった場合には、そ

の損失は他の所得と相殺することはできません。但し、本投資法人の投資口を金融商品取

引業者等を通じて譲渡等した場合は、以下の特例の対象となります。 

(ⅰ）申告分離課税の上記20％の税率は、平成23年12月31日までの各年分の上場株式等に係

る譲渡所得等の金額に関しては10％（所得税７％、住民税３％）となります。 

(ⅱ）本投資法人の投資口の譲渡等により損失が生じ、その損失をその譲渡日の属する年に

おける他の株式等の譲渡所得等の金額から控除しきれない結果、株式等の譲渡所得等の

合計額が損失となった場合には、申告を要件にこの損失（以下、本Ｃ. （ⅲ）において

「本投資法人投資口の譲渡損失の金額」といいます。）をその年分の上場株式等に係る

配当所得の金額（申告分離課税を選択したものに限ります。以下、本Ｃ. （ⅲ）におい

て同じです。）から控除することが認められます。この規定の適用を受ける場合は、譲

渡損失が生じた年において、当該適用を受けようとする旨が記載された確定申告書及び

譲渡損失の金額の計算に関する明細書の提出が必要です。 

 (ⅲ）その年の前年以前３年内の各年において、本投資法人投資口の譲渡損失の金額（本

Ｃ．（ⅱ）の適用を受けている場合には適用後の金額となります。）があるときは、申

告を要件にこの損失（前年以前に既に控除したものを除きます。）をその年分の株式等

の譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から控除することが認めら

れます。譲渡損失の繰越控除を受ける場合は、譲渡損失が生じた年以降、連続して確定

申告書及び譲渡損失の金額の計算に関する明細書の提出等が必要です。 

（ⅳ）金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座（源泉徴収を選択した特

定口座）内において譲渡等した場合の所得に関しては源泉徴収による申告不要の選択が

認められます。源泉税率は、平成23年12月31日までの譲渡等に対しては10％（所得税７％、

住民税３％）、平成24年１月１日以後の譲渡等に対しては20％（所得税15％、住民税５％）

となります。 

なお、個人投資主が金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内に

おいて上場株式等の配当等を受取ることを選択した場合において、その源泉徴収選択口

座における上場株式等の譲渡につき損失が生じているときは、その源泉徴収選択口座に

おける配当等の額の総額から当該損失の金額が控除され、控除後の金額に源泉税率を乗

じた金額へと源泉徴収税額が調整されます。 

 

（ロ）法人投資主の税務 

Ａ．利益の分配に係る税務 

 法人投資主が投資法人から受け取る利益の分配は、株式の配当と同様に取り扱われ、原
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則20％の税率により所得税が源泉徴収されます。但し、上場投資法人である本投資法人か

ら受け取る利益の分配は特例の対象となり、この所得税の源泉税率は平成23年12月31日ま

でに受け取るものに関しては７％、平成24年１月１日以後に受け取るものに関しては15％

となります。この源泉税は、利子配当等に対する所得税として所得税額控除の対象となり

ます。なお、受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。 

 

Ｂ．利益を超える金銭の分配に係る税務 

 法人投資主が本投資法人から受け取る利益を超える金銭の分配は、資本の払戻しとして

扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金

額を超える金額がある場合には、みなし配当（注１）として上記Ａ．における利益の分配

と同様の課税関係が適用されます。また、資本の払戻しのうちみなし配当以外の金額は、

投資口の譲渡に係る収入金額（注２）として取り扱われます。各投資主はこの譲渡収入に

対応する譲渡原価（注３）を算定し、投資口の譲渡損益（注４）の額を計算します。 

Ｃ．投資口の譲渡に係る税務 

 法人投資主が投資口を譲渡した際の取扱いについては、有価証券の譲渡として、原則約

定日の属する事業年度に譲渡損益を計上します。 
（注１）みなし配当の金額は、次のように計算されます。なお、この金額は、本投資法人からお知らせします。 

 みなし配当の金額＝資本の払戻し額－投資主の所有投資口に相当する投資法人の税務上の資本金等の額

（注２）投資口の譲渡に係る収入金額は、以下のとおり算定されます。 

 投資口の譲渡に係る収入金額＝資本の払戻し額－みなし配当金額（注１）

（注３）投資主の譲渡原価は、次の算式により計算されます。 

 投資法人の資本の払戻し額 

 
資本の払戻し直前の取得価額×

投資法人の前期末の簿価純資産価額※※
※ 

    
※この割合は、小数点第三位未満の端数があるときは切り上げとなります。この割合に関しては、本投資法人からお知

らせします。 

※※「前期末から当該払戻しの直前の時までの間に増加した税務上の資本金等の額」がある場合には、その金額を加算

し、「前期末から当該払戻しの直前の時までの間に減少した税務上の資本金等の額」がある場合はその金額を減算し

ます。 

（注４）投資口の譲渡損益は、次のように計算されます。 

 投資口の譲渡損益の額＝譲渡収入金額（注２）－譲渡原価の額（注３）

 

② 投資法人の税務 

（イ）利益配当等の損金算入 

 税法上、投資法人にかかる課税の特例規定により一定の要件を満たした投資法人に対して

は、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を投資法人の損金に

算入することが認められています。利益の配当等を損金算入するために留意すべき主要な要

件（導管性要件）は以下のとおりです。 

Ａ．配当等の額が配当可能利益の額の90％超（又は金銭の分配の額が配当可能額の90％超）

であること 

Ｂ．他の法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の50％以上を有していないこと 

Ｃ．機関投資家（租税特別措置法第67条の15に規定するものをいいます。以下本（イ)におい

て同じです。）以外の者から借入を行っていないこと 

Ｄ．事業年度の終了時において同族会社のうち租税特別措置法施行令第39条の32の３に定め

るものに該当していない（発行済投資口総数又は議決権総数の50％超が１人の投資主及び

その特殊関係者により保有されていない）こと 
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Ｅ．発行する投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の

占める割合が50％を超える旨が投資法人の規約に記載・記録されていること 

Ｆ．設立時における投資口の発行が公募でかつ発行価額の総額が１億円以上であること、又

は投資口が事業年度終了時において50人以上の投資主若しくは機関投資家のみによって所

有されていること 

 

 

（ロ）不動産流通税の軽減措置 

Ａ．登録免許税 

 不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が２％です

が、売買による土地の取得にかかる所有権の移転登記に対しては税率が、平成23年３月31

日まで１％、平成23年４月１日以後、平成24年3月31日まで1.3%、平成24年４月１日以後、

平成25年３月31日まで1.5％となります。但し、規約において、資産運用の方針として、本

投資法人が取得する特定資産のうち特定不動産（不動産、不動産の賃借権、地上権又は不

動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。）の価額の合計

額が本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を100分の75以上とする旨

の記載があること、借入は適格機関投資家（金融商品取引法第２条第３項第１号。）から

のものであること等の要件を満たす投資法人が、規約に従い取得する不動産の移転登記に

対しては、登録免許税の税率が特例により平成22年３月31日までに取得するものについて

は0.8％に軽減されます。 

Ｂ．不動産取得税 

 不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が不動産の価格に対して４％の税率

により課税されますが、住宅及び土地については平成24年３月31日までに取得した場合に

限り３％となります。但し、上記Ａ．の要件を満たす投資法人(上記Ａ.に規定する適格機

関投資家（金融商品取引法第２条第３項第１号。）は、本Ｂ．においては、地方税法施行

規則附則第３条の２の14第２項に規定するものに限ります。)が平成23年３月31日までに規

約に従い取得する不動産に対しては、特例により不動産取得税の課税標準額が３分の１に

軽減されます。また、平成15年以後当分の間、特別土地保有税の課税は停止されています。 
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５【運用状況】 

（１）【投資状況】 

   本投資法人の第７期末時点(平成21年12月31日)における投資状況の概況は、以下のとおりです。 

資産の種類 用途 地域 

保有総額 

（百万円） 

（注1） 

対総資産比率

（％） 

（注2） 

不動産（注3） エリアⅡ（注4） 4,191 2.1

エリアⅠ（注4） 92,582 47.5

エリアⅡ（注4） 7,624 3.9
不動産信託受益権 

（注3） 

オフィス 

エリアⅢ（注4） 74,767 38.3

計 179,165 91.9

預金・その他の資産 15,874 8.1

資産総額計 195,040 100.0

 

（注1）保有総額は、決算日時点の貸借対照表計上額（不動産及び不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額）によっていま

す。 

（注2）対総資産比率は、小数点第2位を四捨五入しています。 

（注3）建物等と併せて保有している借地権につきましては、建物等と合算して不動産及び不動産信託受益権の欄に記載しています。 

（注4）エリアにつきましては、下記の区分とします。 

エリアⅠ：東京都心６区（千代田区、中央区、港区、新宿区、品川区及び渋谷区） 

エリアⅡ：大阪市中心部（梅田、堂島・中之島、淀屋橋、本町地区等）、名古屋市中心部（名駅、伏見、栄地区等）、福岡市

中心部（天神、博多駅前地区等） 

エリアⅢ：エリアⅠを除く東京都及び東京周辺地域（神奈川県、埼玉県及び千葉県） 

エリアⅣ：エリアⅡを除く大阪市、名古屋市及び福岡市並びにその他の政令指定都市等 

 

 

 金額（百万円） 対総資産比率（％） 

負債総額 105,589 54.1 

純資産総額 89,450 45.9 

資産総額 195,040 100.0 
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（２）【投資資産】 

①【投資有価証券の主要銘柄】 

（イ）株式 

取得価額（千円） 評価額（千円） 
銘柄 株式数 

単価 金額 単価 金額 

評価損益

（千円）
備考 

株式会社ＮＨＫ名古屋

ビルシステムズ（注２） 
64 168 10,768 168 10,768 － （注１）

（注１）当該非上場株式の評価額につきましては、取得原価を記載しております。 

（注２）株式会社ＮＨＫ名古屋ビルシステムズは、ＮＨＫ名古屋放送センタービルの管理を目的として設立された会社で

あり、上記株式は、ＮＨＫ名古屋放送センタービルの取得にあたり、これに付随して取得したものです。なお、株式会社

ＮＨＫ名古屋ビルシステムズは、平成21年６月30日付で解散し、平成22年２月24日付で清算手続を結了しました。 

 

②【投資不動産物件】 

（イ）不動産及び不動産信託受益権の概要 

本投資法人が第７期末現在において保有する資産（以下「第７期末保有資産」といいます。）に

かかる不動産及び不動産信託受益権（以下、それらの不動産ないし信託受益権の信託財産たる不動

産をそれぞれ「本物件」ということがあります。）の取得価格、当期末帳簿価格、期末算定価格及

び投資比率は以下のとおりです。なお、下記表中の各数値は、別段の記載がない限り、平成21年12

月31日現在のものです。 
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Ａ．投資資産の概要、価格及び投資比率 

期末算定価格（百万円）（注3） 

 直接還元法 ＤＣＦ法 
物件 
番号 

名 称 

取得 
価格 

（百万円） 
（注1） 

当期末 
帳簿価格 

（百万円）
（注2） 

 
直接還元
価格 

（百万円）

直接還元利
回り 
（％） 

ＤＣＦ
価格 

（百万円）

割引率 
（％） 

最終還元利
回り 

（％） 

投資 
比率 
（％）
（注4）

Ⅰ-1 大森ベルポートＤ館 22,553 22,327 24,830 26,060 5.0 24,830 4.7 5.4 12.5

Ⅰ-2 
芝二丁目ビルディング 
（注5） 

9,450 9,314 11,600 11,696
事務所：5.1
住 宅：5.8

11,492
事務所：4.7 
住 宅：5.4 

事務所：5.3
住 宅：6.0

5.2

Ⅰ-3 ＪＥＩ浜松町ビル 8,350 8,279 8,940 9,030 4.6 8,840 4.3 4.8 4.6

Ⅰ-4 第32興和ビル 5,040 5,002 5,478 5,634 5.9 5,478 5.6 6.4 2.8

Ⅰ-5 第36興和ビル 4,000 4,023 4,242 4,579 5.3 4,242 5.1 5.5 2.2

Ⅰ-6 第28興和ビル 2,859 2,837 3,560 3,590 5.8 3,520 5.6 6.0 1.6

Ⅰ-7 赤坂ガーデンシティ 23,300 23,100 21,900 22,000 4.2 21,700 3.8 4.4 12.9

Ⅰ-8 赤坂インターシティ 17,857 17,698 13,800 13,900 4.0 13,700 3.7 4.1 9.9

エリアⅠ 93,409 92,582 94,350 96,489 － 93,802 － － 51.6

Ⅱ-1 
ＮＨＫ名古屋放送 
センタービル 

4,300 4,191 4,960 4,990 5.7 4,920 5.5 5.9 2.4

Ⅱ-2 ＪＥＩ西本町ビル 6,674 7,624 4,780 4,820 5.4 4,740 5.2 5.6 3.7

エリアⅡ 10,974 11,815 9,740 9,810 － 9,660 － － 6.1

Ⅲ-1 武蔵小杉タワープレイス 13,890 13,447 15,900 15,900 5.4 15,900 5.0 5.6 7.7

Ⅲ-2 興和川崎東口ビル 10,976 10,541 10,300 11,200 5.1 10,300 5.1 5.7 6.1

Ⅲ-3 ＪＥＩ本郷ビル 5,400 5,281 5,160 5,440 4.7 5,160 4.7 5.0 3.0

Ⅲ-5 川崎日進町ビルディング 4,205 4,138 5,320 5,300 5.7 5,330 5.3 5.9 2.3

Ⅲ-6 第44興和ビル 1,150 1,025 1,480 1,490 6.3 1,470 6.0 6.6 0.6

Ⅲ-7 ＪＥＩ両国ビル 2,550 2,459 2,198 2,323 5.6 2,198 5.3 6.1 1.4

Ⅲ-8 海老名プライムタワー 6,470 6,453 5,140 5,120 6.4 5,160 6.2 6.6 3.6

Ⅲ-9 興和川崎西口ビル 32,000 31,418 27,500 28,400 5.1 27,500 5.1 5.4 17.7

エリアⅢ 76,641 74,767 72,998 75,173 － 73,018 － － 42.3

合計 181,023 179,165 177,088 181,472 － 176,480 － － 100.0

（注1）取得価格は、売買契約書に記載された各物件の売買代金（消費税等相当額を含みません。）を記載しており、百万円未満を四捨五入して

おります。 

（注2）当期末帳簿価格は、平成21年12月31日現在における減価償却後の帳簿価額を記載しており、百万円未満を切り捨てております。 

（注3）期末算定価格は、本投資法人の規約及び社団法人投資信託協会の定める規則に基づき、平成21年12月31日を価格時点とする財団法人日本

不動産研究所、株式会社中央不動産鑑定所、株式会社ヒロ＆リーエスネットワークの不動産鑑定士が作成した不動産鑑定評価書に記載

された価格を記載しています。なお、第7期末保有資産が共有物件である場合には、共有する不動産全体に関する金額に、本投資法人又

は信託受託者が保有する持分の割合を乗じた数値によっています。 

（注4）投資比率は、取得価格の総額に対する各物件の取得価格の比率を記載しており、小数点第二位を四捨五入しております。 

（注5）芝二丁目ビルディングは事務所棟と住宅棟より構成されているため、「直接還元利回り」欄、「割引率」欄及び「最終還元利回り」欄に

はそれぞれ事務所棟と住宅棟に該当する数値に分けて記載しております。 

 

- 88 -



 

 

 

Ｂ．個別不動産の概要 

 第７期末保有資産の個別の概要は、以下のとおりです。かかる表中における記載については、

それぞれ下記の説明に従って概要を記載したものであり、これらの概要表については下記の用

語をご参照下さい。 

 なお、下記の表では第７期末保有資産である不動産及び不動産信託受益権にかかる信託不動

産のうち、土地を「本件土地」、建物を「本件建物」ということがあります。 

 

（ⅰ）「特定資産の概要」欄に関する説明 

ａ．「特定資産の種類」欄には、不動産又は不動産信託受益権の別を記載しています。 

ｂ．建物の「用途」欄には、登記簿（登記記録を含みます。以下同じとします。）又は竣工図上表

示されている種類のうち、主要なものを記載しています。 

ｃ．建物の「建築時期」欄には、登記簿上表示されている当初新築時点を記載しています。 

ｄ．「取得価格」欄には、売買契約に記載された売買代金（消費税等相当額は含みません。）を記

載しており、百万円未満を四捨五入しています。 

ｅ．「所在地（住居表示）」欄には、物件概要書又は重要事項説明書上表示されている住居表示を、

「所在地（地番）」欄には、登記簿上表示されている地番をそれぞれ記載しています。なお、

住居表示が未実施の場合その他物件概要書及び重要事項説明書に住居表示の記載がない場合

には、「所在地（住居表示）」欄に地番又は所在地として慣用されている表示方法を記載し

ています。 

ｆ．土地の「地積」欄には、登記簿上表示されている地積を記載しています。なお、区分所有建物

の敷地の一部又は土地の共有持分を取得する場合でも、敷地又は土地全体の地積を記載して

います。 

ｇ．土地の「用途地域」欄には、都市計画法（昭和43年法律第100号、その後の改正を含みます。

以下「都市計画法」といいます。）第８条第１項第１号に掲げる用途地域の種類を記載して

います。 

ｈ．土地の「容積率」欄には、建築基準法第52条に定める、建築物の延べ面積の敷地面積に対する

割合であって、建築基準法、都市計画法等の関連法令に従って定められた数値を百分率で記

載しています。 

ｉ．土地の「建蔽率」欄には、建築基準法第53条に定める、建築物の建築面積の敷地面積に対する

割合であって、建築基準法、都市計画法等の関連法令に従って定められた数値を百分率で記

載しています。 

ｊ．土地の「所有形態」欄には、本投資法人が直接に不動産を保有する場合は不動産に関して本投

資法人が保有する権利、本投資法人が信託受益権を保有する場合には信託不動産に関して不

動産信託の受託者が保有する権利の種類を記載しています。 

ｋ．建物の「延床面積」欄には、登記簿上表示されている建物又は信託建物（但し、附属建物等を

除きます。）の床面積の合計を記載しています。また、建物又は信託建物が区分所有建物の

専有部分である場合には、一棟の建物の床面積を記載しています。 

ｌ．建物の「構造・階数」欄には、竣工図面又は登記簿上表示されている建物又は信託建物の構造

のうち主なものを記載しています。また、建物又は信託建物が区分所有建物の専有部分であ

る場合には、所有する専有部分ではなく、一棟の建物全体の構造・階数を記載しています。

なお、「構造・階数」欄に記載の略称は、それぞれ以下を表します。 

  ＲＣ：鉄筋コンクリート造、ＳＲＣ：鉄骨鉄筋コンクリート造、Ｓ：鉄骨造 

ｍ．建物の「所有形態」欄には、所有権・区分所有権等の所有形態の区分を記載しています。区分

所有権との記載は区分所有建物の専有部分の所有権を意味しています。 
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ｎ．「ＰＭ会社」欄には、平成21年12月31日現在において、個々の不動産又は信託不動産について

プロパティ・マネジメント業務を委託している会社を記載しています。 

ｏ．「マスターリース会社」欄には、平成21年12月31日現在における、マスターリース会社を記載

しています。なお、個々の不動産又は信託不動産についてマスターリース契約における賃料

の収受方法は、海老名プライムタワーにかかるマスターリース契約を除き、本投資法人又は

信託受託者がエンドテナントの支払う賃料と同額（共有する不動産についてはこれに共有持

分の割合を乗じた金額）の賃料を受領することとされている「パススルー型」です。 

ｐ．「ＰＭ会社」欄、「マスターリース会社」欄に記載されている株式会社第一ビルディング、興

和不動産及び積水ハウスは、いずれも本資産運用会社が本投資法人の資産運用にかかる利益

相反対策のために定める自主ルール上のスポンサー関係者に該当します。従って、これらの

第７期末保有資産にかかるプロパティ・マネジメント業務の委託及びマスターリース会社に

対する賃貸にあたっては、自主ルールに従った審議・決議を経ています。 

 

（ⅱ）「信託受益権の概要」に関する説明 

ａ．「信託受託者」欄には、平成21年12月31日現在における受託者を記載しています。 

ｂ．「信託設定日」及び「信託満了日」欄には、信託設定日と平成21年12月31日現在における信託

期間の満了予定日を記載しています。 

 

（ⅲ）「賃貸借の状況」欄に関する説明 

ａ．「賃貸可能面積」は、個々の不動産又は信託不動産のうち建物についての賃貸が可能な面積を

意味し、小数点第三位を四捨五入しています。物件が所有権の共有持分である場合には、共有

する不動産の賃貸可能面積に本投資法人又は信託受託者が保有する持分の割合を乗じた数値

とします。 

ｂ．「賃貸面積」は、賃貸可能面積のうち、実際に本投資法人、信託受託者又はマスターリース会

社とエンドテナントとの間で賃貸借契約が締結され、賃貸が行われている面積を意味し、原則

として、平成21年12月31日現在においてエンドテナントとの間の賃貸借契約に表示されている

賃貸面積を記載しています。マスターリース会社が自ら建物を使用収益している場合には、当

該使用収益している部分の面積を意味し、当該マスターリースにかかる賃貸借契約等に基づき

合理的に算出される面積を記載しています。数値はいずれも、小数点第三位を四捨五入してい

ます。物件が所有権の共有持分である場合には、共有する不動産全体の賃貸面積に本投資法人

又は信託受託者が保有する持分の割合を乗じた数値を記載しています。なお、エンドテナント

につき、賃貸借契約が解除されていても、期末現在において退去が完了していない場合、当該

エンドテナントを含めて「賃貸面積」を算出しています。また、下記ｃ、ｄ、ｅ及びｆにおけ

る「稼働率」、「テナント総数」、「月額契約賃料」及び「敷金・保証金等」の計算において

も同様です。 

ｃ．「稼働率」欄には、平成21年12月31日現在における個々の不動産又は信託不動産の賃貸可能面

積に占める賃貸面積の割合を記載しており、小数点第二位を四捨五入しています。 

ｄ．「テナント総数」欄において、マスターリースの対象となる部分についてのテナント数は１と

して記載しています。 

ｅ．「月額契約賃料」欄には、原則として、平成21年12月31日現在において本投資法人、信託受託

者又はマスターリース会社とエンドテナントとの間で締結されている賃貸借契約（但し、賃料

がパススルー型でないマスターリース契約によりマスターリース会社に賃貸されている部分

については、当該マスターリース契約とします。）（賃料を月額で定めるもの）に表示された

月間賃料（共益費を含みますが、月極駐車場等の附属施設の使用料は除きます。）の合計額（消
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費税等は含みません。）を記載し、千円未満を切り捨てています。但し、第36興和ビル及び興

和川崎東口ビルについてはエンドテナントから、またＮＨＫ名古屋放送センタービルについて

は共同事業者から、それぞれ開示の同意が得られていないため記載していません。 

ｆ．「敷金・保証金等」欄には、原則として、平成21年12月31日現在において本投資法人、信託受

託者又はマスターリース会社とエンドテナントとの間で締結されている賃貸借契約（但し、賃

料がパススルー型でないマスターリース契約によりマスターリース会社に賃貸されている部

分については、当該マスターリース契約とします。）に基づく賃借人の敷金・保証金等の平成

21年12月31日現在における残高（返還不要な部分がある場合には、当該金額控除後の金額）の

合計額を記載し、千円未満を切り捨てています。但し、第36興和ビル及び興和川崎東口ビルに

ついてはエンドテナントから、またＮＨＫ名古屋放送センタービルについては共同事業者から、

それぞれ開示の同意が得られていないため記載していません。 

 

（ⅳ）「期末算定価格の概要」欄に関する説明 

ａ．「期末算定価格の概要」欄の記載は、財団法人日本不動産研究所、株式会社中央不動産鑑定所

及び株式会社ヒロ＆リーエスネットワークが個々の不動産又は信託不動産に関して作成した

鑑定評価書の記載に基づいて記載しています。 

ｂ．不動産の鑑定評価額は、不動産の鑑定評価に関する法律（昭和38年法律第152号、その後の改

正を含みます。）及び不動産鑑定評価基準等に従って鑑定評価を行った不動産鑑定士が、価格

時点における評価対象不動産の価格に関する意見を示したものにとどまります。 

ｃ．同じ不動産について再度鑑定評価を行った場合でも、鑑定評価を行う不動産鑑定士、鑑定評価

の方法又は時期によって鑑定評価額が異なる可能性があります。 

ｄ．不動産の鑑定評価は、現在及び将来において当該鑑定評価額による売買の可能性を保証又は約

束するものではありません。 

ｅ．鑑定評価を行った財団法人日本不動産研究所、株式会社中央不動産鑑定所及び株式会社ヒロ＆

リーエスネットワークと本投資法人及び本資産運用会社との間には、利害関係はありません。 

 

 

（ⅴ）「建物状況調査報告書の概要」欄に関する説明 

ａ．「建物状況調査報告書の概要」欄の記載は、株式会社竹中工務店、株式会社大林組、清水建設

株式会社及び株式会社損保ジャパン・リスクマネジメントが個々の不動産又は信託不動産に関

して作成した「建物状況調査報告書」又はこれに類する題名の報告書（以下「建物状況調査報

告書」といいます。）の記載に基づいて記載しています（金額は千円未満を切り捨てています。）。

「調査会社」欄の記載は、建物状況調査報告書の作成者を示します。建物状況調査報告書の記

載は「調査時点」欄に記載した同報告書の調査の時点における報告者の意見を示したにとどま

り、本投資法人がその内容の正確性を保証するものではありません。 

ｂ．「長期修繕費」欄は、各建物状況調査報告書の記載に基づいて12年以内に必要とする修繕費予

測の年平均額を記載しています。 

ｃ.「ＰＭＬ」欄の記載については、ＰＭＬ算定報告を含む建物状況調査報告書中のＰＭＬの記載

に基づいて記載しています。当該記載は報告者の意見を示したものにとどまり、本投資法人が

その内容の正確さを保証するものではありません。「ＰＭＬ」とは、当該地域で予想される最

大規模の地震（475年に一度起こる可能性のある大地震＝50年間に起こる可能性が10％の大地

震）を対象建物が受けた場合に、被災後の建物を被災以前の状態に戻すための工事費が総建替

工事費に占める割合（％）を示したものをいいます。 
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（ⅵ）「損益状況」欄に関する説明 

ａ．「損益状況」は、後記「第二部 投資法人の詳細情報 第５ 投資法人の経理状況 １ 財務

諸表 (6) 注記表」に記載の重要な会計方針に即して、第７期における損益状況を記載した

ものです。これらの数値は、将来における各数値を表示し、又は保証するものではありません。

但し、第36興和ビル及び興和川崎東口ビルについては、エンドテナントから開示の同意が得ら

れていないため記載していません。 

ｂ．金額は、千円未満を切り捨てています。従って、記載されている金額を足し合わせても合計値

とは必ずしも一致しません。また、第７期末保有資産が共有物件である場合には、共有する不

動産全体に関する金額に、本投資法人又は信託受託者が保有する持分の割合を乗じた数値によ

っています。以下、本書において同じです。 

ｃ．「運用期間」欄及び「運用日数」欄には、「損益状況」の記載の対象となる期間及びその日数

を記載しています。 

ｄ．「賃貸事業収入」欄に記載の金額は、以下の各物件毎の「建物賃貸料」欄及び「その他収入」

欄の各金額の合計額を意味します。但し、ＮＨＫ名古屋放送センタービルについては共同事業

者から開示の同意が得られていないため、建物賃貸料及びその他収入については記載していま

せん。 

・「建物賃貸料」欄には、貸室賃料、共益費等の合計額を記載しています。 

・「その他収入」欄には、建物賃貸料以外の賃貸事業による収入を記載しています（水道光熱

費収入等が含まれています）。 

ｅ．「賃貸事業費用」欄に記載の金額は、維持管理費、水道光熱費、修繕工事費、公租公課、損害

保険料、その他費用、減価償却費の各金額の合計額を意味します。 

ｆ．「維持管理費」欄には、プロパティ・マネジメント会社に対するプロパティ・マネジメント業

務の受託に対する対価として支払う報酬及び外注委託費等の建物管理費の合計を記載してい

ます。 

ｇ．「賃貸純収益（ＮＯＩ）」欄には、「賃貸事業収入」欄に記載された金額から「賃貸事業費用」

欄に記載された金額を差し引いて算出された金額を記載しています。なお、ＮＯＩとは、「Net 

Operating Income」の略です。 

ｈ．「資本的支出」欄には、第７期中に行った資本的支出に該当する工事費の金額を記載していま

す。 

 

（ⅶ）「特記事項」欄に関する説明 

   「特記事項」欄の記載については、以下の事項を含む、第７期末保有資産の権利関係や利用等に

関連して重要と考えられる事項の他、第７期末保有資産の評価額、収益性、処分性への影響度を

考慮して重要と考えられる事項を記載しています。なお、特記事項の作成にあたり、平成21年12

月31日を調査時点とする調査を行っており、原則として、同時点までに調査が可能であった範囲

で記載しています。 

 

ａ．法令諸規則上の制限又は規制の主なもの 

ｂ．権利関係等にかかる負担又は制限の主なもの（担保権の設定を含みます。） 

ｃ．不動産又は信託不動産と隣接地との境界を越えた構築物等がある場合や境界確認等に問題があ

る場合の主なものとその協定等 

ｄ．共有者又は区分所有者との間でなされた合意事項又は協定等の主なもの 
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物件番号：Ⅰ－1 物件名称 ：大森ベルポートＤ館  

特定資産の概要 信託受益権の概要 

特定資産の種類 不動産信託受益権 信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 

用途 事務所・店舗 信託設定日 平成18年6月29日 

建築時期 平成8年9月24日 信託満了日 平成28年6月26日 

取得価格 22,553百万円 賃貸借の状況 

住居表示 東京都品川区南大井六丁目26番3号 賃貸可能面積 25,828.29㎡
所在地 

地番 東京都品川区南大井六丁目3番1他 賃貸面積 25,101.25㎡

地積 22,294.51㎡（注1） 稼働率 97.2％

用途地域 商業地域 テナント総数 1

容積率／ 

建蔽率 
500・600／100（注2）（注3） 月額契約賃料 164,862千円

土地 

所有形態 所有権 敷金・保証金等 1,206,411千円

延床面積 155,778.75㎡（注4） 損益状況（単位：千円） 

構造・階数 Ｓ、ＲＣ、ＳＲＣ、地下３階17階建 自 平成21年7月1日 建物 

所有形態 区分所有権（注5） 

運用

期間 至 平成21年12月31日 

運用日数 184
ＰＭ会社 株式会社第一ビルディング 

賃貸事業収入 A 1,073,593

建物賃貸料 1,019,178
マスターリース会社 株式会社第一ビルディング 

 

その他収入 54,415

期末算定価格の概要（単位：百万円） 賃貸事業費用 B 512,116

鑑定評価機関 株式会社中央不動産鑑定所 維持管理費 156,863

価格時点 平成21年12月31日 水道光熱費 132,664

鑑定評価額 24,830

 

修繕工事費 7,489

 収益価格 24,830  公租公課 86,358

 積算価格 21,310 損害保険料 2,896

建物状況調査報告書の概要（単位：千円） 

 

 その他費用 4,609

調査会社 清水建設株式会社  減価償却費 121,234

調査時点 平成17年12月22日 賃貸純収益（ＮＯＩ） 682,711

長期修繕費 67,400 賃貸事業損益 A-B 561,477

ＰＭＬ 8.0％ 資本的支出 26,331

特記事項 

 本物件に付属する工作物の一部には、建築基準法に基づいて建築確認を取得したものの、同法に定める検査済証を取得していないものがあり

ます。本投資法人は、日本建築検査協会株式会社作成の平成18年7月27日付建築基準法適合判定調査報告書を取得し、対象工作物は全て、確認

通知書等と概ね一致しており、現状、実態的に適法であることを確認しています。 

（注1) 本件土地（22,294.51㎡）のうち、本投資法人が信託受託者を通じて所有する土地の面積は6,898.79㎡です。 

（注2) 容積率については、本来本物件の南側前面道路から20ｍまでの部分が600％、20ｍを超える部分は500％で、面積割合に応じて加重平均さ

れた数値が適用されますが、「大森ベルポート」の敷地は都市計画法に定める特定街区に指定されているために容積率が割増され、指定

容積率限度は、本物件にかかる建物の敷地を含む街区につき670％となっています。 

（注3) 本物件にかかる土地の建蔽率は本来80％ですが、敷地が特定街区に指定されているため、適用建蔽率は100％となっています。 

（注4) 本投資法人は、信託受託者を通じて（注5）に記載する専有部分に加え、別棟の倉庫の共有持分を保有しています。かかる倉庫の面積（45.85

㎡）は、上記面積には含まれていません。また、持分の割合は2,399／10,000です。 

（注5) 本投資法人が信託受託者を通じて保有する専有部分は、Ｄ館の事務所・店舗等（40,099.49㎡）の全てです。 
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物件番号：Ⅰ－2 物件名称 ：芝二丁目ビルディング  

特定資産の概要 信託受益権の概要 

特定資産の種類 不動産信託受益権 信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 

用途 事務所・駐車場・共同住宅 信託設定日 平成18年6月29日 

建築時期 平成6年3月17日 信託満了日 平成28年6月26日 

取得価格 9,450百万円 賃貸借の状況 

住居表示 東京都港区芝二丁目6番1号 賃貸可能面積 11,749.30㎡
所在地 

地番 東京都港区芝二丁目30番5他 賃貸面積 11,370.05㎡

地積 3,355.00㎡（注1） 稼働率 96.8％

用途地域 近隣商業・商業地域 テナント総数 2

容積率／ 

建蔽率 
400・500／100（注2）（注3） 月額契約賃料 

59,912千円土地 

所有形態 所有権 敷金・保証金等 414,711千円

延床面積 19,518.15㎡ 損益状況（単位：千円） 

構造・階数 事務所：Ｓ、ＳＲＣ、ＲＣ、地下２階12階建 

住宅：ＳＲＣ、14階建 
自 平成21年7月1日 建物 

所有形態 所有権（共有）（注4） 

運用

期間
至 平成21年12月31日 

運用日数 184ＰＭ会社 事務所：株式会社第一ビルディング 

住宅：相互住宅株式会社 賃貸事業収入 A 372,767

建物賃貸料 372,250マスターリース会社 事務所：株式会社第一ビルディング 

住宅：相互住宅株式会社 

 

その他収入 517

期末算定価格の概要（単位：百万円） 賃貸事業費用 B 130,299

鑑定評価機関 財団法人日本不動産研究所 維持管理費 53,109

価格時点 平成21年12月31日 水道光熱費 64

鑑定評価額 11,600

 

修繕工事費 6,269

 収益価格 11,600  公租公課 31,152

 積算価格 11,500  損害保険料 1,333

建物状況調査報告書の概要（単位：千円）  その他費用 1,986

調査会社 株式会社大林組  減価償却費 36,382

調査時点 平成17年12月5日 賃貸純収益（ＮＯＩ） 278,850

長期修繕費 25,509 賃貸事業損益 A-B 242,467

ＰＭＬ 8.2％ 資本的支出 10,568

特記事項 

１．本件建物はいずれも共有であり、複数の区画からなる敷地を本件建物の共有者がそれぞれ単独で所有しています。共有者間における建物の

建築や管理運営に関する協定書において、共有者は相互に他の共有者の提供する敷地を使用することができ、その使用の対価は請求しない

旨定められています。 

２．本件土地の一部（約140㎡）は、建築基準法第42条第2項に基づく道路（私道）に指定されています。 

（注1) 本件土地（3,355.00㎡）には、他の建物共有者の単独所有の土地（147.2㎡）を含みます。 

（注2) 容積率については、本来北側前面道路から20ｍまでは500％、20ｍを超える部分は400％で、面積割合に応じて加重平均された数値が適用

されますが、建築基準法第59条の2に基づくいわゆる総合設計制度により割増を受け、適用容積率は515.09％となっています。 

（注3) 本物件にかかる土地の建蔽率は本来80％ですが、商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物であるために緩和され、適用建蔽率

は100％となっています。 

（注4) 持分の割合は9,505／10,000です。 
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物件番号：Ⅰ－3 物件名称 ：ＪＥＩ浜松町ビル  

特定資産の概要 信託受益権の概要 

特定資産の種類 不動産信託受益権 信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 

用途 事務所・駐車場 信託設定日 平成15年9月29日 

建築時期 平成3年12月16日 信託満了日 平成28年6月26日 

取得価格 8,350百万円 賃貸借の状況 

住居表示 東京都港区浜松町二丁目2番12号 賃貸可能面積 6,411.26㎡
所在地 

地番 東京都港区浜松町二丁目3番5他 賃貸面積 6,411.26㎡

地積 1,102.48㎡（注1） 稼働率 100.0％

用途地域 商業地域 テナント総数 1

容積率／ 

建蔽率 
700／100（注2） 月額契約賃料 

49,540千円土地 

所有形態 所有権・一部借地権 敷金・保証金等 329,051千円

延床面積 8,327.53㎡ 損益状況（単位：千円） 

構造・階数 ＳＲＣ、Ｓ、地下1階8階建 自 平成21年7月1日 建物 

所有形態 所有権 

運用

期間 至 平成21年12月31日 

運用日数 184
ＰＭ会社 株式会社第一ビルディング 

賃貸事業収入 A 317,008

建物賃貸料 302,054
マスターリース会社 株式会社第一ビルディング 

 

その他収入 14,954

期末算定価格の概要（単位：百万円） 賃貸事業費用 B 98,495

鑑定評価機関 財団法人日本不動産研究所 維持管理費 20,682

価格時点 平成21年12月31日 水道光熱費 15,308

鑑定評価額 8,940

 

修繕工事費 1,500

 収益価格 8,940  公租公課 18,390

 積算価格 7,750 損害保険料 648

建物状況調査報告書の概要（単位：千円） 

 

 その他費用 14,273

調査会社 株式会社大林組  減価償却費 27,692

調査時点 平成17年12月8日 賃貸純収益（ＮＯＩ） 246,205

長期修繕費 47,346 賃貸事業損益 A-B 218,513

ＰＭＬ 8.2％ 資本的支出 413

特記事項 

該当ありません。 

（注1）本件土地には、借地の部分（387.85㎡）を含みます。 

（注2）本物件にかかる土地の建蔽率は本来80％ですが、商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物であるために緩和され、適用建蔽率

は100％となっています。 
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物件番号：Ⅰ－4 物件名称 ：第32興和ビル  

特定資産の概要 信託受益権の概要 

特定資産の種類 不動産信託受益権 信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 

用途 事務所 信託設定日 平成18年6月27日 

建築時期 昭和54年3月19日 信託満了日 平成28年6月26日 

取得価格 5,040百万円 賃貸借の状況 

住居表示 東京都港区南麻布五丁目2番32号 賃貸可能面積 5,299.67㎡
所在地 

地番 東京都港区南麻布五丁目5番3他 賃貸面積 4,398.25㎡

地積 2,592.39㎡ 稼働率 83.0％

用途地域 第１種住居・第１種中高層住居専用地域 テナント総数 14

容積率／ 

建蔽率 
300・400／60 月額契約賃料 

32,552千円土地 

所有形態 所有権（共有）（注1） 敷金・保証金等 329,278千円

延床面積 10,110.96㎡ 損益状況（単位：千円） 

構造・階数 ＳＲＣ、地下1階9階建 自 平成21年7月1日 建物 

所有形態 所有権（共有）（注2） 

運用

期間 至 平成21年12月31日 

運用日数 184
ＰＭ会社 興和不動産株式会社 

賃貸事業収入 A 226,277

建物賃貸料 213,432
マスターリース会社 － 

 

その他収入 12,844

期末算定価格の概要（単位：百万円） 賃貸事業費用 B 74,527

鑑定評価機関 株式会社中央不動産鑑定所 維持管理費 26,189

価格時点 平成21年12月31日 水道光熱費 12,986

鑑定評価額 5,478

 

修繕工事費 2,919

 収益価格 5,478  公租公課 14,830

 積算価格 3,864 損害保険料 368

建物状況調査報告書の概要（単位：千円） 

 

 その他費用 2,192

調査会社 株式会社竹中工務店  減価償却費 15,041

調査時点 平成18年2月3日 賃貸純収益（ＮＯＩ） 166,790

長期修繕費 26,563 賃貸事業損益 A-B 151,749

ＰＭＬ 13.2％ 資本的支出 3,202

特記事項 

本投資法人は、土地建物ともそれぞれの70％の共有持分を信託受託者を通じて所有しています。信託受託者と共有者との間で、共有物の管理等

について協定書が締結されています。 

（注1) 持分の割合は70／100です。 

（注2) 持分の割合は70／100です。 
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物件番号：Ⅰ－5 物件名称 ：第36興和ビル  

特定資産の概要 信託受益権の概要 

特定資産の種類 不動産信託受益権 信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 

用途 事務所 信託設定日 平成18年6月27日 

建築時期 昭和57年9月30日 信託満了日 平成28年6月26日 

取得価格 4,000百万円 賃貸借の状況 

住居表示 東京都千代田区三番町5番19 賃貸可能面積 5,720.34㎡
所在地 

地番 東京都千代田区三番町5番19他 賃貸面積 5,720.34㎡

地積 1,988.49㎡ 稼働率 100.0％

用途地域 第2種住居地域 テナント総数 1

容積率／ 

建蔽率 
400／70（注） 月額契約賃料 

－土地 

所有形態 所有権 敷金・保証金等 －

延床面積 8,266.55㎡ 損益状況（単位：千円） 

構造・階数 ＳＲＣ、地下1階7階建 自 平成21年7月1日 建物 

所有形態 所有権 

運用

期間 至 平成21年12月31日 

運用日数 184
ＰＭ会社 興和不動産株式会社 

賃貸事業収入 A －

建物賃貸料 －
マスターリース会社 興和不動産株式会社 

 

その他収入 －

期末算定価格の概要（単位：百万円） 賃貸事業費用 B －

鑑定評価機関 株式会社中央不動産鑑定所 維持管理費 －

価格時点 平成21年12月31日 水道光熱費 －

鑑定評価額 4,242

 

修繕工事費 －

 収益価格 4,242  公租公課 －

 積算価格 5,007 損害保険料 －

建物状況調査報告書の概要（単位：千円） 

 

 その他費用 －

調査会社 株式会社竹中工務店  減価償却費 11,916

調査時点 平成17年12月22日 賃貸純収益（ＮＯＩ） 120,434

長期修繕費 53,253 賃貸事業損益 A-B 108,517

ＰＭＬ 13.2％ 資本的支出 1,550

特記事項 

本件土地の南側隣接地との間の境界を除き、隣地との境界は確認されていません。 

（注）本物件にかかる土地の建蔽率は本来60％ですが、第2種住居地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物であるために緩和され、適用建

蔽率は70％となっています。 
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物件番号：Ⅰ－6 物件名称 ：第28興和ビル  

特定資産の概要 信託受益権の概要 

特定資産の種類 不動産信託受益権 信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 

用途 事務所・駐車場・倉庫 信託設定日 平成18年6月27日 

建築時期 昭和50年2月21日 信託満了日 平成28年6月26日 

取得価格 2,859百万円 賃貸借の状況 

住居表示 東京都品川区西五反田二丁目20番1号 賃貸可能面積 4,472.71㎡
所在地 

地番 東京都品川区西五反田二丁目20番1他 賃貸面積 4,009.77㎡

地積 925.13㎡ 稼働率 89.6％

用途地域 商業地域 テナント総数 1

容積率／ 

建蔽率 
700・800／100（注1）（注2） 月額契約賃料 22,023千円

土地 

所有形態 所有権 敷金・保証金等 200,118千円

延床面積 6,282.23㎡（注3） 損益状況（単位：千円） 

構造・階数 ＳＲＣ、地下1階10階建 自 平成21年7月1日 建物 

所有形態 所有権 

運用

期間 至 平成21年12月31日 

運用日数 184
ＰＭ会社 興和不動産株式会社 

賃貸事業収入 A 151,976

建物賃貸料 137,737
マスターリース会社 興和不動産株式会社 

 

その他収入 14,239

期末算定価格の概要（単位：百万円） 賃貸事業費用 B 55,856

鑑定評価機関 財団法人日本不動産研究所 維持管理費 20,540

価格時点 平成21年12月31日 水道光熱費 12,165

鑑定評価額 3,560

 

修繕工事費 1,650

 収益価格 3,560  公租公課 8,423

 積算価格 3,000 損害保険料 276

建物状況調査報告書の概要（単位：千円） 

 

 その他費用 1,633

調査会社 株式会社竹中工務店  減価償却費 11,166

調査時点 平成17年12月22日 賃貸純収益（ＮＯＩ） 107,286

長期修繕費 24,547 賃貸事業損益 A-B 96,120

ＰＭＬ 13.5％ 資本的支出 -

特記事項 

 該当ありません。 

（注1）容積率については、本来本物件の東側に走る（但し、接していません。）桜田通りから20ｍまでの部分が800％、20ｍを超える部分は700％

で、面積割合に応じて加重平均された数値が適用されます。 

（注2) 本物件にかかる土地の建蔽率は本来80％ですが、商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物であるために緩和され、適用建蔽率

は100％となっています。 

（注3）別途、附属建物（駐車場38.27㎡）があります。 
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物件番号 ：Ⅰ－7 物件名称 ：赤坂ガーデンシティ  

特定資産の概要 信託受益権の概要 

特定資産の種類 不動産信託受益権 信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 

用途 事務所・店舗・駐車場 信託設定日 平成19年3月28日 

建築時期 平成18年1月31日 信託満了日 平成29年3月31日 

取得価格 23,300百万円 賃貸借の状況 

住居表示 東京都港区赤坂四丁目15番1号 賃貸可能面積 8,769.53㎡
所在地 

地番 東京都港区赤坂四丁目1500番1 賃貸面積 8,769.53㎡

地積 6,888.97㎡ 稼働率 100.0％

用途地域 商業地域・第1種住居地域 テナント総数 １

容積率／ 

建蔽率 
300・400・500・700／67.10（注1）（注2） 月額契約賃料 91,402千円

土地 

所有形態 所有権（共有）（注3） 敷金・保証金等 908,248千円

延床面積 46,776.76㎡ 損益状況（単位：千円） 

構造・階数 Ｓ、ＲＣ、ＳＲＣ、地下2階19階建 自 平成21年7月1日 建物 

所有形態 区分所有権、区分所有権（共有）（注4） 

運用

期間 至 平成21年12月31日 

運用日数 184
ＰＭ会社 積水ハウス株式会社 

賃貸事業収入 Ａ 559,685

建物賃貸料 526,330
マスターリース会社 積水ハウス株式会社 

その他収入 33,355

期末算定価格の概要（単位：百万円） 賃貸事業費用 Ｂ 154,312

鑑定評価機関 財団法人日本不動産研究所 維持管理費 34,097

価格時点 平成21年12月31日 水道光熱費 25,239

鑑定評価額 21,900 修繕工事費 -

 収益価格 21,900 公租公課 33,639

 積算価格 20,000 損害保険料 688

建物状況調査報告書の概要（単位：千円） その他費用 4,727

調査会社 株式会社竹中工務店  減価償却費 55,920

調査時点 平成19年2月13日 賃貸純収益（ＮＯＩ） 461,293

長期修繕費 985 賃貸事業損益 Ａ－Ｂ 405,372

ＰＭＬ 8.6％ 資本的支出 -

特記事項 

該当ありません。 

（注1）本物件にかかる土地は、地域地区規制において四つに区分され、本来の容積率は300％、400％、500％又は700％ですが、高度利用地区で

あるため、それぞれ450％、600％、700％及び900％に緩和されています。適用容積率は、かかる数値を面積割合に応じて加重平均された

数値であり、630.70％です。 

（注2）本物件にかかる土地の建蔽率は本来80％又は60％ですが、前者が適用される部分については、高度利用地区かつ商業地域であり、さらに

防火地域内にある耐火建築物であるために70％となり、後者については高度利用地区であるために30％となります。適用建蔽率は、かか

る数値を面積割合に応じて加重平均された数値であり、67.10％です。 

（注3）持分の割合は308,671.7536／1,000,000です。 

（注4）本投資法人が信託受託者を通じて保有する専有部分は、5階ないし9階の事務所（7,636.40㎡）の全て、及び10階の事務所（1,527.28㎡）

であり、持分の割合は6,432／10,000です。 
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物件番号：Ⅰ－８ 物件名称：赤坂インターシティ  

特定資産の概要 信託受益権の概要 

特定資産の種類 不動産信託受益権 信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 

用途 事務所 信託設定日 平成19年10月26日 

建築時期 平成17年１月28日 信託満了日 平成29年10月31日 

取得価格 17,857百万円 賃貸借の状況 

住居表示 東京都港区赤坂一丁目11番44号 賃貸可能面積 5,622.98㎡
所在地 

地番 東京都港区赤坂一丁目1500番１他 賃貸面積 5,622.98㎡

地積 8,019.87㎡（注３） 稼働率 100.0％

用途地域 商業地域・第２種住居地域 テナント総数 13

容積率／ 
建蔽率 

600・400／80・60（注１）（注２） 月額契約賃料 55,832千円
土地 

所有形態 地上権（準共有）・一部所有権（共有）（注３） 敷金・保証金等 483,698千円

延床面積 73,061.33㎡ 損益状況（単位：千円） 

構造・階数 Ｓ、ＳＲＣ、地下３階29階建 自 平成21年7月1日 建物 

所有形態 区分所有権（共有）（注４） 

運用
期間 至 平成21年12月31日 

運用日数 184
ＰＭ会社 興和不動産株式会社 

賃貸事業収入 Ａ 372,258

 建物賃貸料 341,866
マスターリース会社 ― 

 その他収入 30,391

期末算定価格の概要（単位：百万円） 賃貸事業費用 Ｂ 143,958

鑑定評価機関 財団法人日本不動産研究所  維持管理費 15,092

価格時点 平成21年12月31日  水道光熱費 30,169

鑑定評価額 13,800  修繕工事費 1,909

 収益価格 13,800  公租公課 18,624

 積算価格 13,700  損害保険料 542

建物状況調査報告書の概要（単位：千円）  その他費用 35,971

調査会社 株式会社損保ジャパン・リスクマネジメント  減価償却費 41,649

調査時点 平成19年９月４日 賃貸純収益（ＮＯＩ） 269,948

長期修繕費 9,478 賃貸事業損益 Ａ－Ｂ 228,299

ＰＭＬ 9.2％ 資本的支出 1,475

特記事項 

１．本物件の敷地は、赤坂一丁目土地区画整理事業に係る換地処分の対象地です。この換地処分については、関係権利者の一人から審査請求が

提起されて棄却されましたが、当該関係権利者が当該棄却の裁決の再審査を請求し、手続が係属しています。 

２．本物件の敷地の一部については、隣地との境界は確認されていません。 

（注１）本物件にかかる土地は地域地区規制において２つに区分され、容積率は各区分に応じて600％及び400％で、面積割合に応じて加重平均

された数値が適用されるところ、建築基準法第59条の２に基づく総合設計制度により割増を受け、適用容積率は719.38％となっています。 

（注２）本物件にかかる土地の建蔽率は、地域地区規制において２つに区分され、本来は80％と60％ですが、前者が適用される部分については、

商業地域内で防火地域内にある耐火建築物であるために100％となり、後者が適用される部分については、防火地域内の耐火建築物であり、

また角地であるために80％となります。適用建蔽率は、かかる数値を面積割合に応じて加重平均した数値であり、83.09％となっています。 

（注３）本物件の敷地は二筆からなっており、本投資法人は、その全体について敷地権としての地上権（自己借地権）の準共有持分を、二筆の

土地のうち一方について所有権の共有持分を保有しています。本投資法人が保有する敷地全体の地上権の準共有持分の割合は130,263／

727,172、所有権の共有持分を保有する土地（6,999.50㎡）に係る持分の割合は130,263／665,950です。 

（注４）本投資法人が信託受託者を通じて保有する専有部分は、地下3階、地下2階、1階ないし15階の事務所（32,169.62㎡）であり、持分の割

合は25/100です。 
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物件番号：Ⅱ－1 物件名称 ：ＮＨＫ名古屋放送センタービル  

特定資産の概要 信託受益権の概要 

特定資産の種類 不動産 信託受託者 － 

用途 事務所・店舗・倉庫・駐車場 信託設定日 － 

建築時期 平成3年7月3日 信託満了日 － 

取得価格 4,300百万円 賃貸借の状況 

住居表示 愛知県名古屋市東区東桜一丁目13番3号 賃貸可能面積 8,964.88㎡
所在地 

地番 愛知県名古屋市東区東桜一丁目1301番1 賃貸面積 8,415.96㎡

地積 7,927.36㎡ 稼働率 93.9％

用途地域 商業地域 テナント総数 38

容積率／ 

建蔽率 
800／100（注1）（注2） 月額契約賃料 

－土地 

所有形態 借地権（準共有）（注3） 敷金・保証金等 －

延床面積 80,809.95㎡ 損益状況（単位：千円） 

構造・階数 ＳＲＣ、Ｓ、地下４階22階建 自 平成21年7月1日 建物 

所有形態 区分所有権（共有）（注4） 

運用

期間 至 平成21年12月31日 

運用日数 184
ＰＭ会社 星光ビル管理株式会社 

賃貸事業収入 A 323,401

建物賃貸料 －
マスターリース会社 － 

 

その他収入 －

期末算定価格の概要（単位：百万円） 賃貸事業費用 B 169,281

鑑定評価機関 財団法人日本不動産研究所 維持管理費 53,511

価格時点 平成21年12月31日 水道光熱費 24,291

鑑定評価額 4,960

 

修繕工事費 3,211

 収益価格 4,960  公租公課 21,429

 積算価格 4,760 損害保険料 874

建物状況調査報告書の概要（単位：千円） 

 

 その他費用 28,596

調査会社 清水建設株式会社  減価償却費 37,365

調査時点 平成18年1月18日 賃貸純収益（ＮＯＩ） 191,485

長期修繕費 73,682 賃貸事業損益 A-B 154,120

ＰＭＬ 11.9％ 資本的支出 10,755

特記事項 

１．本件建物の建設にあたり本物件の共有者（土地所有者を含みます。）等の間で締結された基本協定並びに本件建物及びその敷地にかかる管

理規約において、本物件の共有者は保有する建物の持分を原則として譲渡することができず、例外的に、土地所有者でもある他の共有者の

同意を得て譲渡できるものとされています。 

２．本物件の取得とともに、本物件の管理を目的として設立された会社である株式会社ＮＨＫ名古屋ビルシステムズの株式を取得しましたが、

共同事業者間でのビル運営・管理の合理化に向けた協議の結果、平成21年6月30日に株式会社ＮＨＫ名古屋ビルシステムズを解散させた上

で、平成21年7月1日から新たに星光ビル管理株式会社にＰＭ業務を委託しています。なお、株式会社ＮＨＫ名古屋ビルシステムズの清算手

続きは、平成22年2月24日付で結了致しました。 

（注1) 本物件にかかる土地の容積率は本来800％ですが、建築基準法第59条の2に基づくいわゆる総合設計制度により割増を受け、適用容積率は

897.42％となっています。 

（注2) 本物件にかかる土地の建蔽率は本来80％ですが、商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物であるために緩和され、適用建蔽率

は100％となっています。 

（注3) 持分の割合は32／100です。 

（注4) 本投資法人が保有する専有部分は、地下4階ないし地上1階及び3階の駐車場・機械室等（11,800.42㎡）（持分の割合220,928／1,000,000）、

並びに地下3階ないし地下1階、2階、3階、6階ないし8階及び10階ないし22階の事務所・店舗等（30,034.56㎡）（持分の割合32/100）で

す。 
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物件番号： Ⅱ－2 物件名称 ：ＪＥＩ西本町ビル  

特定資産の概要 信託受益権の概要 

特定資産の種類 不動産信託受益権 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

用途 事務所・駐車場 信託設定日 平成19年3月28日 

建築時期 昭和63年2月19日 信託満了日 平成29年3月31日 

取得価格 6,674百万円 賃貸借の状況 

住居表示 大阪府大阪市西区阿波座一丁目3番15号 賃貸可能面積 10,601.70㎡
所在地 

地番 大阪市大阪府西区阿波座一丁目13番3他 賃貸面積 10,601.70㎡

地積 1,970.44㎡ 稼働率 100.0％

用途地域 商業地域 テナント総数 １

容積率／ 

建蔽率 
800／100（注1） 月額契約賃料 37,725千円

土地 

所有形態 所有権 敷金・保証金等 293,420千円

延床面積 15,800.31㎡（注2） 損益状況（単位：千円） 

構造・階数 ＳＲＣ、地下1階11階建 自 平成21年7月1日 建物 

所有形態 所有権 

運用

期間 至 平成21年12月31日 

運用日数 184
ＰＭ会社 株式会社第一ビルディング 

賃貸事業収入 Ａ 254,422

建物賃貸料 228,455
マスターリース会社 株式会社第一ビルディング  

その他収入 25,967

期末算定価格の概要（単位：百万円） 賃貸事業費用 Ｂ 153,503

鑑定評価機関 財団法人日本不動産研究所 維持管理費 41,914

価格時点 平成21年12月31日 水道光熱費 25,652

鑑定評価額 4,780

 

修繕工事費 7,182

 収益価格 4,780  公租公課 28,329

 積算価格 5,240 損害保険料 697

建物状況調査報告書の概要（単位：千円） 

 

 その他費用 2,527

調査会社 清水建設株式会社  減価償却費 47,198

調査時点 平成18年12月27日 賃貸純収益（ＮＯＩ） 148,117

長期修繕費 51,048 賃貸事業損益 Ａ－Ｂ 100,918

ＰＭＬ 11.5％ 資本的支出 6,225

特記事項 

 本物件にはアスベストを含有する吹付材が使用されている箇所がありましたが、当該吹付材については、平成20年12月4日にて撤去作業が完

了しております。 

（注1）本物件にかかる土地の建蔽率は本来80％ですが、商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物であるために緩和され、適用建蔽率

は100％となっています。 

（注2）別途、附属建物（駐車場99.04㎡、及び管理室2.76㎡）があります。 
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物件番号：Ⅲ－1 物件名称 ：武蔵小杉タワープレイス  

特定資産の概要 信託受益権の概要 

特定資産の種類 不動産信託受益権 信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 

用途 事務所・店舗・倉庫・駐車場 信託設定日（注５） ①平成18年3月29日 

②平成18年6月27日 

建築時期 平成7年7月15日 信託満了日 平成28年6月26日 

取得価格 13,890百万円 賃貸借の状況 

住居表示 神奈川県川崎市中原区小杉町一丁目403番地 賃貸可能面積 25,275.07㎡
所在地 

地番 神奈川県川崎市中原区小杉町一丁目403番35 賃貸面積 24,003.14㎡

地積 8,329.62㎡ 稼働率 95.0％

用途地域 商業地域 テナント総数 32

容積率／ 

建蔽率 
400／100（注1）（注2） 月額契約賃料 

108,190千円土地 

所有形態 所有権（共有）（注3） 敷金・保証金等 734,472千円

延床面積 53,711.13㎡ 損益状況（単位：千円） 

構造・階数 Ｓ、ＳＲＣ、地下2階23階建 自 平成21年7月1日 建物 

所有形態 区分所有権（共有）（注4） 

運用

期間 至 平成21年12月31日 

運用日数 184
ＰＭ会社 相互住宅株式会社 

賃貸事業収入 A 788,643

建物賃貸料 686,593
マスターリース会社 － 

 

その他収入 102,050

期末算定価格の概要（単位：百万円） 賃貸事業費用 B 359,703

鑑定評価機関 財団法人日本不動産研究所 維持管理費 108,471

価格時点 平成21年12月31日 水道光熱費 71,837

鑑定評価額 15,900

 

修繕工事費 14,388

 収益価格 15,900  公租公課 60,200

 積算価格 15,100 損害保険料 3,086

建物状況調査報告書の概要（単位：千円） 

 

 その他費用 8,895

調査会社 株式会社大林組  減価償却費 92,822

調査時点 平成17年12月9日 賃貸純収益（ＮＯＩ） 521,762

長期修繕費 129,971 賃貸事業損益 A-B 428,940

ＰＭＬ 11.5％ 資本的支出 21,437

特記事項 

 本物件は、土地及び建物の専有部分の一部についての共有持分を信託した信託受益権ですが、前所有者2者が各別に信託を設定したため、本

投資法人は二つの信託受益権を保有しています。 

（注1）本物件にかかる土地の容積率は本来400％ですが、敷地が都市計画法に定める特定街区に指定されているために容積率が割増され、指定

容積率限度が600％となっています。 

（注2）本物件にかかる土地の建蔽率は本来80％ですが、敷地が特定街区に指定されているため、適用建蔽率は100％となっています。 

（注3）持分の割合は、760,977／1,000,000です。 

（注4）本投資法人が信託受託者を通じて保有する専有部分は、1階ないし7階及び10階ないし23階の事務所・店舗（29,392.17㎡）（持分の割合

862,036／1,000,000）、並びに地下1階の駐車場（4,093.65㎡）（持分の割合823,884/1,000,000）です。 

（注5）上記特記事項記載のとおり、本物件は二つの信託受益権からなっており、①及び②にはそれぞれの信託設定日を記載しています。 
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物件番号：Ⅲ－2 物件名称 ：興和川崎東口ビル  

特定資産の概要 信託受益権の概要 

特定資産の種類 不動産信託受益権 信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 

用途 事務所 信託設定日 平成18年6月27日 

建築時期 昭和63年4月30日 信託満了日 平成28年6月26日 

取得価格 10,976百万円 賃貸借の状況 

住居表示 神奈川県川崎市川崎区日進町１番地53 賃貸可能面積 18,612.72㎡
所在地 

地番 神奈川県川崎市川崎区日進町１番53他 賃貸面積 18,612.72㎡

地積 1,652.89㎡ 稼働率 100.0％

用途地域 商業地域 テナント総数 1

容積率／ 

建蔽率 
800／100（注1）（注2） 月額契約賃料 

－土地 

所有形態 借地権 敷金・保証金等 －

延床面積 31,009.62㎡ 損益状況（単位：千円） 

構造・階数 Ｓ、ＳＲＣ、地下３階21階建 自 平成21年7月1日 建物 

所有形態 所有権 

運用

期間 至 平成21年12月31日 

運用日数 184
ＰＭ会社 興和不動産株式会社 

賃貸事業収入 A －

建物賃貸料 －
マスターリース会社 興和不動産株式会社 

 

その他収入 －

期末算定価格の概要（単位：百万円） 賃貸事業費用 B －

鑑定評価機関 株式会社ヒロ＆リーエスネットワーク 維持管理費 －

価格時点 平成21年12月31日 水道光熱費 －

鑑定評価額 10,300

 

修繕工事費 －

 収益価格 10,300  公租公課 －

 積算価格 8,220 損害保険料 －

建物状況調査報告書の概要（単位：千円） 

 

 その他費用 －

調査会社 清水建設株式会社  減価償却費 86,527

調査時点 平成17年12月20日 賃貸純収益（ＮＯＩ） 340,751

長期修繕費 138,654 賃貸事業損益 A-B 254,223

ＰＭＬ 6.7％ 資本的支出 10,964

特記事項 

 該当ありません。 

（注1) 本件建物は、建築基準法第86条第１項の規定に基づきいわゆる一団地認定を受けた複数の区画からなる区域に、総合的設計により建設さ

れた複数の建物の一つです。本物件は、かかる区域に属する他の土地の所有者から容積利用権の設定を受けており、その結果、本件建

物に実際に適用される容積率は1,881.06％となっています。 

（注2）本物件にかかる土地の建蔽率は本来80％ですが、商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物であるために緩和され、適用建蔽率

は100％となっています。 
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物件番号：Ⅲ－3 物件名称 ：ＪＥＩ本郷ビル  

特定資産の概要 信託受益権の概要 

特定資産の種類 不動産信託受益権 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

用途 事務所・店舗・駐車場 信託設定日（注3） ①平成17年1月14日 

②平成17年3月31日 

建築時期 平成3年2月6日 信託満了日 平成28年6月26日 

取得価格 5,400百万円 賃貸借の状況 

住居表示 東京都文京区本郷二丁目38番16号 賃貸可能面積 4,078.37㎡
所在地 

地番 東京都文京区本郷二丁目110番１他 賃貸面積 4,078.37㎡

地積 984.89㎡ 稼働率 100.0％

用途地域 商業地域・近隣商業地域 テナント総数 1

容積率／ 

建蔽率 
600・400／100（注1）（注2） 月額契約賃料 

26,171千円土地 

所有形態 所有権 敷金・保証金等 177,654千円

延床面積 5,877.11㎡ 損益状況（単位：千円） 

構造・階数 ＳＲＣ、地下1階8階建 自 平成21年7月1日 建物 

所有形態 所有権 

運用

期間 至 平成21年12月31日 

運用日数 184
ＰＭ会社 興和不動産株式会社 

賃貸事業収入 A 178,900

建物賃貸料 164,808
マスターリース会社 興和不動産株式会社 

その他収入 14,091

期末算定価格の概要（単位：百万円） 賃貸事業費用 B 73,345

鑑定評価機関 株式会社ヒロ＆リーエスネットワーク 維持管理費 23,174

価格時点 平成21年12月31日 水道光熱費 8,023

鑑定評価額 5,160

 

修繕工事費 4,024

 収益価格 5,160  公租公課 9,925

 積算価格 2,870 損害保険料 325

建物状況調査報告書の概要（単位：千円） 

 

 その他費用 1,756

調査会社 株式会社大林組  減価償却費 26,116

調査時点 平成17年12月7日 賃貸純収益（ＮＯＩ） 131,671

長期修繕費 18,836 賃貸事業損益 A-B 105,555

ＰＭＬ 14.2％ 資本的支出 4,065

特記事項 

 本物件は、その共有持分（2分の1）につき平成17年1月14日に信託設定された後、残る共有持分（2分の1）について平成17年3月31日に別途信

託設定されたため、２つの信託受益権からなっています。 

（注1) 本物件にかかる土地の容積率は、前面道路から20ｍまでは600％、20ｍを超える部分は400％で、面積割合に応じて加重平均された数値が

適用されます。 

（注2）本物件にかかる土地の建蔽率は本来80％ですが、商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物であり、また角地であるために緩和

され、適用建蔽率は100％となっています。 

（注3) 上記特記事項記載のとおり、本物件は２つの信託受益権からなっており、①及び②にはそれぞれの信託設定日を記載しています。 
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物件番号：Ⅲ－5 物件名称 ：川崎日進町ビルディング  

特定資産の概要 信託受益権の概要 

特定資産の種類 不動産信託受益権 信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 

用途 事務所・店舗・倉庫・駐車場 信託設定日 平成18年2月28日 

建築時期 平成4年4月24日 信託満了日 平成28年6月26日 

取得価格 4,205百万円 賃貸借の状況 

住居表示 神奈川県川崎市川崎区日進町７番地１ 賃貸可能面積 8,980.70㎡
所在地 

地番 神奈川県川崎市川崎区日進町７番１他 賃貸面積 8,980.70㎡

地積 3,673.94㎡ 稼働率 100.0％

用途地域 商業地域 テナント総数 1

容積率／ 

建蔽率 
600・400／100（注1）（注2） 月額契約賃料 

37,604千円土地 

所有形態 所有権（一部共有）（注3） 敷金・保証金等 235,421千円

延床面積 22,141.60㎡ 損益状況（単位：千円） 

構造・階数 Ｓ、ＳＲＣ、地下2階15階建 自 平成21年7月1日 建物 

所有形態 区分所有権（共有）（注4） 

運用

期間 至 平成21年12月31日 

運用日数 184
ＰＭ会社 株式会社第一ビルディング 

賃貸事業収入 A 233,328

建物賃貸料 231,645
マスターリース会社 株式会社第一ビルディング 

 

その他収入 1,682

期末算定価格の概要（単位：百万円） 賃貸事業費用 B 90,389

鑑定評価機関 財団法人日本不動産研究所 維持管理費 35,530

価格時点 平成21年12月31日 水道光熱費 －

鑑定評価額 5,320

 

修繕工事費 3,068

 収益価格 5,320  公租公課 16,230

 積算価格 4,310 損害保険料 870

建物状況調査報告書の概要（単位：千円） 

 

 その他費用 1,007

調査会社 清水建設株式会社  減価償却費 33,682

調査時点 平成17年12月20日 賃貸純収益（ＮＯＩ） 176,620

長期修繕費 49,375 賃貸事業損益 A-B 142,938

ＰＭＬ 14.7％ 資本的支出 3,693

特記事項 

 本件建物は共有であり、複数の区画からなる敷地を信託受託者を含めた建物の共有者が単独で所有し、又は共有しています。共有者間の管理

規約において、各共有者は相互に他の共有者の所有地を利用することができ、その使用の対価は請求しない旨定められています。 

（注1) 本物件にかかる土地の容積率は、本来は、東側道路から25ｍまでは600％、25ｍを超える部分は400％で、面積割合に応じて加重平均され

た数値が適用されるところ、建築基準法第59条の2に基づくいわゆる総合設計制度により割増を受け、適用容積率は580.47％となってい

ます。 

（注2) 本物件にかかる土地の建蔽率は本来80％ですが、商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物であるために緩和され、適用建蔽率

は100％となっています。 

（注3）本件土地（3,673.94㎡）のうち、本投資法人が信託受託者を通じて単独で所有する土地の面積は1,296.43㎡、共有持分を保有する土地の

面積は1,296.52㎡であり、後者についての持分の割合は876,847／1,298,940、他の建物区分所有者の単独所有の土地の面積は1,080.99㎡

です。 

（注4） 本投資法人が信託受託者を通じて保有する専有部分は、1階ないし15階の事務所・店舗（14,015.04㎡）であり、持分の割合は63,149/100,000

です。 
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物件番号：Ⅲ－6 物件名称 ：第44興和ビル  

特定資産の概要 信託受益権の概要 

特定資産の種類 不動産信託受益権 信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 

用途 事務所 信託設定日 平成18年2月1日 

建築時期 昭和59年7月31日 信託満了日 平成28年6月26日 

取得価格 1,150百万円 賃貸借の状況 

住居表示 東京都目黒区東山一丁目2番7号 賃貸可能面積 2,567.98㎡
所在地 

地番 東京都目黒区東山一丁目1263番1他 賃貸面積 2,475.00㎡

地積 699.87㎡ 稼働率 96.4％

用途地域 商業地域 テナント総数 1

容積率／ 

建蔽率 
500／100（注） 月額契約賃料 

12,647千円土地 

所有形態 所有権 敷金・保証金等 113,827千円

延床面積 3,359.55㎡ 損益状況（単位：千円） 

構造・階数 ＳＲＣ、9階建 自 平成21年7月1日 建物 

所有形態 所有権 

運用

期間 至 平成21年12月31日 

運用日数 184
ＰＭ会社 興和不動産株式会社 

賃貸事業収入 A 94,852

建物賃貸料 83,833
マスターリース会社 興和不動産株式会社 

 

その他収入 11,019

期末算定価格の概要（単位：百万円） 賃貸事業費用 B 46,623

鑑定評価機関 財団法人日本不動産研究所 維持管理費 17,390

価格時点 平成21年12月31日 水道光熱費 7,505

鑑定評価額 1,480

 

修繕工事費 6,938

 収益価格 1,480  公租公課 4,833

 積算価格 1,500 損害保険料 198

建物状況調査報告書の概要（単位：千円） 

 

 その他費用 1,281

調査会社 株式会社竹中工務店  減価償却費 8,476

調査時点 平成17年12月22日 賃貸純収益（ＮＯＩ） 56,706

長期修繕費 33,923 賃貸事業損益 A-B 48,229

ＰＭＬ 13.4％ 資本的支出 6,100

特記事項 

本物件南東側の区道は、都市計画道路で拡幅の計画決定がなされています。事業決定がなされた場合には、本件土地の南東側が内側に 

約2.4ｍ後退し、面積が約64㎡減少することになります。 

（注）本物件にかかる土地の建蔽率は本来80％ですが、商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物であるために緩和され、適用建蔽率

は100％となっています。 
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物件番号：Ⅲ－7 物件名称 ：ＪＥＩ両国ビル  

特定資産の概要 信託受益権の概要 

特定資産の種類 不動産信託受益権 信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 

用途 事務所・店舗・駐車場 信託設定日 平成18年2月28日 

建築時期 平成8年8月8日 信託満了日 平成28年6月26日 

取得価格 2,550百万円 賃貸借の状況 

住居表示 東京都墨田区両国三丁目25番5号 賃貸可能面積 3,871.64㎡
所在地 

地番 東京都墨田区両国三丁目11番1他 賃貸面積 3,871.64㎡

地積 968.33㎡ 稼働率 100.0％

用途地域 商業地域 テナント総数 1

容積率／ 

建蔽率 
500／100（注1）（注2） 月額契約賃料 

16,152千円土地 

所有形態 所有権 敷金・保証金等 169,109千円

延床面積 5,820.56㎡ 損益状況（単位：千円） 

構造・階数 Ｓ、ＳＲＣ、地下2階11階建 自 平成21年7月1日 建物 

所有形態 所有権 

運用

期間 至 平成21年12月31日 

運用日数 184
ＰＭ会社 株式会社第一ビルディング 

賃貸事業収入 A 108,697

建物賃貸料 99,512
マスターリース会社 株式会社第一ビルディング 

 

その他収入 9,185

期末算定価格の概要（単位：百万円） 賃貸事業費用 B 58,113

鑑定評価機関 株式会社中央不動産鑑定所 維持管理費 18,293

価格時点 平成21年12月31日 水道光熱費 9,497

鑑定評価額 2,198

 

修繕工事費 3,559

 収益価格 2,198  公租公課 7,854

 積算価格 1,859 損害保険料 322

建物状況調査報告書の概要（単位：千円） 

 

 その他費用 1,734

調査会社 株式会社大林組  減価償却費 16,852

調査時点 平成17年12月9日 賃貸純収益（ＮＯＩ） 67,436

長期修繕費 17,730 賃貸事業損益 A-B 50,584

ＰＭＬ 14.3％ 資本的支出 2,091

特記事項 

 本件土地の一部には、「墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱」に基づく私道負担部分（約9㎡）があります。 

（注1) 本物件にかかる土地の容積率は本来500％ですが、建築基準法第59条の2に基づくいわゆる総合設計制度により割増を受け、適用容積率は

579．71％となっています。 

（注2) 本物件にかかる土地の建蔽率は本来80％ですが、商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物であるために緩和され、適用建蔽率

は100％となっています。 
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物件番号： Ⅲ－8 物件名称 ：海老名プライムタワー  

特定資産の概要 信託受益権の概要 

特定資産の種類 不動産信託受益権 信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 

用途 事務所・ホテル・会館・店舗・体育館 信託設定日 平成19年3月29日 

建築時期 平成7年5月31日 信託満了日 平成29年3月31日 

取得価格 6,470百万円 賃貸借の状況 

住居表示 神奈川県海老名市中央二丁目9番50号 賃貸可能面積 25,362.37㎡
所在地 

地番 神奈川県海老名市中央二丁目155番1他 賃貸面積 24,649.59㎡

地積 12,008.62㎡ 稼働率 97.2％

用途地域 商業地域・第２種住居地域 テナント総数 15

容積率／ 

建蔽率 
200・400／92.3（注1）（注2） 月額契約賃料 72,497千円

土地 

所有形態 所有権（共有）（注3） 敷金・保証金等 418,055千円

延床面積 55,806.20㎡ 損益状況（単位：千円） 

構造・階数 

事務所・ホテル・会館・店舗：Ｓ、ＲＣ、ＳＲＣ、

地下1階25階建 

体育館：ＳＲＣ、3階建 

自 平成21年7月1日 建物 

所有形態 区分所有権（共有）（注4）・所有権（共有） 

運用

期間

至 平成21年12月31日 

運用日数 184
ＰＭ会社 株式会社海老名第一ビルディング 

賃貸事業収入 Ａ 528,205

建物賃貸料 466,717
マスターリース会社 株式会社海老名第一ビルディング  

その他収入 61,487

期末算定価格の概要（単位：百万円） 賃貸事業費用 Ｂ 365,710

鑑定評価機関 財団法人日本不動産研究所 維持管理費 149,261

価格時点 平成21年12月31日 水道光熱費 65,617

鑑定評価額 5,140

 

修繕工事費 12,781

 収益価格 5,140  公租公課 46,715

 積算価格 7,140 損害保険料 2,346

建物状況調査報告書の概要（単位：千円） 

 

 その他費用 8,970

調査会社 株式会社竹中工務店  減価償却費 80,017

調査時点 平成19年1月22日 賃貸純収益（ＮＯＩ） 242,512

長期修繕費 124,067 賃貸事業損益 Ａ－Ｂ 162,495

ＰＭＬ 12.2％ 資本的支出 17,901

特記事項 

１．本投資法人は、土地建物ともそれぞれの70％の共有持分を信託受託者を通じて所有しています。信託受託者と共有者との間で、共有物の管

理等について協定書が締結されています。 

２．本物件にかかる他の区分所有者は地方公共団体ですが、本投資法人は、当該他の区分所有者に対し土地を無償で使用することを認めていま

す。 

（注1）本物件にかかる土地の容積率については、本来市道330号線から西側は400％、東側は200％ですが、建築基準法第59条の2に基づくいわゆ

る総合設計制度及び同法第86条第1項に基づく一団地の認定により割増を受け、適用容積率は443.57％となっています。 

（注2）本物件にかかる土地の建蔽率は本来市道330号線から西側は80％、東側は60％ですが、西側については、商業地域内で、かつ、防火地域

内にある耐火建築物であるために緩和されて100％となっており、本物件への適用建蔽率は92.3％となっています。 

（注3）持分の割合は70／100です。 

（注4）本件建物は2棟の建物から構成されています。このうち区分所有建物について本投資法人が信託受託者を通じて保有する専有部分は、事

務所・ホテル・会館・店舗（44,371.35㎡）であり、持分の割合は70/100です。また、他方の建物（体育館3,072.61㎡）については、70/100

の割合で共有しています。 
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物件番号：Ⅲ－９ 物件名称：興和川崎西口ビル  

特定資産の概要 信託受益権の概要 

特定資産の種類 不動産信託受益権 信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 

用途 事務所・店舗 信託設定日 平成19年10月26日 

建築時期 昭和63年２月29日 信託満了日 平成29年10月31日 

取得価格 32,000百万円 賃貸借の状況 

住居表示 神奈川県川崎市幸区堀川町66番２号 賃貸可能面積 38,332.15㎡
所在地 

地番 神奈川県川崎市幸区堀川町66番２他 賃貸面積 36,907.69㎡

地積 8,196.21㎡ 稼働率 96.3％

用途地域 商業地域 テナント総数 1

容積率／ 
建蔽率 

500／80（注1）（注2） 月額契約賃料 167,106千円
土地 

所有形態 所有権 敷金・保証金等 1,399,425千円

延床面積 61,856.92㎡ 損益状況（単位：千円） 

構造・階数 Ｓ、ＳＲＣ、地下２階21階建 自 平成21年7月1日 建物 

所有形態 所有権 

運用
期間 至 平成21年12月31日 

運用日数 184
ＰＭ会社 興和不動産株式会社 

賃貸事業収入 Ａ 1,135,221

 建物賃貸料 997,908
マスターリース会社 興和不動産株式会社 

 その他収入 137,312

期末算定価格の概要（単位：百万円） 賃貸事業費用 Ｂ 678,326

鑑定評価機関 株式会社ヒロ＆リーエスネットワーク  維持管理費 179,607

価格時点 平成21年12月31日  水道光熱費 130,589

鑑定評価額 27,500  修繕工事費 26,297

 収益価格 27,500  公租公課 78,901

 積算価格 18,500  損害保険料 3,697

建物状況調査報告書の概要（単位：千円）  その他費用 18,719

調査会社 株式会社大林組  減価償却費 240,513

調査時点 平成19年８月27日 賃貸純収益（ＮＯＩ） 697,408

長期修繕費 186,705 賃貸事業損益 Ａ－Ｂ 456,894

ＰＭＬ 7.9％ 資本的支出 7,338

特記事項 

１．本件建物の事務室（柱内部）、空調機械室及びEPS室には、アスベストを含有する吹付材が使用されている箇所がありましたが、これら吹

付材については、平成20年８月より撤去若しくは封じ込めの工事に着手し、平成21年６月に一部テナント同意が得られなかった区画を除い

て工事が完了しました。なお、当該テナントの区画については、当該テナントの退去時に工事を実施する予定です。 

２．本件建物の地下１階駐車場の一部が倉庫等として使用されているため、本物件は法定の容積率を約31㎡超過していますが、平成19年10月26

日付で是正工事が完了し、容積率の超過を是正しました。 

（注1）本物件にかかる土地の容積率は本来500％ですが、敷地が都市計画法に定める特定街区に指定されているために容積率が割増され、指定

容積率限度が700％となっています。 

（注2）本物件にかかる土地の建蔽率は本来は80％ですが、商業地域内で防火地域内にある耐火建築物であるために緩和されて100％となってい

ます。 
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（ロ）運用資産の資本的支出 

Ａ．資本的支出の予定 

平成21年12月31日現在において、本投資法人がその第７期末保有資産につき、計画している改

修工事等に伴う資本的支出の予定額のうち、主要なものは以下のとおりです。なお、下記工事予

定金額には、会計上、費用処理される部分が含まれております。 

工事予定金額（百万円） 

不動産等の名称 所在地 目的 予定期間 
総額 

当期 

支払額 

既支払

総額 

大森ベルポートＤ館 東京都品川区 
中央監視設備更新工

事 

自 平成21年9月 

至 平成22年4月 
60 ― ― 

ＮＨＫ名古屋放送セ

ンタービル 
名古屋市東区 

中央監視設備更新工

事 

自 平成21年3月 

至 平成22年3月 
50 ― ― 

興和川崎東口ビル 
神奈川県川崎

市川崎区 

自動火災報知設備改

修工事 

自 平成21年8月 

至 平成22年3月 
42 ― ― 

 

 

Ｂ．期中の資本的支出 

本投資法人の第７期末保有資産において、平成21年12月期中に本投資法人が実施した資本的支

出に該当する工事は以下のとおりです。平成21年12月期の資本的支出は134百万円であり、平成

21年12月期に費用に区分された修繕費142百万円と併せ276百万円の工事を実施しております。 

不動産等の名称 所在地 目的 実施期間 
支払金額 

（百万円）

興和川崎東口ビル 
神奈川県川崎市川崎

区 
高圧電気室UPS更新工事 

自 平成21年12月 

至 平成21年12月 
10

ＮＨＫ名古屋放送セ

ンタービル 
名古屋市東区 受水槽更新工事 

自 平成21年9月 

至 平成21年12月 
9

その他の工事 ― 113

合 計 134

 

Ｃ. 長期修繕計画のために積立てた金銭 
本投資法人は、物件毎に策定している長期修繕計画に基づき、減価償却費等の余剰キャッシュ・

フローの中から大規模修繕等の支払いに充当することを目的とした修繕積立金を以下のとおり積

み立てております。 
 

項目 

第３期 

自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日 

第４期 

自 平成20年１月１日

至 平成20年６月30日

第５期 

自 平成20年７月１日

至 平成20年12月31日

第６期 

自 平成21年１月１日 

至 平成21年６月30日 

第７期 

自 平成21年７月１日

至 平成21年12月31日

前期末積立金残高（百万円) 232 282 282 254 254 

当期積立金（百万円） 50 ― ― ― ― 

当期積立金取崩額（百万円) ― ― 28 ― ― 

次期繰越額（百万円） 282 282 254 254 254 
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（ハ）建物状況調査報告書（建物エンジニアリングレポート）の概要 

本投資法人は、第７期末保有資産にかかる不動産及び信託不動産について、建物検査、関連法

規の遵守、修繕費評価及び環境アセスメント等に関する建物状況調査報告書（建物エンジニアリ

ングレポート）を株式会社竹中工務店、株式会社大林組、清水建設株式会社及び株式会社損保ジ

ャパン・リスクマネジメントより取得しています。また、全物件につき、各建物の現状の耐震性

能に関して図面等からの定性的判断等を行った上で、「耐震性能は概ね良好である」等、耐震性

能にかかる評価を記載したＰＭＬ（Probable Maximum Loss）に関するＰＭＬ算定報告を株式会社

竹中工務店より受けています。建物状況調査報告書（ＰＭＬ算定報告を含みます。）の記載は報

告者の意見を示したものにとどまり、本投資法人がその内容の正確さを保証するものではありま

せん。なお、建物状況調査を行った株式会社竹中工務店、株式会社大林組、清水建設株式会社及

び株式会社損保ジャパン・リスクマネジメントと本投資法人及び本資産運用会社との間には、特

別の利害関係はありません。 

 

建物状況調査報告書の概要 

物件 
番号 

名称 
長期修繕費 
（千円） 

（注1、2） 

建物再調達価格 
（百万円） 
（注1） 

ＰＭＬ 
（％） 
（注3） 

Ⅰ-1 大森ベルポートＤ館 67,400 11,013 8.0

Ⅰ-2 芝二丁目ビルディング 25,509 5,389 8.2

Ⅰ-3 ＪＥＩ浜松町ビル 47,346 2,344 8.2

Ⅰ-4 第32興和ビル 26,563 1,452 13.2

Ⅰ-5 第36興和ビル 53,253 1,792 13.2

Ⅰ-6 第28興和ビル 24,547 1,147 13.5

Ⅰ-7 赤坂ガーデンシティ 985 3,959 8.6

Ⅰ-8 赤坂インターシティ 9,478 3,104 9.2

Ⅱ-1 ＮＨＫ名古屋放送センタービル 73,682 4,254 11.9

Ⅱ-2 ＪＥＩ西本町ビル 51,048 3,866 11.5

Ⅲ-1 武蔵小杉タワープレイス 129,971 11,859 11.5

Ⅲ-2 興和川崎東口ビル 138,654 7,881 6.7

Ⅲ-3 ＪＥＩ本郷ビル 18,836 1,479 14.2

Ⅲ-5 川崎日進町ビルディング 49,375 3,451 14.7

Ⅲ-6 第44興和ビル 33,923 837 13.4

Ⅲ-7 ＪＥＩ両国ビル 17,730 1,752 14.3

Ⅲ-8 海老名プライムタワー 124,067 9,558 12.2

Ⅲ-9 興和川崎西口ビル 186,705 17,540 7.9

合計 1,079,072 92,677 6.6

（注1）「長期修繕費」及び「建物再調達価格」については、それぞれ千円未満、百万円未満を切り捨てています。 

（注2）長期修繕費には、12年以内に必要とする修繕費用予測の年平均額を記載しています。 

（注3）「ＰＭＬ」の合計欄には、ポートフォリオ全体のＰＭＬを記載しています。ＰＭＬとは、当該地域で予想される最大規模の地震

（475年に一度起こる可能性のある大地震＝50年間に起こる可能性が10％の大地震）を対象建物が受けた場合に、被災後の建物

を被災以前の状態に戻す為の工事費が総建替工事費に占める割合（％）を示したものをいいます。また、株式会社竹中工務店は、

第７期末保有資産のＰＭＬ評価において、提示された設計図書（建築図面、構造図面又は構造計算書等）から構造耐震性能につ

いて検討の上ＰＭＬを算定しており、その検討範囲においては申請時の建築基準法に則った耐震設計がなされていることを確認

しています。 
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（ニ）テナント等の概要 

Ａ．賃貸状況の概要 

平成21年12月31日現在の第７期末保有資産の賃貸可能面積、賃貸面積、稼働率、テナント総数、

月額契約賃料及び敷金・保証金の合計は以下のとおりです。 

物件番号 名称 
賃貸可能面積

（㎡） 
（注1） 

賃貸面積 
（㎡） 
（注2） 

稼働率 
（％） 
（注3） 

テナント
総数 

（注4）

月額契約賃料 
（千円） 
(注5) 

敷金・保証金
の合計 
（千円） 
(注6) 

Ⅰ-1 大森ベルポートＤ館 25,828.29 25,101.25 97.2 1 164,862 1,206,411

Ⅰ-2 芝二丁目ビルディング 11,749.30 11,370.05 96.8 2 59,912 414,711

Ⅰ-3 ＪＥＩ浜松町ビル 6,411.26 6,411.26 100.0 1 49,540 329,051

Ⅰ-4 第32興和ビル 5,299.67 4,398.25 83.0 14 32,552 329,278

Ⅰ-5 第36興和ビル 5,720.34 5,720.34 100.0 1 - -

Ⅰ-6 第28興和ビル 4,472.71 4,009.77 89.6 1 22,023 200,118

Ⅰ-7 赤坂ガーデンシティ 8,769.53 8,769.53 100.0 1 91,402 908,248

Ⅰ-8 赤坂インターシティ 5,622.98 5,622.98 100.0 13 55,832 483,698

Ⅱ-1 ＮＨＫ名古屋放送センタービル 8,964.88 8,415.96 93.9 38 - -

Ⅱ-2 ＪＥＩ西本町ビル 10,601.70 10,601.70 100.0 1 37,725 293,420

Ⅲ-1 武蔵小杉タワープレイス 25,275.07 24,003.14 95.0 32 108,190 734,472

Ⅲ-2 興和川崎東口ビル 18,612.72 18,612.72 100.0 1 - -

Ⅲ-3 ＪＥＩ本郷ビル 4,078.37 4,078.37 100.0 1 26,171 177,654

Ⅲ-5 川崎日進町ビルディング 8,980.70 8,980.70 100.0 1 37,604 235,421

Ⅲ-6 第44興和ビル 2,567.98 2,475.00 96.4 1 12,647 113,827

Ⅲ-7 ＪＥＩ両国ビル 3,871.64 3,871.64 100.0 1 16,152 169,109

Ⅲ-8  海老名プライムタワー 25,362.37 24,649.59 97.2 15 72,497 418,055

Ⅲ-9 興和川崎西口ビル 38,332.15 36,907.69 96.3 1 167,106 1,399,425

合計 220,521.66 213,999.94 97.0 126 1,119,431 8,760,212

（注1）「賃貸可能面積」は、個々の不動産又は信託不動産のうち本投資法人の保有部分における賃貸が可能な面積を意味し、小数点第三位を四

捨五入しています。物件が所有権の共有持分である場合には、共有する不動産の賃貸可能面積に本投資法人又は信託受託者が保有する

持分の割合を乗じた数値とします。 

（注2）「賃貸面積」は、賃貸可能面積のうち、平成21年12月31日現在において実際に本投資法人、信託受託者又はマスターリース会社とエンド

テナントとの間で賃貸借契約が締結され、賃貸が行われている面積を意味し、原則としてエンドテナントとの間の賃貸借契約に表示さ

れている賃貸面積を記載しています。マスターリース会社が自ら建物を使用収益している場合には、当該使用収益している部分の面積

を意味し、当該マスターリースにかかる賃貸借契約等に基づき合理的に算出される面積を記載しています。数値はいずれも、小数点第

三位を四捨五入しています。物件が所有権の共有持分である場合には、共有する不動産全体の賃貸面積に本投資法人又は信託受託者が

保有する持分の割合を乗じた数値を記載しています。なお、エンドテナントにつき、賃貸借契約が解除されていても、期末現在におい

て退去が完了していない場合、当該エンドテナントを含めて「賃貸面積」を算出しています。また、下記（注3）、（注4）、（注5）及

び(注6)における「稼働率」、「テナント総数」、「月額契約賃料」及び「敷金・保証金の合計」の計算においても同様です。なお、か

かるエンドテナントが期末現在において賃料等を延滞している場合には、下記（注5）における延滞額及び延滞エンドテナント数には、

かかるエンドテナントも含まれます。（後記（ヘ）主要なテナントに関する情報 Ａ．主要なテナントの概要」「Ｃ．主要なエンドテ

ナントの状況」の「賃貸面積」欄において、以下同じとします。） 

（注3）「稼働率」欄には、平成21年12月31日現在における個々の不動産又は信託不動産の賃貸可能面積に占める賃貸面積の割合を記載しており、

小数点第二位を四捨五入しています。 

（注4）「テナント総数」欄において、マスターリース会社との間でマスターリース契約が締結されている場合、マスターリース会社が賃貸人と
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なることの同意を全てのエンドテナントより取得したものと仮定し、マスターリースの対象となる部分についてのテナント数は１とし

て記載しています。 

（注5）「月額契約賃料」欄には、原則として、平成21年12月31日現在において本投資法人、信託受託者又はマスターリース会社とエンドテナン

トとの間で締結されている賃貸借契約（賃料を月額で定めるもの）（但し、賃料がパススルー型でないマスターリース契約によりマス

ターリース会社に賃貸されている部分については、当該マスターリース契約とします。）に表示された月額賃料（共益費を含みますが、

月極駐車場等の附属施設の使用料は除きます。）の合計額（消費税等は含みません。）を記載し、千円未満を切り捨てています。但し、

第36興和ビル及び興和川崎東口ビルについてはエンドテナントから、また、ＮＨＫ名古屋放送センタービルについては共同事業者から、

それぞれ開示の同意が得られていないため記載していません。なお、合計額には、エンドテナント等から月額契約賃料の開示の同意が

得られていない物件にかかる月額契約賃料を含みます。また、平成21年12月31日時点において、３社のエンドテナントが賃料及び共益

費の支払いを遅延しています（延滞賃料及び共益費は、その支払期限の直後に入金済みのものを除き、合計約2,411千円）。なお、平成

19年10月中に賃貸借契約が終了し、同年12月16日付けで退去した元エンドテナント１社に対し本投資法人が保有する損害金等のうち、

退去時点の未払いの賃料等(合計約105,425千円)及び原状回復費用等(約26,770千円)については、すでに第３期に預り敷金の充当により

収益計上しています。また、平成22年２月に、同社の破産手続の廃止決定がなされ、確定しました。従いまして、同社に対する損害金

等のうち未回収の部分については預り敷金の残金額（合計約19,141千円）の限度でこれを充当し回収することとなります。なお、当該

充当金額（合計約19,141千円）については第８期に収益計上する予定です。 

（注6）「敷金・保証金の合計」欄には、原則として、平成21年12月31日現在において本投資法人、信託受託者又はマスターリース会社とエンド

テナントとの間で締結されている賃貸借契約（但し、賃料がパススルー型でないマスターリース契約によりマスターリース会社に賃貸

されている部分については、当該マスターリース契約とします。）に基づく賃借人の敷金・保証金等の同日現在における残高（返還不

要な部分がある場合には、当該金額控除後の金額）の合計額を記載し、千円未満を切り捨てています。但し、第36興和ビル及び興和川

崎東口ビルについてはエンドテナントから、また、ＮＨＫ名古屋放送センタービルについては共同事業者から、それぞれ開示の同意が

得られていないため記載していません。なお、合計額には、エンドテナント等から敷金・保証金の開示の同意が得られていない物件に

かかる敷金・保証金を含みます。 

 

 

Ｂ．稼働率等の推移 

本投資法人の第７期末保有資産における、平成18年12月末（第１期末）ないし平成21年12月末

（第７期末）の稼働率等の推移は以下のとおりです。 

 

 

平成18年 

12月末 

平成19年 

６月末 

平成19年 

12月末 

平成20年 

６月末 

平成20年 

12月末 

平成21年 

６月末 

平成21年 

12月末 

物件数 14 18 20 20 18 18 18

テナント

数の合計 
99 120 132 131 127 126 126

全賃貸可

能面積

(㎡) 

135,263.69 190,051.15 234,006.62 234,006.28 220,521.65 220,521.66 220,521.66

稼働率 98.5％ 98.2％ 95.3％ 95.1％ 95.2％ 98.5％ 97.0％
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（ホ）主要な不動産の物件に関する情報 

本投資法人の第７期末保有資産のうち、各当該資産から得られる総賃料収入が、第７期末保有

資産全ての総賃料収入の合計の10％以上を占める資産（以下「主要な不動産等資産」といいます。）

は、大森ベルポートＤ館及び興和川崎西口ビルの２物件です。 

これら主要な不動産等資産の概要（テナントの総数、総賃料収入、総賃貸面積、総賃貸可能面

積等）に関しては、前記「（ニ）テナント等の概要 Ａ．賃貸状況の概要」をご覧下さい。 

以下には、本投資法人が主要な不動産等資産を取得した日（平成18年６月29日又は平成19年10

月26日）以降の情報に基づき、第１期末ないし第７期末の稼働率の推移を記載しています。 

 平成18年 

12月末 

平成19年

６月末 

平成19年

12月末 

平成20年

６月末 

平成20年

12月末 

平成21年 

６月末 

平成21年

12月末 

興和川崎西口ビ

ル 
― ― 98.0％ 100.0％ 97.4％ 97.6％ 96.3％

大森ベルポート 

Ｄ館 
97.3％ 99.7％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 97.2％
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 （ヘ）主要なテナントに関する情報 

Ａ．主要なテナントの概要 

平成21年12月31日現在における主要なテナント毎の賃貸面積及び年間賃料総額等は下表のとお

りです。なお、ここで「主要なテナント」とは、当該テナントへの賃貸面積が、ポートフォリオ

全体の総賃貸面積の合計の10％以上を占めるものをいいます。また、ここに、「テナント」とは、

本投資法人又は信託受託者との間で直接の賃貸借契約が締結されている賃借人及びマスターリー

ス会社をいい、マスターリース会社から転貸を受けている転借人は含みません。従って、マスタ

ーリース会社との間でマスターリース契約が締結されている場合、マスターリース会社が賃貸人

となることの同意を全てのエンドテナントより取得したものと仮定し、マスターリース会社を主

要なテナントとして記載しています。これに対し、「エンドテナント」とは、本投資法人又は信

託受託者との間で直接の賃貸借契約が締結されている賃借人（マスターリース会社を除きます。）、

及びマスターリース会社との間で賃貸借契約が締結されている転借人を指します。 

 

 テナント名 業種 物件名称 
賃貸面積
（㎡） 
（注1） 

面積比率
（％） 
（注2） 

年間賃料総額 
（千円） 
（注3） 

賃料比率
（％）
（注4）

 
興和不動産 
株式会社 

不動産業 

第36興和ビル 
第28興和ビル 
興和川崎東口ビル 
ＪＥＩ本郷ビル 
第44興和ビル 
興和川崎西口ビル 

71,803.89 33.6 4,132,483 30.8

 
株式会社第一 
ビルディング 

不動産業 

大森ベルポートＤ館 
芝二丁目ビルディング 
ＪＥＩ浜松町ビル 
ＪＥＩ西本町ビル 
川崎日進町ビルディング 
ＪＥＩ両国ビル 

64,250.73 30.0 4,318,360 32.1

 主要なテナントの合計 136,054.62 63.6 8,450,844 62.9

 全体ポートフォリオ全体の合計 213,999.94 100.0
13,433,174 
（注5） 

100.0

（注1）テナントがマスターリース会社として転貸人となっている物件については、エンドテナントとの間の賃貸借契約に表示された

賃貸面積の合計を記載しています。なお、数値については小数点第三位を四捨五入して記載しています。 

（注2）「面積比率」欄には、原則として、平成21年12月31日現在における全体ポートフォリオ全体の賃貸面積合計に対する比率を、

小数点第二位を四捨五入して記載しています。 

（注3）「年間賃料総額」欄には、原則として、平成21年12月31日現在における賃貸借契約における月額賃料（共益費を含みますが、

駐車場やバイク置場等の付属設備の使用料は除きます。）を12倍して得られた金額を記載し、千円未満を切り捨てています。 

（注4）「賃料比率」欄には、原則として、平成21年12月31日現在における全体ポートフォリオ全体の年間賃料総額に対する比率を、

小数点第二位を四捨五入して記載しています。 

（注5）テナントから年間賃料の開示の同意が得られていない物件にかかる年間賃料を含む数値です。 
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Ｂ．主要なテナントへの賃貸条件 

<テナント名> 株式会社第一ビルディング 

物件 
番号 

物件名称     

契約期間満了日 平成22年6月28日 敷金・保証金(注) 
1,206,411

千円

契約更新の方法 
期間満了の3ヶ月前までに意思表示がなされなければ1
年間自動更新されます。 

Ⅰ-1 大森ベルポートＤ館 

その他特記事項 該当無し   

契約期間満了日 期間の定め無し 敷金・保証金(注) 
396,490

千円

契約更新の方法 該当無し 
Ⅰ-2 芝二丁目ビルディング 

その他特記事項 該当無し   

契約期間満了日 平成22年6月28日 敷金・保証金(注) 
329,051

千円

契約更新の方法 
期間満了の3ヶ月前までに意思表示がなされなければ1
年間自動更新されます。 

Ⅰ-3 ＪＥＩ浜松町ビル 

その他特記事項 該当無し   

契約期間満了日 平成22年3月27日 敷金・保証金(注) 
293,420

千円

契約更新の方法 
期間満了の3ヶ月前までに意思表示がなされなければ1
年間自動更新されます。 

Ⅱ-2 ＪＥＩ西本町ビル 

その他特記事項 該当無し   

契約期間満了日 平成24年4月29日 敷金・保証金(注) 
235,421

千円

契約更新の方法 
期間満了の1年前までに意思表示がなされなければ5年
間自動更新されます。 

Ⅲ-5 
川崎日進町ビルディング 
 

その他特記事項 該当無し   

契約期間満了日 平成22年6月27日 敷金・保証金(注) 
169,109

千円

契約更新の方法 
期間満了の3ヶ月前までに意思表示がなされなければ1
年間自動更新されます。 

Ⅲ-7 ＪＥＩ両国ビル 

その他特記事項 該当無し   
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<テナント名> 興和不動産株式会社 

物件 
番号 

物件名称     

契約期間満了日 平成22年6月26日 敷金・保証金(注) －

契約更新の方法 
期間満了の3ヶ月前までに意思表示がなされなければ1
年間自動更新されます。 

Ⅰ-5 第36興和ビル 

その他特記事項 該当無し   

契約期間満了日 平成22年6月26日 敷金・保証金(注) 
200,118

千円

契約更新の方法 
期間満了の3ヶ月前までに意思表示がなされなければ1
年間自動更新されます。 

Ⅰ-6 第28興和ビル 

その他特記事項 該当無し   

契約期間満了日 平成22年6月26日 敷金・保証金(注) －

契約更新の方法 
期間満了の3ヶ月前までに意思表示がなされなければ1
年間自動更新されます。 

Ⅲ-2 興和川崎東口ビル 

その他特記事項 該当無し   

契約期間満了日 平成22年6月28日 敷金・保証金(注) 
177,654

千円

契約更新の方法 
期間満了の3ヶ月前までに意思表示がなされなければ1
年間自動更新されます。 

Ⅲ-3 
ＪＥＩ本郷ビル 
 

その他特記事項 該当無し   

契約期間満了日 平成22年6月26日 敷金・保証金(注) 
113,827

千円

契約更新の方法 
期間満了の3ヶ月前までに意思表示がなされなければ1
年間自動更新されます。 

Ⅲ-6 第44興和ビル 

その他特記事項 該当無し   

契約期間満了日 平成22年10月25日 敷金・保証金(注) 
1,399,425

千円

契約更新の方法 
いずれかの当事者が契約期間満了前の3ヶ月前までに、
書面による別段の意思表示をしない場合には、さらに1
年間更新され、以降も同様の扱いとする。 

Ⅲ-9 興和川崎西口ビル 

その他特記事項 該当無し   
      
（注）「敷金・保証金」欄には、原則として、平成21年12月31日現在において、本投資法人、信託受託者又はマスターリース会社とエンドテナ

ントとの間で締結されている賃貸借契約に基づく賃借人の敷金・保証金等の残高（返還不要な部分がある場合には、当該金額控除後の金

額）の合計額を記載し、千円未満を切り捨てています。但し、第36興和ビル及び興和川崎東口ビルについては、エンドテナントから敷金・

保証金の開示の同意が得られていないため記載していません。 
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Ｃ．主要なエンドテナントの状況 

平成21年12月31日現在における主要なエンドテナントの状況は下表のとおりです。なお、こ

こで「主要なエンドテナント」とは、特定のエンドテナントに対する賃貸面積（第7期末保有

資産の複数を同一のテナントが賃借している場合は、その賃貸面積の合計）が全賃貸面積に占

める割合の高い順に5位までのテナントを指します。 

テナント名 業種 物件名称 賃貸面積（㎡） 
面積比率 
(％) 

東芝情報システム株式会社 情報通信業 興和川崎東口ビル 18,612.72 8.7

全国共済農業協同組合連合会 保険業 興和川崎西口ビル 18,206.18 8.5

ロシュ・ダイアグノスティックス
株式会社 

製造業 芝二丁目ビルディング 9,284.18 4.3

株式会社富士通ソーシアル 
サイエンスラボラトリ 

情報通信業 武蔵小杉タワープレイス 8,680.74 4.1

富士通ネットワーク 
ソリューションズ株式会社 

情報通信業 川崎日進町ビルディング 7,259.45 3.4

主要なエンドテナントの合計 62,043.27 29.0

ポートフォリオ全体の合計 213,999.94 100.0

（注）海老名プライムタワーの一部については、同物件のプロパティ・マネジメント会社である株式会社海老名第一ビルディングをマスターリ

ース会社とするマスターリース契約が締結されています。同社は賃借した部分（合計9,786.77㎡）を転貸せず、株式会社ホテルオークラ

及び株式会社ルネサンス(旧株式会社ディックルネサンス)との間で業務委託契約を締結して、当該部分でホテル及びスポーツクラブを運

営しています。これらの業務委託先は、主要なエンドテナントには該当しませんが、その運営を行う部分の面積が大きいことから、ここ

に注記しています。 
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③【その他投資資産の主要なもの】 

不動産を主な信託財産とする信託受益権は前記「②投資不動産物件」に一括表記しており、同項

記載以外に本投資法人によるその他投資資産の組入れはありません。 
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（３）【運用実績】 

①【純資産等の推移】 

第７期計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口１口当たりの純

資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び１口当たり純資産額につ

いて、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。 

年月日 
総資産額 

（百万円） 

純資産総額 

（百万円） 

１口当たり純資産額

（円） 

第２期計算期間末 

（平成19年６月30日） 

156,291 

（154,051） 

69,813 

（67,574） 

517,906 

（501,292） 

第３期計算期間末 

（平成19年12月31日） 

205,486 

（203,065） 

89,292 

（86,871） 

577,758 

（562,095） 

第４期計算期間末 

（平成20年６月30日） 

206,079 

（203,418） 

89,655 

（86,994） 

580,107 

（562,889） 

第５期計算期間末 

（平成20年12月31日） 

195,929 

（192,774） 

90,019 

（86,863） 

582,458 

（562,041） 

第６期計算期間末 

（平成21年６月30日） 

195,145 

（192,703） 

89,363 

（86,920） 

578,215 

（562,413） 

第７期計算期間末 

（平成21年12月31日） 

195,040 

（192,554） 

89,450 

（86,964） 

578,780 

（562,695） 

（注）総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。 

（注）括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。 

 

  また、本投資口の取引所価格の推移は以下のとおりです。 

期別 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 

決算年月
平成19年 

６月 

平成19年 

12月 

平成20年 

６月 

平成20年 

12月 

平成21年 

６月 

平成21年 

12月 

最高（円） 1,400,000 1,090,000 859,000 535,000 413,000 490,000

 

計算期間別 

最高・最低 

投資口価格 

最低（円） 761,000 837,000 501,000 254,000 298,000 388,000
 

月別 
平成21年 

７月 

平成21年 

８月 

平成21年 

９月 

平成21年 

10月 

平成21年 

11月 

平成21年 

12月 

最高（円） 461,000 472,000 490,000 475,000 426,000 431,000

最低（円） 396,000 435,000 432,000 403,000 388,000 407,000

 

当期の月別 

最高・最低 

投資口価格 

及び出来高 
出来高（口） 7,518 6,370 7,152 7,777 5,084 5,726

（注）本投資口は、平成18年６月27日に東京証券取引所不動産投資信託市場に上場しました。 

（注）最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。 

 

②【分配の推移】 

計算期間 
分配総額 

（百万円） 

１口当たり分配金 

（円） 

１口当たりの 

利益超過分配額（円）

第２期 
自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日 
2,239 16,614 ― 

第３期 
自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日 
2,420 15,663 ― 

第４期 
自 平成20年１月１日 

至 平成20年６月30日 
2,661 17,218 ― 

第５期 
自 平成20年７月１日 

至 平成20年12月31日 
3,155 20,418 ― 

第６期 
自 平成21年１月１日 

至 平成21年６月30日 
2,442 15,802 ― 

第７期 
自 平成21年７月１日 

至 平成21年12月31日 
2,485 16,085 ― 
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③【自己資本利益率（収益率）の推移】 

計算期間 自己資本利益率 （年換算値） 

第２期 
自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日 
3.2％ （6.5％） 

第３期 
自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日 
3.0％ （6.0％） 

第４期 
自 平成20年１月１日 

至 平成20年６月30日 
3.0％ （6.0％） 

第５期 
自 平成20年７月１日 

至 平成20年12月31日 
3.5％ （7.0％） 

第６期 
自 平成21年１月１日 

至 平成21年６月30日 
2.7％ （5.5％） 

第７期 
自 平成21年７月１日 

至 平成21年12月31日 
2.8％ （5.5％） 

（注）自己資本利益率＝当期純利益／{（期首純資産額＋期末純資産額）÷２}×100    

（注）第２期は当該計算期間である181日（自平成19年１月１日 至平成19年６月30日）により、第３期は当該計算期間である184日

（自平成19年７月１日 至平成19年12月31日）により、第４期は当該計算期間である182日（自平成20年１月１日 至平成20年６月

30日）により、第５期は当該計算期間である184日（自平成20年７月１日 至平成20年12月31日）により、第６期は当該計算期間で

ある181日（自平成21年１月１日 至平成21年６月30日）により、第７期は当該計算期間である184日（自平成21年７月１日 至平成

21年12月31日）により年換算値を算出しています。 
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第二部【投資法人の詳細情報】 
 

第１【投資法人の追加情報】 
 

１【投資法人の沿革】 

 平成18年２月16日 設立企画人（ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社） 

による投信法第69条に基づく設立にかかる届出 

 平成18年２月20日 投信法第166条に基づく設立の登記、本投資法人の成立 

 平成18年２月21日 投信法第188条に基づく登録の申請 

 平成18年３月15日 投信法第187条に基づく内閣総理大臣による登録の実施 

（登録番号 関東財務局長 第52号） 

 平成18年５月10日 

平成18年６月27日 

規約の変更 

東京証券取引所に上場 

 平成19年10月５日 規約の変更 

 平成21年10月22日 規約の変更 

２【役員の状況】 

 本書の日付現在における役員の状況は以下のとおりです。 

   （本書の日付現在）

役職名 氏名 主要略歴 所有投資口数

  昭和49年４月 株式会社日本興業銀行 入行   

  平成８年６月 同行 証券営業部副部長  

  平成10年２月 同行 難波支店長  

  平成12年９月 株式会社みずほホールディングス 

個人業務部長 

 

平成14年６月 興和不動産株式会社 総務本部関係会社室長 
執行役員 戸田 千史 

平成16年７月 同社 執行役員ビル事業本部営業統括部長 
０ 

  平成20年９月 同社 参与  

  平成21年３月 ジャパンエクセレントアセットマネジメント

株式会社 代表取締役社長（現職）  

 

  平成21年11月 ジャパンエクセレント投資法人 

執行役員（現職） 

 

  

昭和51年８月 デロイト・ハスキンズアンドセルズ 

会計士事務所（現有限責任監査法人トーマツ）

勤務 

 

  昭和56年１月 横浜関内監査法人（現あずさ監査法人）勤務  

 

 

監督役員 

 

 

坂上 誠 

昭和59年８月 中央クーパース・アンド・ライブランド 

コンサルティング株式会社 

（現ＩＢＭビジネスコンサルティングサービ

ス株式会社）勤務 

 

 

０ 

  平成２年12月 同社 パートナー  

  平成12年７月 公認会計士坂上誠事務所 開設（現職）  

  平成16年６月 株式会社トーモク 監査役（現職）  

  平成18年２月 ジャパンエクセレント投資法人 

監督役員（現職） 

 

  平成21年６月 株式会社主婦の友社 取締役（現職）  
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役職名 氏名 主要略歴 所有投資口数

  昭和36年４月 運輸省（現国土交通省） 入省  

  昭和40年10月 アンダーソン・毛利・ラビノウイッツ 

法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常 

法律事務所）勤務 

 

  昭和47年１月 同 パートナー  

  昭和57年３月 ローヌ・プーラン ジャパン株式会社 

（現ローディア ジャパン株式会社） 

取締役（現職） 

 

監督役員 長濱 毅 

平成10年２月 ステート・ストリート投信投資顧問株式会社

（現ステート・ストリート・グローバル・ア

ドバイザーズ株式会社）監査役（現職） 

０ 

  平成16年４月 ガンブロ株式会社 監査役（現職）  

  平成16年４月 株式会社シーイーシー 監査役（現職）  

  平成16年６月 富士電機ホールディングス株式会社 

監査役（現職） 

 

  平成18年２月 ジャパンエクセレント投資法人 

監督役員（現職） 

 

  平成21年１月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 

顧問（現職） 

 

  昭和53年４月 財団法人日本不動産研究所 勤務  

  平成４年４月 明海大学 不動産学部 専任講師  

  
平成６年８月 ケンブリッジ大学 土地経済学部  

客員研究員（1年間） 
 

  平成８年４月 明海大学 不動産学部 助教授  

  平成10年４月 中央大学 経済学部 非常勤講師（現職）  

平成10年９月 放送大学 客員教授（3年6ヶ月間） 
監督役員 

 
前川 俊一 

 
平成11年４月 明海大学 不動産学部 教授（現職） 

０ 
 

  平成11年４月 亜細亜大学 経済学部 非常勤講師（現職）  

  
平成15年４月 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 

招聘教授（3年間） 
 

  
平成19年11月 ジャパンエクセレント投資法人 監督役員

（現職） 
 

  平成20年４月 財団法人土地情報センター 理事（現職）  
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３【その他】 

(1）役員の変更 

 執行役員及び監督役員は、法令に別段の定めのない限り、投資主総会の決議によって選任され

ます（投信法第72条、第96条、規約第16条第１項）。 

 執行役員及び監督役員の任期は、就任後２年です（規約第16条第２項）。但し、補欠又は増員

のために選任された執行役員及び監督役員の任期は、前任者又は在任者の残存期間と同一としま

す（規約第16条第２項但書）。 

 執行役員及び監督役員の解任は、投資主総会において、発行済投資口の過半数の投資口を有す

る投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもってこれを行う必要があります（投

信法第106条）。執行役員又は監督役員の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは規約に

違反する重大な事実があったにもかかわらず、投資主総会において当該執行役員又は監督役員を

解任する旨の議案が否決されたときは、発行済投資口の100分の３以上の口数の投資口を有する投

資主（６ヶ月前より引き続き当該投資口を有する者に限ります。）は、30日以内に、訴えをもっ

て当該執行役員又は監督役員の解任を請求することができます（投信法第104条第３項、会社法第

854条第１項第２号）。 

 

(2）規約の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項 

① 規約等の重要事項の変更 

 本投資法人は、平成21年10月22日開催の第３回投資主総会において、投信法その他投資法人 

に関わる法令が整備・改正されたこと等に伴い関係法令と規約の字句統一をはじめとする規約 

変更を行いました。なお、規約の変更手続については後記「第３ 管理及び運営 １ 資産管理等 

の概要 （５）その他 ③規約の変更に関する手続」をご参照下さい。 

 

② 事業譲渡又は事業譲受 

 該当事項はありません。 

 

③ 出資の状況その他の重要事項 

 該当事項はありません。 

 

(3）訴訟事件その他投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実 

 本書の日付現在、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はあ

りません。 
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第２【手続等】 
 

１【申込（販売）手続等】 

   該当事項はありません。 

 

２【買戻し手続等】 

 本投資法人は、クローズド・エンド型であり、投資主の請求による投資口の払戻しを行わないた

め（規約第５条）、該当事項はありません。 

 本書の日付現在、本投資口は東京証券取引所に上場されており、東京証券取引所を通じて売買す

ることができます。また、東京証券取引所外で本投資口を譲渡することもできます。 
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第３【管理及び運営】 
 

１【資産管理等の概要】 

（１）【資産の評価】 

① １口当たりの純資産額の算出 

 本投資法人が発行する投資口の１口当たりの純資産額は、後記「（４）計算期間」記載の決

算期毎に、以下の算式にて算出します。 

 １口当たりの純資産額 ＝（総資産の資産評価額－負債総額）÷ 発行済投資口総数 

 

② 資産評価の方法 

 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、投資法人の計算に関する規則（平成18年内閣府令

第47号。）、投資信託協会制定の不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則、同協会が

定めるその他の諸規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、以下のとおり

運用資産の種類毎に定めます（規約第31条）。 

 

（イ）不動産、不動産の賃借権及び地上権（規約第27条第１項第１号、第２号①又は②に定める

もの） 

 取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却額の算

定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法により算定します。但し、設備等につ

いては正当な事由により採用した方法による評価が適当ではなくなった場合であり、かつ投

資者保護上問題ないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法に変更することができ

るものとします。 

 

（ロ）不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権（規約第27条第１項第２号③

に定めるもの） 

 信託財産が（イ）に掲げる資産の場合は（イ）に従った評価を行い、金融資産の場合は一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から

負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。 

 

（ハ）信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用すること

を目的とする金銭の信託の受益権（規約27条第１項第２号④に定めるもの） 

 信託財産の構成資産が（イ）に掲げる資産の場合は、（イ）に従った評価を行い、金融資

産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これら

の合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。 

 

（ニ）不動産に関する匿名組合出資持分（規約第27条第１項第２号⑤に定めるもの） 

 匿名組合出資持分の構成資産が（イ）ないし（ハ）に掲げる資産の場合は、それぞれに定

める方法に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の

持分相当額を算定した価額とします。 

 

（ホ）不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信

託の受益権（規約第27条第１項第２号⑥に定めるもの） 

 信託財産である匿名組合出資持分について（ニ）に従った評価を行った上で、これらの合
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計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とします。 

 

（ヘ）有価証券等（規約第27条第１項第３号、第２項第１号②及び③に定めるもの） 

原則として時価をもって評価します。但し、時価を把握することが極めて困難と認められ

る有価証券については、取得原価又は償却原価法に基づいて算定された価額をもって評価す

ることができるものとします。 

 

（ト）金銭債権（規約第27条第２項第１号④に定めるもの） 

 取得価額から、貸倒引当金を控除した価格とします。但し、債権を債権金額より低い価額

又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と

認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価格と

します。 

 

（チ）金銭の信託の受益権（規約第27条第２項第１号⑤に定めるもの） 

 信託財産の構成資産が（ヘ）、（ト）又は（ヌ）の場合は、それぞれに定める方法に従っ

て評価し、それらの合計額をもって評価するものとします。 

 

（リ）デリバティブ取引に係る権利（規約第27条第２項第２号に定めるもの） 

Ａ．取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務 

 基準日における当該取引所の最終価格（終値、終値がなければ気配値（公表された売り

気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲

値））に基づき算出した価額により評価します。なお、基準日において最終価格がない場

合には、基準日前直近における最終価格に基づき算出した価額により評価します。 

 

Ｂ．取引所の相場がない非上場のデリバティブ取引により生じる債権及び債務 

 市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額。なお、時価評価にあ

たっては、最善の見積り額を使用するものとしますが、公正な評価額を算定することが極

めて困難と認められる場合には、取得価額により評価します。 

 

Ｃ．一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によりヘッジ取引と認められるものについ

てはヘッジ会計が適用できるものとします。 

- 128 -



 

 

 

（ヌ）その他 

 上記に定めがない場合は、投資信託協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準により付されるべき評価額をもって評価します。ま

た、上記の定めに関わらず、運用資産の経済的実態に即し、社団法人投資信託協会の評価規

則又は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準により評価をすべき場合には、その評価

額をもって評価します。 

 

③ 資産運用報告等に価格を記載する目的で、上記②と異なる方法で評価する場合には、下記の

ように評価するものとします（規約第31条第２項）。 

（イ）不動産、不動産の賃借権及び地上権 

原則として、不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額 

（ロ）不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権及び不動産に関する匿名組合

出資持分 

 信託財産又は匿名組合の構成資産が上記（イ）に掲げる資産の場合は上記（イ）に従った

評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価をした

上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託受益権

の持分相当額を算定した価額 

 

④ 資産評価の基準日は、本投資法人の各決算期としますが、規約第27条第１項第３号及び第２

項に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末としま

す（規約第31条第３項）。 

 

⑤ 公表方法 

 １口当たりの純資産額については、注記表に記載されることになっています（投資法人の計

算に関する規則第57条、第68条）。貸借対照表を含む計算書類等は、各営業期間毎に作成され

（投信法第129条）、役員会により承認された場合には遅滞なく投資主に対してその旨が通知さ

れ、承認済みの計算書類等が会計監査報告とともに投資主に提供されます（投信法第131条）。 

 

（２）【保管】 

 本投資法人の投資口は振替投資口（振替法第226条に定義されます。）となっており、投資証

券を発行することができません。既に発行された投資証券は株式等の取引に係る決済の合理化

を図るための社債等の振替に関する法律の一部を改正する法律（平成16年法律第88号）の施行

日である平成21年１月５日において無効となっております（振替法第227条第３項）。投資口の

新規発行及び権利の移転は全て振替法に従い、振替口座簿への記録によって行われることとな

り、投資主は加入者として口座管理機関に投資口を記録するための口座を開設し、維持する必

要があります。投資主は、振替機関が振替法第３条１項の指定を取り消された場合若しくは当

該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は

投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときは、本投資法人に対し、投資証券の発行

を請求することができます。 

 

（３）【存続期間】 

規約に存続期間の定めはありません。 
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（４）【計算期間】 

 本投資法人の計算期間は、毎年１月１日から６月末日まで及び７月１日から12月末日までと

し、各計算期間の末日をそれぞれ決算期とします。但し、本投資法人の第１期の計算期間は、

本投資法人成立の日（平成18年２月20日）から平成18年12月末日までとします（規約第32条）。 

 

（５）【その他】 

① 増減資に関する制限 

（イ）投資口の追加発行 

 本投資法人の発行可能投資口総口数は、2,000,000口とします（規約第６条第１項）。本投

資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その

発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます。投資口の追加発行における募

集投資口（当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てられる

投資口をいいます。）１口と引換えに払い込む金銭の額は、本投資法人の保有する資産の内

容に照らして公正な金額として執行役員が定め、役員会が承認した金額とします（規約第６

条第３項）。 

 

（ロ）国内における募集 

 本投資法人が発行する投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の

発行価額の占める割合は、100分の50を超えることとします（規約第６条第２項）。 

 

（ハ）最低純資産額の変更 

 本投資法人は、5,000万円を最低純資産額とします（規約第８条）。なお、投信法第67条第

４項により、現在のところ5,000万円を下回る額を最低純資産額とする規約変更はできません。 

 

② 解散事由 

 本投資法人における解散事由は以下のとおりです（投信法第143条）。 

（イ）規約で定めた存続期間の満了又は解散の事由の発生（なお、規約において存続期間又は解

散事由の定めはありません。） 

（ロ）投資主総会の決議 

（ハ）合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。) 

（ニ）破産手続開始の決定 

（ホ）解散を命ずる裁判 

（ヘ）投信法第187条の登録の取消し 

 

③ 規約の変更に関する手続 

 規約を変更するには、投資主総会において、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主

が出席し、出席した当該投資主の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって、規約の変更に

関する議案が可決される必要があります（投信法第140条、第93条の２第２項第３号）。但し、

書面による議決権行使及び議決権の代理行使が認められていること、及び投資主総会に出席せ

ず、かつ、議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなされる場合があることにつき、

後記「３ 投資主・投資法人債権者の権利 （１）投資主の権利 ① 投資主総会における議

決権」をご参照下さい。 

 役員会において規約の変更が決定された場合には、東京証券取引所規則に従ってその旨が開

示される他、投資主総会において規約の変更が決議され、かかる規約の変更が、運用に関する
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基本方針、投資制限又は金銭の分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取

引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金融

商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。 

 本投資法人の登録申請書記載事項が変更された場合には、関東財務局に対し変更内容の届出

が行われます（投信法第191条）。 

 

④ 関係法人との契約の更改等に関する手続 

 本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における当該契約の期間、更新、解約、

変更等に関する規定の概要は、以下のとおりです。 

（イ）本資産運用会社との間の資産運用委託契約 

Ａ．契約期間 

 資産運用委託契約は、本投資法人が投資法人として投信法第189条に基づき登録がなされ

た日に効力を生ずるものとし、その有効期間は効力発生の日（平成18年３月15日）から１

年間とします。但し、期間満了の３ヶ月前までに双方いずれからも書面による別段の申出

がないときは、さらに従前と同一条件にて自動的に１年間延長されるものとし、以後も同

様とします。 

 

Ｂ．契約期間中の解約に関する事項 

（ⅰ）本投資法人又は本資産運用会社は、相手方に対し、３ヶ月前までに書面をもって解約

の予告をし、本投資法人は投資主総会の承認を得た上で、本資産運用会社は本投資法人

の同意を得た上で、当該契約を解約することができます。 

 

（ⅱ）上記（ⅰ）の記載にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由の

一つにでも該当する場合には、役員会の決議により当該契約を解約することができるも

のとします。 

ａ．本資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき 

ｂ．上記ａ．に掲げる場合の他、資産の運用にかかる業務を引続き委託することに堪え

ない重大な事由があるとき 

 

（ⅲ）本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合、当該契

約を解約しなければなりません。この場合、本資産運用会社は当該契約の解約に同意す

るものとします。 

ａ．金融商品取引業者でなくなったとき 

ｂ．投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき 

ｃ．解散したとき 

 

Ｃ．契約の内容の変更に関する事項 

 本投資法人及び本資産運用会社は、書面による合意により当該契約を変更することがで

きます。 

 

Ｄ．解約又は契約の変更の開示方法 

 当該契約が解約され、資産運用会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づい

て本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。 

 また当該契約の概要が変更された場合には、関東財務局に対し変更内容の届出が行われ
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ます（投信法第191条）。 

 

（ロ）一般事務受託者（みずほ信託銀行株式会社）との間の一般事務委託契約 

Ａ．契約期間 

 一般事務委託契約の有効期間は、契約締結の日（平成18年２月20日）から３年間としま

す。但し、かかる有効期間の満了予定日の３ヶ月前までに、当事者のいずれか一方からそ

の相手方に対して、有効期間の満了予定日をもって契約を解除する旨の書面による通知が

なされなかったときは、当該契約の有効期間は自動的に期間満了の日の翌日よりさらに１

年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、かかる契約解除の通知があったと

きは、現行の有効期間の満了をもって当該契約は終了します。 

 

Ｂ．契約期間中の解約に関する事項 

 前記Ａ．にかかわらず、以下のそれぞれに掲げる場合には、当該契約を解除することが

できます。 

 

（ⅰ）当事者が、書面により当該契約解除に合意した場合。この場合、当該契約は当事者が

合意して指定した日に終了します。 

 

（ⅱ）当事者のいずれか一方が当該契約に違反し、当該契約の履行に重大な支障を及ぼすと

認められるときに、相手方が書面にてその違反を通告してから30日間以内に違反した当

事者が同違反を是正しない場合。なおこの場合、当該契約は同30日間の経過後に解除す

ることができます。 

 

（ⅲ）当事者のいずれか一方に、解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更

生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申

立があったとき。又は、当事者のいずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引

停止処分、又は、差押え、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、そ

の相手方は当該契約を直ちに解除することができます。 

 

Ｃ．契約の内容の変更に関する事項 

 本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、当該契約の各条項の定めを

変更することができます。変更にあたっては関係法令との整合性及び本投資法人の規約と

の整合性及び準則性を遵守するものとし、書面をもって行うものとします。 

 

Ｄ．契約の変更の開示方法 

 当該契約の概要が変更された場合には、関東財務局に変更内容が届け出られます（投信

法第191条）。 

 

（ハ）投資主名簿等管理人（みずほ信託銀行株式会社）との間の投資口事務委託契約 

Ａ．契約期間 

 投資口事務委託契約の有効期間は、契約締結の日（平成20年12月17日）から１年間とし

ます。但し、かかる有効期間満了予定日の６ヶ月前までに、当事者のいずれか一方からそ

の相手方に対して、有効期間の満了予定日をもって契約を解除する旨の書面による通知が

なされなかったときは、当該契約の有効期間は自動的に期間満了の日の翌日よりさらに１
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年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、かかる契約解除の通知があったと

きは、当該通知が相手方に到達した日から３ヶ月経過後最初に開催される本投資法人の投

資主総会終結の時に、当該契約は終了します。 

 

Ｂ．契約期間中の解約に関する事項 

 前記Ａ．にかかわらず、以下のそれぞれに掲げる場合には、当該契約を解除することが

できます。 

 

（ⅰ）当事者が、書面により当該契約解除に合意した場合。この場合、当該契約は当事者が

合意して指定した日に終了します。 

 

（ⅱ）当事者のいずれか一方が当該契約に違反し、当該契約の履行に重大な支障を及ぼすと

認められるときに、相手方が書面にてその違反を通告してから30日間以内に違反した当

事者が同違反を是正しない場合。 

 

（ⅲ）当事者のいずれか一方に、手形交換所の取引停止処分、支払いの停止又は破産手続開

始、再生手続開始、特別清算開始若しくは更生手続開始の申立等により信用状態が著し

く不安定になり、当該契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められる場合。なおこの場

合、相手方は当該契約を直ちに解除することができます。 

 

Ｃ．契約の変更の開示方法 

 当該契約が解約され、投資主名簿等管理人の異動があった場合には、金融商品取引法に

基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。 

 また、当該契約の概要が変更された場合には、関東財務局に対して変更内容の届出が行

われます（投信法第191条）。 

 

（ニ）特別口座管理機関（みずほ信託銀行株式会社）との間の特別口座管理契約 

Ａ．契約期間 

 特別口座管理契約の有効期間は、契約締結の日（平成20年12月17日）から１年間（但し

当該契約に基づく委託事務の開始は平成21年１月５日から）とします。但し、かかる有効

期間満了予定日の６ヶ月前までに、当事者のいずれか一方からその相手方に対して、有効

期間の満了予定日をもって契約を解除する旨の書面による通知がなされなかったときは、

当該契約の有効期間は自動的に期間満了の日の翌日よりさらに１年間延長されるものとし、

以後も同様とします。なお、かかる契約解除の通知があったときは、当該通知が相手方に

到達した日から３ヶ月経過後最初に開催される本投資法人の投資主総会終結の時に、当該

契約は終了します。 

 

Ｂ．契約期間中の解約に関する事項 

 前記Ａ．にかかわらず、以下のそれぞれに掲げる場合には、当該契約を解除することが

できます。 

 

（ⅰ）特別口座の加入者が存在しなくなった場合。この場合、特別口座管理機関は、速やか

にすべての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了した時に終了します。但し、本

投資法人及び特別口座管理機関の合意により、継続することができるものとします。 
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（ⅱ）振替法に定めるところにより、本投資法人の発行するすべての振替投資口が振替機関

によって取り扱われなくなった場合。この場合、特別口座管理機関は、速やかにすべて

の特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了した時に終了します。 

 

（ⅲ）当事者のいずれか一方が当該契約に違反し、当該契約の履行に重大な支障を及ぼすと

認められるときに、相手方が書面にてその違反を通告してから30日間以内に違反した当

事者が同違反を是正しない場合。この場合、当該通知において指定された日（当該通知

到達の日から30日経過した後のいずれかの日）、指定がない場合は当該通知到達の日か

ら30日経過した日に終了します。 

 

（ⅳ）本投資法人及び特別口座管理機関の間に事務委託契約（投資口事務委託契約）が締結

されており、当該事務委託契約について契約の終了事由又は特別口座管理機関が解約権

を行使しうる事由が発生したときに、特別口座管理機関が特別口座管理契約の解約を本

投資法人に文書で通知した場合。この場合、当該通知において指定された日（当該通知

到達の日から30日経過した後のいずれかの日）、指定がない場合は当該通知到達の日か

ら30日経過した日に終了します。但し、当該契約の終了事由が、本投資法人の手形交換

所の取引停止処分、支払いの停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始

若しくは会社更生手続開始の申立等により信用状態が著しく不安定になり、当該契約の

履行に重大な支障を及ぼすと認められる場合には、当該契約を直ちに解除することがで

きます。 

 

（ⅴ）本投資法人及び特別口座管理機関の間に事務委託契約（投資口事務委託契約）が締結

されていない場合で、当事者のいずれか一方が、手形交換所の取引停止処分、支払いの

停止又は破産手続き開始、民事再生手続開始、特別精算開始若しくは会社更生手続開始

の申立等により信用状態が著しく不安定になり、特別口座管理契約の履行に重大な支障

を及ぼすと認められる場合には、特別口座管理契約を直ちに解約することができます。 

 

（ⅵ）経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等が生じたにもかかわらず、本投資法人

及び特別口座管理機関の間で口座管理事務手数料の変更の協議が整わなかったとき、特

別口座管理機関が特別口座管理契約の解約を本投資法人に文書で通知した場合。この場

合、当該通知において指定された日（当該通知到達の日から30日経過した後のいずれか

の日）、指定がない場合は当該通知到達の日から30日経過した日に終了します。 

 

Ｃ．契約の内容の変更に関する事項 

 当該契約について、法令の変更又は監督官庁及び振替機関の指示、その他契約の変更が

必要な事由が生じた場合には、当事者は協議の上、当該契約の各条項の定めを変更するこ

とができます。 

 

Ｄ．契約の変更の開示方法 

 当該契約の概要が変更された場合には、関東財務局に対して変更内容の届出が行われま

す（投信法第191条）。 
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（ホ）投資法人債に関する一般事務受託者（株式会社みずほコーポレート銀行）との間の第1回無

担保投資法人債財務及び発行・支払代理契約 

Ａ．契約期間 

 契約期間の定めはありません。 

 

Ｂ．契約期間中の解約に関する事項 

 契約期間中の解約に関する定めはありません。 

 

Ｃ．契約の内容の変更に関する事項 

 契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、そのつど本投資法人及び投資

法人債に関する一般事務受託者は相互にこれに関する協定を行います。 

 

Ｄ．契約の変更の開示方法 

 当該契約の概要が変更された場合には、関東財務局に対して変更内容の届出が行われま

す（投信法第191条）。 

 

 

（ヘ）資産保管会社（みずほ信託銀行株式会社）との間の資産保管業務委託契約 

Ａ．契約期間 

 資産保管業務委託契約の有効期間は、契約締結の日（平成18年２月20日）から３年間と

します。但し、かかる有効期間の満了予定日の３ヶ月前までに、当事者のいずれか一方か

らその相手方に対して、有効期間の満了予定日をもって当該契約を解除する旨の書面によ

る通知がなされなかったときは、当該契約の有効期間は自動的に期間満了の日の翌日より

さらに１年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、かかる契約解除の通知が

あったときは、現行の有効期間の満了をもって当該契約は終了します。 

 

Ｂ．契約期間中の解約に関する事項 

 前記Ａ．にかかわらず、以下のそれぞれに掲げる場合には、当該契約を解除することが

できます。 

 

（ⅰ）当事者が、書面により当該契約解除に合意した場合。この場合、当該契約は本投資法

人及び資産保管会社が合意して指定した日に終了します。 

 

（ⅱ）当事者のいずれか一方が当該契約に違反し、当該契約の履行に重大な支障を及ぼすと

認められるときに、相手方が書面にてその違反を通告してから30日間以内に違反した当

事者が同違反を是正しない場合。なおこの場合、当該契約は同30日間の経過後に解除す

ることができます。 

 

（ⅲ）当事者のいずれか一方に、解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更

生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申

立があったとき。若しくは、当事者のいずれか一方が、支払停止、手形交換所における

取引停止処分、又は、差押え、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、

その相手方は当該契約を直ちに解除することができます。 
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Ｃ．契約の内容の変更に関する事項 

 当事者は、互いに協議し合意の上、当該契約の各条項の定めを変更することができます。

変更にあたっては関係法令との整合性及び本投資法人の規約との整合性並びに準則性を遵

守するものとし、書面をもって行うものとします。 

 

Ｄ．契約の変更の開示方法 

 当該契約が解約され、資産保管会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づい

て本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。 

 また、投信法上、当該契約の概要の変更は、特に関東財務局に対する届出事項とされて

おりません。なお、資産保管会社の異動があった場合には、関東財務局に届出が行われま

す（投信法第191条）。 

 

（ト）会計監査人（新日本有限責任監査法人）との間の監査契約 

  

会計監査人は、投資主総会の決議により選任します（投信法第96条、規約第22条）。会計

監査人の任期は、就任後１年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会

の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされな

かったときは、その投資主総会において再任されたものとみなします（投信法第103条、規

約第23条）。なお、会計監査人が欠けた場合又は規約で定めた会計監査人の員数が欠けた場

合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、役員会は一時会計監査人の職務を

行うべき者を選任しなければならないとされています（投信法第108条第３項）。 

 

⑤ 公告の方法 

 本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います（規約第４条）。 
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２【利害関係人との取引制限】 

(1）法令に基づく制限 

①利害関係人等との取引 

 資産運用会社の行う取引については金融商品取引法の定めにより一定の制限が課せられていま

す。かかる制限の中でも資産運用会社の利害関係人との取引に関する制限として以下のものが

含まれます。 

 

（イ）資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容

とした運用を行うこと（金融商品取引法第42条の２第１号）。但し、投資者の保護に欠け、

若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし

て業府令第128条で定めるものを除きます。 

 

（ロ）資産運用会社が特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指

数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は登録投資法人以外の第三者の利益を図る目

的をもって、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと（金融商品

取引法第42条の２第３号）。 

 

（ハ）資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引

を行うことを内容とした運用を行うこと（業府令第128条各号に掲げる行為を除きます。）

（金融商品取引法第42条の２第７号及び業府令第130条第１項第１号）。 

 

（ニ）自己又は第三者の利益を図るため、登録投資法人の利益を害することとなる取引を行うこ

とを内容とした運用を行うこと（金融商品取引法第42条の２第７号及び業府令第130条第１

項第２号）。 

 

（ホ）第三者（資産運用会社の親法人等及び子法人等を含みます。）の利益を図るため、その行

う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認めら

れる取引を行うことを内容とした運用を行うこと（金融商品取引法第42条の２第７号及び業

府令第130条第１項第３号並びに金融商品取引法第44条の３第１項第３号）。 

 

（ヘ）他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと（金融商品取

引法第42条の２第７号及び業府令第130条第１項第４号）。 

 

（ト）有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付け

をすることを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと（金融商品取引法第42

条の２第７号及び業府令第130条第１項第５号）。 

 

（チ）以下に掲げる者が有価証券の引受け等を行っている場合において、当該者に対する当該有

価証券の取得又は買付けの申込みの額が当該者が予定していた額に達しないと見込まれる状

況の下で、当該者の要請を受けて、当該有価証券を取得し、又は買い付けることを内容とし

た運用を行うこと（金融商品取引法第42条の２第７号及び業府令第130条第１項第９号）。 

Ａ．資産運用会社の関係外国法人等 

Ｂ．直近２事業年度において業府令に定める行為を行った運用財産に係る有価証券の合計額

が当該２事業年度において発行された運用財産に係る有価証券の額の100分の50を超え
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る者 

 

② 利益相反のおそれがある場合の書面の交付 

 資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の

運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定

資産（投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下、本②にお

いて同じ意味で用います。）の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投

信法施行規則で定めるところにより、当該取引にかかる事項を記載した書面を当該投資法人、

資産の運用を行う他の投資法人（当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限りま

す。）その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません（投信法第203条第２

項）。但し、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて、投信法施行令で定めるところによ

り、資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人（当該特定資産と同種の資産

を投資の対象とするものに限ります。）その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書

面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方

法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます（投信法第203条第４項、

第５条第２項）。 

 

③ 資産の運用の制限 

 登録投資法人は、ⅰ）当該投資法人の執行役員又は監督役員、ⅱ）資産運用会社、ⅲ）当該

投資法人の執行役員又は監督役員の親族（配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限りま

す。）、ⅳ）資産運用会社の取締役、会計参与（会計参与が法人であるときはその職務を行う

べき社員を含みます。）、監査役、執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人と

の間で以下に掲げる行為（投資家の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信

法施行令で定める行為を除きます。）を行ってはなりません（投信法第195条、第193条、投信

法施行令第116条ないし第118条）。 

（イ）有価証券の取得又は譲渡 

（ロ）有価証券の貸借 

（ハ）不動産の取得又は譲渡 

（ニ）不動産の貸借 

（ホ) 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引、商品の生産、製造、加工その他こ

れらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引以外の特定資産に

係る取引 

 

 なお、投信法施行令第117条において、投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行

為としてⅰ）資産運用会社に宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること、ⅱ）

資産運用会社に不動産の管理を委託すること等が認められています。 

 

(2）投資法人の資産運用にかかる自主ルール（利益相反対策ルール） 

① 一般原則 

 本資産運用会社は、スポンサー関係者との取引にかかる自主ルールとして、スポンサー関係

者との取引にかかる基準及び手続を定め、利益相反行為を排することにより適切な投資法人の

資産運用を行い、本投資法人の投資主の利益に資することを目的として、本資産運用会社の内

規であるスポンサー関係者との取引規程を定めています。 
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② 手続の概要 

 本資産運用会社は、スポンサー関係者との取引等に関する事項の投資の基本方針の制定若し

くは改定を行う場合又はスポンサー関係者との間で下記「③ 基準」記載の取引を行う場合に

は、コンプライアンス委員会の承認、投資委員会の承認並びに取締役会における審議及び決議

を得るものとして、取締役会において決議された場合は、本投資法人に遅滞なく報告をしなけ

ればならないものとします。 

 

③ 基準 

 スポンサー関係者との以下の取引に関しては、それぞれ以下の基準に基づいて行うものとし

ます。 

（イ）スポンサー関係者からの運用資産の取得 

 不動産等資産１物件当たりの取得価格（但し、不動産等資産そのものの取得価格とし、不

動産鑑定評価額の対象となっていない税金及び取得費用等の他、信託設定に要する費用、信

託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額等を含みません。）は、不

動産鑑定士の鑑定評価額（鑑定評価と同様の手法を用いて行われる価格調査による価格を含

むものとします。以下同じとします。）を上限とします。 

 但し、複数の運用資産をまとめて同時に取得する場合において、単体の運用資産の取得価

額は鑑定評価額を超えているが、取得する全ての運用資産の取得価額の合計額が、当該取得

する全ての運用資産の鑑定評価額の合計額を超えない場合は、鑑定評価額を超えて取得でき

るものとします。 

 

（ロ）スポンサー関係者への運用資産の売却 

 不動産等資産１物件当たりの売却価格（但し、不動産等資産そのものの売却価格とし、不

動産鑑定評価額の対象となっていない税金及び売却費用等の他、信託設定に要する費用、信

託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額等を含みません。）は、不

動産鑑定士の鑑定評価額を下限とします。 

 但し、複数の運用資産をまとめて同時に売却する場合において、単体の運用資産の売却価

額は鑑定評価額を下回っているが、売却する全ての運用資産の売却価額の合計額が、当該売

却する全ての運用資産の鑑定評価額の合計額を下回らない場合は、鑑定評価額を下回って売

却できるものとします。 

 

（ハ）スポンサー関係者への不動産等資産の賃貸 

 本投資法人とスポンサー関係者との間の賃貸借契約の内容は、市場実勢及び対象の不動産

等資産の標準的な賃貸条件を勘案して、適正と判断される条件とします。 

 

（ニ）スポンサー関係者への運用資産の管理の委託 

 本投資法人が不動産等資産を取得した場合、プロパティ・マネジメント会社を比較検討し

て、不動産管理業務委託先としての諸条件を具備していること及び手数料水準を総合的に検

討した上で、プロパティ・マネジメント会社としてスポンサー関係者を選任することができ

るものとします。 

 

（ホ）スポンサー関係者による不動産等資産の取得にかかる媒介 

 支払うべき媒介手数料の金額は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内（信託受益権

の場合にはその目的となっている宅地又は建物を基準とします。）とします。 
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（ヘ）スポンサー関係者による不動産等資産の売却にかかる媒介 

 支払うべき媒介手数料の金額は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内（信託受益権

の場合にはその目的となっている宅地又は建物を基準とします。）とします。 

 

（ト）スポンサー関係者による不動産等資産の賃貸にかかる媒介 

 支払うべき媒介手数料の金額は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内（信託受益権

の場合にはその目的となっている宅地又は建物を基準とします。）とします。 

 

（チ）スポンサー関係者からの資金調達 

 本投資法人とスポンサー関係者との間の資金調達にかかる条件は、市場実勢を勘案して、

適正と判断される条件によるものとします。 
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(3）利害関係人等及び主要株主との取引状況 
 
① 取引状況 

該当事項はありません。 

 
 

②  支払手数料等の金額 
     当期における利害関係人等及び主要株主への支払手数料等は以下のとおりです。 

利害関係人等及び主要株主との取引内訳 
区分 

支払手数料等総額

（A） 支払先 支払金額（B） 
Ｂ／Ａ 

興和不動産株式会社 396,063千円 37.1％維持管理費 

（注2） 
1,068,174千円

積水ハウス株式会社 34,097千円 3.2％

合計 1,068,174千円 430,160千円 40.3％

 
（注1）投資信託及び投資法人に関する法律施行令第123条に定める本投資法人と資産運用委託契約を締結している資産運用会社の

利害関係人等及び金融商品取引法第29条の４第２項に定義される資産運用会社の主要株主のうち、当期において取引のあっ

た積水ハウス株式会社及び興和不動産株式会社について記載しています。 

（注2）維持管理費にはPM報酬及び費用として処理されていない資産計上された工事管理報酬を含んでいます。 

（注3）金額は消費税等を含みません。 
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３【投資主・投資法人債権者の権利】 

(1）投資主の権利 

① 投資主総会における議決権 

 投信法又は規約により定められる一定の事項は、投資主により構成される投資主総会で決議

されます。投資主は、その有する投資口１口につき１個の議決権を有します（投信法第94条第

１項、会社法第308条第１項本文）。投資主総会においては、原則として発行済投資口の過半数

の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもって決議されま

すが（投信法第93条の２第１項、規約第11条第１項）、規約の変更その他一定の重要事項に関

しては、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決

権の３分の２以上にあたる多数をもって、決議されなければなりません（投信法第93条の２第

２項）。 

 投資主総会において権利を行使すべき投資主は、役員会の決議を経て定め、法令に従い予め

公告する基準日現在の最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主とします（投信法第

77条の３第２項、規約第14条第１項）。 

 投資主は、投資主総会に出席する代わりに議決権行使書面に必要な事項を記載し、法令で定

める時までに当該記載をした議決権行使書面を本投資法人に提出することにより議決権を行使

することも可能です（投信法第90条の２第２項、第92条第１項、規約第12条第１項）。また、

投資主は、本投資法人の承諾を得て、電磁的方法により議決権を行使することができます（投

信法第92条の２、規約第12条第３項）。さらに、投資主は、代理人により議決権を行使するこ

とができます。但し、投資主が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人

は本投資法人の議決権を有する投資主１名に限られます（規約第11条第２項）。また、投資主

又はその代理人は、投資主総会毎に代理権を証する書面を本投資法人に提出しなければなりま

せん（投信法第94条第１項、会社法第310条第１項、規約第11条第３項）。これらの方法にかか

わらず、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、

その投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相

反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。）について賛成するものと

みなされます（投信法第93条第１項、規約第13条第１項）。 

 

② その他の共益権 

（イ）代表訴訟提起権（投信法第204条第３項、第116条、第119条第３項、会社法第847条（第２

項を除きます。）） 

 ６ヶ月前から引き続き投資口を有する投資主は、本投資法人に対して書面をもって、資産

運用会社、一般事務受託者、執行役員又は監督役員の責任を追及する訴えの提起を請求する

ことができ、本投資法人が請求の日から60日以内に訴えを提起しないときは、本投資法人の

ために自ら訴えを提起することができます。 

 

（ロ）投資主総会決議取消権等（投信法第94条第２項、会社法第830条、第831条） 

 投資主は、投資主総会につき、①招集の手続又は決議の方法が法令若しくは規約に違反し

又は著しく不公正なとき、②決議の内容が規約に違反するとき、又は③決議につき特別の利

害関係を有する者が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がなされたときには、

当該決議の日から３ヶ月以内に、訴えをもって投資主総会の決議の取消しを請求することが

できます。また、投資主総会の決議が存在しない場合又は決議の内容が法令に違反する場合

には、それぞれ投資主総会の決議の不存在又は無効を確認する訴えを提起することができま

す。 
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（ハ）執行役員等の違法行為差止請求権（投信法第109条第５項、第153条の３第２項、会社法第

360条第１項） 

 執行役員が本投資法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは規約に違反する行為をし、

又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本投資法人に回復す

ることができない損害が発生するおそれがあるときは、６ヶ月前から引き続き投資口を有す

る投資主は、執行役員に対してその行為をやめることを請求することができます。本投資法

人が清算手続に入った場合には清算執行人に対しても同様です。 

 

（ニ）新投資口発行無効訴権（投信法第84条第２項、会社法第828条第１項第２号、第２項第２号） 

 投資主は、新投資口発行について重大な法令・規約違反があった場合には、新投資口の発

行の効力が生じた日から６ヶ月以内に本投資法人に対して新投資口発行無効の訴えを提起す

ることができます。 

 

（ホ）合併無効訴権（投信法第150条、会社法第828条第１項第７号、第８号、第２項第７号、第

８号） 

 投資主は、合併手続に重大な瑕疵があった場合等には、本投資法人に対して合併の効力が

生じた日から６ヶ月以内に合併無効の訴えを提起することができます。 

 

（ヘ）投資主提案権（投信法第94条第１項、会社法第303条第２項） 

 発行済投資口の100分の１以上の口数の投資口を６ヶ月前から引き続き有する投資主は、執

行役員に対し、投資主総会の日の８週間前までに一定の事項を投資主総会の目的とすること

を請求することができます。但し、その事項が投資主総会で決議すべきものでない場合はこ

の限りではありません。 

 

（ト）投資主総会招集権（投信法第90条第３項、会社法第297条第１項、第４項） 

 発行済投資口の100分の３以上の口数の投資口を６ヶ月前から引き続き有する投資主は、執

行役員に対し、会議の目的である事項及び招集の理由を示して、投資主総会の招集を請求す

ることができ、遅滞なく投資主総会招集の手続がなされない場合には、監督官庁の許可を得

て自ら招集することができます。 

 

（チ）検査役選任請求権（投信法第94条第１項、会社法第306条第１項、投信法第110条） 

 発行済投資口の100分の１以上の口数の投資口を６ヶ月前から引き続き有する投資主は、投

資主総会にかかる招集手続及び決議の方法を調査させるため、投資主総会に先立って検査役

の選任を監督官庁に請求することができます。また、発行済投資口の100分の３以上の口数の

投資口を有する投資主は、本投資法人の業務及び財産の状況を調査させるため検査役の選任

を監督官庁に申し立てることができます。 

 

（リ）執行役員等解任請求権（投信法第104条第１項、第３項、会社法第854条第１項第２号） 

 執行役員及び監督役員は投資主総会の決議により解任することができますが、執行役員又

は監督役員の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実が

あったにもかかわらず、投資主総会において当該執行役員又は監督役員を解任する旨の議案

が否決された場合には、発行済投資口の100分の３以上にあたる投資口を６ヶ月前から引き続

き有する投資主は、当該投資主総会の日から30日以内に訴えをもって当該執行役員又は監督
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役員の解任を請求することができます。 

 

（ヌ）解散請求権（投信法第143条の３） 

 発行済投資口の10分の１以上の口数の投資口を有する投資主は、本投資法人が業務の執行

において著しく困難な状況に至り、本投資法人に回復することができない損害が生じ、又は

生じるおそれがあるときや、本投資法人の財産の管理又は処分が著しく失当で本投資法人の

存立を危うくするときにおいて、やむを得ない事由があるときは、訴えをもって本投資法人

の解散を請求することができます。 

 

③ 分配請求権（投信法第77条第２項第１号、第137条） 

 投資主は、投信法及び規約に定められた金銭の分配方針に従って作成された金銭の分配に係

る計算書に従い、保有投資口数に応じて金銭の分配を受ける権利を有します。 

 

④ 残余財産分配請求権（投信法第77条第２項第２号、第158条） 

 本投資法人が解散し、清算される場合、投資主は、保有投資口数に応じて残余財産の分配を

受ける権利を有します。 

 

⑤ 払戻請求権（規約第５条） 

 投資主は、投資口の払戻請求権を有しません。 

 

⑥ 投資口の処分権（投信法第78条第１項、第３項、振替法第226条第１項、第228条第１項、第

140条） 

 投資主は、保有する投資口を自由に譲渡することができます。投信法では、投資口の譲渡に

は、投資証券の交付が必要とされています（投信法第78条第１項、第３項）が、本投資法人の

投資口は振替投資口となっておりますので、譲受人が口座管理機関を通じて振替機関に対して

振替の請求を行って振替機関の振替口座簿に記載又は記録すると譲渡及び譲受が行われること

になります（振替法第226条第１項、第228条第１項、第140条）。 

 

⑦ 投資証券交付請求権（振替法第227条第１項、第２項、投信法第85条第１項） 

 本投資法人の投資口は、振替投資口となりましたので、投資証券は発行されません（振替法

第227条第１項）。但し、投資主は、機構が振替法第３条第１項の指定を取り消された場合若し

くは当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継するものが存しないと

き、又は投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときに限り、投資口に係る投資証券

の交付を受けることができます（振替法第227条第２項）。 

 

⑧ 帳簿閲覧請求権（投信法第128条の３） 

 投資主は、本投資法人の営業時間内はいつでも、請求の理由を明らかにして、会計帳簿又は

これに関連する資料の閲覧又は謄写を請求することができます。 

 

⑨ 投資口買取請求権（投信法第149条の３、第149条の８、第149条の13） 

 投資法人が合併する場合には、合併契約承認のための投資主総会に先立って、合併に反対す

る旨を本投資法人に通知し、かつ、当該投資主総会において合併に反対した投資主は、本投資

法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取ることを請求することができます。 

 

- 144 -



 

 

 

⑩ 少数投資主権の行使手続（振替法第228条、第154条） 

 振替投資口にかかる少数投資主権等の行使に際しては、投資主名簿の記載又は記録ではなく、

振替口座簿の記載又は記録により判定されることになります。したがって、少数投資主権を行

使しようとする投資主は、振替機関が個別投資主通知（振替機関が本投資法人に対して行う、

投資主の氏名又は名称、保有投資口数等の通知をいいます。）を行うよう、投資主の口座を開

設している口座管理機関に対して申し出ることができます。投資主は、かかる個別投資主通知

が本投資法人に対して行われた後４週間が経過する日までに限り、少数投資主権を行使するこ

とができます。 

 

(2）投資法人債権者の権利 
① 元利金支払請求権 

 投資法人債権者は、投資法人債の要項に従い、元利金の支払いを受けることができます。 

 

② 投資法人債の譲渡（振替法第115条、第66条、第67条第１項、第69条、第73条） 

 記名式の投資法人債の移転は、取得者の氏名及び住所を投資法人債原簿に記載又は記録し、

かつその氏名を投資法人債券に記載することにより行われます（投信法第139条の７、会社法第

688条）。無記名式の投資法人債の移転は、譲渡人及び譲受人間の意思表示及び投資法人債券を

交付することにより行われます。取得者が譲受を投資法人に対抗するためには、投資法人債券

の引渡及び継続占有が必要です。 

 本投資法人は、投資法人債につき、振替法に基づく一般債振替制度において機構が取り扱う

ことに同意しており、発行の際に振替法の適用を受けることを決定した振替投資法人債につい

ては、新規発行及び権利の移転は全て振替法に従い、振替機関が管理する振替口座簿への記録

によって行われることとなり、投資法人債券は発行されません（振替法第115条、第66条、第67

条第１項、第69条、第73条）。 

 

③ 投資法人債権者集会における議決権 

（イ） 投資法人債権者集会は、投信法に規定のある場合のほか、裁判所の許可を得て投資法

人債権者の利害に重大な関係を有する事項について、決議を行うことができます（投信

法第139条の10第２項、会社法第716条）。 

 投資法人債権者集会において、投資法人債権者は、投資法人債の金額の合計額に応じ

て議決権を有します（投信法第139条の10第２項、会社法第723条）。投資法人債権者は、

投資法人債権者集会に出席する代わりに書面によって議決権を行使することも可能です

（投信法第139条の10第２項、会社法第726条）。 

 投資法人債権者集会における決議は、裁判所の認可によってその効力を生じます（投

信法第139条の10第２項、会社法第734条）。 

（ロ） 投資法人債権者集会の決議方法は、以下のとおりです（投信法第139条の10第２項、

会社法第724条）。 

Ａ．法令及び投資法人債の要項に別段の定めがある場合のほか、原則として、出席した

議決権者（議決権を行使することができる投資法人債権者をいいます。）の議決権

の総額の過半数をもって行われます（普通決議）。 

Ｂ．投資法人債権者集会の決議は、一定の重要な事項については、総投資法人債権者の

議決権の５分の１以上を有する投資法人債権者が出席し、出席した議決権者の議決

権の総額の３分の２以上にあたる多数をもって行われます（特別決議）。 

（ハ） 投資法人債総額の10分の１以上に当たる投資法人債を有する投資法人債権者は、会議
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の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を、本投資法人又は投資法人債管理者に

対して提出して投資法人債権者集会の招集を請求することができます（投信法第139条の

10第２項、会社法第718条）。 

 かかる請求がなされた後、遅滞なく投資法人債権者集会の招集手続がなされない場合

には、かかる請求を行った投資法人債権者は、裁判所の許可を得て投資法人債権者集会

の招集をすることができます（投信法第139条の10第２項、会社法第718条第３項）。 

（ニ） 投資法人債権者は、本投資法人の営業時間内に、投資法人債権者集会の議事録の閲覧

又は謄写を請求することができます（投信法第139条の10第２項、会社法第731条第３項）。 

 

④ 投資法人債管理者 

 本投資法人は、投資法人債を募集する場合には、投資法人債管理者を定め、投資法人債権者

のために、弁済の受領、債権の保全その他の投資法人債の管理を行うことを委託しなければな

りません。但し、各投資法人債の金額が１億円以上である場合については、この限りではあり

ません（投信法第139条の８）。 
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第４【関係法人の状況】 
 

１【資産運用会社の概況】 

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】 

① 名称 

 ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社 

 （英文ではJAPAN EXCELLENT ASSET MANAGEMENT CO., LTD.と表示します。） 

 

② 資本金の額 

 ４億5,000万円（本書の日付現在） 

 

③ 事業の内容 

 投資運用業 

 

（イ）会社の沿革 

 年月日 事項 

 平成17年４月14日 会社設立 

 平成17年６月３日 
宅地建物取引業者免許取得 
（免許番号 東京都知事（１）第84511号） 

 平成17年10月７日 
宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得 
（認可番号 国土交通大臣認可第44号） 

 平成18年２月６日 
投信法上の投資法人資産運用業の認可取得 
（認可番号 内閣総理大臣第61号） 

 平成19年11月14日 
金融商品取引法上の金融商品取引業者の登録 
（関東財務局長（金商）第331号）（注） 

（注）本資産運用会社は、証券取引法等の一部を改正する法律（平成18年法律第65号）附則第159条第１項の適用を受け、平成19

年９月30日付けで投資運用業の登録を受けたものとみなされています。なお、本資産運用会社は、平成19年11月14日付で、

同附則第159条第２項に定める書類を内閣総理大臣に提出いたしました。 
 

（ロ）株式の総数及び資本金の額の増減 

Ａ．発行可能株式の総数（本書の日付現在） 

9,600株 

Ｂ．発行済株式の総数（本書の日付現在） 

9,000株 

Ｃ．最近５年間における資本金の額の増減 

 年月日 資本金の増減 

 平成17年７月29日 資本金の額を5,000万円から４億5,000万円に増額 
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（ハ）経理の概況 

本資産運用会社の経理の概況は以下のとおりです。 

Ａ．最近の事業年度における主な資産と負債の概況 

  平成21年３月31日現在 

 総資産（千円） 907,684 

 総負債（千円） 123,701 

 純資産（千円） 783,982 

 

Ｂ．最近の事業年度における損益の概況 

  
第４期 

自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

 営業収益（千円） 869,569 

 経常利益（千円） 400,299 

 当期純利益（千円） 232,905 

 

（ニ）その他 

Ａ．役員の変更 

 本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において総株主の議決権の過半数を有

する株主が出席し、その株主の議決権の過半数の賛成により選任されます。取締役の選任

については、累積投票によりません。取締役の任期は、就任後２年内の最終の決算期に関

する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、就任後４年内の最終の決算期に関

する定時株主総会の終結の時までです。但し、補欠又は増員として就任した取締役の任期

は、前任者又は現任者の残任期間と同一とし、補欠として就任した監査役の任期は、前任

者の残任期間とします。本資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合に

は、監督官庁へその日から２週間以内に届け出ます（金融商品取引法第31条第１項、第29

条の２第１項第３号）。本資産運用会社の取締役又は執行役が他の会社の取締役、会計参

与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）、監査役又は執行役に就任

し又はこれらを退任した場合には、遅滞なく、その旨を監督官庁に届け出ます（金融商品

取引法第31条の４第１項。他の会社の取締役、会計参与（会計参与が法人であるときは、

その職務を行うべき社員）、監査役又は執行役が本資産運用会社の取締役又は執行役を兼

ねることとなった場合も同様です。）。 

Ｂ．訴訟事件その他資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実 

 本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼ

すことが予想される事実はありません。 

 

（ホ）関係業務の概要 

本投資法人が、本資産運用会社に委託する業務の内容は以下のとおりです。 

Ａ．本投資法人の資産の運用にかかる業務 

Ｂ．本投資法人が行う資金調達にかかる業務 

Ｃ．本投資法人の資産の状況についての本投資法人への報告業務 
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Ｄ．本投資法人の資産にかかる運用計画の策定業務 

Ｅ．その他本投資法人が随時委託する上記Ａ．ないしＤ．に付随し又は関連する業務 

 

（２）【運用体制】 

       本資産運用会社の運用体制については、前記「第一部 ファンド情報 第１ ファンド

の状況 １ 投資法人の概況 （４）投資法人の機構 ② 投資法人の運用体制」を、また、

投資運用に関するリスク管理体制の整備の状況については、前記「第一部 ファンド情報 

第１ ファンドの状況 ３ 投資リスク (2）投資リスクに対する管理体制」をそれぞれ

ご参照下さい。 
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（３）【大株主の状況】 

  （本書の日付現在）

名称 住所 
所有株式数 
（株） 

比率（％）
（注１） 

興和不動産株式会社 東京都港区南青山一丁目15番５号 3,600 40.0

第一生命保険相互会社 
東京都千代田区有楽町一丁目13番１
号 

1,800 20.0

積水ハウス株式会社 
大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番
88号 

1,350 15.0

モルガン・スタンレー・キャピタ
ル株式会社 

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号
恵比寿ガーデンプレイスタワー 

450 5.0

株式会社第一ビルディング(注２) 東京都中央区晴海一丁目８番10号 450 5.0

相互住宅株式会社(注２) 
東京都品川区西五反田二丁目８番 
１号 

450 5.0

株式会社みずほコーポレート銀行 
東京都千代田区丸の内一丁目３番 
３号 

450 5.0

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 450 5.0

合計 9,000 100.0

（注１）上表中における「比率」は、発行済株式総数に対する所有株式数の比率を表しております。 

（注２）株式会社第一ビルディング及び相互住宅株式会社は、第一生命保険相互会社の緊密な取引先であり、主としてビル管理業を営んでいま

す。 
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（４）【役員の状況】 

   （本書の日付現在）

役職名 氏名 主要略歴 
所有 
株式数

代表取締役

社長 
戸田 千史 

昭和49年４月

平成８年６月

平成10年２月

平成12年９月

 

平成14年６月

平成16年７月

平成20年９月

平成21年３月

 

平成21年11月

 

株式会社日本興業銀行 入行 

同行 証券営業部副部長 

同行 難波支店長 

株式会社みずほホールディングス 個人業務 

部長 

興和不動産株式会社 総務本部関係会社室長 

同社 執行役員ビル事業本部営業統括部長 

同社 参与 

ジャパンエクセレントアセットマネジメント 

株式会社 代表取締役社長（現職） 

ジャパンエクセレント投資法人 

 執行役員（現職） 

０ 

取締役 田部井 寛 

昭和60年４月

平成元年６月

平成７年８月

平成９年12月

平成12年１月

平成12年８月

平成12年９月

 

平成14年４月

平成14年６月

平成16年10月

 

平成20年４月

 

平成21年４月

株式会社日本興業銀行 入行 

同行 産業調査部 

株式会社日本興業銀行 総合資金部総括班 

株式会社日本興業銀行 営業第11部調査役 

同行 調査部市場調査班 

同行 統合推進企画部副参事役 

株式会社みずほホールディングス 経営企画部

出向 

株式会社みずほ銀行 経営企画部参事役 

同社 大阪支店（淀屋橋支店）次長 

同社 ALCアドバイザリー部（事業調査部）参事

役 

ジャパンエクセレントアセットマネジメント株

式会社 経営企画部長（現職） 

ジャパンエクセレントアセットマネジメント株

式会社 取締役企画管理本部長（現職） 

（株式会社みずほコーポレート銀行及び興和不

動産株式会社より出向） 

０ 

取締役 福田 直樹 

昭和60年４月

平成10年４月

平成12年４月

平成16年４月

平成18年４月

平成20年４月

 

第一生命保険相互会社 入社 

第一ライフ・キャピタル・プロパティーズ株式

会社 プレジデント 出向 

第一生命保険相互会社 運用関連事業部 課長

同社 不動産部 不動産企画グループ 次長 

第一ライフ・インターナショナル(U.S.A.)株式

会社 プレジデント 出向 

ジャパンエクセレントアセットマネジメント株

式会社取締役不動産投資本部長（現職） 

（第一生命保険相互会社より出向） 

０ 
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役職名 氏名 主要略歴 
所有 
株式数

取締役 

（非常勤） 
内田 隆 

昭和51年４月

平成14年４月

平成16年４月

平成17年８月

 

平成18年４月

平成18年４月

平成18年４月

積水ハウス株式会社 入社 

同社 経理部長 

同社 執行役員 

ジャパンエクセレントアセットマネジメント 

株式会社 取締役（現職） 

積水ハウス株式会社 経理財務部長（現職） 

同社 常務執行役員（現職） 

同社 取締役（現職） 

０ 

監査役 

（非常勤） 
田丸 正敏 

昭和46年４月

平成６年５月

平成８年12月

平成９年６月

平成12年４月

平成12年６月

平成14年６月

平成16年４月

 

平成16年11月

 

平成17年４月

 

平成19年７月

株式会社日本興業銀行 入行 

同行 日本橋支店副支店長 

同行 検査部参事 

同行 検査部検査役 

興和産業株式会社 経理部長 

同社 取締役経理部長 

同社 取締役執行役員経理部長 

興和不動産株式会社 執行役員財務本部経理 

部長 

同社 執行役員財務本部副本部長兼財務本部 

経理部長 

ジャパンエクセレントアセットマネジメント 

株式会社 監査役（現職） 

興和不動産株式会社 監査役（現職） 

０ 
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（５）【事業の内容及び営業の概況】 

 本資産運用会社は、金融商品取引法上の投資運用業を行っています。 

 本書の日付現在、本資産運用会社が資産の運用を行う投資法人は、本投資法人のみです。 
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２【その他の関係法人の概況】 

Ａ．一般事務受託者、資産保管会社、投資主名簿等管理人及び特別口座管理機関 

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】 

① 名称 

 みずほ信託銀行株式会社 

 

② 資本金の額 

 247,231百万円（平成21年３月31日現在） 

 

③ 事業の内容 

 銀行法（昭和56年法律第59号、その後の改正を含みます。以下同じ。）に基づき銀行業を営

むとともに、金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律（昭和18年法律第43号、その後の改正

を含みます。）に基づき信託業務を営んでいます。 

 

（２）【関係業務の概要】 

a.一般事務受託者であるみずほ信託銀行株式会社は、以下の業務を行います。 

 

（イ）計算に関する事務 

（ロ）会計帳簿の作成に関する事務 

（ハ）本投資法人の機関の運営に関する事務 

（ニ）納税に関する事務 

（ホ）その他上記（イ）ないし（ニ）に準ずる業務又は付随する業務で、本投資法人と一般事

務受託者との間で合意の上作成する事務規程に定める業務 

 

b．資産保管会社であるみずほ信託銀行株式会社は、以下の業務を行います。 

 

（イ）本投資法人の保有する以下の資産の保管に係る業務（以下「資産保管業務」といいます。） 

（ⅰ）投信法第67条の規定に基づいて作成された本投資法人の規約に定められた範囲内で、

本投資法人が投信法第193条の規定に基づいて取得する一切の資産 

（ⅱ）本投資法人が収受し保有する一切の金銭 

（ロ）資産保管業務に付随する以下の業務 

（ⅰ）本投資法人名義の預金口座からの振込  

（ⅱ）本投資法人名義の預金口座の開設及び解約 

（ⅲ）その他上記（ⅰ）及び（ⅱ）に準ずる業務 

 

c.投資主名簿等管理人であるみずほ信託銀行株式会社は、以下の業務を行います。 

 

（イ）投資主の名簿に関する事務 

（ロ）募集投資口の発行に関する事務 

（ハ）投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する投資主総会参考書類等の送付、

議決権行使書の作成、議決権の集計並びに投資主総会受付事務補助に関する事務 

（ニ）投資主に対して分配する金銭の計算及び支払いに関する事務 

（ホ）投資口に関する照会への応答、各種証明書の発行に関する事務 

（ヘ）受託事務を処理するために使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整理・
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保管に関する事務 

（ト）法令又は投資口事務委託契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関

する事務 

（チ）投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務 

（リ）総投資主通知等の受理に関する事務 

（ヌ）投資主名簿等管理人が管理する本投資法人の発行総口数と振替機関より通知を受けた本

投資法人の振替投資口等の総数の照合 

（ル）本投資法人の情報提供請求権（振替法第277条に定める請求をいいます。）行使にかかる

取次ぎに関する事務 

（ヲ）振替機関からの個別投資主通知の本投資法人への取次ぎに関する事務 

（ワ）上記（イ）ないし（ヲ）に掲げる委託事務にかかる印紙税等の代理納付 

（カ）上記（イ）ないし（ワ）に掲げる委託事務に付随する事務 

（ヨ）上記（イ）ないし（カ）に掲げる事務の他、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議

のうえ定める事務 

 

d.特別口座管理機関であるみずほ信託銀行株式会社は、以下の業務を行います。 

 

（イ）振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務 

（ロ）総投資主報告に関する事務 

（ハ）新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事務 

（ニ）振替機関からの本投資法人に対する個別投資主通知及び本投資法人の振替機関に対する

情報提供請求に関する事務 

（ホ）振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録、及び信託の受託者並びに信託

財産に係る記載又は記録に関する事務 

（ヘ）特別口座の開設及び廃止に関する事務 

（ト）加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更の登録及び加入者情報の振替機関への

届出に関する事務 

（チ）特別口座の加入者本人及び登録投資口質権者のために開設された他の口座並びに本投資

法人の口座への振替手続に関する事務 

（リ）振替法第133条第２項で定める取得者等による特別口座開設等請求に関する事務 

（ヌ）加入者からの個別投資主通知の申出に関する事務 

（ル）加入者又は利害関係を有する者からの情報提供請求に関する事務 

（ヲ）上記（イ）ないし（ル）に掲げるもののほか、加入者等（投資主、登録投資口質権者及

びこれらの法定代理人又は以上の者の常任代理人をいいます。以下同じ。）による請求に

関する事務 

（ワ）上記（イ）ないし（ヲ）に掲げるもののほか、加入者等からの加入者等に係る情報及び

届出印鑑に関する届出の受理に関する事務 

（カ）加入者等からの照会に対する応答に関する事務 

（ヨ）投資口の併合又は分割に関する事務 

（タ）合併に関する事務 

（レ）上記（イ）ないし（タ）に掲げる事務のほか、振替制度の運営に関する事務並びに本投

資法人及び特別口座管理機関が協議のうえ定める事務 
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（３）【資本関係】 

該当事項はありません。 

 

Ｂ．投資法人債に関する一般事務受託者 

(1）名称、資本金の額及び事業の内容 

① 名称 

 株式会社みずほコーポレート銀行 

 

② 資本金の額 

 1,070,965百万円（平成21年３月31日現在） 

 

③ 事業の内容 

 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 

 

(2）関係業務の概要 

（イ）第1回無担保投資法人債の発行事務 

（ロ）第1回無担保投資法人債の発行代理人業務 

（ハ）第1回無担保投資法人債の期中事務 

（ニ）第1回無担保投資法人債の支払代理人業務 

 

(3）資本関係 

該当事項はありません。 
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第５【投資法人の経理状況】 
 

１．財務諸表の作成方法について 

  本投資法人の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

省令第59号。その後の改正を含みます。）及び同規則第２条の規定により、「投資法人の計算に関す

る規則」（平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。）に基づいて作成しております。 

 

２．監査証明について 

本投資法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第６期計算期間（平成21年１

月１日から平成21年６月30日まで）及び第７期計算期間（平成21年７月１日から平成21年12月31日

まで）の財務諸表については、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。 

 

３．連結財務諸表について 

本投資法人は、子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 
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１【財務諸表】 
（１）【貸借対照表】 

（単位：千円）

第６期 
(平成21年６月30日) 

第７期 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,253,964 3,027,657

信託現金及び信託預金 11,587,081 11,663,502

営業未収入金 453,974 467,057

前払費用 163,976 167,737

繰延税金資産 20 19

その他 22,512 754

流動資産合計 14,481,529 15,326,728

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,235,512 3,245,969

減価償却累計額 △226,080 △263,259

建物（純額） 3,009,431 2,982,709

構築物 18,574 18,574

減価償却累計額 △932 △1,082

構築物（純額） 17,641 17,491

工具、器具及び備品 363 661

減価償却累計額 △75 △110

工具、器具及び備品（純額） 288 550

建設仮勘定 5,487 5,487

信託建物 63,789,048 63,887,587

減価償却累計額 △4,696,267 △5,626,475

信託建物（純額） 59,092,780 58,261,111

信託構築物 491,288 495,064

減価償却累計額 △28,058 △33,966

信託構築物（純額） 463,230 461,097

信託機械及び装置 409,185 409,185

減価償却累計額 △76,328 △90,104

信託機械及び装置（純額） 332,857 319,080

信託工具、器具及び備品 32,194 55,171

減価償却累計額 △5,180 △8,500

信託工具、器具及び備品（純額） 27,013 46,671

信託土地 108,502,798 108,502,798

信託建設仮勘定 － 3,360

有形固定資産合計 171,451,530 170,600,360

無形固定資産   

借地権 1,185,044 1,185,044

商標権 417 878

信託借地権 7,380,016 7,380,016

無形固定資産合計 8,565,479 8,565,940

2010/03/29 14:00:2309638589_ジャパンエクセレント投資法人_有価証券報告書
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（単位：千円）

第６期 
(平成21年６月30日) 

第７期 
(平成21年12月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 10,768 10,768

差入敷金及び保証金 15,181 15,181

長期前払費用 574,244 468,857

その他 46,952 52,369

投資その他の資産合計 647,146 547,176

固定資産合計 180,664,156 179,713,477

資産合計 195,145,685 195,040,206

負債の部   

流動負債   

営業未払金 523,421 472,913

短期借入金 12,000,000 12,000,000

1年内返済予定の長期借入金 13,000,000 13,000,000

未払金 327,801 351,764

未払費用 140,415 156,523

未払法人税等 172 577

未払消費税等 32,347 94,278

前受金 110,980 44,216

デリバティブ債務 79,328 40,020

その他 19,141 19,141

流動負債合計 26,233,607 26,179,434

固定負債   

長期借入金 70,500,000 70,500,000

預り敷金及び保証金 465,505 448,904

信託預り敷金及び保証金 8,500,599 8,382,851

デリバティブ債務 82,835 78,482

固定負債合計 79,548,940 79,410,238

負債合計 105,782,547 105,589,672

純資産の部   

投資主資本   

出資総額 87,083,030 87,083,030

剰余金   

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 2,442,271 2,486,006

剰余金合計 2,442,271 2,486,006

投資主資本合計 89,525,301 89,569,036

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △162,163 △118,502

評価・換算差額等合計 △162,163 △118,502

純資産合計 ※1  89,363,137 ※1  89,450,533

負債純資産合計 195,145,685 195,040,206
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（２）【損益計算書】 

（単位：千円）

第６期 
自 平成21年１月１日 
至 平成21年６月30日 

第７期 
自 平成21年７月１日 
至 平成21年12月31日 

営業収益   

賃貸事業収入 ※1  6,890,298 ※1  6,886,689

その他賃貸事業収入 ※1  654,437 ※1  608,028

営業収益合計 7,544,735 7,494,717

営業費用   

賃貸事業費用 ※1  3,720,471 ※1  3,577,299

資産運用報酬 418,129 423,890

資産保管手数料 15,015 14,960

一般事務委託手数料 28,219 28,290

役員報酬 6,540 6,540

その他営業費用 77,701 94,637

営業費用合計 4,266,076 4,145,617

営業利益 3,278,658 3,349,100

営業外収益   

受取利息 ※2  10,950 2,742

固定資産税還付金 11,664 －

その他 56 603

営業外収益合計 22,671 3,346

営業外費用   

支払利息 707,446 701,726

融資関連費用 150,624 163,780

その他 0 0

営業外費用合計 858,070 865,507

経常利益 2,443,259 2,486,939

税引前当期純利益 2,443,259 2,486,939

法人税、住民税及び事業税 1,023 1,004

法人税等調整額 △1 0

法人税等合計 1,021 1,005

当期純利益 2,442,237 2,485,934

前期繰越利益 33 72

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 2,442,271 2,486,006
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（３）【投資主資本等変動計算書】 

（単位：千円）

第６期 
自 平成21年１月１日 
至 平成21年６月30日 

第７期 
自 平成21年７月１日 
至 平成21年12月31日 

投資主資本   

出資総額   

前期末残高 87,083,030 87,083,030

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 ※1  87,083,030 ※1  87,083,030

剰余金   

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）   

前期末残高 3,155,635 2,442,271

当期変動額   

剰余金の分配 △3,155,601 △2,442,199

当期純利益 2,442,237 2,485,934

当期変動額合計 △713,364 43,735

当期末残高 2,442,271 2,486,006

剰余金合計   

前期末残高 3,155,635 2,442,271

当期変動額   

剰余金の分配 △3,155,601 △2,442,199

当期純利益 2,442,237 2,485,934

当期変動額合計 △713,364 43,735

当期末残高 2,442,271 2,486,006

投資主資本合計   

前期末残高 90,238,665 89,525,301

当期変動額   

剰余金の分配 △3,155,601 △2,442,199

当期純利益 2,442,237 2,485,934

当期変動額合計 △713,364 43,735

当期末残高 89,525,301 89,569,036

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △219,653 △162,163

当期変動額   

投資主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

57,490 43,660

当期変動額合計 57,490 43,660

当期末残高 △162,163 △118,502

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △219,653 △162,163

当期変動額   

投資主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

57,490 43,660

当期変動額合計 57,490 43,660

当期末残高 △162,163 △118,502
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（単位：千円）

第６期 
自 平成21年１月１日 
至 平成21年６月30日 

第７期 
自 平成21年７月１日 
至 平成21年12月31日 

純資産合計   

前期末残高 90,019,011 89,363,137

当期変動額   

剰余金の分配 △3,155,601 △2,442,199

当期純利益 2,442,237 2,485,934

投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） 57,490 43,660

当期変動額合計 △655,873 87,395

当期末残高 89,363,137 89,450,533
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（４）【金銭の分配に係る計算書】 

第６期 

自 平成21年１月１日 

至 平成21年６月30日 

第７期 

自 平成21年７月１日 

至 平成21年12月31日 
区 分 

（単位：円） （単位：円） 

Ⅰ 当期未処分利益 2,442,271,271 2,486,006,401 

Ⅱ 分配金の額 2,442,199,100 2,485,936,750 

(投資口１口当たり分配金の額) （15,802） （16,085）

Ⅲ 次期繰越利益 72,171 69,651 

分配金の額の算出方法 

 

本投資法人の規約第33条第１項第２

号に定める「金銭の分配の方針」の趣

旨に基づき、分配可能金額を限度とし、

租税特別措置法の改正に伴い、同法第

67条の15に規定される本投資法人の配

当可能利益の金額の100分の90に相当

する金額を超えて分配することとし、

当期未処分利益を超えない額で発行済

投資口数 154,550口の整数倍の最大

値となる 2,442,199,100円を利益分

配金として分配することといたしまし

た。なお、規約第33条第１項第４号に

定める利益を超えた金銭の分配は行い

ません。 

本投資法人の規約第33条第1項第2号

に定める「金銭の分配の方針」の趣旨

に基づき、分配可能金額を限度とし、

租税特別措置法第67条の15に規定され

る本投資法人の配当可能利益の額の

100分の90に相当する金額を超えて分

配することとし、当期未処分利益を超

えない額で発行済投資口数 154,550

口 の 整 数 倍 の 最 大 値 と な る

2,485,936,750円を利益分配金として

分配することといたしました。なお、

規約第33条第1項第4号に定める利益を

超えた金銭の分配は行いません。 
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（５）【キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

第６期 
自 平成21年１月１日 
至 平成21年６月30日 

第７期 
自 平成21年７月１日 
至 平成21年12月31日 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 2,443,259 2,486,939

減価償却費 990,608 990,621

受取利息 △10,950 △2,742

支払利息 707,446 701,726

営業未収入金の増減額（△は増加） △83,440 △13,083

前払費用の増減額（△は増加） △50,327 △3,761

営業未払金の増減額（△は減少） △84,220 △17,002

未払金の増減額（△は減少） △19,107 17,203

未払消費税等の増減額（△は減少） △89,599 61,931

前受金の増減額（△は減少） 85,493 △66,763

長期前払費用の増減額（△は増加） △144,862 105,387

その他 △20,299 16,237

小計 3,724,000 4,276,693

利息の受取額 10,950 2,742

利息の支払額 △732,090 △685,618

法人税等の支払額 △2,190 △720

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,000,670 3,593,096

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △13,351 △1,464

信託有形固定資産の取得による支出 △421,088 △171,448

無形固定資産の取得による支出 － △281

預り敷金及び保証金の受入による収入 21,932 －

預り敷金及び保証金の返還による支出 △8,475 △16,600

信託預り敷金及び保証金の受入による収入 472,705 474,197

信託預り敷金及び保証金の返還による支出 △272,534 △591,946

投資活動によるキャッシュ・フロー △220,811 △307,543

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 12,000,000 12,000,000

短期借入金の返済による支出 △12,000,000 △12,000,000

長期借入れによる収入 13,000,000 －

長期借入金の返済による支出 △13,000,000 －

分配金の支払額 △3,147,314 △2,435,439

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,147,314 △2,435,439

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △367,454 850,113

現金及び現金同等物の期首残高 14,208,501 13,841,046

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  13,841,046 ※1  14,691,159
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（６）【注記表】 

１．継続企業の前提に関する注記 

第６期 

自 平成21年１月１日 

至 平成21年６月30日 

第７期 

自 平成21年７月１日 

至 平成21年12月31日 

該当事項はありません。 同左 

 

２．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

項目 

第６期 

自 平成21年１月１日 

至 平成21年６月30日 

第７期 

自 平成21年７月１日 

至 平成21年12月31日 

１．資産の評価基準及び

評価方法 

譲渡性預金（その他有価証券のうち預金と

同様の性格を有するもの） 

 移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のないもの 

同左 

２．固定資産の減価償却

の方法 

① 有形固定資産 （信託財産を含む） 

定額法を採用しております。 

なお、主たる有形固定資産の耐用年

数は以下のとおりであります。 

建物         ２年～59年 

構築物        ４年～59年 

機械及び装置     ７年～16年 

工具、器具及び備品  ４年～10年 
 

① 有形固定資産 （信託財産を含む） 

同左 

 

 

 

 

② 無形固定資産 

定額法を採用しております。 
 

② 無形固定資産 

同左 

③ 長期前払費用 

定額法を採用しております。 
 

③ 長期前払費用 

同左 

３．収益及び費用の計上基

準 

固定資産税等の処理方法 

保有する不動産（信託受益権を含む。）

にかかる固定資産税、都市計画税及び償却

資産税等については賦課決定された税額の

うち、当該決算期間に対応する額を賃貸事

業費用として費用処理する方法を採用して

おります。 

なお、不動産又は不動産を信託財産とす

る信託受益権の取得に伴い、本投資法人が

負担すべき初年度の固定資産税等相当額に

ついては、費用計上せず当該不動産等の取

得原価に算入しております。当期において

不動産等の取得原価に算入した固定資産税

等相当額はありません。 
 

固定資産税等の処理方法 

同左 

 

４．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。 
 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：金利スワップ取引 

ヘッジ対象：借入金 
 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 
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項目 

第６期 

自 平成21年１月１日 

至 平成21年６月30日 

第７期 

自 平成21年７月１日 

至 平成21年12月31日 

③ヘッジ方針 

本投資法人はリスク管理基本方針に基

づき投資法人規約に規定するリスクを

ヘッジする目的でデリバティブ取引を

行っております。 
 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

④ヘッジの有効性の評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動

の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フ

ロー変動の累計とを比較し、両者の変動

額の比率を検証することにより、ヘッジ

の有効性を評価しております。 

④ヘッジの有効性の評価の方法 

同左 

 

５．キャッシュ・フロー計

算書における資金の範

囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、手許現金及び

信託現金、随時引き出し可能な預金及び信

託預金、譲渡性預金並びに容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期投資からなって

おります。 

キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、手許現金及び

信託現金、随時引き出し可能な預金及び信

託預金、並びに容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっております。 

６．その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項 

①不動産等を信託財産とする信託受益権に

関する会計処理方法 

  保有する不動産等を信託財産とする信

託受益権につきましては、信託財産内全

ての資産及び負債勘定並びに信託財産に

生じた全ての収益及び費用勘定につい

て、貸借対照表及び損益計算書の該当勘

定科目に計上しております。 

なお、該当勘定科目に計上した信託財

産のうち重要性がある下記の項目につい

ては、貸借対照表において区分掲記して

おります。 

①不動産等を信託財産とする信託受益権に

関する会計処理方法 

保有する不動産等を信託財産とする信

託受益権につきましては、信託財産内全

ての資産及び負債勘定並びに信託財産に

生じた全ての収益及び費用勘定につい

て、貸借対照表及び損益計算書の該当勘

定科目に計上しております。 

なお、該当勘定科目に計上した信託財

産のうち重要性がある下記の項目につい

ては、貸借対照表において区分掲記して

おります。 

 （１）信託現金及び信託預金 

（２）信託建物、信託構築物、信託機械

及び装置、信託工具、器具及び備

品、信託土地 

（３）信託借地権 

（４）信託預り敷金及び保証金 
 

（１）信託現金及び信託預金 

（２）信託建物、信託構築物、信託機械

及び装置、信託工具、器具及び備

品、信託土地、信託建設仮勘定 

（３）信託借地権 

（４）信託預り敷金及び保証金 
 

 ②消費税等の処理方法 

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。ただし、資

産に係る控除対象外消費税等は、個々の

資産の取得原価に算入しております。 

②消費税等の処理方法 

同左 
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３．貸借対照表に関する注記 

第６期 

（平成21年６月30日） 

第７期 

（平成21年12月31日） 

※１．投資信託及び投資法人に関する法律第67条第４項

に規定する最低純資産額 

50,000千円 

※１．投資信託及び投資法人に関する法律第67条第４項

に規定する最低純資産額 

50,000千円

 

４．損益計算書に関する注記 
第６期 

自 平成21年１月１日 

至 平成21年６月30日 

第７期 

自 平成21年７月１日 

至 平成21年12月31日 

※１．不動産賃貸事業損益の内訳 （単位：千円） ※１．不動産賃貸事業損益の内訳 （単位：千円）

A.不動産賃貸事業収益 A.不動産賃貸事業収益 

建物賃貸料 6,890,298 建物賃貸料 6,886,689

その他収入 654,437 その他収入 608,028

不動産賃貸事業収益合計 7,544,735 不動産賃貸事業収益合計 7,494,717
  

B.不動産賃貸事業費用 B.不動産賃貸事業費用 

維持管理費 1,141,115 維持管理費 1,066,241

水道光熱費 685,227 水道光熱費 648,642

公租公課 540,853 公租公課 542,201

損害保険料 21,116 損害保険料 21,500

修繕工事費 182,521 修繕工事費 142,858

減価償却費 990,577 減価償却費 990,576

その他費用 159,059 その他費用 165,277

不動産賃貸事業費用合計 3,720,471 不動産賃貸事業費用合計 3,577,299

  

C.不動産賃貸事業損益 (A-B) 3,824,264 C.不動産賃貸事業損益 (A-B) 3,917,418

※２．受取利息の内訳  ― 

 譲渡性預金にかかる有価証券利息（732千円）につきま

しては、受取利息に含めて計上しております。 
 

  

 

５．投資主資本等変動計算書に関する注記 
第６期 

自 平成21年１月１日 

至 平成21年６月30日 

第７期 

自 平成21年７月１日 

至 平成21年12月31日 

※１.発行可能投資口の総口数及び発行済投資口数 ※１.発行可能投資口の総口数及び発行済投資口数 

  発行可能投資口の総口数 

  発行済投資口数 

2,000,000口

154,550口

  発行可能投資口の総口数 

  発行済投資口数 

2,000,000口

154,550口
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６．キャッシュ・フロー計算書に関する注記 
第６期 

自 平成21年１月１日 

至 平成21年６月30日 

第７期 

自 平成21年７月１日 

至 平成21年12月31日 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※１.現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成21年６月30日現在）

（単位：千円）

（平成21年12月31日現在）

（単位：千円）

 現金及び預金 2,253,964   現金及び預金 3,027,657  

 信託現金及び信託預金 11,587,081   信託現金及び信託預金 11,663,502  

 現金及び現金同等物 13,841,046   現金及び現金同等物 14,691,159  

      

        

 

７．リース取引に関する注記 
第６期 

自 平成21年１月１日 

至 平成21年６月30日 

第７期 

自 平成21年７月１日 

至 平成21年12月31日 

オペレーティングリース取引(貸主側) 

 

オペレーティングリース取引(貸主側) 

 
  

未経過リース料 １年内 1,134,029千円

 １年超 1,235,489千円

 合計 2,369,518千円

  

  
未経過リース料 １年内 1,128,388千円

 １年超 671,295千円

 合計 1,799,683千円
  

 

８．有価証券に関する注記 

第６期 

自 平成21年１月１日 

至 平成21年６月30日 

第７期 

自 平成21年７月１日 

至 平成21年12月31日 

時価評価されていない有価証券 

 その他有価証券 

非上場株式        10,768千円 

時価評価されていない有価証券 

同左 
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９．デリバティブ取引に関する注記 

第６期 

自 平成21年１月１日 

至 平成21年６月30日 

第７期 

自 平成21年７月１日 

至 平成21年12月31日 

１．取引の状況に関する事項 

①取引の内容 

本投資法人のデリバティブ取引は、金利スワップ取

引であります。 

１．取引の状況に関する事項 

①取引の内容 

同左 

 

②取引に対する取組方針 

本投資法人のデリバティブ取引は、将来の金利の変

動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引

は行わない方針であります。 

②取引に対する取組方針 

  同左 

 

 

③取引の利用目的 

本投資法人のデリバティブ取引は、借入金利等の将

来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回

避する目的で利用しております。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。 

③取引の利用目的 

  同左 

 

 

 

 

（１）ヘッジ会計方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。 

（１）ヘッジ会計方法 

同左 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：金利スワップ取引 

ヘッジ対象：借入金 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  同左 

 

（３）ヘッジ方針 

本投資法人はリスク管理基本方針に基づき投資法人

規約に規定するリスクをヘッジする目的でデリバティ

ブ取引を行っております。 

（３）ヘッジ方針 

同左 

 

 

（４）ヘッジの有効性の評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッ

ジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、

両者の変動額の比率を検証することにより、ヘッジの

有効性を評価しております。 

（４）ヘッジの有効性の評価の方法 

  同左 

 

 

 

④取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを

有しています。 

なお、取引相手先は高格付けを有する金融機関に限

定しているため、信用リスクはほとんどないと認識し

ております。 

④取引に係るリスクの内容 

  同左 

 

 

 

 

⑤取引に係るリスク管理体制 

本資産運用会社の運用管理手続きに基づき、リスク

管理を行っております。 

 

⑤取引に係るリスク管理体制 

  同左 

 

 

２.取引の時価等に関する事項 

全てヘッジ会計が適用されているため、注記を省略し

ております。 

２.取引の時価等に関する事項 

同左 

 

10．退職給付に関する注記 

第６期 

自 平成21年１月１日 

至 平成21年６月30日 

第７期 

自 平成21年７月１日 

至 平成21年12月31日 

本投資法人には、退職給付制度がありませんので、

該当事項はありません。 

同左 
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11．税効果会計に関する注記 

第６期 

自 平成21年１月１日 

至 平成21年６月30日 

第７期 

自 平成21年７月１日 

至 平成21年12月31日 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別内訳 

（単位：千円）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別内訳 

（単位：千円）

（繰延税金資産）  （繰延税金資産）  

 未払事業税損金不算入額 20  未払事業税損金不算入額 19

 繰延ヘッジ損益 63,778  繰延ヘッジ損益 46,607

 繰延税金資産小計 63,799  繰延税金資産小計 46,626

 評価性引当額 △63,778  評価性引当額 △46,607

 繰延税金資産合計 20  繰延税金資産合計 19

（繰延税金資産の純額） 20 （繰延税金資産の純額） 19

  
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間

に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

（単位：％）

２．法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間

に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

（単位：％）

法定実効税率 39.33 法定実効税率 39.33

（調整）  （調整） 

 支払配当の損金算入額 △39.31  支払配当の損金算入額 △39.31

 その他 0.02  その他 0.02

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.04  税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.04

   
  

 
 

12.持分法損益等に関する注記 

第６期 

自 平成21年１月１日 

至 平成21年６月30日 

第７期 

自 平成21年７月１日 

至 平成21年12月31日 

本投資法人には、関連会社は一切存在せず、該当事

項はありません。 

同左 
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13．関連当事者との取引に関する注記 

第６期 

自 平成21年１月１日 

至 平成21年６月30日 

① 親会社及び法人主要投資主等  

該当事項はありません。 

② 関連会社等 

該当事項はありません。 

③ 兄弟会社等 

該当事項はありません。 

④ 役員及び個人主要投資主等 

該当事項はありません。 

 

第７期 

自 平成21年７月１日 

至 平成21年12月31日 

① 親会社及び法人主要投資主等  

該当事項はありません。 

② 関連会社等 

該当事項はありません。 

③ 兄弟会社等 

該当事項はありません。 

④ 役員及び個人主要投資主等 

属性 氏名 住所 
資本金又は

出資金 

事業の内容

又は職業

議決権等の所有

（被所有）割合
取引の内容 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高

（千円）

役員及び 

その近親者 
戸田千史 － － 

本投資法人執

行役員兼ジャ

パンエクセレ

ントアセット

マネジメント

株式会社代表

取締役 

－ 

ジャパンエクセレント

アセットマネジメント

株式会社への資産運用

報酬の支払（注1） 

423,890 

（注2） 
未払金 

259,813

（注2）

(注1) 資産運用報酬の報酬額は、本投資法人の規約で定められた条件によっています。また、資産運用報酬は、当期の全額を記載していま

すが、戸田千史氏は平成21年11月1日付で本投資法人の執行役員に就任しています。 

(注2)上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。 

 

 

14．１口当たり情報に関する注記 

第６期 

自 平成21年１月１日 

至 平成21年６月30日 

第７期 

自 平成21年７月１日 

至 平成21年12月31日 

１．1口当たり純資産額 578,215円  １．1口当たり純資産額 578,780円

２．1口当たり当期純利益 15,802円  ２．1口当たり当期純利益 16,084円

 潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、

潜在投資口がないため記載しておりません。 

 潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、

潜在投資口がないため記載しておりません。 

（注）1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
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第６期 

自 平成21年１月１日 

至 平成21年６月30日 

第７期 

自 平成21年７月１日 

至 平成21年12月31日 

当期純利益（千円） 2,442,237 2,485,934

普通投資主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通投資口に係る当期純利益（千円） 2,442,237 2,485,934

期中平均投資口数（口） 154,550 154,550
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15．重要な後発事象に関する注記 
第６期 

自 平成21年１月１日 

至 平成21年６月30日 

第７期 

自 平成21年７月１日 

至 平成21年12月31日 

該当事項はありません。 １．投資法人債の発行 

平成22年２月12日に開催した本投資法人役員会における

「募集投資法人債の発行に係る包括決議」に基づき、下記

条件にて投資法人債を発行し、平成22年３月11日に払い込

みが完了しています。 

 

 ジャパンエクセレント投資法人第１回無担保投資法人債 

名称：ジャパンエクセレント投資法人第１回無担保投資

法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付） 

①発行総額：120億円 

②払込金額：各投資法人債の金額100円につき金100円 

③償還金額：各投資法人債の金額100円につき金100円 

④利  率：年1.52パーセント 

⑤担保・保証：無担保・無保証 

⑥償還期限：平成26年３月11日にその総額を償還（銀行

休業日にあたるときは、前銀行営業日に繰り上げ

る）。 

買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定

める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 

⑦利払日：毎年３月11日及び９月11日(銀行休業日にあた

るときは、前銀行営業日に繰り上げる）。 

⑧資金使途：借入金の返済 

 

 ２．短期借入金の期限前弁済  

平成22年３月19日付で、以下のとおり短期借入金の期限

前弁済を行うことを執行役員決定いたしました。なお、期

限前弁済による清算金等の支払いはございません。 

①期限前弁済予定日：平成22年３月31日 

②弁済する借入金の内容 

・借入先： 

  株式会社みずほコーポレート銀行 

  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

  株式会社三井住友銀行 

 ・借入金額：120億円 

 ・金利：1.05545％ 

（平成22年２月26日から平成22年３月31日までの適

用利率） 

 ・借入日：平成21年９月30日 

 ・借入方法：平成18年６月27日付極度ローン基本契約

（その後の変更及び貸付人の追加を含む。）に基づ

く極度ローン個別契約として、平成21年９月25日付

で上記借入先との間で締結した極度ローン個別契約

による借入れ 

 ・利払期日： 初回平成21年10月末日、以降毎月末日と

し、最後の利払期日は元本弁済期日とする。 

 ・元本弁済方法：元本弁済期日に一括弁済 

         （期限前弁済可） 

 ・当初元本弁済期日：平成22年９月30日 
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（７）【附属明細表】 

 

①有価証券明細表 

１．株 式 

取得価額 評価額（注1) 
銘柄 株式数 

単価（千円） 金額（千円） 単価（千円） 金額（千円） 

評価損益 

（千円） 
備考 

株式会社ＮＨＫ

名古屋ビルシス

テムズ（注2） 
64株 168 10,768 168 10,768 ― （注1） 

合計 64株 ― 10,768 ― 10,768 ― ― 

（注1）当該非上場株式の評価額につきましては、取得原価を記載しています。 

（注2）株式会社ＮＨＫ名古屋ビルシステムズは、ＮＨＫ名古屋放送センタービルの管理を目的として設立された会社であり、上記株

式は、ＮＨＫ名古屋放送センタービルの取得にあたり、これに付随して取得したものです。なお、株式会社ＮＨＫ名古屋ビル

システムズは、平成21年６月30日付で解散し、平成22年２月24日付で清算手続を結了しました。 

 

２．株式以外の有価証券 

     該当事項はありません。 

 

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

 

契約額等（千円） 
区分 種類 

（注1） うち１年超（注1） 

時価（千円）

（注2） 

市場取引以外の取引 
金利スワップ取引 

変動受取・固定支払 
16,750,000 6,250,000 △118,502

（注1）スワップ取引の残高表示は、想定元本に基づいて表示しています。 

（注2）当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。 
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③不動産等明細表のうち総括表 

減価償却累計額 

資産の種類 

前期末 

残 高 

（千円） 

当 期

増加額

（千円）

当 期

減少額

（千円）

当期末 

残 高 

（千円） 

又は償却

累計額 

（千円）

当 期 

償却額 

（千円） 

差 引 

当期末 

残 高 

（千円） 

摘要

建物 3,235,512  10,457 ― 3,245,969 263,259 37,179 2,982,709 (注1)

構築物 18,574 ― ― 18,574 1,082 150 17,491

工具、器具及び備品 363 298 ― 661 110 35 550 (注1)

建設仮勘定 5,487 ― ― 5,487 ― ― 5,487

信託建物 63,789,048 98,538 ― 63,887,587 5,626,475 930,207 58,261,111 (注1)

信託構築物 491,288 3,775 ― 495,064 33,966 5,908 461,097 (注1)

信託機械及び装置 409,185 ― ― 409,185 90,104 13,776 319,080

信託工具、器具及び備品 32,194 22,977 ― 55,171 8,500 3,319 46,671 (注1)

信託土地 108,502,798 ― ― 108,502,798 ― ― 108,502,798

信託建設仮勘定 ― 3,360 ― 3,360 ― ― 3,360

有 
形 
固 
定 
資 
産 

合計 176,484,453 139,407 ― 176,623,860 6,023,499 990,576 170,600,360

借地権 1,185,044 ― ― 1,185,044 ― ― 1,185,044

商標権 635 505 ― 1,140 261 44 878 (注2)

信託借地権 7,380,016 ― ― 7,380,016 ― ― 7,380,016

無 
形 
固 
定 
資 
産 

合計 8,565,696 505 ― 8,566,201 261 44 8,565,940

（注1）建物、工具、器具及び備品、信託建物、信託構築物、信託工具、器具及び備品の増加は、既存物件に対する 

資本的支出によるものです。 

（注2）商標権の増加は、「JEI」「JEI本郷ビル」「JEI両国ビル」にかかるビル名等の商標登録によるものです。 

 

 

④その他特定資産の明細表 

    該当事項はありません。 

 

⑤投資法人債明細表 

該当事項はありません。 

- 175 -



 

 

 

⑥借入金明細表 

 

 
 

区 分 

  借入先 

前期末残高

（千円）

当期増加額

(千円) 

当期減少額

(千円) 

当期末残高

（千円）

平均利率 

（％）

（注1）

返済期限 使途 摘要 

 
株式会社みずほコーポレート銀

行 
7,000,000 － 7,000,000 －  

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 3,000,000 － 3,000,000 －  

株式会社三井住友銀行 2,000,000 － 2,000,000 －

― 
平成21年 

9月30日 

短期 

借入金 株式会社みずほコーポレート銀

行 
－ 7,000,000 － 7,000,000

無担保

無保証

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 － 3,000,000 － 3,000,000  

 株式会社三井住友銀行 － 2,000,000 － 2,000,000

1.07364
平成22年 

9月30日 

借入金の返

済に充てる

ため 

 

 

小計 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 1.07364 ― ― ― 

農林中央金庫 5,000,000 － － 5,000,000

株式会社みずほコーポレート銀

行 
3,000,000 － － 3,000,000

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 3,000,000 － － 3,000,000

１年内返

済予定の

長期借入

金 

株式会社あおぞら銀行 2,000,000 － － 2,000,000

1.49485
平成22年 

6月29日 

不動産の購

入資金に充

てるため 

無担保

無保証

小計 13,000,000 － － 13,000,000 1.49485 ― ― ― 

 
株式会社みずほコーポレート銀

行 
5,000,000 － － 5,000,000   

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 3,500,000 － － 3,500,000  

 株式会社りそな銀行 1,000,000 － － 1,000,000

1.47669

 

 第一生命保険相互会社 3,000,000 － － 3,000,000
1.96625

（注2）

不動産の購

入資金に充

てるため 

 
株式会社みずほコーポレート銀

行 
6,000,000 － － 6,000,000

平成23年 

6月29日 

 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 4,000,000 － － 4,000,000  

 株式会社三井住友銀行 3,000,000 － － 3,000,000  

 みずほ信託銀行株式会社 2,000,000 － － 2,000,000

1.13545

 

 株式会社あおぞら銀行 3,000,000 －  － 3,000,000  

 中央三井信託銀行株式会社 3,000,000 － － 3,000,000  

借入金の返

済に充てる

ため 

みずほ信託銀行株式会社 3,000,000 － － 3,000,000

株式会社三井住友銀行 2,000,000 － － 2,000,000

平成23年 

11月29日 
長期 

借入金 

(注3) 株式会社みずほコーポレート銀

行 
1,000,000 － － 1,000,000  

無担保

無保証

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 1,000,000 － － 1,000,000

1.52364

 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 2,300,000 － － 2,300,000   

 株式会社三井住友銀行 2,200,000 － － 2,200,000  

 農林中央金庫 2,000,000 － － 2,000,000  

 株式会社りそな銀行 500,000 － － 500,000

0.88545

 
株式会社みずほコーポレート銀

行 
2,500,000 － － 2,500,000

平成24年 

7月31日 

不動産の購

入資金に充

てるため 

 みずほ信託銀行株式会社 1,500,000 － － 1,500,000  

 株式会社損害保険ジャパン 2,000,000 － － 2,000,000    

 東京海上日動火災保険株式会社 1,000,000 － － 1,000,000

1.96907

（注2）

 

   

 
株式会社みずほコーポレート銀

行 
6,000,000 － － 6,000,000  

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 1,000,000 － － 1,000,000

1.23545
平成25年 

6月28日 

借入金の返

済に充てる

ため  
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区 分 

  借入先 

前期末残高

（千円）

当期増加額

(千円) 

当期減少額

(千円) 

当期末残高

（千円）

平均利率 

（％）

（注1）

返済期限 使途 摘要 

 第一生命保険相互会社 2,000,000 － － 2,000,000
2.25875

（注2）
 

 株式会社日本政策投資銀行 2,000,000 － － 2,000,000
2.28417

（注2）

平成26年 

7月31日 

不動産の購

入資金に充

てるため  

 第一生命保険相互会社 3,000,000 － － 3,000,000  

 株式会社日本政策投資銀行 2,000,000 － － 2,000,000

2.27344

（注2)

平成27年 

6月30日 

借入金の返

済に充てる

ため  

小計 70,500,000 － － 70,500,000 1.50141 ― ― ― 

合計 95,500,000 12,000,000 12,000,000 95,500,000 1.44676 ― ― ― 

 

 

（注１） 平均利率は、期末時点のローン契約毎の借入利率を期末残高で加重平均しており、小数点第六位を四捨五入して記載しています。また、金利変

動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。 

（注２） 固定金利による借入れです。 

（注３） 長期借入金（一年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照対象日以後における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。 

 

 

 

区 分 
１年超２年以内 

（千円） 

２年超３年以内

（千円） 

３年超４年以内

（千円） 

４年超５年以内

（千円） 

５年超 

（千円） 

長期借入金 40,500,000 14,000,000 7,000,000 4,000,000 5,000,000 
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２【投資法人の現況】 
【純資産額計算書】 

  （平成21年12月31日現在）

 Ⅰ 資産総額 195,040,206千円 

 Ⅱ 負債総額 105,589,672千円 

 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 89,450,533千円 

 Ⅳ 発行済数量 154,550口 

 Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 578,780円 
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第６【販売及び買戻しの実績】 
 

 

計算期間 発行日 販売口数 買戻し口数 発行済口数 

第２期計算期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 

該当なし 
134,800口 
（0口） 

平成19年７月11日 
19,000口 
（0口） 

0口 
(0口) 

153,800口 
（0口） 

第３期計算期間 
自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日 平成19年８月８日 

750口 
（0口） 

0口 
(0口) 

154,550口 
（0口） 

第４期計算期間 
自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日 

該当なし 
154,550口 
（0口） 

第５期計算期間 
自 平成20年７月１日 
至 平成20年12月31日 

該当なし 
154,550口 
（0口） 

第６期計算期間 
自 平成21年１月１日 
至 平成21年６月30日 

該当なし 
154,550口 
（0口） 

第７期計算期間 
自 平成21年７月１日 
至 平成21年12月31日 

該当なし 
154,550口 
（0口） 

（注1）括弧内の数は、本邦外における販売口数です。 

（注2）本投資法人による投資口の買戻しの実績はありません。 
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第７【参考情報】 
 

 第７期計算期間の開始日から、本有価証券報告書の提出日までの間に、以下の書類を関東財務局長に

提出しました。 

 

１．有価証券報告書 

第６期（自平成21年１月１日至平成21年６月30日）有価証券報告書（添付書類を含みます。）を

平成21年９月25日に提出しました。 

 

２．訂正発行登録書 

平成19年12月26日提出の発行登録書の訂正発行登録書を、平成21年９月25日に提出しました。 

 

３．発行登録書 

発行登録書（添付書類を含みます。）を平成21年12月25日に提出しました。 

 

４．発行登録追補書類 

発行登録追補書類（添付書類を含みます。）を平成22年３月５日に提出しました。 
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独立監査人の監査報告書 

 

  平成21年９月18日

  

ジャパンエクセレント投資法人   

役  員  会  御 中   

 

 新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員 

 公認会計士 小 澤 裕 治  印 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員 

 公認会計士 伊 藤 志 保  印 

 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「投資法人

の経理状況」に掲げられているジャパンエクセレント投資法人の平成21年１月１日から平成21年６月30

日までの第６期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、

金銭の分配に係る計算書、キャッシュ・フロー計算書、注記表及び附属明細表について監査を行った。

この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当

監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、ジャパンエクセレント投資法人の平成21年６月30日現在の財産の状態並びに同日をもって終了

する第６期計算期間の損益及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。 

 投資法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。 

 

以  上 

 

（注１）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 

（注２）財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。  

 



 

 

 

 

独立監査人の監査報告書 

 

  平成22年３月25日

  

ジャパンエクセレント投資法人   

役  員  会  御 中   

 

 新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員 

 公認会計士 小 澤 裕 治  印 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員 

 公認会計士 伊 藤 志 保  印 

 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「投資法人

の経理状況」に掲げられているジャパンエクセレント投資法人の平成21年７月１日から平成21年12月31

日までの第７期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、

金銭の分配に係る計算書、キャッシュ・フロー計算書、注記表及び附属明細表について監査を行った。

この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当

監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、ジャパンエクセレント投資法人の平成21年12月31日現在の財産の状態並びに同日をもって終了

する第７期計算期間の損益及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。 

 

追記情報 

 注記表の「重要な後発事象に関する注記」に記載されているとおり、投資法人は投資法人債の発行を

行っており、また、短期借入金の期限前弁済を行うことを決定している。 

 

 投資法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。 

 

以  上 

 

（注１）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 

（注２）財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。  
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